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平成27年第４回指宿市議会定例会会期及び会期日程 

１．会  期  24日間（11月25日～12月18日） 

２．会期日程 

月  日 曜 区 分 会  議  の  内  容 

11月25日 水 本会議 

・会期の決定 

・議案第65号～議案第72号 

（決算特別委員長報告，質疑，討論，表決） 

・議案第86号～議案第89号一括上程（議案説明） 

（質疑，委員会付託省略，討論，表決） 

・議案第90号～議案第101号一括上程（議案説明） 

（質疑，委員会付託） 

・新たに受理した陳情上程（委員会付託） 

26日 木 休 会 一般質問の通告限（12時） 

27日 金 〃 
 

28日 土 〃 
 

29日 日 〃 
 

30日 月 〃   

12月１日 火 〃 総務水道委員会（10時開会） 

２日 水 〃 文教厚生委員会（10時開会） 

３日 木 〃 産業建設委員会（10時開会） 

４日 金 〃 
 

５日 土 〃   

６日 日 〃   

７日 月 〃 
 

８日 火 〃 
 

９日 水 〃   

10日 木 本会議 ・一般質問 

11日 金 〃 ・一般質問 

12日 土 休 会 
 

13日 日 〃 
 

14日 月 本会議 ・一般質問 

15日 火 休 会 委員長報告に対する質疑・討論の通告限（12時） 

16日 水 〃  

17日 木 〃  

18日 金 本会議 ・議案第90号，議案第92号及び議案第93号 
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（委員長報告，質疑，討論，表決） 

・議案第91号，議案第94号～議案第96号 

（委員長報告，質疑，討論，表決） 

・議案第97号（委員長報告，質疑，討論，表決） 

・議案第101号（委員長報告，質疑，討論，表決） 

・議案第98号～議案第100号 

（委員長報告，質疑，討論，表決） 

・審査を終了した陳情（陳情第9号，第10号，第11号） 

・議員派遣の件 
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（第１日） 

  



 

- 3 - 

 

第４回指宿市議会定例会会議録 

平成27年11月25日 午前10時 開議 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

１．議事日程 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

○日程第２ 会期の決定  

○日程第３ 議案第65号 平成26年度指宿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

○日程第４ 議案第66号 平成26年度指宿市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

○日程第５ 議案第67号 平成26年度指宿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

○日程第６ 議案第68号 平成26年度指宿市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

○日程第７ 議案第69号 平成26年度指宿市温泉配給事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

○日程第８ 議案第70号 平成26年度指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○日程第９ 議案第71号 平成26年度指宿市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

○日程第10 議案第72号 平成26年度指宿市水道事業会計決算の認定及び剰余金処

分について 

○日程第11 議案第86号 平成27年度指宿市一般会計補正予算（第8号）の専決処分

の承認を求めることについて 

○日程第12 議案第87号 鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更

及び同組合規約の一部変更について 

○日程第13 議案第88号 指宿市公共下水道指宿市浄水苑再構築（長寿命化）工事

委託に関する協定の変更について 

○日程第14 議案第89号 指宿市公共下水道新潟口雨水ポンプ場の建設（機械・電

気）工事委託に関する協定の変更について 

○日程第15 議案第90号 新市建設計画の一部変更について 

○日程第16 議案第91号 指宿市体育施設の指定管理者の指定について 

○日程第17 議案第92号 指宿市議会の議決すべき事件を定める条例の制定につい

て 

○日程第18 議案第93号 指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番
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号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の制定について 

○日程第19 議案第94号 指宿市税条例等の一部改正について 

○日程第20 議案第95号 指宿市国民健康保険税条例及び指宿市介護保険条例の一

部改正について 

○日程第21 議案第96号 指宿市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正につい

て 

○日程第22 議案第97号 平成27年度指宿市一般会計補正予算（第9号）について 

○日程第23 議案第98号 平成27年度指宿市温泉配給事業特別会計補正予算（第2

号）について 

○日程第24 議案第99号 平成27年度指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計補正

予算（第2号）について 

○日程第25 議案第100号 平成27年度指宿市公共下水道事業特別会計補正予算（第2

号）について 

○日程第26 議案第101号 平成27年度指宿市水道事業会計補正予算（第2号）につい

て 

○日程第27 新たに受理した陳情上程（陳情第9号～陳情第11号） 

                               

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程のとおり 

                               

１．出席議員 

１番議員  外 薗 幸 吉  ２番議員  臼 山 正 志 

３番議員  恒 吉 太 吾  ４番議員  井 元 伸 明 

５番議員  吉 村 重 則  ６番議員  西 森 三 義 

７番議員  浜 田 藤 幸  ８番議員  東   伸 行 

９番議員  高 田 チヨ子  10番議員  森   時 德 

11番議員  髙 橋 三 樹  12番議員  福 永 德 郎 

13番議員  前 原 六 則  14番議員  松 下 喜久雄 

15番議員  前之園 正 和  16番議員  木 原 繁 昭 

17番議員  中 村 洋 幸  18番議員  新川床 金 春 

19番議員  下川床   泉  21番議員  新宮領   進 
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１．欠席議員 

な   し 

                               

１．地方自治法第 121 条の規定による出席者 

 

市 長  豊 留 悦 男  副 市 長  渡 瀨 貴 久 

副 市 長  佐 藤  寛  教 育 長  西 森 廣 幸 

総 務 部 長  髙 野 重 夫  市民生活部長  牟 田 浩 一 

健康福祉部長  下敷領    正  産業振興部長  廣 森 敏 幸 

農 政 部 長  新 留 幸 一  建 設 部 長  山 下 康 彦 

教 育 部 長  浜 島 勝 義  山 川 支 所 長  馬 場 久 生 

開 聞 支 所 長  川 畑 徳 廣  総 務 部 参 与  有 留 茂 人 

建 設 部 参 与  光 行 忠 司  総 務 課 長  岩 下 勝 美 

財 政 課 長  上 田  薫  税 務 課 長  中 村  孝 

水 道 課 長  川 口 光 志     

                               

１．職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長  森  和 美  次長兼調査管理係長  石 坂 和 昭 

主幹兼議事係長  鮎 川 富 男  議 事 係 主 査  嶺 元 和 仁 
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△ 開会及び開議                   午前１０時００分 

○議長（新宮領進） ただいまご出席の人員は，定足数に達しておりますので，これより，平成

27年第4回指宿市議会定例会を開会し，ただちに本日の会議を開きます。 

 

△ 会議録署名議員の指名 

○議長（新宮領進） まず，日程第1，会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は，会議規則第88条の規定により，議長において，森時德議員及び

髙橋三樹議員を指名いたします。 

 

△ 会期の決定 

○議長（新宮領進） 次は，日程第2，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，本日から12月18日までの24日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，今期定例会の会期は，本日から12月18日までの24日間と決定いたしました。 

 

△ 議案第65号～議案第72号（決算特別委員長報告，質疑，討論，表決） 

○議長（新宮領進） 次は，日程第3，議案第65号，平成26年度指宿市一般会計歳入歳出決算の

認定について，から，日程第10，議案第72号，平成26年度指宿市水道事業会計決算の認定及

び剰余金処分について，までの8議案を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 8議案は，決算特別委員会を設置し，これに付託して審査をお願いしてありましたので，

決算特別委員長の報告を求めます。 

○決算特別委員長（臼山正志） おはようございます。 

 決算特別委員会に付託されました議案第65号，平成26年度指宿市一般会計歳入歳出決算の

認定について，から，議案第72号，平成26年度指宿市水道事業会計決算の認定及び剰余金処

分について，までの8議案について，10月19日から10月23日までの5日間の日程で，関係課職

員の出席を求め，慎重に審査いたしましたので，その経過と結果をご報告いたします。 

 本委員会は，審査に当たり議決の目的に沿って執行されたものかどうか，執行効果が上が

り，住民の福祉向上に寄与されているかどうかなどの観点から審査を行い，また，松原田2

号団地外壁等改修工事，成川分団消防車庫新築工事，新潟口雨水ポンプ場施設工事など，5

か所の現地調査も行い，慎重に審査をいたしました。その結果，議案第66号から議案第68号
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までの3議案については，全員一致をもって認定すべきものと決しました。 

 また，議案第65号については，反対討論として，決算審査においては，単に予算どおりの

執行かどうかということだけにとどまらず，市民本位の執行であるかどうかという視点が必

要であります。つまり，予算と一体のものと考えます。メディポリスへの奨励金は今年で7

年目になり，トータルでは2億5,425万2千円になっています。まちを明るくする街灯の設置

については，地区を限定できるかどうかを主な指標として，安全灯，防犯灯と区別して，地

区の安全灯は市からの補助はあるものの，設置責任は地区になっています。また，平成26年

度は安全灯への設置補助は削減されており，安全灯の設置は本来行政の責任において設置す

べきものと考えます。また，高校授業料は無料の制度から支援金制度に切り替え，8名が自

己負担になっています。本来，授業料の無料化は生徒自身に対する制度であり，親の所得に

よって振り分けるべきものではありません。さらに平成26年度は，消費税が5％から8％に上

がり，市の手数料等に転嫁するかどうかは自主的に判断できる中で転嫁をしております。ま

た，款8消防費，項1消防費，目3消防施設費を巡っては，担当課の方からも不適切な予算執

行だったという明確な答弁もあり，これも問題であります。以上のようなことから，市民本

位の市政を望む立場から，また，適切な執行がなされたかどうかという視点に立っても問題

がありますので反対いたしますというものがあり，起立採決の結果，起立多数により認定す

べきものと決しました。 

 議案第69号については，反対討論として，温泉配給事業でありますが，平成26年度は消費

税の増税がなされました。市の使用料・手数料等に転嫁するかどうかは，市の裁量である下

で，例外なく転嫁をしております。消費税に反対する立場から予算にも反対しましたが，決

算においても値上げ初年度であり，本決算には政治的な立場を含めて反対をいたしますとい

うものがあり，起立採決の結果，起立多数により認定すべきものと決しました。 

 議案第70号については，反対討論として，そうめん流し事業でありますが，議案第69号と

同趣旨にて反対いたしますというものがあり，起立採決の結果，起立多数により認定すべき

ものと決しました。 

 議案第71号については，反対討論として，公共下水道事業でありますが，議案第69号と同

趣旨にて反対いたしますというものがあり，起立採決の結果，起立多数により認定すべきも

のと決しました。 

 議案第72号のうち，まず，平成26年度指宿市水道事業会計決算の認定については，反対討

論として，水道事業会計の決算についてですが，議案第69号と同趣旨にて反対いたしますと

いうものがあり，起立採決の結果，起立多数により認定すべきものと決しました。 

 次に，剰余金処分については，反対討論として，剰余金処分は決算を前提としたものであ

りますので，議案第69号と同趣旨にて反対いたしますというものがあり，起立採決の結果，

起立多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 それでは，審査の過程で出されました主な質疑，意見について，議案ごとに申し上げま

す。 

 議案第65号，平成26年度指宿市一般会計歳入歳出決算の認定について申し上げます。 

 まず，選挙管理委員会事務局所管分について申し上げます。県議会議員選挙，衆議院の補

欠選挙，衆議院選挙の委託料は，ポスターの掲示等の設置，撤去ということでしたが，金額

に相当な開きがあるのはなぜですかとの質疑に対し，衆議院補欠選挙と衆議院選挙の場合

は，平成26年度で設置と撤去を行っていますが，県議会議員の選挙は，26年度の予算におい

て設置を行い，27年度で撤去を行ったためですとの答弁でした。 

 昨年，また分離機を1台購入されていますが，この分離機を購入したことによってどれく

らいの時間的な短縮があったのですかとの質疑に対し，現在，増設ユニット3台で行ってお

り，この増設ユニットを導入した効果として，開票時間が26年に行われた市長・市議選で

2.2時間，鹿児島県第2区の補欠選挙で1時間半，12月の解散総選挙で1時間40分短縮されてい

ますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，総務課所管分について申し上げます。 

 産業医の報酬36万円は，年1回一括で払い，どのような仕事をするのですかとの質疑に対

し，産業医の報酬は指宿庁舎分が月額1万5千円の12か月18万円，山川・開聞両庁舎を合わせ

て月額1万5千円の12か月18万円で，合計36万円です。業務内容は健康相談時の個人面接，安

全衛生委員会への参加，長時間労働者への面接，その他，随時健康相談等を受けていただい

ていますとの答弁でした。 

 一般管理費で弁護士等の費用という説明がありましたが，26年度で市が関わった係争中の

案件は何件あったのか。また，弁護士費用としてどれだけの額を支払ったのかお願いします

との質疑に対し，総務課で所管している分は，顧問弁護士に業務の方向性や起こった問題の

改善の手続き方法などを聴く業務委託料43万2千円です。そういった相談が26年度は12件あ

りました。中身は，例えば夏期休業中のプール開放をＰＴＡ事業として実施して，もし事故

があった場合，ＰＴＡにその責任が及ぶのかとか，市有林から飛来した枝によって個人のビ

ニールハウスが破損した場合の対応の方法などの相談がありました。こういったことが仮に

訴訟に発展した場合は，それぞれの担当課で別途予算を計上して当たることになっています

との答弁でした。 

 指定管理者候補者選定委員会が3回開催されたということで，今回は指宿・山川図書館，

指宿山川特産品市場活お海道，レイクグリーンパークですが，特にレイクグリーンパークは

前の人がやらないということで，どういう形で選定したのですかとの質疑に対し，レイクグ

リーンパークについては，当初，公募の条件として池田地区から一定の雇用が見込まれるこ

となどを含めて公募を実施しましたが，1回目，その要件を満たす業者がなく，2回公募を行
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って決定しましたとの答弁でした。 

 意見として，指定管理者候補者選定委員会でレイクグリーンパークの候補者を5年間契約

ということで選んでおりますが，選定について我々が説明を受けたのは，本当に意欲のある

すばらしい方であるということでした。しかし，現状は地元の雇用もなく，いろんな形で行

き詰まって大変苦しんでいると思われますので，しっかり指導していただきたいというもの

がありました。 

 次に，市長公室所管分について申し上げます。 

 なのはな館について，当初，県が市に無償譲渡するという話があった時に，市としては後

年度に負担があるようでは困るという基本的立場があり，県としては一括利用ということが

あったと思います。その下で，市としては一括の利活用が難しいということで，民間に募集

をかけたと思います。それが，現時点で解体する部分と存続する部分があるということは，

一括じゃなくて部分的な活用ということになるので，部分的な利活用と方針転換したこと

で，改めて民間に募集をかけてもいいのではないかという気がしますが，その点はどうです

かとの質疑に対し，今回，譲渡施設が本館，体育館，芝生広場になりますが，市の利活用構

想で示した健幸のまちづくりと文化・芸術機能を中心になのはな館を市で活用していくとい

うことが前提で，県も本館，体育館を譲渡し，あとは解体をしますということで協議をさせ

ていただいているところです。今後の管理運営の部分でどういった事業をやっていくのか，

どういう行政機能が必要なのかということに加えて，民間やＮＰＯ，そういった団体との連

携も視野に入れてイメージ図を掲げており，全てを全く違う用途で民間へというのは難しい

と思います。今後は健幸のまちづくりや文化・芸術活動，そういったものを中心にしながら

活用していく中での民間企業との連携はあり得ると思っていますので，そこは検討したいと

考えていますとの答弁でした。 

 メディポリスへの奨励金について，固定資産税相当額を10年間ということで，おおむね

7，8年続けてきたわけですが，評価委員会や市民の中から非常に優遇し過ぎじゃないかと

か，いろんな声が当時から聞かれましたが，これをやったことによる効果を現時点の中でど

う捉えているのかとの質疑に対し，メディポリスの奨励金は10年間で，平成20年度から29年

度までが補助金の交付年限になっています。市への貢献というところでは，現在，がん粒子

線治療を受けた患者は，オープンしてから9月11日現在で1,573人の方が受診されています。

内訳は，海外の方が22名，九州管内が85％，うち県内が45％という状況です。メディポリス

があることによって，指宿市民の方も先進治療を近くで受けられるというメリットもありま

す。また，建設に伴う立地協定に基づき，メディポリス粒子線治療研究センターでは81名，

ベイテラスでは54名の方を地元から雇用していただいています。また，法人市民税や市県民

税については，26年度の法人市民税が259万円，市県民税が概算で754万円，その他入湯税が

358万円，合計で1,371万円が入っているようです。また，固定資産税額も償却資産も含め，
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平成26年の課税総額が1億2,328万円程度です。このうち，新日本科学の課税分から旧グリー

ンピアの施設分の3,371万円を奨励金として支払っているため，市に入ってくるのは奨励金

を除いて大体9,000万円ぐらいになりますとの答弁でした。 

 パブリック・コメントについて，制度自体は住民の声を聴くという点でいいと思います

が，実態として6案件で2名から17件というのは，なかなか声が吸収できたということにはな

らないような気がします。パブリック・コメントはやるにしても，ほかでトータル的に住民

意思を把握するとか，パブリック・コメントの手法についても改善すべきところはないので

すかとの質疑に対し，確かに2名の方からしかパブリック・コメントがなかったことについ

ては，もっと市民の方に制度そのものも含めてＰＲする必要があると思います。また，ホー

ムページや広報誌等で広報の方法についても検討する余地があると思いますとの答弁でし

た。 

 意見はありませんでした。 

 次に，財政課所管分について申し上げます。 

 新システム導入事業の5,114万4千円について，業務の効率を図るためグループウエアネッ

トワークの更新，パソコンの購入などを行ったとのことで，マイナンバーに備えてのことか

と思いますが，詳しく説明してほしいとの質疑に対し，新システム導入事業の内訳は，委託

料として，マイナンバーの制度へのシステム改修委託費が2,148万4千円，新電算システムへ

のデータ移行に1,416万7千円，ネットワークの再構築費用に938万5千円です。そのほか印刷

製本費，グループウエアのシステム使用料，ネットワーク機器の使用料等への負担金等やデ

ジタル複合機の使用料も含まれていますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，危機管理課所管分について申し上げます。 

 昨今，いろんな防災関係のことが論議されている中で，26年度は防災会議を開かなかった

というのは，何か理由があったのかどうかとの質疑に対し，防災会議の開催については，地

域防災計画の大きな変更がまだ終わっていないため開催できなかったところです。軽微ない

ろんな呼び名は変更していますが，基本的に平成26年3月に県が津波被害とか，地震想定，

また，液状化等のシミュレーションを出したところです。市としては，平成26年度から現在

の地域防災計画の見直しを図ってきているところですが，まだ，これが総体的に実を結んで

いないというのが現状ですとの答弁でした。 

 成果説明の中で，成川分団の消防車庫新設工事の予算額が3,361万3千円で，決算額が

3,692万5千円と300万円からの開きがあるのはどういうわけですかとの質疑に対し，外構に

係る費用等が川の土手ということもありかなり掛かるということで，本来ならば議会の承認

を得て補正するというのが筋ですが，期間もぎりぎりとなっていたことから流用させていた

だいて外構の工事をしたということですとの答弁でした。 
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 なお，この成川分団の消防車庫新設工事に係る成果説明資料の予算額については，10月23

日付けで錯誤によるということで，3,772万2千円に訂正がなされ，当日改めて質疑を行いま

した。 

 工事を始めたところが付属の用地に多額の費用を要する工事が発生し，そのために急きょ

同じ節内で流用したという状況だったと思いますが，それを踏まえると同じ節内のほかの項

目に何か影響が出たのではないかと思われますが，どうだったのですかとの質疑に対し，外

構の方に不足の額があり，その予算を確保するため，防火水槽への補水バルブ等新設工事

500万円の予算を節内で流用させていただいたところですとの答弁でした。 

 事業は執行されていないが，お金はなくなったということになりますが，次年度にまたバ

ルブの新設工事を組むとすれば，二重に工事を組むということになるのではないですかとの

質疑に対し，今回，バルブに充てる工事費500万円分を成川分団車庫用地に充てたというこ

とは，不適切な予算執行ということであります。本来ならば，防火水槽のバルブに使わねば

ならなかったものが，成川分団の車庫の用地整備費に利用させていただいたということにな

りますとの答弁でした。 

 意見として，区画線や反射鏡もだんだん予算を増やしていただいて，大分よくなってきて

いるのですが，これからも市民の生命や財産を守るという観点から，交通安全の向上のため

にも力を入れていただきたいと思いますというものがありました。 

 次に，議会事務局所管分について申し上げます。 

 政務活動費について，交付額208万859円となっており，予算としては20名で240万なので

返金があったと思いますが，何人が返金されたのか。また，返金額が多い人，少ない人，そ

れぞれ幾らぐらいですかとの質疑に対し，4月に交付した分で政務活動費の返納が6名の方か

らありました。また，政務活動費を請求されなかった方が1名おりました。返納額について

は19万9,141円でした。一番多い額が10万7,935円，一番少ない額が6,643円ですとの答弁で

した。 

 意見はありませんでした。 

 次に，教育委員会所管分について申し上げます。 

 小・中・高校の耐震工事を行っていますが，26年度で進捗率は何％ですかとの質疑に対

し，26年度末の耐震化率は小学校で93.18％，中学校で100％，全体で96％となっており，指

宿商業高等学校の校舎については終了していますとの答弁でした。 

 スクールソーシャルワーカー事業や心の教室相談員など，内容的には似ていますが資格者

が違うということですか。また，全ての学校に配置されていない理由は何ですかとの質疑に

対し，スクールカウンセラーは児童・生徒への相談活動などが主で2人の配置ですが，5中学

校に行っています。スクールソーシャルワーカーは学校や関係機関を結ぶ，いわゆるコーデ

ィネーター的な役割を果たしており，3人の配置ですが，これは拠点校という形でしてお
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り，要請があったら拠点校からそれぞれの学校の方に行くという形を取っていますとの答弁

でした。 

 不登校の現状と対策についてはとの質疑に対し，26年度の不登校は，小学校が7名，中学

校が37名，計44名です。対応としては，まずは学校がチームで組織的に対応していくという

ことになります。あとは，スク－ルカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，そういっ

た方々の相談活動ということもございますとの答弁でした。 

 子どもと親の相談員を配置する予算審査の時に，丹波小学校に置くが，ほかの学校からも

要請があれば相談に乗りますということで，それなら問題ないとしたのですが，相談件数は

どれぐらいあり，丹波小学校区内だけしか相談を受けていないのですかとの質疑に対し，相

談件数は児童が延べ人数203名，職員，保護者が129名で，丹波小のみとなっています。他校

についても依頼があればそこの運用の仕方については，今後，課内でも検討してまいりたい

と考えていますとの答弁でした。 

 給食費の納入について，経済的理由で滞納になっているケースはありますかとの質疑に対

し，給食費の納入については，経済的理由の方々には就学援助費等での対応というのもあり

ます。山川給食センターについては，ここ3年，給食費は100％完納です。指宿給食センター

も学校の協力により，現在，2校だけが未納です。全体的な徴収率，納付率としては26年度

で99.8％となっています。学校が非常に力を入れてくださっており，26年度は過年度分を88

万円ほど納付いただいておりますとの答弁でした。 

 準要保護の財源は市の持ち出しで，給食費の基礎額はそれぞれ自治体で違うと思います

が，本市では基礎額に対して7割としていますが，ほかの自治体はどのようになっています

かとの質疑に対し，県内で7割は垂水市が1市で，あとは8割，若しくは全額負担していると

ころもあります。平成28年度の予算要求において，教育委員会としては増額で要求をしたい

と考えているところですとの答弁でした。 

 意見として，子どもと親の相談員配置事業並びにスクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラーは，子どもが成長していく上でとっても大事だと思いますので，もっと人数を

増やしていけたらいいと思います。そうすることによって，親も子も安心して生活していけ

るのではないかと思いますので，そのようにしてほしいと思いますというものがありまし

た。 

 次に，観光課所管分について申し上げます。 

 元湯の借受人募集をした場合に，1件とか2件しか来ないということですが，経営状態が厳

しいということであれば，今後，募集しても来ないことも考えられますが，そういった時の

対策というのは考えているのですかとの質疑に対し，元湯温泉は指宿の大事な観光資源のう

ちの一つと思っていますので，元湯温泉を廃止するという考えは持っていないところです。

今，幸いにも1名の応募がありますが，今後，ゼロということも考えられますので，元湯の
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貸付条件を検討することも大事かなと思っていますし，砂むし温泉砂楽との一体管理という

ことも，今後，考えていかなければいけないと思っていますとの答弁でした。 

 緊急雇用創出事業のおじゃったもんせ指宿人づくり事業の研修会は，何回ぐらいされたん

ですかとの質疑に対し，指宿駅のところに4人ほど雇用し，訪れる観光客，あるいはインバ

ウンドの方々にいろいろおもてなしの部分を行う研修会は，インターネット・ＳＮＳの活用

講座，あるいは簡易な外国語の講座，おもてなし・接遇研修，こういうものを雇用期間中に

行い，その人のスキルアップを図り，来られるお客様に温かくおもてなしをするのがこの事

業で，ある程度の成果はあったものと思っていますとの答弁でした。 

 意見として，古くからある元湯については，指宿温泉の一つの顔であろうかと思います。

しかし，管理者が経営が厳しいということで，期間途中でおりた，やめたということです

が，その一つの理由に湯温が高過ぎて水道代，下水道代の経費が多く掛かるということもあ

るようです。かかり湯等の燃料代の軽減と高過ぎる湯温の低下も兼ねて，タンク内に熱交換

器の検討や，また，もっと魅力ある元湯にするためにリニューアル等も検討していただきた

いと思いますというものがありました。 

 次に，商工水産課所管分について申し上げます。 

 藻場干潟保全活動支援推進事業について，人工魚礁，自然石沈設ですが，一昨年，岩本を

やられた，その効果が，例えば1年ぐらいで出るものなのですかとの質疑に対し，25年度は

岩本の指商沖で行い，26年度は休暇村指宿のテニスコート沖で行っております。まだ1年で

はなかなか事業効果が出にくいというふうに考えております。毎年，モニタリングをしてお

り，順調に生育はしていますが，まだその魚礁になって魚が住みつくところまではいってい

ないと感じていますとの答弁でした。 

 山川常設市場の活お海道について，以前と比べると大分改善されている部分はあるのかな

と思うのですが，26年度の運用状況を市としてはどのように把握していますかとの質疑に対

し，26年度は芙蓉商事が指定管理者3年目の最後でした。我々の想像以上に効率的に行って

くれまして，売上が伸びていると感じておりますとの答弁でした。 

 イッシーバスについて，路線ごとに最低必要なお客さんは確保されているのかどうか。あ

るいは，路線によってはなかなか厳しいところがあるのですかとの質疑に対し，1便当たり

の利用者は小牧・岩本・宮ヶ浜線が10.1人，池田・東方線が8.1人，尾下・鰻・成川線が6.1

人，開聞・徳光・成川線が15.2人です。採算ラインは10人程度と聞いています。現在，平均

9.9人ですが，若干低い路線もあるようですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，健康増進課所管分について申し上げます。 

 健康推進事業費の健幸のまちづくり地域環境整備について，補助を出した後は地域の方々

の自主性にお任せするということでしょうが，この事業は今後ずっと続く健幸のまちづくり
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という意味から言えば，非常に大きな部分だと思う。まだ，年数はそう経っていませんが，

成果というか，何か目新しいものがあれば挙げていただきたいとの質疑に対し，当然，健康

づくりですので，実際取り組んだ方の医療費分析やアンケート調査をやっています。単年度

でそれを成果と言えるかということもありますが，アンケートによると出て行ってみんなで

やる楽しみがあるとか，歩きがきつくなくなってきたなどがあり，また，医療費について

は，ある程度の経過を経ないと成果が見えない部分もあります。ただ，健康づくりもです

が，生きがいづくり，コミュニケーションの場としての補助制度なのかなということは感じ

ていますとの答弁でした。 

 保健衛生総務費の中で，産科医の不足が問題ということで，九州大学の寄附講座を開設，

26年から28年とありますが，26年度においては，人数的にどれくらいの方々がおられたので

すかとの質疑に対し，医療センターの方で出産をされた人数は133名です。全体では指宿市

で306名おり，大半が鹿児島市の方で出産をされているようですとの答弁でした。 

 健幸のまちづくり推進事業費のアプリについて，予算額700万円の根拠を教えていただき

たいとの質疑に対し，700万円は26年度の予算要求をするときに健康ロードのマップを作る

ということで積算された金額で，700万円でできる内容を作ってもらうということで，プロ

ポーザルにかけたというのが正直なところですとの答弁です。 

 意見はありませんでした。 

 次に，長寿介護課所管分について申し上げます。 

 砂むし温泉入浴事業について，無料券は65歳以上の方に年24枚ということで，砂楽の方に

利用された分を払う形になると思いますが，1回分がどのくらいの金額になるのですかとの

質疑に対し，毎月の精算になりますが，砂楽の方から1枚514円の補助で，そのうちの3割を

国保特会，7割を一般会計で支払っていますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，地域福祉課所管分について申し上げます。 

 児童福祉施設費の中で説明いただいた内容は，利永保育所と開聞児童館が入っていたと思

いますが，それぞれの費用と現在，園児がそれぞれ何人ぐらいいるのかお願いしますとの質

疑に対し，利永保育所の総経費は1,805万8,116円で，現在の園児数は32名，開聞児童館の総

経費は484万9,610円で，現在の常時登録者は3名となっていますとの答弁でした。 

 生活保護について，就労支援員は一般事務での採用になるのですか。それとも，経歴を含

めて専門的な方の採用ということになっているのですかとの質疑に対し，一般事務というこ

とで，臨時職員を充てていますとの答弁でした。 

 生活保護費の返還金が1,095万8,407円ありました。一見したところ，ちょっと多いのかな

と思いますが，何か特別な事情があったのですかとの質疑に対し，生活保護費の返還金

1,095万8千円については，年金の遡及受給や交通事故賠償金等に伴う扶助の減額が要因とな
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る返還金が昨年が71件43人で，896万5,029円です。親類縁者からの仕送りや起業収入等の無

届による不正受給等が要因となる返還金が118件で27人，199万3,378円でしたとの答弁でし

た。 

 意見はありませんでした。 

 次に，都市整備課所管分について申し上げます。 

 渡瀬通り線整備事業費について，全体的な事業費は30数億と聞いていますが，市負担分と

いうのはどのくらいですか。また，今かなり出来つつありますが，進捗率はどれぐらいです

かとの質疑に対し，県に聞いた事業費は約34億で，そのうち市の負担金は3億程度です。現

在，道路築造工事と建物移転等は全て終わっており，平成28年度に植栽を20本程度，県の方

で行うと聞いています。それについても，一部市の負担金がありますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，建設監理課所管分について申し上げます。 

 未登記物件の整理事業費ということで，今回18件51筆の委託ということですが，今，市全

体でどれぐらい未登記物件があって，26年度でどのぐらい進捗しているのか分かりますかと

の質疑に対し，未登記物件は平成20年度当初には約3,000筆でしたが，平成26年度末までに

464筆を処理しています。平成26年度末の未登記物件は2,562筆となっており，進捗率でいく

と約16％ですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，会計課所管分について申し上げます。 

 公金総合保険は，保険料としてどのくらいで，どういうものに対応しているのか。また，

その自治体の扱う金額や規模によって額が変わるのですかとの質疑に対し，保険料は1人当

たり2.3円で，外国人を含む指宿市の人口で計算して支払っています。対象となるものは，

公金に該当するもので，一般会計，特別会計，地方公営企業に帰属する現金等が全て該当し

ます。対象にならないものは，職員や集金者が第三者と共謀して行った窃盗や強盗によるも

の，又は紛失したり，置き忘れたり，地震や津波，噴火によるもの，また，故意又は重大な

過失によるものも該当しません。支払いの限度額は一般会計歳入決算額の20％，又は100億

円となっていますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，建築課所管分について申し上げます。 

 市営住宅のくみ取り式トイレを洋式にする改修が進んでいますが，26年度において進捗率

はどのくらいで，あとどれくらい残っていますかとの質疑に対し，市営住宅全体としては，

現在約75％が水洗化されているところです。現段階で水洗化されていない住宅が201戸あり

ます。内訳としては，今後水洗化を図っていくものが27戸，用途廃止等の計画があり，水洗

化をしないとしているものが16戸，近い将来建替えるであろう団地が全部で152戸あります
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との答弁でした。 

 外部へ設計委託をする場合，何かそのラインとか，金額等の決まりごとのようなものがあ

るのでしょうかとの質疑に対し，金額とかで明確なラインを引いているわけではありませ

ん。建築課の技師が4名しかおりませんが，現在，建築課所管分のボリューム以上にほかの

部署からの依頼があります。教育委員会の学校関係，体育館もありますし，観光課の施設，

その他，いろんな施設があって，とても自前で設計をしている時間が取れないのが実情です

ということで，基本的には，ほかの部署から依頼がある分につきましては，前年度で設計委

託料を必ず確保していただくようにお願いはしているところですとの答弁でした。 

 意見として，先日，指宿港海岸整備事業の着工式がありました。これを機に5年後，10年

後，あるいは50年，100年後の指宿の都市計画，街並みも考えていこうという中で，市の建

築課の立ち位置というのは，非常に重要になってくると思います。他市と比べたときも約半

分の人員でやっているということですので，できれば複数名新規採用をしていただきたいと

思いますというものがありました。 

 次に，土木課所管分について申し上げます。 

 細田西，山川大山区に里道の整備で補助金が80万円と125万円出ていますが，里道の整備

というのは，例えば現物支給とか，住民がやるなど，いろいろありますが，この補助金の割

合は，どのようになっていますかとの質疑に対し，現在，認定外道路については，原材料支

給が主です。認定外道路整備要綱というのがあり，その中に原材料支給と補助金の交付によ

るものもできるとなっています。補助金については，事業費の50％を補助していますとの答

弁でした。 

 市内全体で相当な市道があり，改良工事の要望が上がってきていると思いますが，26年の

時点で進捗率は何％で，あと何件ぐらい残っていますかとの質疑に対し，現在，市道等につ

いては平成22年からの過疎計画の中で路線等をしています。過疎計画で上げているのが，今

222路線あり，現在のところ継続等も含めて63路線，進捗で30％ぐらい完了していますとの

答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，指宿港海岸整備室所管分について申し上げます。 

 瀬崎の高潮対策の設計業務委託が実施されていますが，設計はいつまでに終わって，着手

するのは大体いつ頃の予定ですかとの質疑に対し，瀬崎港の高潮対策事業の設計業務委託に

ついては，25年度の補正をいただき，26年度に着手しています。26年度分の予算も一部使

い，26年3月に設計業務委託は終了しています。工事着手については，繰越しをさせていた

だき，27年度着手しました。現在，26年度分の工事も施工中ですし，27年度分も発注して，

現在施工中ですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 
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 次に，農業委員会所管分について申し上げます。 

 県農業会議の負担金について，権限移譲により農業会議の業務内容は随分と少なくなって

いると思いますが，権限移譲前の負担金と権限移譲後の負担金に何か変化はあったんですか

との質疑に対し，負担金については，ここ2，3年ずっとそのままで，43市町中の20市町で権

限移譲をされ，全市町が権限移譲されているということではありませんとの答弁でした。 

 農地中間管理事業について，26年度の意向調査対象件数4,609件に対し，利用権設定件数

が1件という状況は，どのような理由があるのですかとの質疑に対し，農地中間管理事業は

国の施策ですが，実際の業務は，県が県の公社に委託をして，県の公社が市町村に業務委託

しています。いろんな業務を執るまでに結構時間が掛かり，意向調査は今年の1月ぐらいに

出して3月末を締切りにして回収したため，26年度中の実績につなげるまでの時間が非常に

少なかったということが最大の理由ですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，市民協働課所管分について申し上げます。 

 共生・協働事業のコミュニティプラットホーム育成事業について，どのような内容の事業

ですかとの質疑に対し，コミュニティプラットホーム事業は，従前から指宿市内の自治公民

館連絡協議会と共同で，地域内の分権社会を目指しましょうということで，コミュニティ事

業の先進地研修を行っています。この地域内分権は，地方分権の最前線の部分で，特に地方

では単位自治会を母体とした取組になります。内容は，これまでの脆弱化した自治会活動

を，今後の人口減少社会や少子高齢化社会に耐え得る新しいコミュニティの仕組みづくりを

しようとするものです。現在，地域ごとの仕組みづくりということで，指宿市全体ではな

く，例えば山川地域，開聞地域の中で，それぞれの区とか集落で従来からの地縁の仕組みが

ありますので，そういったスタイルに合ったコミュニティをもう一回見直しましょうという

ことで，昨年度は山川地域の福元区，指宿地域の柳田校区，今和泉校区の自治公民館連絡協

議会，3団体が取り組んでいますとの答弁でした。 

 自治会加入促進事業支援費が2万2千円と金額が小さいのですが，今，コミュニティや自治

会の在り方というのが非常に叫ばれている中で，これはどのような方に支援を行われたのか

説明をお願いしますとの質疑に対し，カツオパックの購入費で，例年，転入が多い時期に市

役所のロビーにブースを設けて，自治公民館長さん方を中心に自治会への加入促進をやって

おり，その時に差し上げるものですとの答弁でした。 

 市民活動補償保険で，傷害・損害賠償の6件ということで出ており，傷害の方が金額が大

きいと思いますが，どういった事案だったのかお尋ねしますとの質疑に対し，6件というの

は26年度に保険が支給された件数で，6件の中には賠償保険が2件，傷害が4件ありました。

特に大きかったのが，下吹越地区で地区の有線放送設備の撤去時に電柱から落下して後頭部

から背中を打ったということで入院され，後遺症も残ったということで560万円支給されて
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おります。賠償は草刈りの際に石が飛んでガラスを割って，賠償をするといったものがあり

ましたとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，税務課所管分について申し上げます。 

 賦課徴収費の中で役務費，預貯金調査と聞こえたのですが，これは強制執行関連，差押え

のための何か調査という意味でしょうかとの質疑に対し，預貯金調査は財産調査を行います

ので，それに伴う支出になります。金融機関や生命保険会社に調査をかけるものですとの答

弁でした。 

 強制執行は，何人に対して何件あったのですかとの質疑に対し，差押え件数は，26年度は

246件で234人，金額にして1,511万3,882円となっておりますとの答弁でした。 

 同じ方がいろんなところで収入未済になっているのではないかと思いますが，そういう方

が何人ぐらいいるのですかとの質疑に対し，26年度の滞納者で繰越しをした実人数が2,959

名ですとの答弁でした。 

 その2,959人の中で一番多く滞納している方は，幾らぐらいになっているのでしょうかと

の質疑に対し，高額滞納者の状況については，平成26年度の繰越決算時点で，本税額が100

万以上の滞納者は167人おり，そのうち500万以上が5人，最高額は1,000万ほどです。ほとん

どが市内の居住者ですが，市外転出者等もおり，いずれも滞納者に係る進行管理を徹底し

て，定期的な分納指導をしながら，滞納整理を行っているところですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，環境政策課所管分について申し上げます。 

 生ごみ処理機の購入補助の執行残が結構多いということでしたが，これはかなり普及して

のことなのか。事業所はほとんどなかったとのことでしたがとの質疑に対し，生ごみ処理機

については，交付は18件で，内訳は家庭用のみで電気式が6基，コンポストが15基です。事

業所等に対しては，生ごみ処理機の購入ということで呼び掛けを文書で行いましたが，指定

ごみ袋に入れて清掃センターに行った方が経費的に安いので，なかなか導入に踏み切れない

ということでした。3月の年度末をもって，事業所に出向いて購入を促しましたが，敷地が

狭かったり，設備にお金が掛かったり，また，現状の収集運搬許可業者に頼んだ方が安いと

いうことで，結果として800万以上の執行残という状況ですとの答弁でした。 

 1日1人当たりのごみ量が550ｇで，これに事業系を入れると1kgぐらいになるということで

すが，これは家庭系での目標値があったのかとの質問に対し，平成18年10月に作成しました

指宿市一般廃棄物処理基本計画によると，平成33年度までに平成17年度に比べて5％の排出

量を削減することを目指すということで，燃えるごみを728ｇ，燃えないごみを101ｇ，資源

ごみを233ｇ，計1,062gにしようというのが現在の計画です。燃えるごみで言いますと，平

成26年度において，家庭系が1日当たり548ｇ，事業系が310ｇ，合わせて858ｇです。基本計
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画の中では，平成33年度の燃えるごみの全体量を728ｇにするということですので，858ｇか

ら728ｇにするために10％の削減が必要となるということですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，農政課所管分について申し上げます。 

 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費ということで，2事業所に3,189万円の補助金が出て

いますが，内容を詳しく教えていただきたいとの質疑に対し，この事業は緊急雇用関係の事

業として市内の農業生産法人が事業の6次産業化に取り組むことで，農業法人の雇用を創出

するということに対して，国から100％の補助をいただいています。内訳はいぶすき紬の方

へ2,054万144円で雇用が5名，アグリスタイルの方へ1,183万5,927円で雇用が3名となってい

ますとの答弁でした。 

 この補助金は人件費だけに充てるものなのか，それとも事業を広げるに当たって使えるも

のなのですかとの質疑に対し，人件費もですが，それに係るいろんな雇用保険料や需用費，

研修関係の旅費等，6次産業に関わるものをこの予算で見ておりますとの答弁でした。 

 畜産事務費で公害防止として，マイエンザを一生懸命奨励されていますが，指宿市の畜産

業の中でどれぐらいの農家が利用されているのかお示しいただきたいとの質疑に対し，26年

度で畜産農家が購入されている件数は19件で，割合は13％になるようですとの答弁でした。 

 環境政策課では公害という形で，26年度11件の苦情があったということでしたが，お互い

にこの環境政策課との確認作業をされているのですかとの質疑に対し，環境政策課に苦情が

来た段階で，畜産関係につきましては農政課の方にすぐ連絡が来て，お互いに連絡を取りな

がら対応しているところですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，耕地林務課所管分について申し上げます。 

 森林病害虫防除の防除事業について，予算としてもすごく多いんですが，年々多くなって

いるのですかとの質疑に対し，伐倒駆除は，松くい虫にやられて枯れた松を処分するという

ことです。ここ数年，非常にこの松くい虫被害が発生をしており，県と相談をして補助金を

付けてもらいながら伐倒をしている状況ですとの答弁でした。 

 シラス対策事業について，小牧地区と成川・福元地区で今現在，実施を行っております

が，進捗率は今どのくらいで，あと何年ぐらい掛かるのですかとの質疑に対し，シラス対策

事業の進捗について，小牧地区は平成25年から29年までの5か年で計画されており，現在の

進捗率が39％です。成川・福元地区は平成24年から平成33年までの10か年事業で計画をして

おり，現在の進捗率は16％ですとの答弁でした。 

 耕地事業の中で，レイクグリーンパークの管理運営について，2，3回行きましたが，たま

たま日が悪いのか，休業だったり，地元のいろんな地場産品というか，農産物がほとんど見

られないという状況があったり，芝の管理がなかなか難しいという状況があったりしました
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が，今の状況はどのように把握されていますかとの質疑に対し，レイクグリーンパークは，

指定管理者制度を導入しており，本年3月までで前任の指定管理者は終了し，4月からは新し

い指定管理者となっています。当然，新しい指定管理者の運営に関しましては，公募の段階

での計画をどのような形で実行されているかという部分に関して注視しています。その都

度，状況等を把握させていただきながら，公募で提案をしていただいた活動，経営に少しで

も近づけるような形の努力をしていただくように打ち合わせをしております。今の段階でも

問題点がある部分に関しては，その都度，指導なり，こちらからの情報提供なりをやってお

りますので，少しずつは改善されている状況と認識しておりますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 なお，監査委員事務局については，質疑，意見ともにありませんでした。 

 次に，議案第66号，平成26年度指宿市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

申し上げます。 

 抑止効果を求めて頻回受診者の指導をしていると思いますが，受診回数が減った方がいま

すとかいう効果があるのですかとの質疑に対し，対象者は，基準が改正になって減ってきて

いますが，73名ぐらいが重複頻回ということで，26年度も実施しました。やはり，行って数

か月は医療機関の頻回や調剤についても効果があるのですが，半年とかなれば，また元に戻

るということもありますので，そういうものも重複頻回ということで訪問をしており，効果

はあると思いますとの答弁でした。 

 医療費通知について，不必要な頻回受診は控えなければならないということになります

が，セカンドオピニオンというものもありますので，同じ病気で別なところに掛かるという

ことも，一面では促進していますよね。そういう中で，医療費通知があるわけですが，これ

はどのような効果を期待し，また，実際にどのような効果があるのですかとの質疑に対し，

効果は実際，自分が10割払った時にどれぐらいの医療費が掛かるのか知ってもらう目的もあ

りますが，ほかにも医療費通知を見て，自分の診療した憶えのない診療はないか，確認して

もらうのも目的の一つですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，議案第68号，平成26年度指宿市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について申し

上げます。 

 認定調査費と介護認定審査会費が出ていますので伺いますが，認定調査員は，現在何人ぐ

らいいるのですかとの質疑に対し，常勤の方が4名，非常勤の方が4名ですとの答弁でした。 

 調査は結構時間が掛かるものなので，この人数では足りないのではないかと思いますが，

その点に関してはどうですかとの質疑に対し，大体1件当たり1時間前後，認知症等がない短

い方であれば40分程度で終わりますが，時間の掛かる方については1時間半程度で，大体常

勤が3件，非常勤が1日2件の割合で調査をしており，今のところは大体うまく稼働している
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ような状況ですとの答弁でした。 

 高齢者世話付事業はどんなことをされるのですかとの質疑に対し，60歳以上の単身の方，

又は夫婦のみの方の高齢者世帯で，いずれも自立して生活できる方を対象としており，社協

の方に委託をしていますが，毎日午前中に見守りの派遣員が1軒1軒自宅を訪問するという制

度です。部屋には緊急用のブザーが付いており，そのブザーを鳴らすと，この派遣員の方の

携帯につながるという事業です。新田ふれあい団地に設置していますが，市営に15戸，県営

に10戸，25世帯31名の方が入居されていますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，議案第69号，平成26年度指宿市温泉配給事業特別会計歳入歳出決算の認定について

申し上げます。 

 現在，配湯件数は何世帯ぐらいになっていますかとの質疑に対し，27年3月31日現在で691

戸です。平成26年度中に新規・廃止等の申請がありますが，途中で休んでいたものを開始，

また新規で来たものが合わせて62件，うち全くの新規が3件です。貸家等で人がいなくな

り，休止若しくは廃止したものが86件で，うち6件は完全に廃止で，20件ほど減っている状

況ですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，議案第70号，平成26年度指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計歳入歳出決算の認

定について申し上げます。 

 営業収入が補正を組むぐらい落ち込んでいますが，利用客等がかなり減少してきているん

でしょうかとの質疑に対し，昨年は台風が7月から10月の間に4度来ております。その中で，

3日臨時休業していますが，その3日も休日ということで，それが大分影響しているのではと

思います。また，年間を通して，非常に天候が悪かったということが影響しているように感

じられますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，議案第71号，平成26年度指宿市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て申し上げます。 

 26年度に関しては，徴収の結果をどのように考えていますかとの質疑に対し，26年度の不

納欠損額については59万5,325円ということで，滞納者31名の内訳は生活保護の方が2名，生

活困窮者が2名，事業失敗者が5名，所在不明者が10名などということで，催促してもなかな

か難しいと考えていますが，使用料は収納業務を水道課に委託している関係で，上水道を含

めて悪質な滞納者等については，給水停止を事前に通知しながら実施していますとの答弁で

した。 

 意見はありませんでした。 

 次に，議案第72号，平成26年度指宿市水道事業会計決算の認定及び剰余金処分について申
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し上げます。 

 25年度と比べ漏水が増えたということで，その対策とか考え方はどのようになっています

かとの質疑に対し，山川地域では配水管の布設年度が古いということで，今現在，重点的に

管の入替えをしています。開聞地域の有収率が依然と低い状態で，26年度で開聞地域に3基

の超音波流量計を設置しました。また，本年度，既存の流量計の精度を確認するために，現

在，流量の調査中です。来年度の計画も開聞地域を重点的に漏水調査をやっていき，今後，

有収率の向上に努めていきたいと考えておりますとの答弁でした。 

 水道料金滞納について未収金がありますが，平成26年の滞納というのはどれくらいあるん

でしょうかとの質疑に対し，26年度分で700万ほどとなっていますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 なお，議案第67号については，質疑，意見ともにありませんでした。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（新宮領進） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時２２分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので，発言を許可いたします。 

 新川床金春議員。 

○１８番議員（新川床金春） 生ごみの可燃ごみですね，可燃ごみの削減が858ｇから728ｇの

10％削減ということで，委員長の説明でしたんですけれども，私は15％じゃなかったのかな

ということを思うんですけれども，そういうところの質疑がなかったのかをお伺いします。 

○決算特別委員長（臼山正志） この件に関しては，まず，家庭系のごみ量について目標値があ

ったかどうかということで質問しております。これに対して，10％の削減が必要だというよ

うな答弁でありました。また，この10％に関しては質疑等はございませんでした。以上で

す。 

○議長（新宮領進） 以上で通告による質疑は終了いたしました。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 これより，討論に入ります。 

 討論の通告がありますので，発言を許可いたします。 

 前之園正和議員。 

○１５番議員（前之園正和） 議案第65号並びに69号，70号，71号，72号の水道会計決算並びに
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剰余金処分について，それぞれ反対の討論を行います。 

 まず，議案第65号についてでありますが，決算審査においては，単に予算どおりの執行か

どうかということだけにとどまらず，市民本位の執行であるかどうかという視点が必要であ

ります。つまり，予算と一体のものと考えます。メディポリスへの奨励金は，今年で7年目

になり，トータルでは2億5,425万2千円になっています。まちを明るくする街灯の設置につ

いては，地区集落を限定できるかできないかを主な指標として安全灯，防犯灯を区別をし

て，地区内，集落内の安全灯は，市からの補助はあるものの，設置責任は地区，集落になっ

ています。また，平成26年度には安全灯への設置補助は削減されております。安全灯の設置

は，本来行政の責任において設置すべきものと考えます。高校授業料は，無料の制度から支

援金制度に切り替え，8名が自己負担になっています。本来，授業料の無料化は，生徒自身

に対する制度であり，親の所得によって振り分けるべきものではありません。さらに，平成

26年度は消費税が5％から8％に上がりました。市の手数料等に転嫁をするかどうかは自主的

に判断できる中で，例外なく転嫁をしております。また，決算委員会での審査において，成

川分団消防車庫新設工事を巡って，所管の部署より不適切な予算執行だったとの答弁もあり

ました。消防車庫新設に係る諸工事が必要なものであったとしても，適正な執行をしなけれ

ばならないことに変わりはありません。平成26年度に関わるものとしては，生ごみ処理機へ

の補助の削減や，副市長の二人制への移行もありました。 

 以上のようなことから，市民本位の市政を望む立場から議案第65号に反対をいたします。 

 以下，議案第69号，70号，71号，72号のうち水道会計決算並びに剰余金処分については，

それぞれ同趣旨でありますので，一括して討論を行います。 

 平成26年度は消費税の増税がなされました。市の使用料，手数料等に転嫁するかどうかは

市の裁量である下で，例外なく転嫁をしております。消費税増税に反対する立場から値上げ

初年度である本決算には，それぞれ政治的立場を含めて反対をいたします。 

○議長（新宮領進） 以上で通告による討論は終了いたしました。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，討論を終結いたします。 

 これより，採決いたします。 

 まず，議案第66号から議案第68号までの3議案を一括して採決いたします。 

 3議案に対する委員長の報告は認定であります。 

 3議案は，委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第66号から議案第68号までの3議案は，認定することに決定いたしました。 
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 次に，議案第65号，平成26年度指宿市一般会計歳入歳出決算の認定について，を採決いた

します。 

 本案に対する委員長の報告は，認定であります。 

 委員長報告にご異議がありますので，起立により採決いたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（新宮領進） 起立多数であります。 

 よって，議案第65号は，認定することに決定いたしました。 

 次に，議案第69号，平成26年度指宿市温泉配給事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て，を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は，認定であります。 

 委員長報告にご異議がありますので，起立により採決いたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（新宮領進） 起立多数であります。 

 よって，議案第69号は，認定することに決定いたしました。 

 次に，議案第70号，平成26年度指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計歳入歳出決算の認

定について，を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は，認定であります。 

 委員長報告にご異議がありますので，起立により採決いたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（新宮領進） 起立多数であります。 

 よって，議案第70号は，認定することに決定いたしました。 

 次に，議案第71号，平成26年度指宿市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て，を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は，認定であります。 

 委員長報告にご異議がありますので，起立により採決いたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（新宮領進） 起立多数であります。 

 よって，議案第71号は，認定することに決定いたしました。 

 次に，議案第72号，平成26年度指宿市水道事業会計決算の認定及び剰余金処分についての

うち，決算の認定について，を採決いたします。 
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 本決算に対する委員長の報告は，認定であります。 

 委員長報告にご異議がありますので，起立により採決いたします。 

 本決算は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（新宮領進） 起立多数であります。 

 よって，議案第72号のうち，決算の認定については，認定することに決定いたしました。 

 次に，議案第72号のうち，剰余金処分について，を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は，可決であります。 

 委員長報告にご異議ありますので，起立により採決いたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（新宮領進） 起立多数であります。 

 よって，議案第72号のうち剰余金処分については，原案のとおり可決されました。 

 

△ 議案第86号～議案第89号一括上程 

○議長（新宮領進） 次に，日程第11，議案第86号，平成27年度指宿市一般会計補正予算（第8

号）の専決処分の承認を求めることについて，から，日程第14，議案第89号，指宿市公共下

水道新潟口雨水ポンプ場の建設（機械・電気）工事委託に関する協定の変更について，まで

の4議案を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 

△ 提案理由説明 

○市長（豊留悦男） 今次第4回指宿市議会定例会に提出いたしました案件は，補正予算の専決

処分の承認を求める案件1件，一部事務組合に関する案件1件，契約に関する案件2件，新市

建設計画の一部変更に関する案件1件，指定管理者の指定に関する案件1件，条例に関する案

件5件，補正予算に関する案件5件の計16件であります。 

 まず，議案第86号，平成27年度指宿市一般会計補正予算（第8号）の専決処分の承認を求

めることについて，であります。 

 本案は，平成27年11月6日をもって地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいた

しましたので，同条第3項の規定により議会に報告し，承認を求めるものであります。 

 次は，議案第87号，鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び同組合規

約の一部変更について，であります。 

 本案は，鹿児島県市町村総合事務組合が共同処理する事務の一部に係る組合市町村の変更
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に伴い，同組合規約の一部を変更することについて協議したいので，地方自治法第286条第1

項及び第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 次は，議案第88号，指宿市公共下水道指宿市浄水苑再構築（長寿命化）工事委託に関する

協定の変更について，であります。 

 本案は，指宿市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の

規定により，予定価格1億5,000万円以上である指宿市公共下水道指宿市浄水苑再構築（長寿

命化）工事委託に関する協定の変更について，議会の議決を求めるものであります。 

 次は，議案第89号，指宿市公共下水道新潟口雨水ポンプ場の建設（機械・電気）工事委託

に関する協定の変更について，であります。 

 本案は，指宿市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の

規定により，予定価格1億5,000万円以上である指宿市公共下水道新潟口雨水ポンプ場の建設

（機械・電気）工事委託に関する協定の変更について，議会の議決を求めるものでありま

す。 

 なお，詳細につきましては，関係部長に説明させますので，よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

○総務部長（髙野重夫） それでは，命によりまして，総務部所管の議案について，追加してご

説明申し上げます。 

 提出議案の1ページをお開きください。 

 議案第86号，平成27年度指宿市一般会計補正予算（第8号）の専決処分の承認を求めるこ

とについて，であります。 

 別冊の平成27年度指宿市一般会計補正予算書（第8号）の3ページをお開きください。 

 補正の内容は，第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,579万3千円を追加

し，歳入歳出予算の総額を236億3,228万3千円にしたものであります。第2条で地方債の補正

をしたものであります。内容につきましては7ページの第2表，地方債補正でお示ししており

ますが，土木施設現年補助災害復旧事業に係る地方債を増額したものであります。 

 それでは，説明の都合上，歳出の方からご説明いたしますので，15ページをお開きくださ

い。 

 款5農林水産業費，項1農業費，目3農業振興費1,879万4千円の補正につきましては，地熱

開発理解促進関連事業支援補助金を活用して，農産物生産に地熱を有効活用している先進地

の研修に係る旅費及び農産物市場調査等に係る委託料等であります。 

 款6商工費，項1商工費，目3観光費2,549万9千円の補正につきましては，地熱開発理解促

進関連事業支援補助金を活用して，観光事業に地熱を有効活用している先進地の研修に係る

旅費及び観光施設整備基本構想策定に係る委託料であります。 

 款10災害復旧費，項2土木施設災害復旧費，目2現年補助災害復旧費7,150万円の補正につ
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きましては，山川漁港海岸護岸崩落復旧工事の災害査定結果に伴い，本工事に係る災害復旧

費を増額したものであります。 

 次に，歳入についてご説明いたしますので，14ページをご覧ください。 

 款14国庫支出金9,090万6千円の補正につきましては，土木施設の現年補助災害復旧費に係

る国庫負担金及び地熱開発理解促進関連事業支援補助金であります。 

 款18繰入金8万7千円の補正につきましては，今回，補正の財源調整として財政調整基金か

らの繰入金であります。 

 款21市債2,480万円の補正につきましては，土木施設の災害復旧費に係る災害復旧債であ

ります。 

 次は，提出議案の3ページをお開きください。 

 議案第87号，鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び同組合規約の一

部変更について，であります。 

 本案は，鹿児島県市町村総合事務組合が共同処理する事務の一部に係る組合市町村の変更

に伴い，同組合規約の一部を変更することについて協議したいので，地方自治法第286条第1

項及び第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 改正の主な内容は，平成28年4月1日から常勤の職員の退職手当の支給に関する事務に係る

組合市町村に垂水市を加え，また，地方公務員災害補償法第69条の規定による議会の議員，

その他非常勤の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務に

係る組合市町村に伊佐北姶良火葬場管理組合を加えるものであります。なお，この規約の施

行期日は，平成28年4月1日となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○建設部長（山下康彦） それでは，命によりまして，建設部所管の議案について，追加してご

説明申し上げます。 

 提出議案の5ページをお開きください。 

 議案第88号，指宿市公共下水道指宿市浄水苑再構築（長寿命化）工事委託に関する協定の

変更について，であります。 

 本協定の変更につきましては，指宿市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第2条の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

 協定の変更内容につきましては，指宿市浄水苑再構築（長寿命化）工事に係る協定金額の

変更であります。変更の理由は，協定の相手方の日本下水道事業団が行いました工事の入札

に係る執行残等により，協定金額の変更を行うものであります。 

 次は，提出議案の6ページをお開きください。 

 議案第89号，指宿市公共下水道新潟口雨水ポンプ場の建設（機械・電気）工事委託に関す
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る協定の変更について，であります。 

 本協定の変更につきましても，指宿市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第2条の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

 協定の変更内容につきましては，新潟口雨水ポンプ場の建設（機械・電気）工事に係る協

定金額の変更であります。変更の理由は，協定の相手方の日本下水道事業団が行いました

（機械・電気）工事の入札に係る執行残等により，協定金額の変更を行うものであります。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（新宮領進） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時４３分 

再開 午前１１時４３分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△ 議案第86号～議案第89号（質疑，委員会付託省略，討論，表決） 

○議長（新宮領進） これより，議案第86号から議案第89号までの4議案について，質疑に入り

ます。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第86号から議案第89号までの4議案は，会議規則第37

条第3項の規定により，委員会付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第86号から議案第89号までの4議案は，委員会付託を省略することに決定い

たしました。 

 これより，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，討論を終結いたします。 

 これより，採決いたします。 

 まず，議案第86号を採決いたします。 

 本案は，承認することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第86号は，承認することに決定いたしました。 

 次に，議案第87号を採決いたします。 

 本案は，原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第87号は，原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第88号を採決いたします。 

 本案は，同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第88号は，同意することに決定いたしました。 

 次に，議案第89号を採決いたします。 

 本案は，同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第89号は，同意することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時４６分 

再開 午後 ０時５９分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△ 議案第90号～議案第101号一括上程 

○議長（新宮領進） 次は，日程第15，議案第90号，新市建設計画の一部変更について，から，

日程第26，議案第101号，平成27年度指宿市水道事業会計補正予算（第2号）について，まで

の12議案を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 

△ 提案理由説明 

○市長（豊留悦男） それでは，ご説明申し上げます。 

 まず，議案第90号，新市建設計画の一部変更について，であります。 

 本案は，東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の
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一部を改正する法律の施行に伴い，新市建設計画を変更しようとするものであります。 

 次は，議案第91号，指宿市体育施設の指定管理者の指定について，であります。 

 本案は，指宿市体育施設の指定管理者として，特定非営利活動法人いぶすきスポーツクラ

ブを指定したいので，地方自治法第244条の2第6項の規定により，議会の議決を求めるもの

であります。 

 次は，議案第92号，指宿市議会の議決すべき事件を定める条例の制定について，でありま

す。 

 本案は，地方自治法第96条第2項の規定により，この条例を制定しようとするものであり

ます。 

 次は，議案第93号，指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について，

であります。 

 本案は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行

に伴い，個人番号の利用及び特定個人情報の提供に係る事務処理の連携の必要があることか

ら，この条例を制定しようとするものであります。 

 次は，議案第94号，指宿市税条例等の一部改正について，であります。 

 本案は，地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い，これらの条例の所要

の改正をしようとするものであります。 

 次は，議案第95号，指宿市国民健康保険税条例及び指宿市介護保険条例の一部改正につい

て，であります。 

 本案は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行

に伴い，及び減免申請の期限の取扱いを指宿市税条例の規定と同様とするため，これらの条

例の所要の改正をしようとするものであります。 

 次は，議案第96号，指宿市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について，でありま

す。 

 本案は，職業能力開発促進法の一部改正に伴い，この条例の所要の改正をしようとするも

のであります。 

 次は，議案第97号，平成27年度指宿市一般会計補正予算（第9号）について，でありま

す。 

 本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億6,389万3千円を追加し，歳入歳出予

算の総額を238億9,617万6千円にしようとするものであります。 

 次は，議案第98号，平成27年度指宿市温泉配給事業特別会計補正予算（第2号）につい

て，であります。 

 本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9万1千円を追加し，歳入歳出予算の総額
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を3,977万7千円にしようとするものであります。 

 次は，議案第99号，平成27年度指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計補正予算（第2

号）について，であります。 

 本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8万8千円を追加し，歳入歳出予算の総額

を2億2,898万3千円にしようとするものであります。 

 次は，議案第100号，平成27年度指宿市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）につい

て，であります。 

 本案は，歳入歳出予算の総額から，歳入歳出それぞれ4,740万5千円を減額し，歳入歳出予

算の総額を18億1,805万円にしようとするものであります。 

 次は，議案第101号，平成27年度指宿市水道事業会計補正予算（第2号）について，であり

ます。 

 本案は，収益的支出から123万円を減額し，収益的支出額を6億5,661万2千円に，職員給与

費から123万円を減額し，職員給与費額を1億1,728万4千円にしようとするものであります。 

 なお，詳細につきましては関係部課長に説明させますので，よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

○総務部長（髙野重夫） それでは，命によりまして，総務部所管の議案について，追加してご

説明申し上げます。 

 提出議案の7ページをお開きください。 

 議案第90号，新市建設計画の一部変更について，であります。 

 新市建設計画は，旧合併特例法である市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき，

合併特例債を活用しながら，同計画に基づく各種事業の取組を推進してきたところでありま

す。本案は，東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴い，合併特例債を活用することができる期間が5年間延長

されたことから，公共施設整備などの財源として，引き続き合併特例債を活用するため，同

計画を変更しようとするものであります。 

 改正の主な内容は，一つ目に，計画期間を延長するものです。合併特例債を活用すること

ができる期間が5年間延長されたことに伴い，これまで合併後おおむね10年程度，平成18年

度から平成27年度としていた計画期間を，合併後おおむね15年間，平成18年度から平成32年

度に変更するものです。二つ目に，公共的施設の統合整備の基本的考え方について，施設の

解体のみの場合についても合併特例債が活用できるように，不用の施設は解体除却すること

を基本とすることを追記するものです。三つ目に，財政計画の変更として，各項目の算定基

礎及び算定方法を見直すとともに，財政計画の期間についても計画期間の延長と併せて平成

32年度まで延長するものです。 

 次は，提出議案の16ページをお開きください。 



 

- 32 - 

 

 議案第92号，指宿市議会の議決すべき事件を定める条例の制定について，であります。 

 本案は，自治体の意思決定機関としての機能を有している議会に，市民生活に非常に関係

が深く重要な事項について，議会で議決すべき事件として，地方自治法第96条第2項の規定

により条例に定めようとするものであります。 

 制定の主な内容は，一つ目に，市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構

想，いわゆる市の総合振興計画の策定，変更又は廃止することについて，議会の議決を経て

定めようとするものであります。総合振興計画については，地方自治法において，議会の議

決を経て定めることが義務付けされていましたが，法改正により計画の策定及び議会の議決

を経るかどうかは，市の判断に委ねられることとなりました。この計画は，市の総合的かつ

計画的な行政運営の指針を示すものであり，市民にまちづくりの長期的な展望を示すもので

あることから，議会の議決を経ることとするものであります。二つ目に，定住自立圏構想推

進要綱に規定されている定住自立圏形成方針を議会の議決を経て策定，変更又は廃止しよう

とするものです。定住自立圏構想は，地方において安心して暮らせる地域を形成し，地方か

ら都市への人口流出を防ぐとともに，地方への人の流れを創出することを目的として推進し

ていく施策で，本市においても1市圏域内で実施しようとするものであります。その基本と

なる方針は，定住自立圏構想推進要綱で議会の議決が必要であるとのことから，この条例に

定めるものです。なお，この条例は公布の日から施行することとしております。 

 次は，提出議案の18ページをお開きください。 

 議案第93号，指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について，であり

ます。 

 本案は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律，いわ

ゆるマイナンバー法第9条第2項に基づく個人番号を市が独自で利用する事務及び同法第19条

第9号に基づく特定個人情報の提供に関し，この条例を制定しようとするものであります。 

 制定の主な内容は，まず，第1条において，条例制定の趣旨を，第2条においては，用語の

定義を規定しております。次に，第3条において，市は個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関し，その適正な取扱いを確保するために，必要な措置を講ずるとともに地域の特性

に応じた施策を実施することとしております。次に，第4条において，番号法第9条第2項の

規定に基づき，市が個人番号を独自で利用する事務，個人番号の独自利用を行う事務の処理

のための庁内連携及び番号法に定められた個人番号利用事務の処理のための庁内連携を行う

旨の規定を定めています。また，個人番号の独自利用を行う事務及び個人番号を利用して行

う事務の処理のために，庁内連携を行う事務について，別表第1及び別表第2に記載しており

ます。次に，第5条において，番号法第19条第9号の規定に基づき，市内部のほかの執行機関

への特定個人情報の提供について規定しています。次に，第6条において，条例の施行に関
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する規則への委任を規定しております。なお，附則において，この条例は平成28年1月1日か

ら施行することとしております。 

 次は，提出議案の36ページをお開きください。 

 議案第97号，平成27年度指宿市一般会計補正予算（第9号）について，であります。 

 別冊の平成27年度補正予算書の3ページをお開きください。 

 補正の内容は，第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億6,389万3千円を追加し

て，歳入歳出予算の総額を238億9,617万6千円にしようとするものであります。第2条で，債

務負担行為の補正をするものであります。内容につきましては，8ページの第2表，債務負担

行為補正でお示しの事業について，債務負担行為の限度額を設定するものであります。 

 それでは，説明の都合上，歳出の方から主なものについて，ご説明をさせていただきます

が，今回の補正予算の各目に人件費を計上しております。これにつきましては，職員の育児

休業や10月1日に行いました人事異動による予算の整理及び被用者年金制度の一元化に伴う

共済費の増減であります。 

 なお，各目の人件費につきましては，27ページからの給与費明細書を参照していただきま

すようお願い申し上げまして，以後の説明は割愛させていただきます。 

 それでは，16ページをお開きください。 

 款2総務費，項1総務管理費，目7企画費，節19負担金補助及び交付金5,000万円の補正につ

きましては，国の地域経済循環創造事業交付金の交付決定に伴うカツオのタタキ・ロインの

加工工場整備に係る補助金であります。 

 次のページの項4選挙費，目1選挙管理委員会費，節13委託料90万8千円の補正につきまし

ては，公職選挙法の改正に伴う選挙システム改修委託料であります。 

 19ページをお開きください。 

 款3民生費，項2児童福祉費，目2児童措置費，節13委託料2,334万7千円の減額及び節20扶

助費1億6,119万8千円の補正につきましては，子ども・子育て支援新制度の施行に伴い，委

託料から扶助費への予算の組替え及び施設型給付費の実績見込みにより，扶助費が不足する

見込みであるため，施設型給付費に係る扶助費を増額するものであります。目3母子等福祉

費，節20扶助費351万円の補正につきましては，ひとり親家庭等医療費助成の対象件数増に

伴い，扶助費が不足する見込みであることから扶助費を増額するものであります。目4児童

福祉施設費，節4共済費の説明欄にある賃金に係る社会保険料16万7千円及び節7賃金180万7

千円の補正につきましては，利永保育所の入所児童数増による保育士新規雇用に伴う社会保

険料及び賃金を増額するものであります。 

 21ページをお開きください。 

 款5農林水産業費，項1農業費，目6農地費，節11需用費及び節15工事請負費の補正につき

ましては，夏の期間に基幹水利施設のポンプ稼働時間が少なかったため，補助対象事業の光
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熱水費執行残が見込まれることから，補助対象事業である工事請負費へ予算を組み替えるも

のであります。項2林業費，目2林業振興費，節13委託料6,903万9千円の補正につきまして

は，松くい虫伐倒駆除事業及び南薩地域景勝林保全総合対策事業について，県から増額内示

と対象地域及び対象本数の増に伴う委託料を増額するものであります。 

 22ページをお開きください。 

 項3水産業費，目2水産業振興費，節19負担金補助及び交付金284万9千円の補正につきまし

ては，種子島周辺漁業対策事業を活用して，山川町漁協が購入する備品に対する補助金であ

ります。 

 次のページの款7土木費，項2道路橋りょう費，目3道路新設改良費，節17公有財産購入費

450万円の補正につきましては，市道開聞岳一周線の拡幅工事に伴う土地購入費でありま

す。項5都市計画費，目1都市計画総務費，節28繰出金13万1千円の補正につきましては，公

共下水道事業特別会計の人件費の増額に伴う一般会計からの繰出金を増額するものでありま

す。 

 24ページをお開きください。 

 款9教育費，項2小学校費，目1学校管理費，節11需用費210万円の補正につきましては，各

小学校の施設修繕料の予算が不足する見込みであることから修繕料を増額するものでありま

す。同じく節13委託料100万円の補正につきましては，各小学校の環境整備に係る委託料の

予算が不足する見込みであることから，委託料を増額するものであります。目3学校教育振

興費，節20扶助費234万9千円の補正につきましては，要保護・準要保護児童就学援助費の受

給対象者の増に伴い，扶助費を増額するものであります。項3中学校費，目1学校管理費，節

11需用費180万円の補正につきましては，各中学校の施設修繕料の予算が不足する見込みで

あることから，修繕料を増額するものであります。同じく節18備品購入費34万2千円の補正

につきましては，牛乳保冷庫が故障し，緊急に対応したことから，補充用机・いすの備品購

入費が不足する見込みであることから，備品購入費を増額するものであります。 

 次のページの目3学校教育振興費，節11需用費432万7千円の補正につきましては，平成28

年度改訂教科書及び教師用指導書の単価確定に伴い，消耗品費を増額するものであります。

同じく節19負担金補助及び交付金41万7千円の補正につきましては，各中学校部活動の九州

大会等の出場に伴う旅費に係る補助金を増額するものであります。同じく節20扶助費142万1

千円の補正につきましては，要保護・準要保護生徒就学援助費の受給対象者増に伴い，扶助

費を増額するものであります。項4高等学校費，目1学校管理費，節23償還金利子及び割引料

50万6千円の補正につきましては，自動販売機電気料実費徴収分の二重納付に伴う還付金で

あります。 

 次は，歳入についてご説明いたしますので，14ページをお開きください。 

 款14国庫支出金8,974万2千円の補正につきましては，節及び説明欄にお示しの事業に係る
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負担金及び補助金であります。 

 款15県支出金1億575万5千円の補正につきましては，節及び説明欄にお示しの事業に係る

負担金及び補助金，委託金であります。 

 款18繰入金6,839万6千円の補正につきましては，今回の補正予算の財源調整として財政調

整基金からの繰入金であります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○市民生活部長（牟田浩一） それでは，命によりまして，市民生活部所管の議案について，追

加してご説明申し上げます。 

 提出議案の24ページをお開きください。 

 議案第94号，指宿市税条例等の一部改正について，であります。 

 本案は，地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布されたことに伴い，

指宿市税条例の所要の改正をしようとするものであります。 

 改正の主な内容につきまして，ご説明申し上げますので，次のページをお開きください。 

 第1条は，指宿市税条例の一部改正について，であります。改正の主な内容は，徴収又は

換価の猶予に係る担保の基準などの一定の事項については，各市町村の実情等に応じて条例

で定める仕組みとされたことから，条例にこれらの規定を追加するものであります。 

 第8条は，徴収の猶予に係る徴収金の分割納付の方法を規定するもので，猶予を受ける者

の財産の状況，その他の状況から見て合理的かつ妥当なものに分割して納付させることがで

きるものとし，各納付期限及び各納付金額の定めや，やむを得ない場合における各納付期限

及び各納付金額の変更，また各納付期限及び各納付金額を定めた場合の猶予を受けた者への

通知について，それぞれ規定するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 第9条は，徴収猶予の申請手続き等を規定するもので，申請書の記載事項及び添付書類の

内容について，また申請書に不備があった場合の訂正期限について，それぞれ規定するもの

であります。 

 次のページをご覧ください。 

 第10条は，職権による換価の猶予の手続き等を規定するもので，分割納付及び納付方法に

ついては，徴収猶予の場合を準用し，換価の猶予を受ける場合に提供を求めることができる

申請書の記載事項及び添付書類の内容について，それぞれ規定するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 第11条は，申請による換価の猶予の手続き等を規定するもので，換価の猶予を申請できる

期限，分割納付及び納付方法については徴収猶予の場合を準用し，申請書の記載事項，添付

書類の内容及び申請書に不備があった場合の訂正期限について，それぞれ規定するものであ



 

- 36 - 

 

ります。 

 次のページをご覧ください。 

 第12条は，徴収又は換価の猶予をする場合において，担保を徴収する必要がない場合の基

準を規定するもので，担保を徴する必要がない猶予に係る金額や猶予の期間等を規定するも

のであります。 

 次のページをお開きください。 

 第2条は，指宿市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について，であります。 

 改正の主な内容は，本年6月議会で議決いただきました指宿市条例第27号による法人番号

の改正規定に，本年9月30日付けの地方税法施行規則の一部改正に伴い，法人番号の定義を

加えるとともに，文言及び条項の整理を行うものであります。 

 なお，附則につきましては，この条例の施行日と経過措置を規定するものであります。 

 次は，提出議案の32ページをお開きください。 

 議案第95号，指宿市国民健康保険税条例及び指宿市介護保険条例の一部改正について，で

あります。 

 本案は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律，いわ

ゆるマイナンバー法の施行に伴い，及び減免申請の期限の取扱いを指宿市税条例の規定と同

様とするため，この条例の所要の改正をしようとするものであります。 

 改正の主な内容につきまして，ご説明申し上げますので，次のページをお開きください。 

 第1条は，指宿市国民健康保険税条例の一部改正について，であります。国民健康保険税

の減免について，申請の期限を指宿市税条例と同様の取扱いとするため，納期限前7日を納

期限に変更し，また，申請書に個人番号の記載を行うことを追加する改正であります。 

 第2条は，指宿市介護保険条例の一部改正について，であります。介護保険料の徴収猶予

及び減免について，それぞれの申請書に個人番号を記載することを追加し，また，減免申請

の期限を指宿市税条例と同様の取扱いとするため，納期限前7日を納期限に変更する改正で

あります。 

 なお，この条例の施行日は公布の日からとし，マイナンバー法に関する規定は平成28年1

月1日からとするものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○健康福祉部長（下敷領正） それでは，命によりまして，健康福祉部所管の議案について，追

加してご説明申し上げます。 

 提出議案の34ページをお開きください。 

 議案第96号，指宿市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について，であります。 

 本案は，職業能力開発促進法の一部改正に伴い，この条例の所要の改正をしようとするも
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のであります。 

 改正の内容は，職業能力開発促進法第15条の6第3項が第15条の7第3項に繰り下げられたた

め，この条例の引用する条項を改正するものであります。 

 なお，附則において，この条例は公布の日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○産業振興部長（廣森敏幸） それでは，命によりまして，産業振興部所管の議案について追加

してご説明申し上げます。 

 提出議案の37ページをお開きください。 

 議案第98号，平成27年度指宿市温泉配給事業特別会計補正予算（第2号）について，であ

ります。 

 別冊の平成27年度補正予算書の33ページをお開きください。 

 補正の内容は，第1条で，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9万1千円を追加し，歳

入歳出予算の総額を3,977万7千円にしようとするものであります。 

 それでは，説明の都合上，歳出の方から説明させていただきますので，42ページをお開き

ください。 

 款1温泉配給所費，項1温泉配給所費，目1総務管理費，節3職員手当等の8万2千円の増額補

正につきましては，職員の扶養親族出生に伴う扶養手当7千円と児童手当7万5千円でありま

す。節4共済費の増額補正につきましては，被用者年金制度の一元化による増であります。

整理後の人件費につきましては，次のページからの給与費明細書を参照していただきますよ

うお願い申し上げまして，以後の説明は割愛させていただきます。 

 次に，歳入について説明いたしますので41ページをお開きください。 

 款5繰入金，項1基金繰入金，目1財政調整基金繰入金9万1千円の増額補正につきまして

は，人件費の増に伴い，財政調整としまして財政調整基金からの繰入れを行うものでありま

す。 

 次は，提出議案の38ページをお開きください。 

 議案第99号，平成27年度指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計補正予算（第2号）につ

いて，であります。 

 別冊の平成27年度補正予算書の47ページをお開きください。 

 補正の内容は，第1条で，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8万8千円を追加し，歳

入歳出予算の総額を2億2,898万3千円にしようとするものであります。 

 それでは，説明の都合上，歳出の方から説明させていただきますので，56ページをお開き

ください。 

 給料等の人件費の増額補正につきましては，10月1日の人事異動及び被用者年金一元化に
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伴う増が8万8千円であります。整理後の人件費につきましては，次のページからの給与費明

細書を参照していただきますようお願い申し上げまして，以後の説明は割愛させていただき

ます。 

 次に，歳入についてご説明いたしますので，55ページをお開きください。 

 款6繰入金，項1基金繰入金，目1唐船峡そうめん流し施設等整備基金繰入金8万8千円の増

額補正につきましては，人件費の増に伴い，財政調整としまして基金からの繰入れを行うも

のであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○建設部長（山下康彦） それでは，命によりまして，建設部所管の議案について，追加してご

説明申し上げます。 

 提出議案の39ページをお開きください。 

 議案第100号，平成27年度指宿市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）について，で

あります。 

 別冊の平成27年度補正予算書の61ページをお開きください。 

 補正の内容は，第1条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ4,740万5千円を減額し，歳入

歳出予算の総額を18億1,805万円にしようとするものであります。 

 第2条で，債務負担行為の補正をしようとするものであります。内容につきましては，65

ページの第2表，債務負担行為補正でお示しのとおり，新潟口雨水ポンプ場建設（機械・電

気）事業についての債務負担行為の限度額を減額するものであります。 

 第3条で地方債の補正をしようとするものであります。内容につきましては，65ページの

第3表，地方債補正でお示しのとおり，下水道整備事業に係る起債の限度額を減額するもの

であります。 

 それでは，説明の都合上，歳出の方からご説明いたしますので，72ページをお開きくださ

い。 

 今回の補正予算の各目に人件費を計上いたしております。これにつきましては，職員の扶

養親族出生に伴う職員手当等の増額及び被用者年金制度の一元化に伴う共済費の増減であり

ます。 

 なお，各目の人件費につきましては，次のページからの給与費明細書を参照していただき

ますようお願い申し上げまして，以後の説明は割愛させていただきます。 

 款2事業費，項1事業費，目1下水道整備補助事業費，節13委託料4,752万円の補正につきま

しては，指宿市浄水苑再構築（長寿命化）工事に係る協定金額の変更により，委託料を減額

するものであります。同じく節14使用料及び賃借料1万6千円の補正につきましては，使用料

及び賃借料の不用見込額を減額するものであります。 
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 次に，歳入についてご説明いたしますので，71ページをお開きください。 

 款3国庫支出金，項1国庫補助金，目1公共下水道事業国庫補助金，節1公共下水道事業国庫

補助金2,613万6千円の補正につきましては，指宿市浄水苑再構築（長寿命化）工事に係る国

庫支出金を減額するものであります。 

 款4繰入金，項1一般会計繰入金，目1一般会計繰入金，節1一般会計繰入金13万1千円の補

正につきましては，今回の補正予算の財源であります一般会計繰入金を増額するものであり

ます。 

 款7事業債，項1事業債，目1事業債，節1事業債2,140万円の補正につきましては，指宿市

浄水苑再構築（長寿命化）工事に係る事業債を減額するものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○教育部長（浜島勝義） それでは，命によりまして，教育委員会所管の議案について，追加し

てご説明申し上げます。 

 提出議案の15ページをお開きください。 

 議案第91号，指宿市体育施設の指定管理者の指定について，であります。 

 本案は，指宿市体育施設の指定管理の1期目3年間の指定期間が本年度で終了することに伴

い，引き続き来年度以降につきましても特定非営利活動法人いぶすきスポーツクラブを指定

管理者として指定しようとするもので，地方自治法第244条の2第6項の規定により，議会の

議決を求めるものであります。 

 指宿市体育施設の指定管理者としまして，特定非営利活動法人いぶすきスポーツクラブを

指定することにつきましては，国の示すスポーツ基本法に基づく基本計画において，地域ス

ポーツの推進を図るため，体育施設の指定管理を含め，総合型地域スポーツクラブの育成支

援の必要性がうたわれていること。また，市体育施設の管理運営に当たっては，事業運営や

施設管理技術の蓄積，人材育成を図ることなど，継続的な運営を行うことが必要であるこ

と。これらのことを踏まえ，1期目の指定管理者の指定につきましても本法人が最適である

と判断し，指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第9条第1項の規定を

適用し，公募によらず本法人を選定した経緯がございます。これまでの3年間の指定管理期

間において，委託した指定管理業務に関し，問題なく業務を遂行し，適切に管理運営が図ら

れていることから，次期指定管理におきましても公募によらず，本法人を候補者として選定

しようとするものであります。指定の期間につきましては，指定管理者制度導入に関する指

針に基づき，平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間とするものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○水道課長（川口光志） それでは，命によりまして，水道課所管の議案について，追加してご
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説明申し上げます。 

 提出議案の40ページをお開きください。 

 議案第101号，平成27年度指宿市水道事業会計補正予算（第2号）について，であります。 

 別冊の平成27年度指宿市水道事業会計補正予算書の1ページをお開きください。 

 補正の内容は，第2条におきまして予算第3条に定めた収益的収入及び支出のうち，支出に

係る第1款水道事業費用の第1項営業費用を123万円減額し，水道事業費用を6億5,661万2千円

に，営業費用を5億7,184万1千円にしようとするものであります。内訳につきましては，職

員共済費の算定基礎が従来の手当率制から標準報酬制へ移行することに伴う職員給与費の減

額であります。 

 第3条におきまして，予算第6条に定めた議会の議決を経なければ流用できない経費である

職員給与費を123万円減額し，1億1,728万4千円にしようとするものであります。 

 なお，2ページ以降に実施計画及び給与費明細書を添付してありますので，参照していた

だきますようお願い申し上げまして，以後の説明は割愛させていただきます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（新宮領進） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時４３分 

再開 午後 １時４３分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△ 議案第90号～議案第101号（質疑，委員会付託） 

○議長（新宮領進） これより，質疑に入ります。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第97号を除く11議案については，お手元に配付いたし

ております議案付託表のとおり，それぞれの所管の常任委員会に付託し，議案第97号につい

ては，各常任委員会の所管に従い分割付託といたします。 

 いずれも休会中審査を終了されますようお願いいたします。 

 

△ 新たに受理した陳情3件上程（委員会付託） 

○議長（新宮領進） 次は，日程第27，新たに受理した陳情を議題といたします。 

 陳情3件については，お手元に配付の陳情文書表のとおり，所管の常任委員会に付託いた

します。 
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 いずれも休会中審査を終了されますようお願いいたします。 

 

△ 散 会 

○議長（新宮領進） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

散会 午後 １時４４分 
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第４回指宿市議会定例会会議録 
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１．議事日程 

○日程第１  会議録署名議員の指名 

○日程第２  一般質問 

                               

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程のとおり 

                               

１．出席議員 

１番議員  外 薗 幸 吉  ２番議員  臼 山 正 志 

３番議員  恒 吉 太 吾  ４番議員  井 元 伸 明 

５番議員  吉 村 重 則  ６番議員  西 森 三 義 

７番議員  浜 田 藤 幸  ８番議員  東   伸 行 
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19番議員  下川床   泉  21番議員  新宮領   進 

 

                               

１．欠席議員 

な  し 

                               

１．地方自治法第 121 条の規定による出席者 

市 長  豊 留 悦 男  副 市 長  渡 瀨 貴 久 

副 市 長  佐 藤  寛  教 育 長  西 森 廣 幸 

総 務 部 長  髙 野 重 夫  市民生活部長  牟 田 浩 一 
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財 政 課 長  上 田  薫  市民協働課長  下 吉 一 宏 
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１．職務のため出席した事務局職員 
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△ 開  議                     午前１０時００分 

○議長（新宮領進） ただいま，ご出席の人員は定足数に達しておりますので，これより本日の

会議を開きます。 

 

△ 会議録署名議員の指名 

○議長（新宮領進） まず，日程第1，会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は，会議規則第88条の規定により，議長において福永德郎議員及び

前原六則議員を指名いたします。 

 

△ 一般質問 

○議長（新宮領進） 次は，日程第2，一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので，順次発言を許可いたします。 

 まず，松下喜久雄議員。 

○１４番議員（松下喜久雄） おはようございます。14番，松下でございます。よろしくお願い

申し上げます。 

 本年，合併後10年一区切りの最後の議会になるかと思いますが，来年度以降は，合併後特

例的に多くの支援がございましたけれども，それも徐々に薄まっていくというような年を迎

えてまいります。なお，加えて指宿市の人口減少による交付税の算定額も当然見直しがされ

るという中で，非常に厳しい財政状況の年を迎えるということになっていくと思います。本

当に今後，なお一層の行財政改革はもちろんのこと，これまでに残された多くの宿題，これ

もまとめて整理をつけていかなければならない我々の任期2年間，非常に大事な年になるん

だろうなというふうに，指宿市の将来を伺う大事な年になっていくなというふうには思って

いるところです。 

 それでは，通告に従いまして順次質問させていただきますが，3項目についてお答えをい

ただきます。まず始めに，災害予報についてであります。先月，11月14日早朝，薩摩半島西

方沖地震が発生しました。久方振りに緊張を伴うような揺れを感じましたけれども，直接の

被害がなかったことは幸いでございました。ただ，この西方沖地震発生直後に，津波注意報

が発表されたにも関わらず，市民への広報が遅きに失したということで，市民の皆様からも

指宿市の災害対策についての疑問が多く寄せられております。そこでまず，11月14日の津波

注意報に対してどのような対応を取られたのかについてお尋ねをいたします。この項目にお

きましては，特に指宿市独自の災害予報に関する広報体制とその運用について万全なのかど

うかを確認させていただきたいと考えておりますので，2問目以降はただいまの質問に対す

るお答えをいただいてから，質問させていただきたいと思っておりますので，よろしくお願

いいたします。 
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 次に2項目め，レジャーセンターかいもんについてであります。レジャーセンターかいも

んはプールの屋根に大きな穴が空いたまま放置され，雨，風にさらされ何とも無惨としか言

いようのない姿をさらけ出しております。利用者からは市は一体全体，今後，どういうふう

にこのレジャーセンターを扱っていこうとされているのか，どういったことを考えているの

か，そのことについて苛立つような言葉も聞かされるような状況になってきております。そ

こでまず，災害の調査結果について説明を求めるということでお尋ねをいたします。なお，

この項目2問目以降につきましては，1問目の答弁をいただいた後に質問させていただきます

ので，よろしくお願いいたします。 

 次に，県道岩本開聞線についてでありますが，例え県道，更には国道と言いましても，市

内の路線につきましては地元指宿市も状況把握に努め維持管理についての改善や改修，改良

等について要請を行っていくということは，本市の所管の業務として捉えるべきであろうと

考えております。その意味合いからの質問ということになりますので，よろしくご答弁をい

ただきたいと思います。まず，イッシー公園，小浜集落間の未整備区間について，市の要望

活動は継続的に行われているのか，また，県の今後の取組について情報は得ていないのかに

ついてお尋ねをいたします。この問題につきましては，合併以前にも開聞町外のこととは申

しましても，開聞町議会としても県に直接要望すべきではないのかというような意見も出さ

れることもございましたので，振り返ってみますればその時点から数えても，既にもう十数

年が経過しているというようなことになっております。1日も早い解決へ一段と力を込めた

要望で県を動かしていただきたい，そんな思いでお尋ねをしておりますので，ご答弁いただ

きたいと思います。 

 次に，小浜集落，仙田間の急カーブ，急坂区間については抜本的な災害防止対策も含めた

改良を要請すべきと考えるが，見解を伺いたいという質問であります。ここはよう壁上部の

法面崩壊が度々発生し，その度ごとに片側通行の交通規制がかけられ，その期間も長期に渡

ることが多く，早期の対策が求められると思うところであります。今後，法面を安定的な勾

配なりに切り取るなどの改良ができないものかと考えておりますが，見解を伺いたいと思い

ます。 

 次に，市道諏訪田京田線との交差点は事故防止対策としての改良が必要と考えるが，見解

を求めるについてございます。この交差点の問題点は京田集落から県道へ出る際の安全確認

が非常に取りづらいということであります。過去に事故等も発生しておりますので，是非と

も改良をお願いしたいと考えております。この交差点につきましては，市道の取り付け部分

が関わることになりますので，県との調整を進めながら解決していただきたいと願うところ

ですが，ご答弁をいただいきたいと思います。 

 以上，初めの質問，壇上での質問を終わらせていただきます。よろしくご答弁いただきま

すようにお願い申し上げます。 
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○市長（豊留悦男） 大きな項目，三つほど，そしてその中で五つほど質問をいただきました。

私の方からは災害予報についての1番目と，3番目の県道岩本開聞線についての1番目につい

て答弁をさせていただきます。 

 11月14日の津波注意報については，午前5時51分，薩摩半島西方沖を震源とするマグニチ

ュード7の地震により，本市におきましても1ｍ未満の津波が予想されたことから，気象庁か

ら発表があったところであります。本市におきましては，地震発生後，直ちに関係職員が連

絡を取り合い，直接登庁する者，役場に来る者，海岸線等の巡視，見回りをした後登庁する

者とに分かれて，様々な情報収集を行いました。また，指宿署や山川・開聞分遣所，消防分

遣所に依頼をし，海岸線の巡視と広報をお願いいたしました。併せて，海岸線沿いの消防分

団においても，海岸線に近づかないよう等の広報活動を行いながら，巡視を行っていただ

き，その後，集まった消防団長など，消防団の幹部とも連携を図り，海岸線巡視や国と県，

テレビ等の情報収集を市として対応に当ってまいりました。防災行政無線による注意喚起の

放送につきましては，海岸線巡視の職員の連絡を受けながら，追加情報により対応すること

としておりましたが，津波注意報が継続して発表されていたことや，7時10分に十島村の口

之島で20cmの津波観測があったとテレビで放映されたことから，指宿市全域において防災行

政無線による注意喚起の放送を行ったところであります。 

 次に，県道岩本開聞線についてであります。県道岩本開聞線のイッシー公園から小浜集落

間の道路整備についてのご質問をいただきました。本路線は指宿市岩本交差点から開聞地域

を結ぶ県道で，観光地である池田湖を経由する南薩を巡る観光ルートとして，また，本市の

一大イベントでもあります菜の花マラソンや菜の花マーチなど，観光振興にとっても重要な

道路であります。ご質問の南薩土地改良区中央管理所付近の急カーブ等につきましては，カ

ーブがきつく危険であることから，これまで拡幅，道路を広くする改良工事の要望を県に対

し継続的に行っており，平成22年度から改良事業を行う計画がありましたが，事業用地の取

得について同意が得られなかったことから，未改良，まだ改良されていない区間となってい

るところであります。県としましても用地が解決することで整備の検討は行うとの考えであ

りますので，解決策を探りながら，市としても県と一緒になって整備が図られるよう努めて

まいりたいと考えております。 

 以下，いただきました質問等については，関係部長が答弁いたします。 

○産業振興部長（廣森敏幸） レジャーセンターかいもんの屋根部分の被災調査についてでござ

いますけれども，本年8月25日襲来の台風15号により，天井の破損と強風による電柱の傾

き，電線の断線などによる停電などの被害を受けたところでございます。再開に当たっては

施設を利用される市民の皆さんの安全を確保することが最優先事項であります。このことか

ら，どの程度まで修復作業を行えば安全面が確保されるかなどを調査するために，専門的知

識を有する事業所に調査委託をしたところでございます。そして，11月30日付けで提出され



 

- 47 - 

 

ました調査結果及び所見の内容によれば，経年劣化と温泉成分による腐食のため，今回の台

風被害の箇所以外にも天井を支えているパイプトラスに錆の発生や断面欠損が見られ，部品

交換や補強を一部でなく全体的にしなければ安全確保ができないという報告になっておりま

す。また，現在の屋根材は建築基準法の基準に基づいて構造計算をしておりまして，風速40

ｍに耐えられる瓦棒葺でありますけれども，今回の台風被害を受けて，より強度のある折板

葺に変更することで，風速60ｍに耐えられるようになるという報告もありました。そして，

これらに掛かる費用は，設計委託料を含めて約1億円の経費が必要という報告を受けている

ところでございます。 

○建設部長（山下康彦） 県道岩本開聞線の小浜集落から仙田間の急カーブ，急坂区間について

のご質問をいただきました。道路の東側が池田湖に面した急斜面であり，また，山手側の法

面が高く，本年の梅雨時期には法面上部が一部被災し，片側通行を余儀なくされていたとこ

ろでございます。この区間につきましては，2車線の道路幅員となっており，道路形態とし

ては確保されている状況でございます。災害防止対策を含めた改良となりますと，地形的な

制約もあり難しい，厳しい状況であるかと考えております。県によりますと法面の災害防止

対策につきましては，山手側法面の調査を実施し，災害防除事業等による対策を検討してい

きたいとのことですので，市としましても災害の未然防止が早急に図られるよう，要望して

まいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして，市道諏訪田京田線から県道へ出る交差点についてのご質問ですが，県道のカ

ーブの部分に市道が接続している関係で県道へ出る場合，注意が必要な箇所であると認識し

ているところでございます。これまでも県に対し，県道側のスピード減速の対策をお願い

し，一部減速マークを設置していただいた経緯がありますが，再度県へ現状を報告したとこ

ろ，指宿警察署とも協議をしながら交差点内の路面表示等により安全対策が図られないか，

検討したいとのことですので，早急に対策が図られるよう，県と協議をしてまいりたいと考

えております。以上でございます。 

○１４番議員（松下喜久雄） それじゃ，災害予報から順次質問させていただきますけれども，

津波注意報の発表というのが14日の午前5時56分でした。皆さん方の携帯にも当然，契約し

ている会社からのエリアメールで届いたと思っているんですけれども，しかも，5時58分に

は満潮時の時刻の発表というのも行われておりますよね。それから，指宿市はいろんな情報

収集しながら，結局，最終的に7時15分に防災行政無線で広報が行われたわけです。隣の南

九州市ですとかに比較しても随分遅いんです。この広報をすべきだという判断に至るまでの

時間がですね。なぜ，こういうふうな広報しなければならないというような決断に至るよう

な注意報について，これだけの時間が掛かったのか。今後の注意報に対しての対応を含め

て，非常に気掛かりなところでございます。なぜ，こういうふうに判断が遅くなったのかと

いうことについて，まず，お尋ねをさせてください。 
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○総務部長（髙野重夫） 先ほども市長が答弁いたしましたけれども，常備消防による海岸線の

巡視や安全広報，また，海岸線巡視の職員からの情報や国や県からの追加情報により対応す

ることと判断し，参集した消防団幹部，また，危機管理課職員により総合的な判断をする中

で，津波注意報が継続して発表されていたことや，7時10分に十島村の口之島で実際に20cm

の津波観測があったと報道されたことから，指宿市全域においても防災行政無線による注意

喚起の放送を行ったところでございます。 

○１４番議員（松下喜久雄） ですから，先ほど広報したのが7時15分でした。解除された時間

というのが7時20分なんですよ。解除になる，もう直前の僅か5分前なんです。情報収集して

いる間に，例えば1ｍの津波が来ているとすれば，もう広報する前に被害を受けてるんです

よ。津波というのはそういう性質を持ったものだというふうに，まず考えていただかなけれ

ばならないというふうに思ってるんです。ただ，津波注意報については，確かに警報だと，

総務省のＪアラート，直結で自動スイッチで放送がされるようになっていると聞いてます。

津波予報というのは，僅か20cm未満ということで，被害が出る可能性はないよねというの

は，処理の仕方がされておりますけれども，20cmから1ｍ未満ということで，注意報につい

ては非常に，ある意味グレーゾーン的な範囲に入るのかなというような気がします。ですか

ら，そこで地元の海岸線の地形的な問題ですとか，満潮時における川からの侵入とか，いろ

んな特殊的な事情がそれぞれ異なるでしょうから，地元自治体に広報についても判断が委ね

られているということにはなっているかと思うんです。今回，いよいよこれ放送しなければ

ならないねって判断されたのは，一体全体どなたになるんでしょうか。 

○総務部長（髙野重夫） 消防団幹部とも相談し，私の指示で放送させていただきました。 

○１４番議員（松下喜久雄） 総務部長の責任でもって判断がされる，注意報については。広報

するしないについてはですね。総務部長の判断に委ねられるという，最終的にはですよ，個

人的な判断に委ねられるということになると思います。そうすると，もしか，部長さん，髙

野さんでなかったら，ほかの方だったらどういった反応になったのかなということも想像さ

れるわけです。なぜか。マニュアルがないからですよ。こういった注意報に対して，こうい

う場合はどういった対応を取るというマニュアルがないからですよ。全く個人的な能力でも

って判断がされるというな状況なんですよ。消防団ですとか，常備消防の方々の情報を入れ

てきて，自分の頭の中でどうすればいい，どうすればいい，迷いながら，最終的に判断す

る。全く個人の能力なんです。そういったことで，市民の生命を守る，一番基本中の基本で

すよ，行政がやるべきことは。これに関わっている部分が総務部長個人の能力に委ねられて

いる，これ非常に問題です。ですから，私は次に第2問目で広報マニュアル等は整備されて

いるのかということをお尋ねしているんです。これ，どうなんですか。今の様子を聞けばな

かったんだなというふうに，私は想像しているわけですけれどもね。 

○総務部長（髙野重夫） 防災行政無線につきましては，津波警報や火山の噴火警報，気象等の
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特別警報など，国民の身体・生命に深刻な危険を及ぼす情報につきましては，全国瞬時警報

システム，通称Ｊアラートに接続しておりますので，県や市を介さずに直接，市の防災行政

無線で放送されることになっております。今回の津波注意報は警報ではなく，注意報という

ことでありまして，津波警報ではなかったため，このＪアラートによる自動放送の項目には

該当していないことから，それぞれの市町村の判断での放送項目でありました。例えば，近

隣の鹿児島市・南さつま市・南九州市・枕崎市にマニュアル策定，注意報についてのマニュ

アル策定状況と今回の津波注意報の防災行政無線での放送状況の調査を行いましたが，広報

のマニュアルにつきましては災害の多様性からマニュアル策定が困難とのことで策定してい

ないということでありました。津波注意報の放送につきましては，課長の判断により鹿児島

市においては市職員が参集してから放送し，他の3市につきましては消防署に放送依頼を

し，放送したとのことでありました。しかしながら今後は，津波については注意報であって

も緊急性を要することから，素早く対応できるように検討してまいりたいと考えておりま

す。今回のことはいい教訓を得たというふうに考えております。 

○１４番議員（松下喜久雄） つまり，マニュアルを，決めごとを作りましょうねという話にな

るんでしょうか。検討といっても，中身がちょっと見えてこないんですけれども。マニュア

ルの作成をすべきだと私は言っているんです。必要ないんであれば必要ないというふうに申

し上げても結構かと思いますが，その点についてはもちろん問題が生じるとは思いますけれ

ども。どうなんですか。マニュアルを作成しますということで検討する，その中身について

検討しますということなんですか，この検討というのは。 

○総務部長（髙野重夫） 津波については注意報であっても緊急性を要することから，素早く対

応できるようにマニュアルを作って対応するということでございます。 

○１４番議員（松下喜久雄） 速報できるように，注意報についても速報できるようにマニュア

ル作成をするということですので，それは1日も早く作成していただきたいというふうに思

っております。 

 次に，災害予報の広報手段として，指宿市にはどのようなものが準備されているのかとい

うことでお伺いをさせていただきます。 

○総務部長（髙野重夫） 本市における災害予報等の広報手段としては，本年度で整備が完了し

ます防災行政無線同報系を中心として，そのほかに災害警報時に市から地域内の携帯電話に

一斉にメールを送信するエリアメールや市のホームページでの広報，消防署や消防団等の消

防車による緊急広報，また，最近ではＭＢＣテレビの協力によりデータ放送等があります。

これはＭＢＣテレビのデータ放送ボタンで指宿市を選んで押していただくと，指宿市の防災

無線で流された内容が文字情報として見ることができるものであります。これらを総合的に

活用しているところであります。なお，気象の特別警報レベルの情報や国民保護法に係る武

力攻撃については，国においてＪアラートによる市の防災行政無線同報系を介しての緊急放
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送と緊急速報メールの送信，県におきましても同じくＮＴＴドコモ，ａｕ，それからソフト

バンクなどを介してのその地域内にいる全ての住民や旅行者等に一斉に緊急速報メール，エ

リアメールを送信することとしており，国・県・市などの行政が相互に連携して，市民の皆

さんや旅行者などへ防災情報の提供をすることとしております。犠牲者を出さない，増やさ

ないためには同じ情報を複数の手段で，なるべく多くの手段で伝えることがとても重要であ

ると認識しております。 

○１４番議員（松下喜久雄） エリアメールというのは非常に有効な手段なんだろうなというふ

うに思っているんです。ただ，今回はもう，指宿市独自のエリアメール送信について，必要

性がもちろんなかったわけですけれども，この指宿市のエリアメールについては，どういっ

た場合に送信をするというようなことになるんでしょうか。どういった災害ですとか，災害

予報，これについて指宿市のエリアメールが，独自のエリアメールが動くというのはどうい

う事態が想定されているんでしょうか，お尋ねします。 

○総務部長（髙野重夫） 今回の地震等については，気象庁・県等からエリアメールが流されて

おります。本市では災害時等における緊急情報の伝達に当たり，市域内の市民及び来訪者の

携帯電話に対し，株式会社ＮＴＴドコモ，ＫＤＤＩ，ａｕですけれども，ほかソフトバンク

モバイルなどの協力を得て，事前の登録なく配信できる緊急速報メール，いわゆるエリアメ

ールを導入しております。エリアメールとは緊急地震速報や災害情報，避難情報などを回線

混雑の影響を受けずに配信できる携帯電話向けメールサービスで，指宿市内に設置されたア

ンテナから電波の受信が可能な携帯電話に対し自動的にメールが配信されます。また，事前

登録が不要ですので，指宿市内の観光客等の来訪者にも配信されますし，月額使用料，通信

料及び情報料は無料となっております。これまで本市においても平成24年6月27日の大雨に

伴い，緊急速報エリアメールを利用し，土砂災害警報情報が発表されたことを配信した経緯

があります。今後も有効な情報手段の一つとしてエリアメールを利用して情報発信を行って

まいりたいと思っております。避難情報や大雨による避難等，そういう部分において活用し

てまいりたいというふうに考えております。 

○１４番議員（松下喜久雄） 携帯電話ですとか，防災行政無線ですとか消防の直接の広報です

とか，いろいろ手段を整えているということで安心はいたしましたけれども，今後ともこれ

らが補完的に有効的機能を果たすというような中で，指宿市内にいらっしゃる，観光客の皆

さん方もいらっしゃるわけですので，1人も漏れなく警報，注意報が行き渡るように万全に

努めていただきたいというふうにお願いいたしたいと思っております。 

 次の質問に移らさせていただきますけれども，消防との連携など広報体制に関する具体的

な構想があるんでしょうかということでお尋ねをします。消防の方でもデジタル無線の体制

が，もうほぼ整ったということで，これとうまく市の広報体制が重なっていけば非常に有効

な手段に，瞬時にして行き渡るような体制が取れるなというふうに期待してるんですけれど
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も，ここらについてはどういった構想をお持ちなのか，お尋ねをさせていただきます。 

○総務部長（髙野重夫） 現在，常備消防においては消防無線デジタル化と高機能消防指令シス

テムの構築が来年3月の完成予定で進められており，本市においては10月1日から消防団への

緊急メール送信などの緊急時の連絡体制の仮運用を始めたところであります。防災行政無線

につきましては，以前は火災等の緊急時の消防団員出動招集等については，指宿消防署や山

川・開聞分遣所から緊急放送しておりましたが，現在は指宿南九州消防本部の市役所の隣に

あります消防本部の4階にあります南薩3市指令センターから緊急放送することとなっており

ます。今回，発表された津波注意報等の地震や津波，気象に関する注意報の放送について

も，今後，消防本部といろいろ協議をしましてＪアラートが作動しない注意報クラスであっ

ても，近海で発生した地震による津波注意報等についてはキーワード方式を定め，防災行政

無線による放送を消防本部から放送するように協議をし，お願いしたところでございます。 

○１４番議員（松下喜久雄） そのキーワード方式というのが，どういった仕組みになるのか，

説明いただきたいということと，当然，市の方で，危機管理の方で24時間体制を常に取って

おくというのは非常に厳しいものがあろうかというふうには思ってるんです。ですから，消

防との連携ということでお尋ねをしているわけですけれども，危機管理の方と消防の方が連

携を取っておれば，わざわざ職員が参集してうんぬんっていうようなこともする必要も，も

ちろんそれは参集しなければいけないことなんですけれども，参集して協議をしてというよ

うな，先ほどマニュアル作成の必要があるんじゃないですかという質問の中で答弁をいただ

きましたけれども，消防の24時間体制と組み合わせていけば，緊急広報，緊急的な広報につ

いても，もう即応できるということになるかと思うんです。キーワード方式とかこのことと

の説明と併せて，先ほどお願いしたマニュアル，これとのこの構想の関係性，このことにつ

いて説明いただきたいと思います。 

○総務部長（髙野重夫） キーワード方式と申しましたのは，津波注意報が発令されても地震が

起こった場所及び深さにより到達時間や潮位等様々な津波がございます。例えば，津波注意

報が発令された内容に津波の高さが30cmを超える，また，津波の到達時間が，到達の予報の

時刻が1時間以内など，キーワードをいろいろ指定しまして，このキーワードとしてリスト

アップされている言葉が一つでも含まれていた場合，例えば，津波の高さが30cmを超えると

か，1時間以内に到達するとかいう，そういう場合については，もう機械的に防災行政無線

により緊急放送を行うなど，瞬時に判断できる基準を予め設定するということでございま

す。危機管理課においても勤務時間が日中という形でありまして，深夜，時間外に発生した

場合には市役所に参集してから放送する，協議するとなりますと非常に対応が遅れるという

ことがありまして，議員が言われるように勤務時間以外については常備消防，指宿消防署の

方で瞬時に対応して放送をするということでお願いをしているところでございます。そうい

う取り決めをさせていただきました。 
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○１４番議員（松下喜久雄） 今回，津波注意報についての広報の仕方で，非常に敏感になった

のは，私のすぐ近くの海岸はサーファーの皆さんがお見えになります。波が立ちやすいとこ

ろなんです。3．11でございました，僅か4ｍの，僅かじゃなくて4ｍの警報が出た地域が特

殊な地形であったがために10ｍを超えるような津波になってしまったとか，そういうことが

あります。ですから，1ｍ未満が1.5，2ｍになる可能性がある。まして，これが満潮時と重

なれば，当然，川を逆流して，もう指宿の0ｍ地帯もそうですけれども，川を遡ってきて浸

水被害が与えるかもしれない。そのことを思うものですから，注意報たりとも，これは的確

に市民に広報して市民の安全を守る，そういう体制を整えていただきたい，そんな思いから

質問させていただいているわけです。市長，何かあれば。 

○市長（豊留悦男） 市役所の仕事，そして，議会の役割として，何より市民の命を守るという

ことが第一であります。そして，市民が安心・安全で暮らせるような，そういうまちを作る

ために，今回の地震によって多くのことを学びました。やはり，海岸の近くにある集落の

方々，そして，海岸の近くには学校もあります。この津波注意報をいつ出したら安全で安心

して避難できるのか，今回はマグニチュード7という大きな地震でした。津波がくるかもし

れない。じゃ早く避難，または注意してくださいという放送をいつ出したらいいのかという

ことについても，今回，議員の質問の中でいろいろと教訓をいただきました。今後，このよ

うな災害があったときに，どのようにしてその連絡体制を取るのか，いつ，どのような方法

で，誰がその責任をもってこのような防災無線で放送するのか，そういうのについては，今

後，検討しその在り方については議員がおっしゃいましたこと等を参考にして作らせていた

だきたいと思います。 

○１４番議員（松下喜久雄） それじゃ，2項目めのレジャーセンターかいもんについて質問さ

せていただきます。2項目めの質問につきましては，お互いがこう少し関連するような部分

で質問自体もどこから進めていけばいいのかなっていうような部分があるわけですけれど

も，とりあえず通告に従って，順次質問させていただきます。先ほどの1問目に対する答弁

ですと，修理代がざっと1億円掛かるというようなことでした。1億円というお金，どのよう

な見積もりをされたのか分かりませんけれども，そういった1億円という数字がぱっと出て

くると，すごい額だねっていうような印象を与えます。逆に言えばそういう印象を与えるた

めに1億円っていう数字を引っ張り出してきたのかとか，分かりませんけれども，実際，こ

の補修しようという前向きな考え方に立てば，要するにプールとしての機能を果たせばいい

わけですから，もちろん安全性を保ちながらということが前提になりますけれども，だとす

れば見栄えは多少なりとも。例えば，学校の耐震工事ですけれども，無骨な感じですよ。見

栄えとかじゃなくてまず安全第一ということで，ああいう形でプールの中に，これ必要なら

中柱も2，3本建ててもいいんじゃないかなという，そんな形でのこう補修はできないのか，

そうすれば1億円という数字がどうなのかなと。そこらについて考えたことはないんでしょ
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うか。もう，ざっとその見積もりをされた方に言われて，1億円大変だねっていうような印

象をお持ちなのか，そこはどうなんですか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） まず，レジャーセンターかいもんの屋根の葺き方ですけれども，

先ほど申し上げましたように当時の建築基準法で40ｍということで，瓦棒葺という施工をし

ております。しかしながら，これまではかいもん荘が前面に建っていたために，その40ｍの

風速でも耐えていたであろうというふうに想定されるわけですけれども，今現在はそれがな

くて，先般のこの台風15号におきましても，40ｍという風速は指宿地域，特に開聞のある海

岸地域におきましては十分に超える可能性はありますので，まずはその屋根を全面的に葺き

替えなければいけない。折板葺というものに替えなきゃいけないということが一つの問題に

なってくると思います。それと，今現在，先ほど議員がご指摘されました途中に中柱等を建

ててということもですね，建築技師の方にも相談もしてみたわけですけれども，やはり現状

ではあの形態が円，直線の建物ではなくて円形に近い，壁もそういう形になっていると。そ

うなると，やはり直線的な屋根というものは抜本的に壁から全て造り替えなければいけない

ために相当な，また経費が掛かってくると，そういうことで今のやつを補修するにしても，

そういう中柱を建てて直線的な傾斜を持った屋根にするとしても，相当なる金額が，数千万

は確実に掛かってくるだろうというような認識を持っております。 

○１４番議員（松下喜久雄） 今回，この質問をするに当たっては，結局，調査結果がどうなの

かということで，質問の中身も大いに変わるんだろうなという，そういうふうに思っていた

んです。ですから，もう既に2問目の被災部分の復旧をどのように考えているのかと，こう

いう質問を設定しておりますけれど，既にこの質問にも立ち入っているというようなことに

なるわけです。ですから，1億円というお金が掛かるから，もう，この補修は，復旧は考え

られないですよねという表現になるのか，そういったするしないの話，これ，今の段階でど

うなんですか。検討中で，まだ雨ざらし日ざらしにそのままずっとやっていくということな

のか。検討期間が掛かりますからねというような話になってですね。そこ，どうなんです

か。おおよそどういった方向で考えてらっしゃるんでしょうか。最後の，今後の運営みたい

なことにも引っ掛かっていきますけれども，お尋ねをさせていただきます。 

○産業振興部長（廣森敏幸） まず，今被災した部分の屋根につきましては，簡易的なブルーシ

ート等で覆うという方法もあるとは思うんですけれども，やはり，そうなると結構大規模な

被災箇所になっておりますので，これから冬の強風等でまた飛ばされる可能性というのは非

常に大きいということで，修理の方は一応やるとすれば全面的にやらなきゃいけないですけ

れども，今，現状ではあのまんまの方が安全性も保てるということでそのようになっている

ところでございます。また，やはり今後の運営ということに関わってくるということでした

けれども，レジャーセンターかいもんは，これまでもやはり川尻地区民の地域住民をはじ

め，多くの市民の皆さんが利用をされておりますので，引き続き適正に維持管理をしてまい
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りたいとは考えておりますけれども，プール部分に関して言わせてもらえれば，ほかにもう

一つ温泉プールに使用されている浜井戸，これは川尻温泉のプールに利用するために温度を

下げなきゃいけないということで使っている浜井戸というのもあるんですけれども，そこに

つきましても今年の8月に井戸が抜本的に，揚湯管が折れて，もう一遍掘り直さなきゃなら

ないというような状況になっておりますので，そこも新たに掘削をしなければならない，掘

削しないにしろ上水道を使って薄めるということはできますけれども，やはりそこについて

も維持管理経費が掛かるということで，屋根並びにそういう井戸の問題，それとあと，やは

り建設から23年経過して施設自体も相当老朽化が進んでいるということを考えれば，今後，

様々な視点でこの施設をどのようにしていくかということは検討していかなければならない

というふうに考えているところでございます。 

○１４番議員（松下喜久雄） まず，それじゃ浜井戸の問題も今出ましたけれども，そこは置い

ておきまして，復旧の部分ですけれども，現状のままがむしろ適正管理なんだというような

ふうに聞こえましたけれども，穴が空いたまんまの状態で潮風を受けて，どんどんどんどん

錆が進行していって，もしかすると台風以外の季節風でも飛ぶ可能性が，当然出てきますよ

ね。そういった危険性のあるものを現状のまま置いておく方が適正な管理なんだという表現

に結び付く，そこらが理解できません。説明していただきたいと思います。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 最適な適正管理というものにつきましては，先ほど言うように全

面的に屋根を修理をするというのが，これが適正な管理だというふうに考えられます。しか

しながら，その一部分だけを修理しても他の部分も相当，屋根を支えているパイプトラス等

に破断している箇所が見えますので，一部分の修理は適正な利用は，維持管理はできないと

いうことで，となると全面的にやるのか，若しくはそこに議員もおっしゃったように潮風等

がくるのを防ぐ，ブルーシートを被してするのがいいのかということをした場合には，やは

りブルーシート等で覆うことによって，破損箇所が結構大きな部分になっておりますので，

逆に2次災害につながるということで，今，現状のままの方がこれ以上の被災というものは

進まないだろうというような見地で先ほど申し上げたところでございます。 

○１４番議員（松下喜久雄） 要するに利用者にとってみれば使えるようにしていただけるんで

すか，どうなんですかということなんです。現状のまま放っておいて，例えばブルーシー

ト，行政施設でブルーシートを延々に被せている施設っていうのはあるのかな，もう本当に

想像もつかないような気持ちですけれども，そういった管理の中で，結局使えないわけです

よ。傷みも進んでいくと。やっぱり時間がないんです，そんなに。あのまま放っておくとい

うことでですよ。早い段階で，1日でも早く，どうするんですかということで，方針を示し

て進めていかなければならんというふうに思っているんです。その点と併せて，この浜井戸

について，もう1回ここ整備し直すとすればどの程度の予算が必要なのか，そこ，先ほどは

もう1億円というお金が出てきたわけですけれども，浜井戸が傷んでますよ，幾ら掛かりま
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すよっていうような説明がないんですね。そこの説明もいただけますか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） まず，レジャーセンターを再開ということになれば，やはりあそ

この施設の利用上，当然上半身は裸で利用しなければならないと。しかも屋根が非常に高い

天井の構造だということを考えれば，先ほどから何回も言うようにパイプトラスがもし破断

して落ちてくれば命に関わる大きな災害が発生するということが想定されますので，営業再

開するとなれば，全面的な安全確保をしない限りは難しいというふうに考えております。そ

ういう意味で，それを全面的な補修をするとなれば，屋根の取り替えだけで，当時のこれは

1億円という金額につきましては，レジャーセンターを当時建設したときの設計の方並びに

施工をした会社等の複数の関係者の現地調査並びにその意見を基にして，積算，全面的な改

修が一番望ましいだろうということと，積算すれば概算で1億程度掛かるという報告をもら

ったために1億というふうに答弁させていただきました。それとあと浜井戸につきまして

は，あそこはそう深くない浅井戸でございますので，実際，それの試算について今，まだ見

積もりはいただいておりませんけれども，これまでの井戸を掘削した経験から言えば，浅井

戸ですので概ね300万から400万ぐらいでの掘削費用でいくのではなかろうかということは想

像しております。 

○１４番議員（松下喜久雄） 再開するとすれば，我々も一番考えなければならないのは，もう

これはお金の話ですよ。費用の話。それがどの程度なのかということで，きちっと算定して

いただけなければ，判断のしようもないということになってきます。何が何でも，それはも

う2億も3億も掛かってもいいから再開せんかっていうような，そういったことはそれは私の

立場でもそこまでの要求というのはどうなのかなという考え方を持っていますから，正確

に，丸形の施設だから元々のその設計通りに復旧しないと，それ以外の方法はないというよ

うな言われ方をするもんですから，私も先ほど中柱を建ててうんぬんというような，三角屋

根で大判の波板を被せればというような，そういうもうちょっと安く上げる方法はないんで

すかと。聞くのも，そこなんですよ。私はもう取りあえずはもう復旧して使えるようにして

いただきたいということを前提にして，この質問は設定してありますから，そういったこと

でお尋ねをしているわけです。最低限このぐらいあればできるよねという数値を示していた

だいて，それが仮に1億だとか1億5,000万だとかなったときに，さぁ議会の皆さん方にも説

明して，ここは改めて投資していいですかというような協議をしていただくということにな

ろうかと思うんです。ですから，ほかに補修の方法はないのか。それだと幾ら掛かるのかと

か。浜井戸についても正確にこれくらい掛かりますよね，これ，浜井戸がなければ当然，上

水道を使うということになります，水道代がまだ年間高く付くということになるわけですか

らね。そこらも全部計算をしていただいて，たたき台にして，今後どうしていくんですか。

この検討をもう早く当然やっておかないといけないんですよ。もう何か月経ちましたでしょ

うか。ですから申し上げているわけです。今後，きちっと再開に向けて動くとすれば，一体
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全体どの程度の補修費が必要なのか，浜井戸も含めて，正確に調査をしていただきたいとい

うふうに思ってます。それ，どうですか，そのこと。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 私どもといたしましては，まずはこの施設の現状を復旧するとし

たらどの程度のものが掛かるかということで，先ほど来，施工業者等に見積もりをお願いし

たわけですけれども，確かに議員がおっしゃるとおり，それ以外にも安い修理方法がないか

ということについては，今後また設計業者等にご相談をしながら考えていきたいと。その中

で，今回恵美寿温泉についても，揚湯菅を小さくして元の泉源のところにやっておりますけ

れども，この恵美寿温泉につきましても，概ね10年スパンで泉源が駄目になって替掘りをす

ると。そのときにやはり，過去の実績からいえば6,000万とかいうような金額を掛けてやっ

ているというような状況もあります。そういうところも含めまして，今後，今議員がご指摘

したようなほかの様々な方法等も考慮しながら，施設を今後どういうふうにしていくかとい

うことにつきましては，検討を重ね，また，その結果につきましては議会の方にご報告をし

ていきたいというふうに考えております。 

○１４番議員（松下喜久雄） それじゃ，今，恵美寿温泉の話もございました。恵美寿温泉の泉

質自体が非常に管理しにくい泉質だということも十分承知しております。現在の泉源の状況

と，泉源確保について今後の方針を伺いたいということでお尋ねをさせていただきます。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 現在の泉源の状況と確保ということでございますけれども，本年

2月に恵美寿温泉の温度低下並びに湯量不足という不具合が生じたために，恵美寿温泉を供

給できなくなり，その代替策としまして川尻温泉をボイラーで加温をして利用してきたとこ

ろでございます。そのことから新しい泉源を求めて，今年，掘削を計画しておりましたけれ

ども，当初予算では約5,000万弱ということで計上しておりましたけれども，それについて

は実際やるとなった場合にやはり1億円程度の経費が掛かるということが，また判明したた

めに不具合となっていた恵美寿温泉を復旧する方針に変更したところでございます。そし

て，一応9月17日から10月22日に掛けまして恵美寿温泉の復旧工事，これ約620万ほど掛けて

行ったんですけれども，不具合になる前と同程度の湯量と湯温，これ54度の温泉源を確保で

きましたので，10月26日には恵美寿温泉の供給を再開したところでございます。しかしなが

ら，掘削業者によりますと，本来，この揚湯菅は1番最初200mmが入っていたわけですけれど

も，5年前にそこに詰まったために150mmをまた入れたわけです。今回，更にこの150mmの中

に80mmの揚湯菅を挿入して，今温泉を汲み上げておりますので，通常よりも早く閉塞する可

能性が高いということで，稼働時間が短くなるだろうというようなことも言われておりま

す。そういうことを踏まえまして，今後の温泉源の確保につきましては，近隣で来年度から

民間事業者が計画しております地熱発電というものがありますけれども，この地熱発電事業

に伴うカスケード対応ということで，排出温泉の活用とか，また新規に指宿市独自での泉源

を確保ということも含めまして，今後，検討していく必要があるというふうに考えておりま
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す。 

○１４番議員（松下喜久雄） 民間事業者のお湯を分けてもらうというのが公共施設にとってど

うなのか，その安定性について，それはもう疑問が大いに残りますし，4,000万を超える予

算をもう既に見切って，一切，新しい泉源について事業を行わなかったと。なぜならば1億

円掛かることになりました，ついては全然足りませんので止めさせていただきましたという

話ですよ，先ほども1億円，今も1億円ですよ。1億円が妙に気に掛かってしょうがないんで

すけどね。そもそも，通常何かの事業を行うときに想定外の費用が掛かることになりました

ので補正をお願いしますとか，補正がもうできるような状況でなければ次年度に残る部分の

仕事をさせていただきますというような予算の組み方をするわけです。そもそもがもう泉源

を求める気持ちがもう完全に萎えてしまっている。そういう状況でもって，そういう判断を

されたんじゃないのかなというふうに，どうしても行き着くわけです。それでなければ，大

体ですよ，県道を使わせていただくということについてどのような費用がいるのか，県土木

としてどのような考えがあるのかということについては，精査をして当然予算化しなければ

ならないもの。そこをせずに，非常に予算付けそのものがずさんであったというしかないわ

けです。ただ，その部分はずさんであったということで，もう整理を付けて，もう新しい泉

源を求めるために民間のお湯をもらうとかでなくて，独自の泉源を求めなければいけない。

そのことについてもお尋ねしたいわけですけれども，時間がございませんので，市長，一番

肝心な今後のレジャーセンターについて，今後の運営をどのように考えているのかというこ

とでですね，とりまとめて答弁いただきたいと思います。 

○市長（豊留悦男） 川尻のレジャーセンター，台風で屋根が吹き飛ばされてしまいました。地

域の方々の，利用者の意見として早く修理をして使えるようになってほしいという，そうい

う地域の声を，今回，この一般質問でいただきました。やはり，利用者にとってどうしたら

いいのかっていうのを第一に考えながら，市としても修理をしたらいいのか，修理をしたら

どの程度の修理で，今後10年・20年使えるかについて様々な調査をして，どうしたらいいの

かということを今考えております。議員が様々な視点から様々な考えをいただきました。や

はり，この川尻の温泉というのは地域の方々が日常生活の中で楽しみにしている場所でもあ

りますし，健康づくりでプールを利用しているという，そういう実態もあります。しかしな

がら，あの川尻海岸は台風が来ると大変強い風が吹きます。今のプールのあとをこのまま補

修という形でそれらの災害に耐え得るのか，または全面的な改修をしないと駄目なのかとい

うことについて，今，検討をしております。議員がおっしゃいましたとおり，ここにつきま

してはできるだけ早くどうするのか，大改修をするのか一部改修，修理をするのか，又は温

泉として，また別のところに温泉として地域住民の願いに叶えるようにするのか，そういう

ことについてできるだけ早急に，慎重に市としても対応してまいりたいと思います。 

○議長（新宮領進） 暫時，休憩いたします。 
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休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１０分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開き，一般質問を続行いたします。 

 次は井元伸明議員。 

○４番議員（井元伸明） 4番，井元でございます。通告してございますので，3項目について順

次質問をさせていただきたいと思います。 

 まず，第1点目に池田湖周辺の環境整備についてでございますが，前回の一般質問の中で

ジオパーク認定についてお尋ねをいたしました。このジオパークとは，本市は火山の恵みに

よる豊かな自然環境や温泉に恵まれた魅力ある地域でございます。そこで，認定を受けてこ

れからの指宿市の観光に帰する考えはないかとのお尋ねについて，日本ジオパーク認定を受

けることによって観光客誘致には先進地の例を見てもあまり期待ができない。また，認定に

向けては費用と人員の問題から，費用対効果が得られないとのことから，指宿市としてはま

るごと博物館を推進しながら観光につなげていきたいとのことでございました。では，この

指宿まるごと博物館とは指宿市全体を博物館と捉えて，文化財，自然，産業施設，伝統芸

能，伝統行事，イベントなど全てを貴重な展示品と位置付けて，それらをまちづくりに生か

していく中で観光にもつなげていくとのことでございました。そこでお伺いいたしますが，

現在，池田湖の売店前に指宿まるごと博物館周辺案内，池田湖あれこれと書かれた観光案内

板が設置をされております。先日，この看板を見にまいりましたが，当日は天候もすばらし

い天気でございましたために多くの観光客の方々がこの案内板をご覧になっておられたよう

でございます。このまるごと博物館案内板の中で紹介されている場所の中には，現在，指宿

市が推進しているおもてなしの心の観点から見れば疑問を持ったところが，池田湖周辺の案

内の中で何箇所かございましたのでお尋ねをさせていただきます。まず，刻み地蔵の案内に

ついてでございますが，現地に行きましたところ駐車場は整備をされておりません。洞窟の

入口の左手には指宿市の文化財として指定された経緯などが案内板に記載されてはおりまし

たが，刻み地蔵が彫られております洞窟は，現在，洞窟の中の岩と岩との真ん中に大木の根

が入り込んで，崩れる危険性がある状態であることから，見学できない状態でございます。

洞窟入口にはロープが張られて立ち入りできないようにしている状況でございます。こうい

う状況を見たときに，せめて池田湖で看板をご覧になられた観光客の方が現地に行かれたら

本当に残念な思いがしておられると思います。せめて，入口付近に駐車場整備をしていただ

いたり，入口付近には観光に訪れた方々が納得して，説明案内あるいは写真等が準備されて

おられれば，わざわざ刻み地蔵まで行かれたお客様に不快な思いはさせないように済むと思

いますが，このような現状をどのように認識されているのか，お尋ねをいたします。 

 2点目に，専門職員，技術職員とも言いますけれども，についてでございますが，この公

的資格を取得している職員の配置状況についてお伺いをいたします。この専門職員，国家資
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格としては主に医療，介護，福祉関係から建築，教育関係と幅広く各課に配置をされている

状況がありますが，ここ2，3年において退職をされる職員の方もおられるようにお聞きをい

たしております。現在，専門職員，公的資格を持った職員の方を各課にどのように配置をさ

れているのか，また，年代構成はどのような状況になっているのか，お伺いをいたします。 

 3点目にＴＰＰ，環太平洋連携協定が12か国によって大筋合意がなされたことを受けて，

部分的にではございますが，内容が明らかになってきてはおります。このような状況を受け

まして，日本政府としても11月25日にはＴＰＰ対策大綱も決定され，公表されているようで

はございます。その内容といたしまして，関税の95％が撤廃され，中でも農産物の51％は即

時撤廃となるようでございます。農林水産物の2,328品目のうち約81％の関税が最終的に撤

廃となり，既に無税のものも含め，協定発効で約51％の関税を即時撤廃するとしておりま

す。政府は関税撤廃の例外を目指し，聖域と位置付けた米や麦など農業の重要5品目では，

全586品目中約3割の174品目の関税を撤廃するとしております。このような中で，本市にお

ける農業の現状を見たときには計り知れない不安を抱かざるにはいられません。そこでお尋

ねをいたしますが，指宿市の農業，農家においての対応をどのように考えておられるのかお

尋ねをいたしまして，1回目の質問といたします。 

○市長（豊留悦男） 職員の配置につきましては，それぞれの職員の持つ資質や能力，意欲を最

大限に引き出し，活用することで組織全体の活力を高め，活性化させていかなければなりま

せん。また，専門的知識や経験を必要とする部署への職員の配置につきましては，市民サー

ビスの向上と行政運営の効率化を図るため，技師等の専門職を適切に配置しているところで

あります。本市における専門職の配置が必要な部署につきましては，建設部の建設監理課，

土木課，指宿港海岸整備室，都市整備課，農政部耕地林務課及び水道課には土木技師，建築

課には建築技師の配置が必要となります。また，農政部農政課には農業技師，健康福祉部の

長寿介護課には保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員，健康増進課には保健師と管理栄

養士，教育部社会教育課には学芸員等の配置が必要となります。なお，専門職として配置し

ている平成27年4月1日の現在の年代ごと職員数につきましては，土木技師は20代が6名，30

代が5名，40代が4名，50代が14名の計29人，建築技師は20代が2名，50歳代が3名の計5名，

農業技術師及び農業に精通している職員は30代が1名，40代が3名，50代が3名の計7名，保健

師は30歳代が2名，40歳代が5名，50歳代が4名の計11名，社会福祉士は20歳代が1名，主任介

護支援専門員は40歳代が1名，50歳代が1名の計2名，管理栄養士は30歳代が1名，学芸員は20

歳代が1名，40歳代が1名，50歳代が1名の計3名となっているところでございます。 

 次に，本市の農業，農家にとっての対応，ＴＰＰに対する対応についての質問でございま

す。議員ご指摘のとおり，ＴＰＰ大筋合意により，農産物の51％は即時撤廃となっているよ

うであります。主な品目は豆類の野菜類で2.5％から3％の関税が即時に，畜産では牛肉の

38.5％が16年目には9％に，豚肉においても高い価格帯の部位に係る4.3％が10年目には撤廃
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される予定となっております。これによりまして，市の農業への影響が懸念されるところで

ございますが，今後具体的に示されます国の支援策等を十分に活用しながら，生産農家の不

安を少しでも和らげるため，所得を補てんする制度の法制化による肉用牛肥育経営安定特別

対策事業や養豚経営安定対策事業などの拡充，また，野菜価格安定制度の活用など，農業生

産に意欲的に取り組める再生産の可能な単価となるよう，各種補助事業や政策を活用しなが

ら努めてまいりたいと考えております。このため，農協の営農指導員や県農政普及課などで

構成する指宿市農林技術協会を中心に，指宿市の特徴を生かした安心・安全・高品質な農畜

産物の生産に努め，生産基盤の強化や更なる生産コストの引き下げや疾病等による事故率の

低減を図ることにより，収益性を上げることが対策と思いますので，各関係機関との緊密な

連携を図りながら，農家への支援，指導を行っていきたいと思っております。 

 以下，いただきました質問等には関係部長等が答弁をいたします。 

○教育部長（浜島勝義） 池田湖周辺の環境整備についてのお尋ねでございますが，池田湖湖畔

に設置しております指宿まるごと博物館看板には九州最大の湖であります池田湖をはじめ，

刻み地蔵などの文化財，景勝地や観光施設などのエリアマップとともに，それぞれの写真と

説明を表示しております。看板を見られた観光客等の刻み地蔵の見学対応につきましては，

現在，駐車場用地として個人所有地を借り上げ，乗用車2台が駐車できるようにしていると

ころであります。駐車場の表示はしてありましたが，ご指摘のとおり分かりにくい点がござ

いましたので，今回表示を大きくするなど分かりやすい看板を設置したところでございま

す。一方，刻み地蔵は溶結凝灰岩の岩陰の壁に彫られた磨崖仏であるため，現地では長い年

月での風化や雨水の浸透等によって刻み地蔵の上部の岩にひびが生じ，斜面の岩の崩落が危

ぶまれるだけでなく，近年は洞窟上の樹木も崩れ落ちたこともございました。崩落を防ぐ方

法も調査いたしましたが，費用が相当高額となること，また工事により洞窟の現状維持がで

きなくなること，それらから見学者の安全確保と危険回避を重視して手前の階段にロープを

張り，立ち入りについてご遠慮いただいているところでございます。ご指摘がありましたと

おり，指宿まるごと博物館の看板を見て刻み地蔵を訪れた見学者が実物をご覧いただけない

状況でございますので，さっそく刻み地蔵の写真，その内容，現地の危険な状況を記した看

板を作製して，駐車場とロープ手前に設置をしたところでございます。 

○４番議員（井元伸明） 今，説明いただいたように，この環境整備って形で刻み地蔵を案内を

していただいておりますが，確かに行ってみますと，駐車場をきれいに草を刈られて，駐車

場ですよということできれいに案内の看板も立てていただいておりました。そして，奥の方

には，刻み地蔵の中に彫ってあります写真を撮ったのを丁寧に貼っていただいて，中に入れ

ない説明もされているようでございましたので，こういうふうに指宿は観光に来られたお客

様どなたに対しても，平等にやっぱりおもてなしの心ということを盛んに言っておりますけ

れども，こういう優しい心がなければ，突然いつ来るか分からないお客さんが行かれたとき
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に，非常に戸惑うし，また行かれてそういう状態であればもう2度と指宿にはという形で，

そういう方々はリピーターで来られるお客さんがほとんどだろうと思うんですよ。今後と

も，やっぱそういうのは注意していただいて，とにかく文化財の面からも，あるいはそうい

うのを観光に資するということでありますので，いろんな形態の観光で訪れるお客さんが多

いかと思いますけど，あらゆる角度から，こういう整備には，万全を期していただきたいと

思うんです。次に，池田湖の環境整備の中で，今，今年は特に大雨が続いたせいで池田湖の

水位が非常に上がってきております。これについては，湖畔で生活をしている方々にとって

は，本当に，真に深刻な問題でもあります。この池田湖の水位っていうのは，南薩地域約

6,000町歩，指宿市・枕崎市・旧頴娃町・旧知覧町までの約6,000haへの水の供給という農業

用水としての利水の立場から，下は62ｍから66ｍまでの水位を保てるようになっておりま

す。この66ｍというのが非常に問題でありまして，本年は梅雨時，降雨量が平年の3倍ほど

あったということから，水位の上がり方が非常に激しかったために，66ｍを超えますと池田

湖湖畔に指宿市が分譲した住宅地がございますけども，そこの住宅の方々は，玄関に浸水が

始まり，挙句の果ては合併浄化槽が完全に浸水して使えない状況，ということはもう生活で

きない状況が続くということで，この水が上がるたびに非常に心配な思いをして不安な日々

を送っているのが現状でございます。併せて，池田湖の近くには66ｍを超えますともう川の

水も流れません。止まって，防波堤を超えて道路まで全部水が入る状態でございます。そう

いう状況が続きますと，近くの干寄地区という田んぼ，畑がございますけど，約40haほど耕

作をしておりますけれども，この方々も排水ができないために耕作ができない，植え付けが

できない，刈り取りができないということで，農業の営農体系はもう非常に崩れっぱなし

で，どうしたらいいか，種苗を植えるにも植えられないという状況が非常に続いておりま

す。こういう状況を何とか打破してほしいということで，平生からあらゆる関係機関の方に

お願いをしておりますのが，池田湖の水位を1ｍ程度下げられれば一番いいよねというのが

住民の願いでもあるんですけれども，この池田湖の水位を下げれることについて，状況は，

そういう状況にあるのかどうか，一つお尋ねをいたします。 

○農政部長（新留幸一） 池田湖の水位についてのご質問でございます。ご承知のとおり，今年

の梅雨時期には例年の3倍に当たる雨が降り，そして，池田湖の水位も議員ご指摘の66ｍを

超える期間が続き，湖畔の住宅等をはじめ様々な生活を脅かすような影響があったところで

ございます。私も現場に行きまして，厳しいところという現状を目の当たりにしておりま

す。池田湖の水位に関しましては，議員ご指摘のとおりでございますけれども，農業用水と

しての利水の立場，それと防災としての治水の立場から考える必要がありまして，市といた

しましても早く水位を下げられないか，関係機関に要請をしながら取り組んできたところで

ございます。現在の水位は生活に影響のないところまで下がってきておりますが，今後もこ

のような状況にならないよう引き続き関係機関に要請していきたいと考えております。 
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○４番議員（井元伸明） 要請をしていただいているのは本当に分からないわけではありませ

ん。これはやっぱり水利権とかいろいろな問題がありまして，池田湖自体が勝手に水が多い

から出してほしいということで出せるような状況じゃないということはよく理解はしている

つもりなんですけど，現在の状況でも65ｍ60cmぐらいが今続いている状況ではありますけ

ど，これに大雨が降ると，たちまち66ｍを超えるのも，もう目に見えております。川尻の新

川の方に放水をしておりましたけれども，最大に流した時期で1日，一生懸命流しても7cmが

やっとということでありましたけれども，当時は池田湖には雨が降るわいっぱい地面は水分

を吸っておりますので，それが湧き水とかいろんな出水で出てきて7cm以上の水がどんどん

入ってくるもんですから，吐かしても吐かし切れない。南薩土地改良区にもお願いしていろ

いろしましたら，集川の方に逆送水と言いますか，していただいてやりましたけれども，そ

れも本当に1日1cm下がるかどうかの状況で，あの状況ではとてもじゃないけど減る状態では

ないということでありました。そのような様々な，この水位を下げることには問題があるよ

うではありますけど，一番はいろいろ相談しますと新川の方に放流をするのが一番だろうと

いうことで流しておりましたけれども，今年の放流時期にこの新川にも一生懸命流している

状況の中で，10か所ぐらいが河川の土砂崩れとかいろいろあって，一時は止めた時期もあり

ました。そういう状況がありましたけど，これは県の河川管理でございますけど，この新川

の河川は早く改修をしていただいて，常時安定して流せるような状況を保っていただきたい

と思うんですが，指宿市の方から県に対していろんな要請をしていただいていると聞いてお

りますけれども，今，この改修の状況というのはどのようになっているのか，一つお尋ねを

いたしたいと思います。 

○建設部長（山下康彦） 新川は池田湖から川尻海岸に流れる県管理の2級河川となっておりま

すが，本年の6月からの豪雨により池田湖が増水し，大雨の影響や放流に伴い，河川護岸の

損傷が起こっております。県によりますと損傷した護岸等につきましては，現在，復旧作業

を行っているところでありまして，年度内には全ての箇所について復旧を完了するというふ

うに伺っております。抜本的な河川改修につきましては，この河川改修を行い一気に放流し

水位の調整を行う方法等も考えられますが，放流量が増えた場合，川尻海岸の漁獲にも影響

を及ぼす可能性が指摘されているようでございます。県では増水対策としてのハード整備は

相当の費用と期間を要することから，まず，管理水位の調整など，ソフト面の対策を含め関

係機関と協議を行っているところでございますので，市としましても早急な解決が図られる

ようお願いしてまいりたいというふうに考えております。 

○４番議員（井元伸明） 今，2級河川の管理ということで，県の河川課の方で本年度中には改

修が何とかめどが付くだろうと。しかし，あまり流し過ぎますと，今言われたように川尻港

のところで定置網があるそうですけれども，非常に池田湖の水が冷たい関係で漁獲が10分の

1ぐらいに何か減るという話を聞いておりますけれども，それも併せていけば，我々ばかり
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が一生懸命言っても駄目だなとは思うんですけれども，池田湖のこの水位については，水管

理は県の河川課がやっておりますけど，併せてこの水を南薩台地に送り込んでいるのは南薩

土地改良区などにもございます。それと，開聞地区の土地改良区とか，いろいろ水利権の問

題は発生しておりますが，こういう，現在，池田湖を有する指宿市長がいろんな会合がある

たびに，例えば県知事さんとの話し合いとか市長会でもそうでしょうけど，枕崎，それと南

九州市の市長さんをはじめ，いろんな方々と，指宿市の市長がリーダーとなって，この水位

をいかにして下げられる，50cmでも，そういう形で下げられるように，一つ，リーダーとし

て努力していただきたいと思うんですが，市長としての一つ，見解というか思いはどういう

ことをお考えなのか，お尋ねいたします。 

○市長（豊留悦男） 今年も南薩地域の水利用対策検討委員会というのが開催をされました。そ

の中で3市の市長さん方とも池田湖の実態について，このような，今年のような災害が起き

ないようにどうしたらいいのかという，そのことについて話し合いをいたしました。やは

り，平成9年だったと思いますけれども，大渇水が起きた。そのときの教訓，そのためにや

はり水位は保たなければならないというような話もございました。そこで，私が提案をした

のが水位は保ってもいいけれども，例えば梅雨時期とか雨が予想される，そういう時期には

水位を，いわゆる柔軟に対応して落としてもらえないか，そうすることで池田湖の周辺に今

年のような生活に影響が出ないようにしてほしいというお願いをいたしました。県の河川課

を含めて様々な部署には今年の様子をつぶさに報告し，このような事態が発生しないように

どうすべきか検討してほしいと，そして，市，3市の首長の意見として，先ほど申し上げま

した雨季，つまり雨が多い時期，梅雨時期，台風襲来が予想されるときにはこの水位を決ま

りどおりするのじゃなくて，ある程度落とせるような，そういう柔軟な水位調整をさせてい

ただきたいという申し入れをしてあります。このことは，来年度，今年の大変厳しいと言い

ますか，教訓を生かしながら，恐らくこの水位調整については前向きに検討していただくも

のであろうと思っております。ただ，ご案内のように農業関係者を含めた様々な関係機関と

の協議，調整も今後必要であろうと思っております。 

○４番議員（井元伸明） この水位については，当初はあちこちに相談すると50cmかそこらは下

げるのが当然だろうねということで，いろいろみんな話を聞いてたんですけど，いざ話をす

ると，やっぱり，農業用水という形で話がありましたけど，そういう形で立場からいけば，

やっぱり66ｍというか，さっき市長からもありましたけど，平成9年の渇水時期は，県の方

で市内各地にボーリングをして急場はしのいだ時期がありましたけど，今の営農体系がある

のはこの池田湖の水が大いに寄与しているのは本当に事実でございますけれども，その農業

用水としては本当大事なことかも分かりませんけれども，周辺で生活をされている方々の安

心・安全を考えれば，どうしても，1ｍとは言いませんけれども，せめて50cm程度は下げら

れる方向で努力をしていただきたいと思います。 
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 今の水位の件については各関係の方々が一つ，またいろんな会合のたびには，そういう形

で努力をしていただきたいと思います。 

 時間の都合で次に行きますが，池田湖の環境整備の中で，池田湖のモーターボートの発着

場の現状についてお尋ねをいたしますが，この場所は指宿市市有地でございます。3軒の事

業者へ貸し付けている場所でもございます。現在，営業をされている状況ではありません。

現状は事務所の入口にはロープが張られ，桟橋は壊れて周囲は草が生い茂っている状況でも

ございます。こういうのを見て9月の29日，南日本新聞の広場欄に投稿をされた方がおられ

ました。一部ご紹介いたしますと，わくわくさせた池田湖畔どこに，という題でございまし

た。鹿児島市の65歳の男性の方でございました。朽ち果てたボート小屋や雑草が生い茂るな

ど，観光パンフレットとのあまりのギャップに唖然とした。そんな中，他県ナンバーの車か

ら降りた観光客が池を一目見て，怪訝そうな顔をし，そそくさと走り去っていったのはショ

ックで恥ずかしかったとございました。これは指宿市は観光地，保養都市を掲げておりま

す。そういう場所で池田湖は高速道路，あるいは国道226号から入ってきても，入口，顔と

も言われる場所でもあろうかと思うんですよ。こういう場所が，民間事業者に貸し付けてい

る場所でもありますけれども，ここが来年の3月まで何か契約があるから今のうちにはどう

こうと，市がする状況ではないので，業者の方と近々相談をするという話をお聞きしました

けれども，やっぱり観光地としてそういう状況を放っておくというか，何かの手を入れたり

早急な対応をしないと，1回来られて，リピーターで来られたお客さんが見られた状況で見

られると，指宿の観光はどうしたのということで，もう2度と来てくれないと思うんです

よ。観光客を増やそう，増やそうとしても，こういう状況が続く限り，指宿の観光客は増え

ていかないと思うんですよ。幾ら宣伝を，宣伝料払ってもですね。こういう状況を踏まえ

て，これは指宿市が管理をしている土地ということでありますので，このような現状をどの

ように認識して，また，相談を進めているのか，一つお尋ねをいたします。 

○総務部長（髙野重夫） 池田湖モーターボート発着場の現状についてですが，池田湖は九州最

大の湖で本市の大切な観光資源でもあり，池田湖を訪れる観光客を温かくもてなす意味から

も土産品店や池田湖を周遊できるモーターボートは重要な役割を果たしてきたところであり

ます。しかし，現在はモーターボートを利用する観光客の減少や運営している方々の高齢

化，体調不良などによって3名の方とも営業をしていない状況であり，今まで何度かお会い

してモーターボート営業について，続ける意思があるか確認をしてまいりましたけれども，

廃業する1名を除く2名につきましては，営業する気持ちはあるということでありました。し

かしながら，いまだ営業が再開されていない状況でございます。併せてモーターボート発着

場の付近では3名の方が客寄せを図るために，池田湖観光の目玉でもある大鰻の展示を行っ

てまいりましたが，現在では展示もしておらず見ることができない状況となっていることか

ら，観光客も滞在時間が短くなり，池田湖全体の観光振興に悪影響を及ぼしているものと認
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識しているところでございます。このモーターボート発着場の土地は，市の所有する普通財

産として事業者に貸し付けをしている土地であります。この土地，賃貸借契約の期間がいず

れも来年3月末となっていること，3年更新でございますけれども，平成28年3月末までとな

っていることもあり，2名の方と再度お会いしてお話をさせていただく予定にしておりま

す。それでもなお現状の状況が続くようであれば，現在市の方で策定中でございます池田湖

周辺観光地基本構想の中で検討する必要があることから，次回の契約の更新は難しいという

ふうに考えております。また，3か所あるボート基地の中央に位置する桟橋が先の台風によ

る高波によりまして崩壊し，そのままの状況となっていることから，景観的にも見苦しい状

況となっております。この中央の桟橋につきましては，河川管理者である鹿児島県が許可を

していることから，県と連携しながら所有者に建物を含め撤去していただく方向で，現在，

協議を進めているところでございます。 

○４番議員（井元伸明） 県と協議をするのは大いに協議してほしいんですが，実際観光で来ら

れるのは毎日来ているんです。いろんな方々が協議を進めていくのは本当にありがたいこと

でもあるし，こういう写真を見るにつけ，池田湖はどうなったのか，指宿が何か傾いている

ような錯覚を起こすぐらいの状況です。この状況はですね。昔は池田湖に遊覧船も走ってい

た時期があります。我々が小さい頃ですね。そういう状況もありましたので，市もせっかく

市有地を貸し付けて，年間に幾らかもらっておりましたので，そういうのを一般財源に入れ

ているんでしょうけれども，できたらこういうのを充てながら，1軒が廃業するのであれ

ば，どこか1か所に発着できるようないいのを設置したり，それで利用料をいただくという

形でもいいんじゃないかと思いますけれども，そういう形にしていかないと，この大鰻もこ

こに大きな世界一鰻とか表示してありますけど，お客さんが車から降りた途端に，あの看板

だけよく見えるんですよ，まだ。そういう状況で，やっぱり池田湖のこの大鰻というのは，

観光客にとっては一つの大きな目玉でもありまして，この大きな鰻を我々も見て，こんだけ

大きな鰻がいるんであれば，イッシーがまた出てくるんじゃないかとか，何かこう夢を掻き

立てるような，そういう状況があったんですけれども，この大鰻も今言われるように，モー

ターボートの1軒の方はロープを張っていますけど，中でまだ飼育をしていると。飼育と言

うか，養っていて，中には人は入りませんけれども，行って餌を与えたりなんかしているよ

うですけれども，この大鰻というような看板を書いたのはあちこちあります。何箇所かです

ね。これ，実際池田湖に来られたお客さんが，来たはよかったけれども，大鰻はどこにいる

のということで見られなくて帰られるお客さんも多いんじゃないかと思うんですけど，指宿

市としてはこの大鰻は今どこで，何匹ぐらい飼われて，どういう展示の仕方をされているの

か，御存じだったら一つ，教えていただきたいと思います。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 今現在，観光客が見れる大鰻につきましては，ボート基地の近く

の民間事業者のお土産品店のみになっているというふうに認識しております。 
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○４番議員（井元伸明） 先ほど総務部長の方から，今後，観光の面でいろんな整備をするとい

うことでありましたけど，そういうのもいつできるのか分からない状況でもありますので，

早急な，さっき教育委員会の方で説明がありましたように刻み地蔵なんかはできる範囲内で

早速できるところは対応していただいているんですよ。そういう形で，これはもう待ったな

し，観光客が今は来てくれるなというわけにはいきません。相手の都合ですから，お客さん

のですね。だから，早急な対応をしていかないと，指宿はどんどんどんどん観光は，お客さ

ん減ってきた，増やそう増やそうとして一生懸命みんな頑張っているけど，一方ではこうい

う状態があれば指宿の観光というのはなかなか難しいなと，非常に心配な部分がありますの

で，早急な本当に対応をしていただくように，これも一つお願いして，次にまいります。 

 また，環境のことについてですが，これはまた馬頭観音について一つお尋ねをいたします

が，ここもですね，馬頭観音は名馬池月で有名でありまして，これ，特に1月の18日になり

ますと，名馬池月が生まれたという場所でもあるということで，全国の畜産関係者を含め多

くの方が参拝に見えている状況でもあります。ここを一つ指宿市が，このまるごと博物館の

中でも紹介をしていただいたように，この馬頭観音を何か観光に生かせる方法は，まずは文

化財にも指定をされてないからうんぬんという話は聞きますけど，しているから，したから

じゃなくして，こういうのを観光に生かしていけば，池田湖に滞在する時間も長くなるだろ

うし，いい印象を持って帰っていただければまた行きたいと思ってくれるだろうと思います

ので，この馬頭観音のところもやっぱり同じように駐車スペースもないし，ただ入口という

ことだけ，矢印だけを書いてもらっていただいておりますが，ここにも馬頭観音の由来とか

いろんな形で，上の奥に行けば上の方に，もう古くなった看板が1枚だけ立っておりますけ

ど，せめて入口辺りに何かできる方法を考えていないのかどうか，一つお尋ねをいたしま

す。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 馬頭観音につきましては，議員もおっしゃったように名馬池月伝

説もあり，地域の歴史や伝統を語る上で非常に大事な場所であるというふうに考えておりま

す。付近は私有地であり，1月18日の馬頭観音祭のときには地域住民の方々が草払いを行

い，車が止められるよう，また，出店の方も出れるよう協力いただいておりますけれども，

通常におきましては馬頭観音入口付近には駐車場はないところでございます。市としまして

は，少し離れた場所に，平成22年度に県の魅力ある観光地づくり事業で親水公園と駐車場と

いうことが整備されましたので，そちらの方に駐車していただき，池田湖畔や松林を散策し

ながら馬頭観音をはじめ，周辺の道のりを楽しんでいただきたいというふうに考えていると

ころでございます。今後，今年度末をめどに，池田湖の周辺の基本構想というものを策定し

ていきたい。今，いっている状況でございますので，その構想の中で，この馬頭観音，議員

がおっしゃった説明板，これは民有地のところに個人的に立てている看板がございますけれ

ども，その辺も含めまして，この基本構想の中でどのような形で観光の一つのポイントとな
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るかというものも検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

○４番議員（井元伸明） 早急な対応をしていただきたいんですが，同じように何箇所かありま

すんで，次にまいりたいと思います。 

 次に，この案内板にも書かれておりますが，新永吉の棚田の紹介をしていただいておりま

す。この棚田を守ろうと棚田音頭の歌を作ったりとか，非常にいろいろ頑張っている棚田で

もございます。また，棚田の耕作道路の清掃作業等についてもいろいろな方が，ボランティ

アで参加をしていただいて，この地区の棚田を守ろうということで一生懸命やっておりま

す。この棚田は本当にすばらしい場所でもありまして，地元の小学生なんかはここで餅つき

を行ったりとか，いろんな活動をしている場所でもございます。現在，通常は県道寄りの入

口があるんですが，ここ1か所しかないために，この入口が通行止めという形で看板がほと

んど立っている状況があります。この途中も離合ができない状況であるためになかなか難し

いのかなと思うんですが，せっかくこういう観光でご案内をしていただけるような場所であ

れば，入口にはＮＨＫドラマの篤姫の撮影があった場所ですよというような看板も立ってお

りますので，もう少しここに自由に出入りできるような，一つ，この出入り口の道路の整備

が必要じゃないかと思うんですが，どのような状況なのか，認識をお持ちなのか，一つお尋

ねをいたします。 

○農政部長（新留幸一） 新永吉の棚田への道路に関しましては，勾配の厳しい山腹にあり，平

成24年度にも土砂崩れが起き，災害復旧工事を行ってきたところでございます。今回の通行

止めの原因といたしましては，梅雨時期に発生いたしました被災箇所の復旧工事を進めてい

るためであり，安心・安全を最優先として通行止めをしている状況でございます。そのた

め，訪れる方々には不便をかけているところでございますが，現在，復旧工事を急いでお

り，早めに通行止めの解除ができるものと考えております。そのため，しばしご協力をいた

だきたいと思っております。この道路に関しましては，棚田への唯一の道路であるため，市

といたしましても改修の必要性を十分認識しております。防災，減災の立場から改修できる

事業がないか検討しているところでございます。以上です。 

○４番議員（井元伸明） 時間の都合がありますので，次にまいりますが，次もやっぱりまるご

と博物館の中に書かれておりますが，鬼門平断層です。鬼門平とか西中の校歌には出てきま

すけれども。それと池田湖の成り立ちについて，紹介もしていただいております。それが小

さい案内でございまして，小さい字でございますので，なかなか分かりにくいんですが，こ

の鬼門平断層の高さが約200ｍから300ｍ，奇岩でできた岩でございますけれども，そこ辺り

から長さが約10kmあるんだそうです。これは約10万年前に大噴火でできた，阿多カルデラで

できた場所であるということで，含めてですね，池田湖は約5500万年前の大噴火で陥没して

できたと紹介をされておりますが，せっかく観光に来ていただいた方にいい紹介をしていた

だくんであれば，もうちょっと大きめの，分かりやすい表示というか案内をして，多くの方
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に分かっていただければ，池田湖をよりよいファンにというか，また関心を持っていただい

て，また行こうかという関心があると思うんですが，このような分かりやすい表示方法はで

きないのか，一つお尋ねいたします。 

○教育部長（浜島勝義） 指宿まるごと博物館の看板には，鬼門平と池田湖の成り立ちが解説さ

れております。鬼門平は今から約10万年前，阿多カルデラの破局的な大噴火に伴い，200ｍ

から300ｍほど陥没したカルデラ壁面であります。この阿多カルデラは指宿市のほぼ全域を

含み，錦江湾を越えて大隅半島までを含む南北14km，東西24kmの国内最大級のカルデラの一

つでございます。また，池田湖はこの阿多カルデラの中で起きた巨大噴火によりまして陥没

したカルデラ湖で，巨大なカルデラの中にカルデラができている国内でも珍しい火山地形を

しております。鬼門平や池田湖は江戸時代にまとめられました三国名勝図会にも記され，特

に鬼門平は椋鳩十氏が屏風岩と称えたとおり，景観的にもすばらしいものと認識していると

ころでございます。郷土教育の素材であります阿多カルデラと池田湖を広く周知していくた

めに，昨年度時遊館ＣＯＣＣＯはしむれで指宿まるごと博物館構想に基づいて，市内の火山

と火山の恵みをテーマとしました企画展を開催しました。その折に作成しました資料等があ

りますので，それらを活用して新たな手作り説明板を設置していきたいと考えております。 

○４番議員（井元伸明） 今，聞いた中でも本当に興味深い歴史がある場所でもあります。だか

ら私が先月申し上げましたように，ジオパークに申請して観光に生かしたらどうかというこ

とで，先月の11月ですか，霧島市で総会がございまして，世界からたくさんの方が訪れて，

大盛況であったようでございます。また，本市からも職員の方が1名は参加をいただいたと

いうことを聞いておりますけれども，このジオパークも近くのいろんな統計を見ると，観光

にはなかなか無理ですよということでしたけれども，指宿市と人口比が似ている，もうずっ

といろいろ寄せ集めた中でどんぐらいの効果があるのかなと，観光にですね，ということを

調べた資料がありましたのでちょっと紹介させていただきますと，阿蘇市では，年々観光客

は減ってきていますけれども，ジオパークに申請したおかげで約7％の観光客が増えている

というデータもあったりしますので，一つ，これからもジオパークについては頭っから否定

するんじゃなくして，いろんな形でまたご検討されて，観光につなげていただければと思い

ます。 

 次にまいりますが，来年度は申年でもございますけども，このまるごと博物館の中に，池

田地区で今，伝統芸能を継承しております猿の子踊りについて紹介がございました。この猿

の子踊りについても，現在，下門地区が中心になってやっておりましたけれども，児童減

少，少子化によって，非常に難しい時期がありまして，一時は池田校区外からの児童・生徒

の参加，協力をいただいたりして継承してまいった時期もありましたけれども，現在は池田

小学校の校長先生の理解もあったりして，池田小学校全体の児童の中でできる児童が協力し

てくれということで，今2回，3回ほどですかね，披露をしていただいて，何とか続けている
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状態で，子供たちがこういう踊りをすると，衣装もでしょうし踊りもあって，なかなか面白

いという形で，慣れない子供たちは慣れない子供たちで，見る側については子猿の何かはぐ

れたような雰囲気が非常にいいということで，非常に喜ばれている状況でもあるんですよ。

これも市も文化財として，いろんな形で今後，応援をしていただけるということであろうか

と思いますけれども，今後ですね，この猿の子踊りについてはどういうようなことを，支援

というか，応援，継承をされていくのか，予定があるのか，お尋ねをさせていただきます。 

○教育部長（浜島勝義） 指宿市指定文化財であります猿の子踊りは，天璋院篤姫の生家である

今和泉島津家の諸領地でありました下門地区に伝わる郷土芸能でございます。これまで下門

地区の園児・児童のみで継承されてきましたが，近年の少子化で下門地区の園児・児童だけ

では踊りを披露することが難しくなってきたとのことであります。このため，猿の子踊り保

存会や下門公民館，池田小学校，ＰＴＡが連携し，小学校に通う児童に希望者を募り，校区

の郷土芸能として継承されるようになりました。この成果は小学校の運動会や先日行われま

したイッシー祭りで披露され，大好評だったと聞き及んでおります。現在，教育委員会では

指宿まるごと博物館構想に基づき，平成26年度から文化庁補助事業を活用しまして，市内各

地に伝わる郷土芸能と伝統行事の継承と後継者育成のために活動の様子等を撮影し，記録保

存事業に取り組んでおりますが，猿の子踊りにつきましては，今年度池田小学校の児童たち

が練習に取り組んでいる様子，また，本番での披露の様子をはじめ，踊りの由来，衣装や道

具等の撮影を現在行っているところでございます。撮影しました記録映像はＤＶＤ化し，保

存会や地域住民に次世代への継承と後継者育成の素材として活用をしていただくともに，市

内小学校や図書館，校区公民館等の公共施設等に配布し，多くの市民の方々に猿の子踊りの

周知を図ってまいります。今後も指宿まるごと博物館構想を基に市内の郷土芸能の継承に努

めていきたいと考えております。 

○４番議員（井元伸明） 次にまいります。これは2項目めの専門職員の配置についてをお尋ね

いたしますが，先ほど答弁をいただきましたように，多くの資格を持った方，国家資格とか

公的資格を持った方々が，各種配置をされているようでございます。見ますと大体150人ほ

どいらっしゃるんですかね。全庁的に。こういう中で，特に土木とか建築の部分で，ここ

2，3年で定年を迎えられますと，あとが大分開きがありまして，若い人しかいないという部

署があるようですけれども，こういう部署なんかはこれでいいのかなと思ったりもするんで

すけど，今，全国的に問題になっております設計のミスとかいろんな問題もありましたけ

ど，これは市が発注する工事をただ業者任せじゃなくして，市の職員がある程度管理，見な

がらしていかないと公共事業が大変なことになるのはもう目に見えておりますけれども，こ

のような職員を採用するに当たっては，こういう途中で欠けた部分については，土木，建築

についても，いろんな箇所に途中採用というか，そういうのは検討された経緯があるのかど

うか，今，そういうのを進めていかれないのかどうか，併せて一つお尋ねいたします。 
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○総務部長（髙野重夫） 土木技師や農業技師等の専門職については，定年退職等による欠員を

補充するため，必要に応じて職員採用試験において専門職の採用試験を実施し，必要な職員

を採用しているところであります。最近においては，平成24年度に保健師を2名，平成25年

度に土木技師を2名，社会福祉士と学芸員をそれぞれ1名採用し，平成27年度には土木技師3

名と農業技師1名を採用したところであります。平成28年度においては，保健師を2名，社会

福祉士，学芸員，建築技師，農業技師をそれぞれ1名採用する予定でおります。また，平成

26年度と平成27年度の専門職の職員採用試験においては，優秀な人材の確保と現状の職員年

齢構成を勘案し，受験年齢資格を一般職の29歳に対し，土木技師と農業技師については34歳

まで引き上げて実施し，建築技師については建築士の有資格者を対象とし，年齢を45歳まで

引き上げて実施したところであります。専門職の育成につきましては，市民サービスの向上

と行政運営の効率化を図る観点から，専門的知識や経験を必要とする部署につきましては，

必要に応じて有資格者等を長期間配置し，職務の的確な遂行に必要な知識や技術等を具体的

に学習し，同時に職務を通じて経験や知識の豊富な先輩職員が部下を育成するための職場内

研修を推進するなど，専門職としての育成に努めているところであります。今後も専門職の

適切な確保と育成に努めてまいりたいと考えております。 

○４番議員（井元伸明） ＴＰＰの2回目に入ります。指宿市の特産品，特徴を生かした安心・

安全な高品質な生産に努められるように，各関係機関と綿密な連携を図りながら，農家への

支援，指導をしていかれるということでありましたけれども，現在の農家においては高齢化

が進んでいる中で，若い方々の新規就農もある状態ではありますが，高齢者の多くのほとん

どは現在のＴＰＰの中身については理解に本当に分かりにくい部分が多くあります。このよ

うな中で，ＴＰＰが大筋合意をされて，徐々にでありますけどいろいろ出されてきても，農

家の高齢者がパソコンいじっていろいろなものを引き出すとか，なかなか難しい状況でもあ

ります。あえて言いますと，いろんな情報が出てくるのを，農家がどういうふうに対応して

いけばいいのかなかなか分かりにくいのが現状だろうかと思うんですが，ここらですね，や

っぱり農政課としてはいろんな形で今後の農家の育成，指導という形では専門的に各分野で

立ち上げてやっていかないと，これは聞きますと一般工業は自由化になれば儲かるだろうと

いうことで，農業もこれから攻めの農業という形で盛んに言われますけれども，攻めの農

業，6次産業と言われましても高齢者の農家においてはどういうふうにしていけばいいの

か，あるいは国がまた株式会社に農地を持てるような方法を取ってみたり，いろんなことや

っておりますけど，指宿のような零細企業の，零細の農業，農家はなかなか付いて行けない

のが実情じゃないかと思うんですよ。こういうのを指導，育成するためにはプロジェクトチ

ームをもうちょっとしっかり持ちながら，情報をどんどん提供していっていただいて，農家

が本当に元気になるような形でしていただければと思うんですが，この専門プロジェクトを

作るような状況は考えられないのか，一つお尋ねをいたします。 
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○農政部長（新留幸一） 専門プロジェクトチームの設置ということですけども，先ほど来，答

弁させていただいておりますが，本市におきましては農協や県農政普及課で構成しておりま

す指宿市農林技術協会が中心となって，現在，いろんな指導等を行っております。国・県の

農業支援策を十分に理解し，そして検討しながら農家と直接話す機会を増やすことによっ

て，技術，経営等の課題等相談を行いながら，農家が安心て農業経営を行えるよう，指導体

制の強化を図っていきたいと考えております。 

○４番議員（井元伸明） 一つお願いして，最後に手短にですね。今の現在の農産品でも，ソラ

マメ，オクラ，非常にいい作物でありますけど，これからも攻めの農業を通じてやっていく

となれば，新しい品種，品目も是非必要であろうと思いますけれども，この農産品の確保，

育成についてはどのように考えていらっしゃるか，最後にお尋ねをいたします。 

○農政部長（新留幸一） 新規作物につきましては，今年のような気象条件，長雨，暖冬に左右

されやすいことにおきまして，路地主体から施設化による生産安定を進めながら，品質の優

れた品種の導入，新たな品目の検討も生産農家や関係機関と連携しながら導入をしてまいり

たいと考えております。 

○４番議員（井元伸明） ありがとうございました。 

○議長（新宮領進） 暫時，休憩いたします。 

休憩 午後 ０時１１分 

再開 午後 １時０８分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開き，一般質問を続行いたします。 

 次は臼山正志議員。 

○２番議員（臼山正志） 皆さん，こんにちは。2番，指宿大好き，臼山でございます。昼食の

あとですので，皆さんが寝ないように元気よく一般質問をしたいと思います。 

 まず，質問の前に今回の一番伝えたい部分について触れさせていただきます。戦後，経済

の再建と国民生活の安定は国家の重要な課題であり，その目標を達成するため，権限や財

源，人，そして情報を中央に集中させた中央集権型行政システムにより日本の近代化は成し

遂げられました。その中で，機関委任事務，補助，負担金などを手段とする国・都道府県・

市町村に至る縦割りの体制といった，今日の大きな行政改革の課題もこの中央集権型行政シ

ステムの中で作り上げられてきました。一方で，地方はこうした中央集権型の体制に対し，

何の疑問も感じず，夢の実現に向け，地域社会の工業化や行政施設の建設を求めて，補助金

の獲得や各省庁の直轄事業，特殊法人の事業の誘致に奔走してきたのも事実であります。こ

の中央集権型行政システムにおいては，地方は国の出先機関としての色合いが濃く，自ら地

域の特性に応じた施策を展開することよりも，むしろ国から委託された事務を国の考え，方

針に従って執行する事業執行機関としての役割が強くなってしまい，何をするにしても，ま

ず国にお伺いを立て，指示を仰ごうとする意識と習慣が作られ，自らが考えて地方自治を行
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うという意識が希薄になっていきました。その結果，本来，都道府県や市町村で行われるは

ずの住民自治や団体自治という機能を衰退させてしまいました。また，中央集権型行政シス

テムの弊害として，東京一極集中のために地方では人口の流出が著しく，地場産業が衰退

し，農林水産業の担い手不足が常態化し，国土の約半分に当たる地域が過疎法の保護なしで

は自治行政が成り立たない，公共事業なくして生活なしという状況に陥ってしまい，気付け

ば限界集落や消滅自治体といった状況になってしまいました。しかしながら，様々な弊害が

あったにせよ，我が国は高度経済成長により先進国の仲間入りを果たし，多くの分野で目標

を達成し，平和で安全な社会を手に入れました。にも関わらず，多くの国民は日常生活の場

で真の安らぎと豊かさを実感できていないでいます。成長時代からある意味成熟時代になる

と，これまでの長生きをすることや経済的に豊かになるといった共通の目標から，心の豊か

さや地域特性の在り方などに国民の目が向き始め，住民のニーズは多種多様となり，こうし

た多様化した価値観に対して全国一律の価値基準を押し付けようとすることは，もはや時代

錯誤になってしまいました。また，他国に類を見ない急激に進行した少子高齢化社会の到

来，今後の人口減少社会に対してこれまでの中央集権体制の中で設計し，運営してきた財政

や福祉の制度が，今後，うまく機能しないのではないかという危惧が叫ばれるようになって

きました。そのような背景の下，今から20年前の1995年に地方分権推進法が制定され，関連

法の改正の後，地方分権一括法が2000年4月に施行され，国と地方の関係がこれまでの主

従，上下の関係から対等，協力の関係へとなりました。都道府県で約8割，市町村で約4割で

あった国の出先機関としての機関委任事務も全廃され，法定受託事務と自治事務に変わり，

制度的には地方分権が確立されました。そして昨年，地域間格差が起こり得る，まち・ひ

と・しごと創生法が成立しました。今後，ますます自分のまちは自分たちで守るといったこ

とが強く求められるようになりました。時代は大きく変わったのです。私が改めてこのよう

なことを言わなくても，皆さんは十分に理解されていることと思います。しかし，頭では分

かっていても，行動が伴っているか，現場で反映されているかというと，できていないこと

の方が多いのではないでしょうか。これまでの尺度や理屈では到底解決できない課題が山積

しています。長々と話をしましたが，何が言いたいかと言いますと，一人ひとりの更なる意

識改革が必要なのではないかということです。そして，覚悟を持って課題解決に向け本気で

取り組まなければならないと思っています。これは執行部の皆さんだけに言っているのでは

なく，我々議会も当然のことであります。以上の観点から，通告に従い1回目の質問をした

いと思います。 

 1点目，歩いて楽しいまちづくり事業についてであります。先日，中央通りを歩行者天国

にして開催しておりましたが，事業の内容はどのようなものか。また，目的はどのようなも

のなのかお尋ねします。 

 2点目，学校環境についてでありますが，現在，指宿市の小・中学校の今後の在り方につ
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いて，地域部会を結成し話し合いがされているようです。先日，開聞地域・山川地域・指宿

地域においてそれぞれの地域部会の方からこれまでの協議内容についての報告，説明があり

ました。この学校のあり方を考える会地域部会の現状はどのようになっているか，お尋ねい

たします。 

 3点目，地方創生の目玉である指宿市版まち・ひと・しごと創生総合戦略が10月に策定さ

れました。策定に当たってまち・ひと・しごと創生を効果的，効率的に推進していくため

に，住民，ＮＰＯ，関係団体や民間事業者と，いわゆる産・官・学・金・労・言・ＮＰＯの

参加協力が重要であることから，地方版総合戦略は幅広い年齢層からなる住民をはじめ，産

業界，市町村や国の関係行政機関，教育機関，金融機関，労働団体，メディア等で構成する

推進組織でその方向性や具体案について審議，検討するなど，広く関係者の意見が反映され

るようにすることが重要であるとありますが，今回，どのように策定されたかお尋ねいたし

ます。 

 以上で1回目の質問といたします。 

○市長（豊留悦男） 歩いて楽しいまちづくり事業についてでございます。指宿駅前中央通り歩

いて楽しめるまちづくりモデル事業を実施いたしました。国交省による指宿港海岸直轄海岸

保全施設整備事業が平成26年度に事業化され，本年10月に現地着工の運びとなっておりま

す。今年度は先行整備されます沖合の離岸堤の修景や砂浜などの海岸の環境づくりなどにつ

いて，地域住民の皆様と情報の共有，合意形成を図るため，ワークショップなどを開催して

計画策定を進めてきたところであります。この海岸整備でございますが，一方では指宿の観

光，まちづくりの起爆剤となり得るものと認識をしており，そのためには防災機能の向上を

前提としつつも，指宿の景観に調和した美しく生き生きとして海岸づくり事業を目指してい

く必要がございます。そうした中，指宿駅前中央通りは本市の玄関口である指宿駅と指宿港

海岸を結ぶ極めて重要な通りであると思っております。海岸整備と連携しながら，指宿らし

い街並みや賑わいある空間を創出していくために，市民や観光客の誰もが歩いて楽しめるま

ちづくりを目指して，通りを疑似的に観葉植物や花々で装飾し，マルシェやマハロマーケッ

トの店舗を出店していただき，このモデル事業を実施したところであります。 

 次に，指宿市版のまち・ひと・しごと総合戦略についてでございます。少子高齢化の進展

に的確に対応し，人口の減少に歯止めをかけるとともに，東京圏への人口の過度の集中を是

正し，それぞれで住みよい環境を確保して，将来にわたって活力ある社会を維持していくた

め，まち・ひと・しごと創生法が昨年末の臨時国会で成立したところであります。また，国

においては我が国の人口の現状と将来の姿を示し，今後目指すべき将来の方向を提示するま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョン，及びこれを実現するため今後5年間の目標や施策の基

本的な方向，具体的な施策を提示するまち・ひと・しごと創生総合戦略を取りまとめ，昨年

12月27日閣議決定をしております。本市におきましても，指宿市版まち・ひと・しごと創生
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総合戦略及び指宿市版地方人口ビジョンを本年10月26日に策定いたしました。策定に当たっ

ては本年2月12日に指宿市地方創生本部を設置するとともに，関係課職員及び民間メンバー

で構成する地方創生プロジェクトチームを編成し，本年4月27日の第1回地方創生プロジェク

ト会議を皮切りに，策定までの間，計7回の協議を重ね素案を取りまとめました。なお，総

合戦略の素案につきましては，7月28日に指宿市総合振興計画審議会へ諮問し，10月15日付

けで答申をいただいたところであります。 

 以下，いただきました質問については，関係部長等が答弁をいたします。 

○教育長（西森廣幸） 学校のあり方について考える会地域部会の現状についてのご質問をいた

だきました。学校のあり方について考える会は，昨年6月，指宿・山川・開聞の3地域に部会

を設置し，地域や保護者，青年世代の代表及び学校長等の参画を得て，望ましい教育環境に

関することや学校施設の整備計画に関することなどについて，2年間で6回の会議を開催し，

協議いただきました。指宿地域部会では，昨年，各小学校区を中心に開催しました学校のあ

り方について語る会での意見交換やアンケート結果などを参考にして，本年度は保護者，地

域住民に対して学校の現状や課題，課題緩和に向けた取組状況などを説明した方がよいので

はないかなどの意見集約になり，検討会での説明事項をまとめ，本年11月中旬に指宿地域

小・中学校のあり方検討会を開催して，意見交換やアンケート調査等を行ったところでござ

います。今後，今回の検討会での意見交換やアンケート調査結果を地域部会の委員に送付し

て，意見を再度伺うことになっているところでございます。また，開聞地域部会と山川地域

部会につきましては，昨年のそれぞれの地域部会での協議が同じように進行したことから，

27年度は合同で部会を開催して協議を重ねてきたところです。7月から8月にかけて，開聞・

山川地域小・中学校再編等検討会を4回開催し，そこでの意見交換やアンケート調査結果等

を基に今後の検討の在り方について，委員から意見を伺ったところでございます。 

○２番議員（臼山正志） それでは，2回目の質問に入りたいと思います。歩いて楽しいまちづ

くり事業についてであります。この事業は昨年度の恐らく2月かだったと思いますが，佐藤

副市長が旗振りをして，1回目モデル事業ということで実施された経緯があったと思います

が，この事業は今，指宿の海岸整備事業の，その海岸に向けての通りということでの整備を

しておられるのか。この間，私もそのモデル事業のときに参加させていただいたんですが，

かなり，オール指宿，全庁を挙げて取り組んでいるようでしたが，その辺りはどうなってい

るんでしょうか。 

○建設部参与（光行忠司） この通りのモデル事業につきましては，海岸整備と調和を図るとい

う意味で事業を進めさせていただいております。それから，庁内のワーキンググループの件

ですけど，全庁を挙げてこの事業については，海岸までの通りについて，賑わいある空間の

創出と歩行環境の向上を目的に実施させていただいているところでございます。 

○２番議員（臼山正志） 本当にオール指宿，全庁を挙げて取り組んでいるということで，すば
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らしいことだと思っております。アンケート等を採っていると思いますが，その結果等，も

し現時点で分かっているところがあればお示しをしていただきたいと思います。 

○建設部参与（光行忠司） モデル事業で実施しましたアンケートの結果についてご報告させて

いただきます。中央通り歩いて楽しめるまちづくりモデル事業は，本年2月15日の豆・マ

メ・まめ祭り，10月17日の指宿港海岸直轄保全整備施設整備事業着工式に合わせ，都合2回

実施させていただきました。結果について報告させていただきますと，第1回が延べ3,200

人，第2回が延べ2,000人余りの通行数がございました。そのうち，アンケートには1回目308

名，2回目301名の方に協力をいただいております。モデル通りを歩かれた感想といたしまし

ては，第1回の満足，やや満足が244人，全体の79％，第2回の満足，やや満足が221人，全体

の73％，いずれも植栽，花の種類，出店，スラローム状の歩道が高評価を得たようです。一

方で，通りの先の海のイメージが見えない，お店の情報や案内板，会場のベンチや休憩スペ

ースの確保，アーケードの改善，歩道の段差解消やスロープ等のバリアフリー化，駐車場の

確保などを望む声が寄せられております。来訪者の意見など概ね高評価をいただいたと感じ

ておりますが，これら課題等の解決に向けて，今後更なる向上方策について検討してまいり

たいと思っております。 

○２番議員（臼山正志） まだ，回数が少ないので，これからまたいろいろ事業を展開する中で

いろんなアンケートを採っていただきたいと思います。指宿港海岸整備事業のワークショッ

プの中で，鹿児島大学の木方先生という方が景観特性に関する調査結果報告及び説明につい

てという講話を，確か10回目のワークショップでだったと思いますが，されております。

私，建築をやってまして，やはり普段から指宿の風景とか景色とか，どういうものだろうと

考えている中で，この木方先生が景観，風景，そういうのを専門にされている先生なんです

が，ゼミの学生に指宿全体を散策してもらって，そのデータ取りをして，集計した話をして

もらったんですが，最終的に木方先生がおっしゃったのが指宿の風景，景観というのは，い

ろいろ自然がたくさんある中で，山並みが一つ，その要素として考えられるんじゃないかな

ということを話をしておりました。この美しい稜線をいかに観光客に見せる仕組みづくりが

必要じゃないかと，その中で，今この歩いて楽しいまちづくり事業の対象となっております

中央通り，中央通りの今いる入口と出口のところに，確か新幹線関係の歓迎看板があると思

いますが，木方先生がその看板について指摘をされ，行政側としては観光客に喜んでもらい

たいと，おもてなしの一環で，最近改修もされたと思いますが，やっぱりその景観，風景か

らという視点から立つと，せっかく指宿らしい山並み，稜線があるにも関わらず，あの看板

が邪魔をして見えないというようなこともおっしゃっておりました。また，ガードレール一

つにとっても，指宿は真っ白なガードレールがほとんどです。やはり，加世田とか歴史的景

観の残っている町は，ガードレールはガードレールとしてあるんですが，やはり色を工夫を

して，極力目立たないような工夫をしているというような話もされておりました。そういう
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点で，今回，歩いて楽しいまちづくりモデル事業のいろんな冊子の中でも，やはり指宿らし

い街並み，歩きたくなるような魅力あるまちづくり，そのような指宿らしいというところが

至るところに出てくるんですが，今，行政側の考える指宿らしさとはどういうものか，もし

あれば教えていただきたいと思います。 

○建設部参与（光行忠司） 指宿らしさとはどういうものかというご質問でございます。これに

関しましては，今，まさにモデル事業の方でその指宿らしさをどういうものかというのを求

めることを目的に，モデル事業を実施させていただいております。その中で得られました市

民の皆様からのアンケートを基に，将来的な指宿らしい街並みっていうのはどういうものか

っていうのを考えていきたいとこのように思っております。 

○２番議員（臼山正志） なかなか指宿らしさという，すみません，難しいテーマで答弁いただ

いてありがとうございます。ついでと言いますか，光行参与，それから佐藤副市長，やはり

2年，恐らく2年という任期でこちらに来られて，率直にお伺いいたします。まず，指宿に来

られて，指宿は全国的にも温泉地で有名であります。と思っております。そういう指宿に来

られる前に想像していた指宿の，いろんなその思いがあったと思いますが，実際来られて，

あるいはその指宿駅を降り立っての最初に思った感想を聞かせていただければ。お願いしま

す。 

○副市長（佐藤寛） 私は昨年4月に指宿市の方に着任しております。そのときの感想を率直に

お話しいたしますと，指宿駅から出てまず目に飛び込んでくるのが，今，臼山議員がおっし

ゃられました看板と中央通りでした。そこで感じたことは，この街は寂れている，あるいは

殺風景だなというようなことを，まず第一感で感じたということです。それと，もう一つは

仕事柄，この通り，いわゆる中央通りというのはシャッターが結構見えるんだけど，どうい

うようなシャッター通り街になっているんだろうかというのが，私が第一印象でここに降り

立ったときに感じたことでございます。 

○建設部参与（光行忠司） 私が昨年の4月に佐藤副市長と同じように着任させていただきまし

た。そこで駅前通りを見たときに感じました感想といたしましては，やはり，駅前の方は，

広場の方はある程度装飾がされて，イメージ的にはきれいなイメージだというふうに感じさ

せていただきましたが，やはりそのほかのところについては，若干寂しいような気がしまし

た。これが率直な感想です。 

○２番議員（臼山正志） すみません，お答えにくい質問して，本当，ありがとうございます。

これはですね，今2人がおっしゃったことは指宿市民であれば誰しも分かっていることであ

って，思っていることだと思います。私が冒頭に話をした，やはり意識を変えるというのは

そういうことじゃないかなと思います。現実から目を背けずに，いろいろ難しい点は多々あ

ると思います。ただ，そこをクリアしないと結果は付いてこないんじゃないかなと。昔から

指宿駅を降りて，温泉街，風情のある街並み，本当に昔からなかったです。でも，欲しい
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と，あったらいいねという声は昔からありました。是非，佐藤副市長，光行参与，その新鮮

な目で，またこの歩いて楽しいまちづくり事業はそういうのを解消しようということでされ

ている事業だと思いますので，頑張っていただきたいと思いますが，今後の展開についてで

すが，今後，またこのモデル事業を続けていくのかどうか，その点をお伺いいたします。 

○副市長（佐藤寛） 指宿港の海岸整備事業が今年，着工されたわけでございますが，この姿が

数年後には見えてくると思っております。そのとき，先ほど私が申し上げてました印象のよ

うに，指宿駅前に降り立った観光客の方々が受ける印象というのが，今のままではどういっ

たものなのかというのは，想像できるんではないのかなと思っているところです。中央通り

商店街というのは，駅と海岸を直結するメーンの通りだと思っております。ここに賑わいが

出てきて，再生されてくる海岸につなげることができれば，市民，観光客が歩いて楽しめる

駅前から海岸，そして，更にその先にある砂楽までの導線が形成されていくのではないかな

と思っているところです。また，この中央通りを中心とした導線から街中散策というもの

も，次のステップとして考えられるのではないのかなと思っているところでございます。賑

わう軸を作って，それを面として広げていき，商店街の活性化につなげていく，そういった

ためにも，会議所，あるいは観光協会，通り会，そして地元の経営者の方々などと一緒にな

った取り組みを展開して，海岸整備と連携した指宿らしい街並みというものが，あるいはそ

の賑わいのある空間の創出をこれからも目指していきたいと思っているところでございま

す。 

○２番議員（臼山正志） 今の商工会議所とか観光協会とか，通り会，それぞれと連携しながら

という話がありましたが，この中央通りは行政として昔からいろいろ活性化するために取り

組んできたと思っております。でも，なかなか折り合いがつかず現在に至っているんではな

いかなと思っているんですが，今この歩いて楽しいまちづくり事業をする上で，商店街の

方々との連携というのは実際どのようになっているんでしょうか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 今現在，商店街としましては海外の観光客が非常に増えていると

いうことで，店の前に英語や中国語の看板を立てたり，外国人向けのメニューを作ったりし

て，そしてまたベンチなんかも置いているようでございます。一方，市としましてもアーケ

ード街が老朽化してきているということで，2年ほど前に国の方への補助金申請の手伝い並

びに市の方としても商店街に対しての補助を出し，なるべく賑わいを取れるような形で協力

をしているところでございます。そのほか，商工会議所の方へ商店街活性化事業ということ

で，毎年度一定額の補助金を出し，そして商工会議所の方からそれぞれの通り会等が実施す

るイベント等にも補助という形で，なるべくその商店街が賑わいを取り戻すような形で運営

をしているところでございます。 

○２番議員（臼山正志） 議会も行政の皆さんも執行部の皆さんも，やはり通り会がこう，行政

がやって活性化，お金を投入して活性化するのでは意味がないのではないかと思っていま
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す。やはり，当事者である通り会だったら通り会の人たちが，やはり自分たちでこの通り

会，どうにかしないといけないと，そういう中で自主的に，主体的に責任を持ってやる形

が，やはり望ましいのかなと思っていますが，今の答弁で補助とかを付けているということ

がありましたが，やはり，要望があって補助を出した経緯もあるかと思いますが，是非，た

だ出すだけではなくて使われ方，またそれが通り会の財産であったとしても，指宿の財産で

あるという立場から，やはり踏み込んで，中身まで議論をしていただきたいと思います。そ

の中で私，常日頃から思っているんですが，今，観光客がやはりホテル街に行くまで必ずと

言っていいほど通る場所です。なので今，いろいろ話を聞くんですが，あの通りじゃなくて

もいいんじゃないかとか，渡瀬通りでもいいんじゃないかとか，あそこはもうやっせんどと

いうようなことも，私も聞きます。ただし，やはり大事な場所だということで，今されてい

ると思いますが，そもそもホテル関係者だったり，もちろん通り会の皆さん，それから行政

の皆さん，関係者が一堂に会して話し合いをする場というのが，今まで持ったことがあるん

でしょうか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） ホテル業界と中央通り商店街との話し合いにつきましては，一応

中央通り商店街が主宰をしてホテル従業員，関係者，タクシーの運転手などと九州新幹線の

全線開業を前に2回ほど開催したということでございます。その中で，観光客を街の中へど

うやって引き寄せるかという課題に対して，率直な意見交換がなされ，非常にいい雰囲気で

あったということで，商店街としましてはこれからも機会があれば，是非いろいろな場で話

し合いを持ちながら協力してやりたいというような話があったところだったんですけれど

も，九州新幹線，当初非常に賑わいを，指宿の方も観光客が来まして賑わったということで

互いの業務が非常に多忙になって，それ以後話し合いを持つような時間の余裕がなくて現在

に至っているということですので，私どもとしましても，今後，指宿港海岸整備事業が進む

中で，この二つの連携と，商店街とホテルですけども，連携は非常に大切だというふうに思

っておりますので，商工会議所等々とも協力をしながらこういう協議の場が持てるように働

きかけてまいりたいというふうに思っております。 

○２番議員（臼山正志） 是非，そのようにしていただきたいと思います。 

 それでは，学校環境についての2回目の質問に入りたいと思います。先ほど，学校のあり

方を考える会地域部会の現状について答弁していただきました。この地域部会というのは恐

らく2年ということで開催されていたと思いますが，結果的にそれぞれの地域部会でどのよ

うな意見集約になったのか，あれば教えていただきたいと思います。 

○教育長（西森廣幸） 指宿地域部会では，指宿地域の小学校でそれぞれ各学校の抱える課題が

異なることから，地域部会としての一定のまとめは難しい状況ということでございます。教

育委員会としましては，今後も引き続き保護者や地域の方々と検討を重ねていくことが必要

ではないかと考えております。開聞・山川地域部会では学校再編例を示して議論したことか
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ら，保護者，地域住民の意向として，開聞・山川地域全体での小・中一貫校を望む声が多い

ので，今後の新しい学校づくりの検討の中心に小・中一貫教育を位置付けて，早急に取り組

んでもらいたいといった意見が多くあったと考えております。 

○２番議員（臼山正志） 指宿地域部会ではまとまらなかったと。また，山川・開聞地域部会の

方では小・中一貫校に取り組んでいただきたいというようなことだったと思います。今後，

この学校の在り方についての，この地域部会で出された意見というのを前提として，学校の

在り方，再編について検討されていくのかどうか，お尋ねします。 

○教育長（西森廣幸） 教育委員会では学校環境の望ましい整備計画を作成しております。それ

に併せて，今回，地域部会等で，又はそれぞれの地域で検討会等を開催してご意見をいただ

いたことやアンケート調査結果等も参考にしながら，新しい時代の学校づくりに生かしてい

きたいと考えております。 

○２番議員（臼山正志） この小・中一貫校，多くのところで今，再編等でなっていますが，是

非，様々な角度からの参考になるような資料，あるいは小・中一貫校になったときの利点と

か，デメリット，そういうところも含めて語られてほしいなと思います。私もこの学校のあ

り方を考える会，地域部会の報告会とか出させていただきました。なんかですね，教育委員

会として市としてのビジョンが示されないので，ほとんど今の感じだと住民の皆さんどう思

いますか，この少子化どうにかなりませんか，みたいな感じに聞こえてなりません。私，そ

の中でも質問させていただきましたが，そもそも住民は保護者を含めて素人です。やはり，

私以外の人の意見にもありましたが，教育委員会としての，市としてのやはり方向性も出し

てほしいということがありましたが，今後，そのような方向で市として，教育委員会として

の学校の在り方について語るようなことがあるんでしょうか。 

○教育長（西森廣幸） この2年間，それぞれ地域部会等で，又は校区等で市民の皆さん方のご

意見をお聴かせいただく機会を持ってまいりました。新年度に向けましては，ある程度具体

的な内容等も含めながら検討をしていかなければならないのではないかと考えているところ

でございます。 

○２番議員（臼山正志） 是非，そのときにはですね。今回，文教厚生委員会で学校の視察をさ

せていただきました。校長先生方，それから担当の先生方と話をする機会もありました。私

も機会があればこの学校問題についてはお会いした先生と必ず話をするようにしておりま

す。その中で現場にいる先生方の思いというのがたくさんあります。是非，指宿ならでは

の，指宿にふさわしい学校再編をするんであれば，やはり現場の先生方の意見もどんどんで

すね，拾っていただきたいと思います。 

 次に，少子化における学校の在り方をどう考えているかということで，少子化ということ

で今のこの再編の流れでいきますと，ある程度少ないのはあまりよくないと，ある程度集団

の中での多様性，表現力を付けることが大事じゃないかということで話がなっているようで
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すが，少子化における，そもそも学校の在り方をどう考えているのか，手短によろしくお願

いします。 

○教育長（西森廣幸） 教育委員会では児童・生徒の人間性や社会性は，集団生活の中で最も培

われるものであると捉えております。そのためには，多くの級友と触れ合い，切磋琢磨でき

る学校規模の教育環境を構築することが必要と考えております。小規模の学校ではきめ細か

い指導ができるなどの利点がある一方で，単学級のまま進級し，児童・生徒間の人間関係が

固定されることで，社会性や協調性が育成されにくいなどの課題があると一般的には言われ

ています。また，学校施設の老朽化の進行も大きな課題となっているところでございます。

このような課題があることから，小学校においてはクラス替えも可能な1学年2学級以上，中

学校においては教科担任制の教員配置が可能となる1学年3学級以上が望ましいとこれまで説

明してまいりました。来年度からは学校教育法の改正により，これまでの小・中学校制度と

は別に，小・中学校期の9年間を同じ学校で教育を行う義務教育学校が制度化されますの

で，教育委員会としましてもこのような社会の変化に対応できるように，新しい時代に即し

た教育環境を構築することが大事ではないかと考えているところでございます。 

○２番議員（臼山正志） 私もこの質問は何回かさせていただいておりますので，同じような答

弁でしたが，今，財政という話もありましたので，この学校再編，学校の在り方についてと

いうことで，やはり大きく二つ，少子化による児童数の減，それから学校施設の老朽化に伴

う財政負担が掛かってくるということが挙げられると思いますが，やはり子供たちに好まし

い，望ましい学校環境をつくるということをおっしゃるんですが，少ない，少子化，小規模

校を中規模校にすることが本当に望ましいかどうかということは，恐らく誰も分からないと

思います。はっきりしているのは，財政ですよね。このままいくと，建物は古くなっている

し，少ない子供たちのところにたくさん学校を造らないといけない。それにはお金が掛かる

ということですが，やはりそこが一番私たちの頭を使わないといけないところじゃないかな

と思います。今日の一番最初の松下議員の質問の中でもありましたが，建物にお金が掛かる

と，何か聞いていると漠然としてますね。しかも，これ教育です。指宿を今後支えていく，

また，私たちは何のためにしているかというと，この子供たちの未来のためにしていると思

います。その子供たちの教育に私はどんどん，どんどんと言いますか，できる限りの手厚い

その財政的な支援もあっていいんじゃないかなと思います。もし，本当に財政的なことで，

準備不十分のままで再編をするんであれば，それこそ，私たちも含め皆さんの給料を減らさ

ないといけないんじゃないかなと思います。給料を回してまでも，私は教育に掛けるべきじ

ゃないかなと思いますが，市長，この点はどうお考えでしょうか。 

○市長（豊留悦男） 学校の在り方につきましては，地域が学校経営に参画するという，コミュ

ニティスクールという，一つの方法としての在り方も検討されておりますし，小・中一貫教

育，その他様々な観点で，しかし，その観点の中軸に置くべきは子供の教育をどうするかと



 

- 81 - 

 

いうことが最も重要視されなければなりません。財政的な問題というよりも，子供たちが未

来を担う，やがて不透明な社会に生きて，生き抜く子供たちにどのような教育をさせるのが

行政の責任かと，その観点で考えるべきであろうと思っております。やはり，子供たちがど

のような特性，そして，子供たちが伸びていく，その子供たちにどのような環境を整えるか

という，そういう観点が大切だという意味でもございます。私たちが小・中学校時代を思い

起こしていただきたいと思います。学級編成があるときには，次は誰と同じ学級になるだろ

うか。運動会のときには，この組は速い子供たちばっかり，友達ばっかりだったけど，次の

年はまた違った友達と徒歩の競争をして，2番になったり3番になったり，競争性というもの

が，やはり子供達には意欲を高め，そして頑張ろうという，そういう気持ちで学校が楽しく

過ごせる場所であったはずであります。学校再編については，恐らく避けて通れない，そう

いうときがあります。そういう意味で，今，地域の方々の意見を集約をして，そして地域と

ともに学校の在り方を考えて，コミュニティの在り方とともに学校の在り方を考えていく，

そのときが今であろうと思っているところであります。ですから，校舎の問題，様々な財政

的な問題もありましょうけれども，先ほど申し上げましたように，一義的には子供たちの教

育をどう保障していくのか，可能性をどう伸ばしていくのか，そのために学校がどうあるべ

きかという，そういう視点で私は考えたいと思っております。 

○２番議員（臼山正志） 恐らくこれはすぐ来年，再来年というようなスピード感ではできない

話でしょうから，今後の来るときが来たらそういうこともあり得るということもあるんだろ

うかと思います。確かに，将来的な対策も大事だと思いますので，やはりこの議論もこれか

らも続けていってほしいと思いますが，現状を考えたときにですね，今の学校がどうなの

か。今日，質問の中で複式学級の課題をどう捉えるか，それから学校の抱える課題はどのよ

うなものか。似たような感じです。先ほど，少子化における学校の在り方の中で答弁をいた

だいたような内容かと思われます。ですので，今の学校の現状を踏まえて，それの課題があ

るとすれば，その課題に向けた対策をどのような取り組み，行っているか，お願いします。 

○教育長（西森廣幸） 市内の小規模校及び複式学級を有する過小規模校では，そのよさを生か

すために他の学年や他の学校との交流活動を実施するなど，学校の創意工夫による課題を補

う努力を行っております。例えば，小学校では学校内での取組として，体育や音楽，総合的

な学習の時間などにおいて，合同学習を実施しており，またほかの学校と連携した取組とし

ては，近隣の小学校と宿泊学習や社会科見学の期日を揃え，一部の活動プログラムを一緒に

多人数で学習を行っているところ，また，修学旅行を小学校3校で実施するなどしておりま

す。中学校入学説明会では，合同の模擬授業を行い，中学校生活を共にする児童同士が交流

を深め，新しい生活への意識付けを行う取組も実施しているところでございます。また，毎

時の事業等においては，表現力を高めるために，児童一人ひとりの発表機会を増やし，発表

に慣れさせ自信を持たせたり，全校児童・生徒の前での発表機会をできるだけ多く作ったり
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しているところです。また，中学校では部活動において人数不足により試合への出場ができ

ない生徒たちのために，近隣の学校と合同チームを編成することで，生徒たちに達成感や満

足感を与えることができるような配慮も行っているところです。しかしながら，市内小・中

学校の児童・生徒数は少子化の進行で年々減少しており，今後も徐々に学校規模の縮小が進

行するものと予想されることから，教育委員会としましてはある程度の学習集団で学ぶこと

のできる教育環境を構築する必要があるものと考えております。 

○２番議員（臼山正志） いろいろな今の課題に向けての取組をやっているようでありますが，

先ほども言いました文教厚生委員会で学校視察をした折に，開聞小学校でした。開聞小学校

はまだそんなに人数少ないというわけではありませんが，校長先生の方で何か課題がありま

せんかという質問に対して，物袋地区それから上野地区の子供たちがちょっと距離が遠い

と。やはり通学が心配だということがありました。私，その話を聞いたときに，上野は恐ら

く昔，利永地区と一緒だった時期があったかなと思いますが，利永小学校はやはり過小規模

校で児童数減で苦慮しております。なかなか住民の方々が協力してくれるかどうかは分かり

ませんが，ただ，この学校区を再編するということで，もしこの上野地区の子供たちが，10

人近くいたと思います，利永小学校に来てくれれば通学問題も解消されます。ある程度の利

永小学校の児童数も回復します。それはやはり，働き掛けとして行政，教育委員会としてや

る価値もあると言いますか，やるべきではないかなと私は思っております。また，以前の質

問でもさせていただきました特認校制度。やはり，これからの時代は多様化，子供たちも多

様化していると思います。やはり，小さな学校が自分の肌に合う子供たち，大きな学校が好

きな子供たち，たくさんいると思います。できれば，希望でも学校に通える，選択ができる

というような，そういうようなものがあってもいいんじゃないかなと。その一つが鹿児島県

でもいろんなところで実施されております特認校制度，これはそんなにお金の掛かることで

はないと思います。是非，取り組んでほしいと思います。その開聞小学校を視察をしたとき

に，一番最初の印象が汚い，校舎が。古かったですね。古いというか，手入れがされてな

い。耐震化とか構造的な問題ではなくて，壁なんかの表面，もう塗装が剥がれて床も何か凸

凹なって，一部めくれている。これ，子供たちが掃除して，掃除したのが分かるような状態

なのかな。カーテンを見たらカーテンもぼろぼろでした。この，年2回教育委員会の学校訪

問というのがありますが，これはどのように実施されていて，どのように生かされているの

か，ご答弁をお願いいたします。 

○教育長（西森廣幸） 学校の訪問につきましては，小・中学校及び指宿商業高等学校を教育委

員会と教育委員会事務局で合同で学校訪問をして，本市の教育行政の重点や県の重点等につ

いての学校の推進状況を把握するとともに，当面する学校経営上の諸問題の解決を探り，一

緒になってその解決を図っているところでございます。また，南薩教育事務所との合同訪問

もありますので，各学校，2年に1回はこのような学校訪問をして，学校の実情把握に努めて
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いるところでございますが，議員ご指摘のあったとおり，開聞小学校においては築59年とい

う年を迎えておりまして，校舎自体としてはそういう外景になっていたのではないかと思っ

ております。教室等のカーテン設営等につきましては，学校に配当された予算の範囲内で

年々，年次計画に沿って新しく取り付けたりしているようでございます。私も昨日，夢教室

がございましたので，その折に教室等のカーテンを見て回りましたら，新しいカーテンが取

り付けられているところ，またこれから，今後の計画で取り付けていくということも教頭の

方からお聞きしたところでございます。 

○２番議員（臼山正志） 是非，学校長にお任せだけではなくて，市として，教育委員会として

も子供たちにとっての学校の環境，ふさわしい環境づくりをしていただきたいと思います。 

 すみません，もう時間がなくなってきましたが，指宿市版まち・ひと・しごと創生総合戦

略についての2回目の質問をいたします。この策定については答弁いただきましたが，広く

関係者の意見，地域を挙げての計画が必要だということで，そのようにされたと思います

が，間違いないでしょうか。 

○総務部参与（有留茂人） 地方創生に向けたプロジェクトチームを作って検討してまいりまし

た。このプロジェクトチームのメンバーは，市の課長職20名と民間メンバー16名をもって構

成をしております。総合戦略の策定後においても市民の方々と一体となって，地方創生の取

組を進めていく必要があることから，農林水産業，金融機関，製造業をはじめとした各方面

で活躍されている方，市民の方やＩターン移住者の方も交えたプロジェクトチームを設置を

して策定をしたという経緯がございます。 

○２番議員（臼山正志） ありがとうございます。今後も広くですね，意見集約していただきた

いと思います。一つ残念なのは，その策定に当たって，その中に議会が入ってなかったとい

うことです。今後，また議会もですね，積極的に関わっていかないといけないと思っており

ます。 

 最後に，総合振興計画との違いがどのようになっているか，お願いいたします。 

○総務部参与（有留茂人） 指宿市総合振興計画につきましては，今後の指宿市の未来を指し示

す羅針盤というふうなことになっております。一方，指宿市版まち・ひと・しごと創生総合

戦略につきましては，地方が成長する力を取り戻し，人口減少を克服することを目指して制

定されましたまち・ひと・しごと創生法に基づき，指宿市版地方人口ビジョンとともに策定

をしております。本市の総合戦略の計画期間は，平成27年度から平成31年度までの5年間と

なっておりますが，総合振興計画の前期基本計画の期間とほぼ重なり，地方創生の実現に向

けては市全体で取り組まなければならないことから，この総合戦略は総合振興計画の中核を

なすものであり，重点アクションプランと位置付けをしておりまして，総合振興計画ととも

に一体的に取り組むこととしておるところでございます。 

○議長（新宮領進） 暫時，休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時１１分 

再開 午後 ２時１９分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開き，一般質問を続行いたします。 

 次は，吉村重則議員。 

○５番議員（吉村重則） こんにちは。私は日本共産党の議員の一人として，憲法の特に平和主

義を尊重し，憲法を政治に生かし市民の命と暮らしを守る立場から通告に基づいて質問いた

します。 

 農業問題について質問いたします。合併前の降灰事業についてですが，合併して年が明け

たら10年になりますが，降灰事業を導入した当初，農家は将来に展望を持ち取り組んでいる

ところに，農家の意向など聴かずに一方的に合併協議会で協議した結果，償却資産税を取る

ようになったことを伝えております。特に硬質ハウスを導入した農家では，借り入れをして

払う人，少し払う人，払ってない人それぞれですが，今では農産物も価格が暴落しているの

もありますが，償却資産税が重くのしかかり，農家は将来に展望を持てず，マンゴー農家で

は指宿市管内で2名，ＪＡいぶすき農協管内では7名の方が廃業しております。県にも確認い

たしまいたが，計画の段階では償却資産税は対象になかったことを認めております。降灰事

業の硬質ハウスを導入した農家は，農業経営に展望を持てずに苦しんでいます。降灰事業の

導入時の農業振興をどのように受け止めているのか伺います。また，この合併10年間を検証

する必要があるのではないでしょうか。検証する気はないか伺います。 

 次に，償却資産税について伺います。裁判の結果後，農家と納税についての話し合いをし

ていると思うが，どのような内容だったのか伺います。 

 次に，暖冬による農産物への影響について伺います。レタスについては暖冬のせいで，タ

コ足状態で商品にならず，破棄し，キャベツは前倒しになり豊作で価格が暴落，豆類は芯が

止まり細くなり，農家は回復のために取り組んでおります。どのような対策がとられている

のか。 

 次に，市内では熱帯果樹を含め多くの農産物が栽培されていますが，自然現象により商品

にならないもの，価格の暴落などで廃棄するものがたくさんあります。指宿の基幹産業であ

る観光と農業を支えるために，市が出資した6次産業化は検討されていないか伺います。 

 ＴＰＰについて伺います。政府は大筋合意の概要を明らかにしていますが，市場開放分野

では全品目の95％で関税を最終的に撤廃し，国会決議が交渉対象にしないよう求めた農産物

重要5項目でも586品目の約30％で関税が撤廃します。農業関係者からは農業の将来を懸念す

る意見が相次いでいます。ＪＡ鹿児島県中央会は米など重要5項目について合意内容を検証

した上で，状況によっては今後協定の国会承認に反対していく可能性を示しております。日

本国民の利益をアメリカや多国籍企業に売り渡すものであり，決して容認できません。そこ

で伺います。大筋合意をどのように受け止めているのか伺います。 
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 次に，福元地区内の里道について質問いたします。県単事業の治山事業の資材の搬入道路

として，里道と民有地を借用していますが，工事が終わったら放置して，雨で土砂が流出し

てから土のう袋で何重にもせきを造っており，利用者は非常に困っている状態です。対策を

どのように考えているのか伺って，これで1回目の質問といたします。 

○市長（豊留悦男） 活動火山周辺地域防災営農対策事業，いわゆる降灰対策事業についてでご

ざいますが，この事業は桜島の火山活動が活発化した昭和47年以降，周辺地域の農産物が大

きな被害を受けたことから，降灰被害を防止，軽減するために，被覆施設や洗浄施設の整備

を行い，農業者の経営安定，地域農業の健全な発展を図ることを目的として実施されている

ところでございます。本事業につきましては，合併前の平成17年度においては，補助率が

70％以内，現在では補助率が若干下がりまして，65％以内となっておりますが，他事業と比

較しても依然補助率が高く，生産者にとっても有利な事業となっており，合併以前から現在

まで変わらず，引き続き多くの農家の皆さんにご活用いただいているところでございます。

また，その事業効果につきましては，降灰の防止効果に加え，施設化，品質や収益性の向上

が見られ，価格の安定に伴う農家所得向上や経営安定に一定の事業効果が得られていると思

っているところであります。 

 次に，ＴＰＰでございます。本年10月5日，環太平洋連携協定，いわゆるＴＰＰについて

オーストラリアや米国，カナダなど交渉参加12か国による閣僚会合で大筋合意いたしまし

た。ＴＰＰは世界のＧＤＰの約4割，人口の1割強を占める巨大な経済圏で21世紀型のメガＦ

ＴＡと呼ばれております。物品関税だけでなくサービス，投資の自由化を進め，更には知的

財産，電子商取引，国有企業などＴＰＰ協定は前文に加え30章で構成され，幅広い分野で高

度なルールを12か国で約束する協定となっております。今回の大筋合意では関税撤廃率が日

本95％に対し，他国ではほぼ100％近くとなっており，日本においては農産品の重要5品目を

中心に関税撤廃の例外を数多く確保しながら，全体では高いレベルの自由化となっておりま

す。今回の大筋合意をどのように受け止めているかについてでございますが，ＴＰＰには

様々なメリット，デメリットがありますので，国内の専門家においても様々な意見があると

認識をしております。いずれにいたしましても，ＴＰＰは大筋合意され実施に向けて動き出

しております。ＴＰＰの影響試算が本年12月下旬に公表されることになっておりますので，

今後，これらを注視してまいりたいと思っております。 

 以下，いただきました質問については，関係部長等が答弁をいたします。 

○農政部長（新留幸一） 降灰事業の合併10年になるが，検証が必要ではないかというご質疑で

ございます。合併前の平成11年から平成17年以前を10年に換算した数字と，合併後の平成18

年から平成27年までの10年を対象とした施設整備状況を比較いたしますと，オクラを中心と

する野菜類に関しましては，約8haに対しまして，約22haと約3倍になっております。一方，

菊類を中心とする花き類に関しましては，約7haに対しまして約4haと，約4割減，また，熱
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帯果樹に関しましては約2.6haに対しまして，約1haと6割減となっているところでございま

す。野菜が増加し，花き，果樹類が減少している要因といたしましては，花き類や果樹類で

は野菜類で導入されている施設と比較して施設費が高いこと，また，以前と比較して単価が

安くなっていることが要因と考えられます。 

 次に，6次産業化の検討はされているかのご質問でございます。本市における6次産業化の

振興策といたしまして，平成25年度からがんばる農業者起業支援事業に取り組み，6次産業

化に関する講演会やセミナーを開催してまいりました。本年度におきましては，新たにいぶ

すき6次産業起業塾を設置いたしまして，7月30日に事業説明会とオープンセミナーを開催

し，その後4回にわたって商品開発やマーケティングに関する講座を開き，延べで約100人の

生産者等に参加していただいているところでございます。また，起業塾と併せまして，市の

農畜産物を利用した新製品の開発に取り組む農業者や農業者と連携して事業に取り組む商工

業者等に対する商品開発経費の助成と，新たに販路開拓を目的とする研修活動等への研修費

助成を行っておりますが，本年度につきましては，現在のところ商品開発で5件，研修費助

成で2件の申請を受けております。6次産業化を進めていくに当たっては，農業者に限らず市

や県，農協等の関係機関をはじめ，商工業や観光業，地元高校等も含めた他業種間の連携が

必要であり，相互の連携を深め販路拡大や商品開発を進める，もうかる指宿ネットワークと

も一体となった取組を推進しているところでございます。 

 続きまして，観光と一体となった取組はできないかということでございますが，市では農

業のみならず観光面でも既存温泉等観光施設の魅力向上の検討や海外から観光客の積極的な

誘致を図っており，今後は東京オリンピックや国民体育祭の開催決定も相まって，更なる観

光客の増加を見込んでいるところでございます。このことから，今後，食文化や農業体験を

テーマにした観光ツアーの需要も高まると考えておりますが，更に地元ホテルや飲食店，学

校給食等への地元農産物の使用など，地産地消への取組も進め，これらを通した一層の農業

振興と農家の経営安定に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして，福元地区内の里道についてのご質問でございます。山川福元辺田地区復旧治

山事業の作業用道路として使用している里道の維持管理に関するご質問でございます。当該

復旧治山事業は山川造船所の南側にある急傾斜地の崩壊による災害や地滑り等の恐れがある

ため，鹿児島県が事業主体として平成25年度から5か年の計画で実施しております。そのた

め，工事の資材等の運搬につきましては，山手側，つまり山川水産加工組合冷凍庫の前の里

道や民有地を利用し，工事用仮設道路を開設しているところであります。平成27年度分の工

事は既に完了し，使用していない里道，つまり仮設道路から長雨の影響により土砂が自宅付

近に流入していると連絡を受け，県南薩地域振興局が受け，9月上旬，土砂流出防止策とし

て土のうを設置するなどして，被害の拡大防止を図ったところであります。その後，里道を

利用される住民から里道上に土のうを置いていることで，畑や山林への行き来に支障を来た
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している。また，付近の畑へ土砂や雨水が流入する危険性があるという連絡を受けまして，

現地確認を行うとともに通報者と直接面接し，併せまして事業実施主体である振興局に適切

な対応を取れないか要請したところであります。その結果，速やかに対策を講じるとの返事

をいただいております。以上です。 

○市民生活部長（牟田浩一） 償却資産税の納税についての農家への通知はどのような内容にな

っているかというようなご質問でございました。市町村合併後における硬質プラスチックハ

ウスに対する固定資産税が未納となっておりました8団体の26人のうち，完納者9人を除く未

納者17人に対しまして，納税相談を目的とした納付催告書を本年の8月21日付で送付したと

ころでございます。その内容でございますが，市税が滞納となっております償却資産，固定

資産税については，平成27年7月16日最高裁判所において賦課決定処分取り消しについては

上告審として受理しないとの判決がなされました。納税の義務及び税負担の公平性という観

点からも，別紙，これはまたあるんですけれども，別紙未納金額明細書の滞納額について納

付の催告をいたします。また，全額納付ができないときは今後の納付計画について，平成27

年9月4日金曜日までに税務課収納対策室まで納付の相談にご来庁くださいというような内容

のものでございました。なお，この納付催告書の内容は最高裁判所の裁判結果の文言以外は

通常の市税未納者に対して送付している納付催告書の内容とほぼ同様となっているところで

ございます。以上でございます。 

○５番議員（吉村重則） それではこの補助事業の振興策としてどう捉えているかと，補助事業

は経営安定のため，また，施設であれば商品がよくなって価格もそれなりにいいと。安定さ

せるために事業を導入してるんだという説明だったと思うんですけど，合併する前，旧開聞

町・旧山川町では降灰事業の施設導入において償却資産税については，条例として免除とし

てはなってないんですけど，農業振興の立場から免除とする形になっていたと思うんです

よ。計画の段階では償却資産税が含まれてないんで，農業経営としてちゃんと振興されて安

定するんだということなわけですけど，計画の段階でそうして農業振興として取り組まれて

たということについては，認めますか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 合併前のことからお話ししますと，硬質プラスチックハウスに係

る償却資産税については，旧山川町や旧開聞町の農業振興と，旧指宿市の農業振興について

も，新市としての農業振興を同じ方向で進めるためには課税を統一する必要があるという考

えのもとから，合併協議会の中でいろいろと議論がなされ，慎重に協議した結果，地方税法

第383条の規定に基づきまして，合併後は遡及することもなく耐用年数を勘案して，税の公

平性と透明性を確保したものと認識しております。これについては大部分の対象となってい

る方々から理解をいただきましたが，一部の方々は理解が得られずにこの問題については，

司法の場に委ねられたものでございます。その司法の判断の結果，最高裁では賦課決定処分

及び滞納処分は適法であるとの判決がなされまして，本年9月の議員懇談会でも報告し，議
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員もご承知のとおりであると思います。従いまして，地方税法の規定及び今回の裁判結果に

基づきまして，地方税として課税，徴収すべきであると考えております。また，本年8月21

日以降に行った未納者17人との納税相談においても，納税に対する意思が確認され，ご理解

していただいているところでございます。以上です。 

○５番議員（吉村重則） 市長が農業安定のために補助事業は導入するという答弁があったわけ

ですよ。この償却資産税そのものが課税されるんだったら導入しなかったと農家が言ってい

るわけですよね。合併協議会で慎重に審議がされたという答弁があったわけですけど，なぜ

農家の声が，聞き取りとか，そういう農家の声が反映されてないのに，何が慎重な議論され

てるんですか。マンゴー農家の場合，苗から植えた場合には4年から5年しなければお金には

ならないんですよ。5年間の償却資産税というのは，かなりの多額ですよ。空から降ってく

るわけではないんですよ。施設を造ったから農業が安定するということにはならないわけで

すよ。市長がさっき答弁した中では農業安定のために補助事業を導入するんですという答弁

がされているんです。4年から5年，収入がないのに何がどうしたら安定なるんですか。答弁

してくださいよ。収入が何が安定するのか，そこを教えてください。それを取り入れますの

で。 

○農政部長（新留幸一） 降灰事業につきまして，農政部の方で合併前の平成17年度から23年度

まで補助率70％ということで，ほかにもない補助事業ということで導入をさせていただいた

ところです。そしてまた，平成20年度以降については若干下がっておりますけれども，やは

りまだ高い補助率で65％ということになっております。まだまだほかの事業と比較しても補

助率も高く，導入された生産農家の方々にとっても，初期投資という意味で，やはりほかの

事業と比べて，比較して農家にとっては安定したものだということでおります。そして，そ

の補助残につきましても，80％についてなんですけども近代化資金等といった有利な資金を

借りることができることによって，生産組合に最も有利な事業と認識しておりますので，

我々農政サイドといたしましても，この事業をまた進めていって，生産農家の所得向上に努

めていただければと思っているところでございます。 

○５番議員（吉村重則） 税の徴収で平等性を答弁してますけど，まず，農業が生産のために一

生懸命やって，利益の範囲内だったらまだ分かるんですよ，これが。農家が導入するときに

は償却資産税については触れずに，導入して合併と同時に取るようになった。これは完全に

農家をだましてるんじゃないですか。税金の取り方は平等だと言いながら，導入するときに

は触れずに，合併と同時に合併協議会で慎重に審議をしましたと言われるんですけど，農家

がどんなに苦しんでいるか，その実態はどこで把握したんですか。把握して，そんだけの莫

大な税金を平等に取るという方向に決めたんですか。答えてください。 

○市民生活部長（牟田浩一） 議員がおっしゃいますようなことを，一部の方々もそういった理

解が得られておりませんでした。しかしながら，先ほど来申し上げますように，この件につ
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いては最高裁の賦課決定処分及び滞納処分は適法であるとの判決が出されまして，これにつ

いてはその理解されてない方々も理解するということで，今年の8月21日以降に行ったその

未納の方々17人の方々と納税相談を行いまして，納税に対する意思がはっきりと確認されて

おりますので，ご理解いただきたいと思います。 

○５番議員（吉村重則） 裁判がどうのこうのと言いますけど，なんで農家をだましたことを反

省しないんですか。計画の段階では償却資産税については何も言わずにして，合併と同時に

慎重な審議って言うけど農家の意向なんか全然決めてないじゃないですか。だから，農家が

生産活動する中で利益の範囲内だったら言わないですよ。全然収入が入ってこない中に莫大

な借金を負わせる，これが行政の仕事なんですか。宮崎なんかでもマンゴーハウスがありま

すよ。この実態調査したことありますか。農家のそういう償却資産税とか行政の支援の在り

方について，どのように調査されてるんですか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 先ほど来申し上げますとおり，合併協議会の中でいろいろと議論

がなされて，慎重に協議した結果，地方税法に基づくということで，合併後はもう遡及する

ことなく耐用年数を考えて，それは考慮しております。それに基づいて，税の公平性と透明

性を確保してきたものだというふうに考えております。 

○５番議員（吉村重則） 私が聞いているのは，計画の段階で償却資産税については触れずに合

併と同時に農家の意向は聴かずに決めてしまってるんじゃないですか。そこが問題だと言っ

てるんですよ。全然，裁判がどうのこうのじゃない，行政は農家をだましてるんですよ。こ

れが行政のする仕事なんですか。とんでもないことですよ。農家には将来が有望視される，

そういうことで導入させていながら，農家には黙って合併協議会で取るように決めました。

こんなことが行政でできるんですか。宮崎とかほかの自治体では，農協とか行政がハウスを

導入してリース事業，例えばちゃんと私自身も金額については調べてないんですけど，農家

に貸し出しをして，数年後は農家が引き取ると。だから，償却資産税も出てきてない。マン

ゴーの場合は特に，3年・5年しなければ商品化できないから，行政の方がそういうのを導入

して，それで安定して，5年したら償却資産税も減ってきますよ，半減しますよ，それから

取る分だったら何も文句はないと思うんです，農家も。だから，一方的に行政が農家をだま

している，計画の段階では取らない，それで農家には黙って協議会で決めて，合併と同時に

取るようにしたと。完全に農家をだましてるんですよ。私は裁判がどうのこうのを言ってる

んじゃないです。そこに対する支援はしないのかっていうところなんですよ。問題は農家を

だましている，そこをどう答えるんですか。 

○市長（豊留悦男） 償却資産については，合併当時からこの議場の中でも様々な質問がござい

ました。やはり，旧1市2町で農業政策に対する支援というのは，やはり温度差がありまし

た。合併後はそのままにして農業政策を進めるわけにはいかない。そういう意味で，合併協

議の中でこの件についても慎重に協議をされたと思っております。議員がおっしゃるのは山
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川・開聞・指宿を含めて，その時々のこの事業の導入のときには説明をしなかったというこ

とだろうと思います。それぞれの町の考えがありまして，この事業は導入されているだろう

と思います。ただ，この降灰事業における償却資産については，旧町の中でも償却資産を払

っている事業者もいるわけであります。合併した中で，やはり，指宿はじゃ払いましょう，

旧山川町の一部はこうするけれどもというような，そういう不公平感というような，税にお

いてそういうのがあったらいけないということで，恐らく時の山川・開聞の農政の関係者が

それぞれの町の農業の実態を把握しながらも慎重に協議をして，そして合併後，償却資産に

ついては課税するようにしたいと。しかし，旧町，遡っての課税はしないという，それがや

はり合併のときの基本的な農業政策のルールといいますか，それを作るためには必要であっ

たと思います。だましてとかそういうことは新市になってあったことは1回もございませ

ん。やはり，協議のそのルールに従って，この償却資産というのも課税するようにしたとい

うことだけはご理解をいただきたいと思います。 

○５番議員（吉村重則） 平等性，指宿は取っていて山川・開聞は取ってなかった。合併後，取

っていく。これは当然だと思います。その中でちゃんと決めていってるわけですから。だけ

ど，農家の利益の中で払えるんだったら，それでもいけるかもしれません。5・600万という

お金を28年度末までに納めなければ延滞金も付けますよと，こんなやり方あるんですか。だ

から，私が言っているのはその合併当時，本当に償却資産税の納税の関係が出るんだった

ら，こういうハウスは導入しなかったと。これは皆さん言ってます。それで，その協議会の

中で農家の実態ですよね，3年，5年しなければ収入が生まれてこない中で何百万という税金

を掛けられる，どっからそのお金は出てくるんですか。このまま強硬的に徴税をしてしまえ

ば，特にマンゴー農家は潰れてしまいますよ。潰れても，さっき市長が最初の時点で農業安

定のために補助事業は導入してますよと，農家が将来に展望を持って農業ができる方向で補

助事業を出しますよという答弁だったですよ。だけど，今はとにかく税金を取りさえすれ

ば，あとはどうなろうが構わないと，こういうことでよろしいんですか。 

○市長（豊留悦男） やはり，議員がおっしゃるような一方的な観点で質問をしていただいては

答弁は非常に困るわけですけれども，私が市長に就任したときに，確か2か月ぐらいだった

と思います。マンゴー農家の方々の研修会がありました。そこに私は自ら足を運んで，償却

資産税のことについて説明をいたしました。100円，例えばこういう例えで話をしました。

100円税が課せられていて，その経営状況というのが苦しいのであれば，10円でも構いませ

ん。税の趣旨を考えて，払うというその基本的な線を守っていただきたい。それが揃った段

階で様々な農業支援の策は考えますという，そういう話をいたしました。研修会の場であり

ます。研修会の場で税の話をするのはいささかどうかと思いましたけれども，私はまいりま

した。次に，それぞれの家庭で，農家で様々な思いのある農家については，私自らそこに足

を運んで，償却資産税のことについては事細かくお願いをし，そしてこの償却資産と農業支
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援についての考え方も，私の考えを述べました。それでも，なかなか様々な問題が，議員が

言われるように，旧町ではそうではなかったではないか。スタートの段階でスタートライン

が違うわけでして，それを調整するのに大変長い時間が掛かりました。私は市長に就任した

ときに，合併後4年で恐らくこれは解決しているだろうという，そういう気持ちでおりまし

たけれども，合併10年になっても，議員のようなそういう質問が出るということについて

は，非常にじくじたる思いをしております。要は農業をどうするか，指宿の農業を守るとい

うのは基本線であります。そのために，税を含めて，まず税の公平性，透明性を担保した上

で，次にそれで大変であれば様々な農業支援策を考えてほしいと，そういうふうに農政には

伝えてあるところであります。 

○５番議員（吉村重則） 税の公平性，本当，今滞納している額を納められない人もいます。年

金をそのまま納めてますよ。これはもう分かってますよね，実際。そのぐらい大変なんで

す。だから，さっき私は他の自治体の話をいたしました。そういう実態調査をして，やっぱ

りこの10年間を検証してみて，何らかの対応を取らなければならないんじゃないかと。その

辺ではどうでしょうか。ほかの自治体も調査する中で，これからそういう何らかの検討する

方向では考えられないですか，市長。 

○市長（豊留悦男） 償却資産税というそういう方面と同時に，やはり償却資産税を支払ってい

ただいている方につきましては，降灰事業等を活用していない方もいらっしゃいますので，

事業導入者に限定した補助は公平性という観点からは難しいのではないかと思っておりま

す。支援策につきましては，補助事業に取り組む方だけでなく，ほかの農家の皆さんもご利

用できる事業を活用していただきたいと考えておりますが，施設園芸農家の方に対しまして

はハウスの共済掛金を助成する園芸施設共済支援事業を今年度からスタートさせ，施設園芸

農家の経営負担の軽減を図っているところであります。また，農業振興基金の充実を図り，

農業用施設や機械の導入が行いやすい環境を整えているところでもございます。市といたし

ましても，今後も国や県の補助事業を最大限活用しつつ，地域農業の振興と農家の経営安定

を図ってまいりたいと思っておりますので，何とぞご理解をいただきますようお願いいたし

ます。 

○５番議員（吉村重則） 私が質問したのは，今の硬質ハウスの納税，多い人は1,000万，5・

600万から滞納金も入れれば本税で5・600万が800万ぐらいになるとか，そういう話も聞いた

りしております。そのお金を本当に農業経営の利益の中で払える額だったらいいんですよ。

もう借入れもできない，どうしようもないところもあるわけなんです。だから，合併する前

に計画の段階で償却資産税は加味されなかったわけですから，合併と同時になるようになっ

て，この10年間で600万ぐらいのお金に溜まっているわけですよ。ですから，ほかの自治体

のそういうリース事業とか，そういう実態も調査して，市長だからできる権限があるんじゃ

ないですか。そういう支援を検討する意思があるかどうか，ここを確認しているんです。 
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○市長（豊留悦男） 農業支援というのはＴＰＰ問題，農業を巡る環境が著しく変化しておりま

すので，やはり市としては農業経営者の視点に立った支援というものについては，可能な限

りやらなければならないと思っております。それと償却資産税の問題とは切り離して考えて

いただいた方が，今後の農業政策はより明らかになるだろうと思っております。償却資産に

ついては，先ほど申し上げましたように，その問題，合併後10年になってもまだこういう問

題が噴出するという，そういうことについて，やはりこの税の在り方を含めてご理解をいた

だいたと思っております。その前提のもとで，次の施策をどう打つのか，今，その段階であ

ると私は思っているところであります。議員がご質問いただいたように，農業者にとっての

厳しい農業環境の中での支援というものは，国と県と一緒になりながら支援をしてまいりた

いと思います。 

○５番議員（吉村重則） 私の質問に対して答えてないんですよね。つまり，もうそういうほか

の自治体の実態調査，リース事業とか，そういうものについてはもう調査もしないし，償却

資産税については，マンゴー農家なんか4，5年しなけりゃお金になってなくて，その間に何

100万って溜まっているわけですよ。滞納しているわけですよ。これはもう，仕方ないと。

つまり，もう破産しても構わないという捉えた方でよろしいんですか。 

○農政部長（新留幸一） ただ今，議員からの先進地域というか，宮崎の方の関係につきまして

は，農政の方でもちょっと調べさせていただきたいと思います。それの結果ということでよ

ろしいでしょうか。 

○５番議員（吉村重則） あと，その納税の説明の中で，今回，農家と懇談する中で22年度まで

の滞納分については永久に延滞金は取らないという説明を受けてるということなんですけ

ど，これは事実ですか。 

○税務課長（中村孝） 22年度までの延滞金については，裁判が始まっている段階でございまし

たので，延滞金についてはそれが解決するまでは免除するというような話をさせていただい

たことはあります。 

○５番議員（吉村重則） つまり，この納税誓約書の中に28年度末までに26年度までの課税分を

完納した場合には延滞金は付けないけど，完納しなかった場合にはもう延滞金をどんどんか

けていくと。22年度までの分とかそういう区別はないわけですか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 延滞金の免除の取扱いについては，免除申請を提出していただい

て，申請者の資力等を調査した上で，市税条例施行規則第4条に定める延滞金の免除要件に

該当するかどうかを判断することになります。従いまして，硬質プラスチックハウスに係る

固定資産税の未納分の延滞金についても，このような同様な取扱いとして，完納した時点で

延滞金の免除申請をしていただいて，判断することになります。 

○５番議員（吉村重則） つまり，農家への説明の中で，農家は18年から22年度分については納

められるときに納めればいいと，滞納金については課さないという説明を受けてるという話
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なんですよ。ですから，この辺ではどうですか。もう1回，さっきではその裁判との兼ね合

いでの話でしたけど，農家に対する説明が不十分じゃないですか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 先日，納税相談を行ったわけですけど，その納税相談の内容とい

いますのが，どのような納付方法でいつ頃までに納付が可能なのかとか，例えば一括納付が

できるのかとか，分納で納付しなければ困難であるのかとか，また，本人の収入状況や将来

見込みも参考にしながら，完納に向けてお互いにその状況を確認しながら今後の納付計画を

立てて，管理していくことなどについて納付相談を行ったところで，そこについては皆様方

ご理解をしていただいて，今後の納付計画を立てていくというような形になっております。 

○５番議員（吉村重則） 私が質問したことに対して答弁してください。22年度までの分はこれ

から先ずっと延滞金は取らないと，農家はそう認識してますよ。それでよろしいんですか。

説明不十分じゃないですかということを聞いてるんですよ。そこについて答弁してください

よ。余計なことは要らないです。 

○市民生活部長（牟田浩一） 市税における徴収金としまして，本税のほか督促手数料や延滞金

というのもありますけど，これについては納付が困難な場合には納税誓約書を提出していた

だいて，まずは本税と督促手数料から納付をお願いしております。これについては通常の市

税と同じでございますけれども，延滞金についてはその本税を完納した時点でその申請を出

していただいて，それに基づいてこちらの方が判断するということになるかと思います。 

○５番議員（吉村重則） 農家自身が22年度まではもう永久に延滞金は取らんという認識をして

ますので，その辺ではちゃんと説明を行うべきだと思います。これについてはもう要望して

おきます。あと，市長がさっきマンゴー農家と懇談をしているという答弁もあったわけです

けど，この中で納税をしたらそれ以上の支援をするということを市長は2回も答弁してるん

だと。だからどういう支援をしてくれるのか。そこを確認してくれということなんですが，

納税，農家が償却資産税を納めた，それ以上の支援しますと2回もはっきりと市長は言って

いると。これは事実ですか。 

○市長（豊留悦男） それはちょっと違うと思います。私は税の趣旨を考えて払っていただきた

いと。そのあとで農業支援策は考えたいという，そういう話をしております。 

○５番議員（吉村重則） この点についても，市長がはっきりと納税した額以上にしますという

ことで受けてるんだということで言ってましたので，農家へのちゃんとした説明も必要では

ないかと思います。 

 もう時間の関係で，あと，今年暖冬の関係で。レタスの場合は品種がすごくあるんです

よ。やっぱりこう暑いときの品種を導入はしてるんですけど，タコ足になってしまってもう

全然商品化ならないと，畑ごと破棄している状態です。それと同時にキャベツについてはも

う前倒しになって，価格が暴落して，かなりの人が畑にかき込んでると，廃棄している状態

なんですよね。本当にこの暖冬に対する，豆については芯止まりで，もう今年は資材費も取
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れないと，どうしたらいいんだろうということで農家は非常に苦しんでおります。そういう

意味で，やっぱりこの暖冬に対する今後の対策ですよね。どのような話し合いっていうか，

がされているのか。 

○農政部長（新留幸一） 暖冬による農産物についての影響ということで，先日，農協の職員と

も協議をいたしました。技連会を通じましていろいろ対策を講じてるところなんですが，今

年の秋冬作で栽培されている豆類，レタス，キャベツ，グリーンボール等々については例年

に比べると議員がご指摘のとおり，収穫が早くなっているのが現状でございます。そして，

品質については品が悪く，量も多い。ソラマメにつきましては下位節の下部，下の部分のさ

やの汚れなどが目立っているということであります。また，スナップエンドウにつきまして

は，指宿市管内において，さやのなり疲れによる成長点の芯止まりなどが発生し，さやにつ

きましては病害によるゴマシオ等の発生が目立っております。豆類につきましては病害虫の

発生により花が5段飛び，ひどい株になっている。たまには10段ぐらいの花飛びがあるとい

うことであります。この対策といたしまして，樹勢回復を行うため，施肥，液肥ですね，液

肥による葉面散布や株本のかん水などを進めているところでございます。また，出荷につき

ましては，豆類で12月中旬を皮切りに収量は激減の見込みとなっているところでございま

す。以上です。 

○５番議員（吉村重則） 鹿児島市が大きな水害を受けたときに，50年とか100年に1回の大雨だ

ということが言われたわけですよね。今年の暖冬については，本当，今までとは全然違う

と。これが日常的になる可能性もあるわけですよね，今後。そういう意味では，さっき同僚

議員も質問したわけですけど，新しい品種，やっぱりそういう対応策も今後検討すべきだと

思います。そういう面では是非検討していただきたいと。 

 あと，6次産業化については一応やる気のある農家，やる気塾でしたっけ，それによって

やっているような状況ですけど，指宿市が出資をして指商の生徒，山川高校の生徒なんかの

若い生徒の発想を取り入れた，そういう意味での6次産業化などは考えられないものかどう

か。 

○農政課長（松澤敏秀） 暖冬における新しい作物の導入の検討のことなんですが，議員ご承知

のとおり，非常に今年は高温が続いております。そういったことで安定した生産を行うため

に施肥設計の見直し，あるいは栽培技術の検討を行いながら気象変動に合った新しい品種や

品目の検討を進めていきたいと考えております。また，県の農業開発総合センターとしまし

ても，温暖化に向けた低コスト栽培技術等の確立に向けての研究，実証などを行っておりま

すので，そういった関係機関とも十分連携を取りながら取り組んでまいりたいと考えてま

す。 

 それと，6次産業化の件の高校との連携なんですが，6次産業化を進めていくに当たりまし

ては，農業者に限らず市や県，農協等の関係機関，それと商工業や観光業，あるいは地元高
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校等も含めた多種，他業種間の連携が必要であり，相互の連携を深め販路拡大や商品開発を

進め，もうかる指宿ネットワークとも連携を取りながら取り組みを進めていきたいと考えて

おります。 

○５番議員（吉村重則） あと，福元区内の里道の問題についてなんですけど，本当，民有地を

3ｍぐらい下げて搬入道路を造って，この雨で洗い流されていると。これはもう本当，地主

にしてみればとんでもないと。県に工事のために貸したのにこんなことはあり得るのかとい

うことなんですよね。成川地区内でも，成川トンネルからの雨水が成川の方に側溝で下りて

きて，竹やぶのところに枡を造ってそのままで放置している部分があったんですよ。大雨時

に田んぼの土手を崩壊させるという問題もあって，県に対して側溝を付けさせてるんですけ

ど，本当，来年も再来年も同じ工事をするんだったら，ちゃんとした対応が必要だと思うん

ですけど，これについてはやっぱり，雨が降って道路を洗い流されていく，こういう状況だ

けは避けなきゃならないと思うんで，その辺の対応について県への要請なんかを強くしても

らいたいんですけど，もう1回答弁をお願いします。 

○農政部長（新留幸一） 里道につきましては，先ほど答弁させていただいたところなんです

が，土のうにつきましては，長雨の影響により土砂が自宅付近に流入しているということで

県の職員が土のうを積んだところでございます。ただ，今回のケースにつきましても，今後

もありますので，工事の実施に起因しているものと我々も認識しているところでございま

す。今後も県に対しまして，完成に至るまで里道の通行に支障のないよう措置あるいは土砂

流入防止策を含めた雨水対策を行うことにつきまして，引き続き県の方へ要請してまいりた

いと考えております。 

○議長（新宮領進） 暫時，休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２０分 

再開 午後 ３時３０分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開き，一般質問を続行いたします。 

 次は，東伸行議員。 

○８番議員（東伸行） 8番，東伸行です。本日最後の一般質問であります。今日は市内の小学

生の皆さんが傍聴に来ていただきましたが，残念なことに時間が合わなかったのか，今は小

学生の姿も誰も見えませんが，小学生の皆さんがどのように感じられたか感想を機会があっ

たら聞きたいなという思いであります。 

 それでは，通告に従いまして質問をいたします。 

 山川港の整備状況について，昨年12月議会で一般質問した項目の進ちょく状況についてお

聞きします。まず，1番目の外港水揚げ岸壁の延伸と浚渫及び航路筋の浚渫でありますが，

昨年の答弁では岸壁延伸は100ｍ，浚渫については岸壁，航路筋ともマイナス9ｍということ

で県に要望をするという回答をいただきましたが，その後，どういう結果になっているの
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か，決定しているのであればその状況と，それから工事日程についてもお分かりでしたらお

聞かせ願いたいと思います。 

 次に，観光との融合を図るための施設，衛生管理型市場，それとクルーズ船を着岸するた

めの岸壁の整備についてお伺いします。衛生管理型市場については，山川港が第3種漁港で

あることがネックであるとのことでした。ただ，27年度で状況が変わってきたとのことであ

りますが，どのような状況になっておるかをお聞きいたします。クルーズ船の着岸，岸壁に

ついては国・県とも相談しながら前向きに検討したいとの答弁をもらいましたが，現時点で

はどのような状況になっているでしょうか。 

 3番目に，無線検疫港開始後の船舶の入港状況について伺います。平成25年12月27日，こ

の指定を受けてから2年余りが経ちましたが，船舶の入港状況はどのようになっているかお

聞きいたします。本開港に向けて一歩前進ということで，その時点では期待がされたわけで

すが，現時点の状況はどうでしょうか。それをお聞きしたいと思います。 

 以上で，1回目の質問を終わります。 

○市長（豊留悦男） 山川港外港の岸壁の延伸と航路筋等の浚渫につきましては，海外まき網船

が輸入運搬船の大型化に伴い，現在の200ｍ岸壁では2隻同時の停泊が限界であり，またマイ

ナス8ｍの水深では安心・安全な入港等に支障を来たすことから，平成26年6月に県知事に対

し岸壁の延伸と浚渫の要望を行ってきたところであります。これを受けて，県としては少し

でも要望に沿えるよう，今年度も海砂採取の許可を出し，航路の水深確保に努めていただい

ております。現在の状況といたしましては，県が水産庁に対し漁港整備に関する手続きを行

っている段階であり，このまま順調にまいりますと，平成28年度からの3年計画で，岸壁の

90ｍ延伸工事とマイナス9ｍの泊地や航路筋の浚渫工事が始まり，平成30年度末には760ｔ型

の海外まき網船を3隻同時に停泊できる290ｍの岸壁と安心して入港が可能なマイナス9ｍの

航路筋が整備される予定となっているところであります。 

 以下，担当部長に答弁をいたさせます。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 高度衛生管理型市場につきましては，鰹節の3大産地である枕崎

漁港は平成27年度に完成予定であり，また，焼津漁港は平成28年度に完成予定と聞いており

ます。山川港につきましては，平成28年度から始まる漁港整備終了後，国の2分の1の補助申

請を行い，直ちに着工し工期は1年程度を予定しているところでございます。それにおきま

して，本年11月に高度衛生管理型市場建設協議会設立のための準備委員会を開催し，来年2

月には山川町漁協を中心とする山川港高度衛生管理型荷捌施設建設協議会が設立される予定

でございます。その協議会の中で具体的な構想が協議されていくわけでございますけれど

も，高度な衛生基準に即した市場計画はもちろんのこと，観光客や教育旅行など見学施設の

機能も兼ね備えた設備も検討していくものと考えているところでございます。 

 それと一方，クルーズ船の入港につきましては，外国クルーズ船の入港は山川漁港が水産
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物に限っての許可された条件付き開港であるため，現在の状況では直接入港はできない状況

です。しかし，国内クルーズ船につきましては，県の漁港漁場課に問い合わせたところ，乗

客に対する安全面での必要な手続きがあるということでしたけれども，それらの問題をクリ

アすれば可能と思われます。また，場所につきましては，外港北側，これは横浜冷凍の前で

すけど，外港北側にある水深マイナス6ｍで300ｍの護岸の補強や浚渫工事などを行えば，小

型の国内クルーズ船を対象として使用は可能ではあると考えます。ただ，県内にまだ漁港を

利用した事例がないため，この件につきましては県と協議の場を設ける必要があると思われ

ますが，まずは平成28年度から計画しております漁港整備と市場建設を最優先に考えていき

たいと思っているところでございます。 

 次に，無線検疫港のあとの入港状況でございますけれども，山川漁港が無線検疫港とし

て，それと水産物の取扱いに限られた条件付き開港として指定を受け，2年が経過しようと

しております。昨年は海外まき網船が70隻入港し，過去最多となりましたが，このうち無線

検疫の対象となった船舶は32隻ありました。今年は11月末までに海外まき網船の入港が54隻

と昨年に比べて少なく，無線検疫の対象となる船舶も15隻と減少しております。海外まき網

船によるカツオ水揚げ量を昨年と同月で比較いたしますと，入港隻数は5隻少なく，水揚げ

量につきましては昨年の約4万1,800ｔに対し，今年は約3万7,300ｔであり，約1割減となっ

ております。しかし，水揚げ金額につきましては，昨年が約71億2,000万円であったのに対

しまして，今年は73億8,000万円と若干増えております。これは今年のカツオ単価が昨年と

比べて高かったことを意味しております。市としましても来年1月に海外まき網船の主要港

である石巻や焼津，境港などの漁港において，市長や漁協組合長，加工組合長によるトップ

セールスを計画しております。これらの誘致活動を通して，海外まき網船や輸入運搬船の入

港促進を図り，入港隻数の増加に努めてまいりたいと思います。 

○８番議員（東伸行） それでは順次質問をしてまいります。水揚げ岸壁と航路筋については，

延伸は90ｍと，浚渫についてもマイナス9ｍが確保できそうであるというお話でしたが，昨

年の答弁では市長でしたか，100ｍという数字を出されたと思うんですが，10ｍの違いでは

ありますが，それなりの理由があったのか，予算的なものだけなのか，その辺についてまず

お聞かせいただきます。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 私どもとしましては，昨年6月に県知事に対して要望したときは

100ｍの延伸ということでお願いをしたところでございます。ただ，県といたしましては，

現在の760ｔ級の船舶が同時に3隻停泊できるというものを計算し，なおかつ一定の余裕度と

いうものをした結果，90ｍになったものというふうに理解しております。これにつきまして

は，ｍ800万円程度の費用が掛かるということで，県としても極力，無駄ということはおか

しいですけれども，私どもが要望をした3隻同時の入港ということを考慮した数字だという

ふうに理解しております。 
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○８番議員（東伸行） ｍ800万円ということの予算の都合が一番大きいのかなという思いもし

ますが，その後，この延伸をした前の岸壁っていうか，スペースが今後出てくる衛生管理型

市場の候補地というふうに，今なっているわけですね。ですから，我々地元としてはできる

だけここは長くしてほしいということもあったわけです。ですから，当初の予定としては

100ｍ以上ということが要望であったと思うんですが，予算等の都合もあってこういうこと

になったということであれば致し方ないかなと思いもするんですが，ただ，今後衛生管理型

市場ができたりすると，165ｍ奥があったわけですので，まだ7・80ｍ奥が残っているという

ような形態になりますので，できれば今回，またそこに継ぎ足して何10ｍかっていうことは

もうなかなか難しい状況かなというふうにも思いますが，今後についてもまた検討していた

だければというふうに思います。 

 それから，漁港整備について，先般，12月の答弁の中で県の漁港漁場整備長期計画に基づ

いて沖防波堤の延伸や護岸の改良，道路改良等を毎年順次整備していくというお答えをいた

だいたわけですが，今年度それに取り組んでいることがあるか，また，進行中とか計画中の

ものがあればお答え願いたいと思います。 

○産業振興部長（廣森敏幸） これまで山川漁港に対しまして，過去3年間，県事業でこの事業

を行いますので，市の方として年平均大体2,000万から3,000万弱の負担金を出して，いろい

ろ整備をしてもらっています。その中で平成27年度で申し上げますと，道路改良につきまし

て2,500万円程度の事業を今実施しております。沖防波堤につきましては，1億3,500万円程

度，そして少し離れた，くりやの近くの今回崩落した，あれから成川浜の方ですね，あそこ

の物揚げ場で3,000万円，係船護岸が2,000万円ということで，概ね本年度は1億9,000万円程

度の事業を実施している状況でございます。 

○８番議員（東伸行） 順次，そうやって整備をしていただいていることには感謝を申し上げた

いと思います。また，随時進めていっていただきたいと，そのように思っております。 

 次に，衛生管理型市場についてですが，先ほどの部長の答弁で言いますと，あくまでも事

業主体は漁協というふうに捉えてよろしいんでしょうか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 今現在の国の補助事業の要綱でいきますと，漁協が事業主体とい

うことになります。 

○８番議員（東伸行） 私がちょっと入手しました資料でですね，平成27年度の水産基盤整備事

業概算要求っていうのが，これは多分去年の年末か，その辺のことだろうと思うんですが，

その中で水産物流通機能高度化対策事業が，これが俗にいわれるその高度衛生管理型市場の

整備を推進するための施策だろうと思うんですが，これが拡充されるってことで，これまで

特定3種漁港に限定していた補助対象としてきた衛生管理設備について，大規模な流通拠点

港にも対象を拡大するという事業が確定をされているように私は認識しております。その中

で水産物流通機能高度化対策事業（拡充）っていうことで，もろもろ趣旨，事業内容ってい
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うのがあるんですが，その中に事業実施主体で国・地方公共団体等となっておるんですね。

これはもちろん，だから県とかそういうところがやれということではないと思うんですが，

もちろん協議をした上で県とかそれにお願いをして，県が主体でという，枕崎が県が主体の

と思うんですが，だから，そういう意味からすると，県とかそういうのの事業主体で，県に

要望して協議の上でやっていけば，枕崎と同じような形態でできるのではないかというふう

に私は思ってるんですが，その辺のところはどうでしょうか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 高度衛生管理市場建設につきましては，確かに今，議員がおっし

ゃるように水産物流通機能高度化対策事業で取り組むということになると思います。この事

業につきましては，平成20年度から全ての漁港を対象に2分の1補助を行ってきているとい

う，これ，20年度からもう変わっておりません。ただ，平成23年度より特定第3種漁港のみ

が国から3分の2補助をいただけるというふうに改正されております。そういう中において，

私どもの認識としましては，特定第3種である，地方公共団体等というふうになっているの

は，この水産物流通機能高度化対策事業で特定第3種で行うときには県が事業主体となって

国の補助を3分の2もらい，県は全体分の30分の6ですね，そして枕崎の場合は市が30分の4出

しておりますけれども，そういう形で特定第3種につきましては県の方が事業主体となり得

ると。ただ，山川港の場合には第3種漁港ですので，事業主体は一応漁協というふうになる

というふうに認識をしているところでございます。 

○８番議員（東伸行） 私はこれを見せていただいたときに，もちろんその2分の1の国の補助と

いうのは変わらないわけですが，漁協が主体ということになれば，あとの50％は漁協，市と

してもその内の10分の1とか，その辺の通常の補助率はありますので，それをやるにしても

かなりの額を漁協自身が負担をしなきゃならないというような状況だろうなという思いだっ

たんですが，これを見たときから漁協の負担も大分減るだろうなと，3分の2程度の補助が出

ていくことになると，これはいいなという思いをしたわけです。いろいろこの資料を取り寄

せてみましたが，私としてはいろいろ色も塗って検討しましたが，これまで特定第3種漁港

に限定して整備対象としていた荷捌き所の付帯設備である衛生管理設備を大規模な流通拠点

漁港，年間水揚げ取扱量8,000ｔ以上かつ取扱い金額14億円以上を対象とするところにも適

用するというふうに，今，文が出ておりますので，もちろんこの年間8,000ｔ，金額14億以

上っていうのはもう全然，山川漁港としてはクリアしているわけですので，その事業が今ま

で特定第3種しか適応されなかったその事業の対象には十分なり得るなという思いで，それ

なら漁協自身の負担も大分減るなという思いで，これで大分実現に近づいたかなという思い

をしたんですが，その辺のところはどうですか。もう，私はそういうふうに受け取っている

んですが，もう1回部長，お願いします。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 先ほどもちょっと答弁させていただいたんですけれども，議員が

おっしゃる水産物流通機能高度化対策事業，これにつきましては平成20年度から第3種漁港
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も特定第3種漁港も全て2分の1補助で対象となっているということを県の方から確認を取っ

ております。そして，平成23年度より特定第3種漁港のみが2分の1から3分の2に補助率が引

き上げられたという経緯があります。その中で，今議員おっしゃるように，事業主体が市に

なれば漁協の負担というものが軽くなるということも考えてのご質問だと思うんですけれど

も，枕崎で申し上げますと，今年度出来上がったこの市場は18億円でできております。その

中で国が12億円，そして県が3億6,000万円の負担をしております。従って，事業主体が県で

ございますので，その荷捌き施設についての所有権は県にございます。それを枕崎漁協が使

用するわけですので，当然県が負担したこの3億6,000万円というものにつきましては，使用

料の中で漁協の方に負担をしていただかなければならないという考えを県の方は持っており

ます。この18億円というものが適正な価格だったのかということで，山川町漁協の方ともい

ろいろ，設備準備会の中でこれまで協議もしておりますけれども，あまりにも県とかそうい

うところがしますと高度衛生の過備な施設になってしまうと。今現在，山川の方で考えてい

るのは約半分の9億円程度を考えているようでございます。そういう意味で，漁協としても

その9億円程度で市場ができるのであれば，事業主体となってもできるというような判断を

して，県の方にもお願いをしていると。そしてまた，市としましても今回，岸壁の延伸並び

に9ｍ浚渫，それにつきましてこれまで山川港につきましては，合併から約平均，先ほども

ちょっと申し上げましたけれども，2,000万から3,000万円の市の負担金で整備を行ってきて

いるわけですけれども，来年度の28年度から予定どおり県の方が浚渫工事と岸壁延伸をする

ということになれば，これまでの，本年度が3,000万の負担金ですけれども，これが来年度

8,000万，その次は1億と，その次も約1億ちょっとということで，非常に市としても山川港

の整備に向けて多額の財政支出をして，山川町漁協の要するに経営安定並びに鰹節の加工組

合等の経営安定に向けた努力ということをやっていかなきゃいけないということをやってお

りますので，今の段階では荷捌き場という高度管理，高度の衛生は漁協自身がやりたいとい

うことですので，それについての県へのお手伝いということを，市の方としてはやっている

状況でございます。 

○８番議員（東伸行） その辺のこの水産物流通機能高度化対策事業の私と執行部側の捉え方が

ちょっと違ったかなという思いはしておりますが，ただ，ちょっとこの点については私の方

もまたもう1回きちっと精査をしてみたいなというふうには思います。また，執行部側の方

もできればもう1回その辺は確認していただいて，きちっとしたその，私のこう思っている

中にはその23年度からうんぬんというのは全然，1行も出てきてないもんですから，だから

その辺のところが，これはいいのがあったという思いでしたんですが，その辺のところが明

記されているんであればもうそういうことに従ってやっていかなきゃいけないという思いは

あります。あとその実施時期についてですが，県の方からちょっと聞いたら，30年度以降だ

よと。要は30年度でその岸壁の延伸とか浚渫をきちっと終わらせて，30年度以降にその衛生
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管理型市場については考えていきましょうよというような話もちらっと聞いたことがあるん

ですが，いやいやもう30年度から始めてくださいよというような話もそのときにはあったん

ですが，その辺のところはどうなんでしょうか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 一応，予定としましては28，29，30年度，要するに平成31年3月

までかけて90ｍ延伸とマイナス9ｍを実施します。今度，この高度衛生の管理型市場を建て

るのが90ｍ延伸をしたところに，今のカツオトイレですね，の要するに今既存の荷捌き場と

冷蔵庫の間のスペースに建てるという予定をしておりますので，やはり岸壁が整備されたあ

との方が整備は望ましいだろうということで，整備が終わった31年度に1年計画で整備をし

ようということで，漁協の方もそれに合わせたタイムスケジュールで準備をしているという

ような状況でございます。 

○８番議員（東伸行） それを伺って安心しましたが，私の受けた印象としては，それが終わっ

てから考えましょうよということなので，それが35年度になったりもっと延びていったりす

る可能性もあるんではなかろうかなという思いもしたもんですから，今，こういう聞き方を

したわけでして，きちっとそういうふうに随時進んでいくということであれば，そういうふ

うに進めていってもらいたいという思いであります。衛生管理型市場が，全国的に漁港がみ

んなそっちの方向に今動いて行っているのはもう御存じのとおりなんですが，それを造っ

て，それがどうその経済効果が出てくるかというような部分も懸念はする部分もあるんでし

ょうけども，ただ，今後の漁港を考えていく上では，この衛生管理型市場ということが前提

条件というようなこともありますので，是非，県の方とも常に協議をしていただいて，早急

に進んでいくようにお願いをしたいと思います。 

 次にクルーズ船の岸壁整備については先ほどの答弁をいただいたわけですが，今ちょうど

その横浜冷凍の前のあの岸壁四つの話もあったわけですが，以前旧山川町時代だったんです

が，あそこの岸壁自体が大きくても2,000ｔクラスまでだというような話もありました。今

回，その改修を検討していくという中で，どの程度の規模を考えておられるのか，その辺が

分かっていればちょっとお知らせ願います。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 今回の整備につきましては，先ほど申し上げました横浜冷凍の前

のところについては，計画はしておりません。 

○８番議員（東伸行） さっきちょっと答弁を聞き間違えたか分かりませんが，クルーズ船につ

いては今のところ，検討箇所とか計画とかその辺は全然ないというようなことですか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 今回の整備につきましては，今現在，海まき船が着岸していると

ころの護岸が，今マイナス8ｍでございますので，そこをマイナス9ｍ用の護岸補修をして，

90ｍ延伸をして，泊地と航路筋をマイナス9ｍに水深を下げるというのが，今回県の方にお

願いした状況でございます。そして，横浜冷凍の前は，今現在マイナス6ｍで，先ほども申

し上げましたけれども，マイナス6ｍとなればなかなかクルーズ船というものは小型のもの
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しかならない。しかし，やはり漁船とクルーズ船の一番の違いは総ｔ数が格段に，喫水は同

じマイナス6ｍであっても，漁船の場合には大きくても500ｔぐらい。しかしながら，クルー

ズ船については喫水6ｍでも2,000ｔ以上のやつもございます。そうなると，係留施設がそも

そもあそこは漁港用にして整備をされておりますので，係船施設等のアンカー等がそのよう

な大きなものについては設計をされておりませんので，そうなるとまたそこの方も修理をし

ていかなきゃいけないと。となれば，やはり市としましては，まずはクルーズ船も将来的に

はそういう整備をしていかなきゃならないとは思っておりますけれども，地場産業育成であ

る漁協並びに加工組合のためのカツオの安定確保ということを念頭に置いた港の整備が先で

あろうというふうに考えておりますので，今の段階では横浜冷凍の前を県の方に対しまして

そういうふうに改修をしてくれということはまだ時期尚早ではないかというふうに考えてい

るところでございます。 

○８番議員（東伸行） 分かりました。ただ，以前その検討したときに，多分あそこのその係留

施設等を考えると2,000ｔぐらいまでだろうと思います。係留できるのはですね。おっしゃ

るように2,000ｔクラスのクルーズ船っていうのはもう大したことありませんので，少なく

ともやはり3,000ｔ，4,000ｔというものが小型クルーズ船ということになりますので，でき

ればその辺を着けられるような状況にしてもらいたいと。もちろん，その漁港ですのでおっ

しゃるようにその水産業のための整備が優先ということは当然その通りなんですが，このあ

とまたお聞きします開港の問題も含めて，今のところは条件付きでありますけれども，本開

港ということになれば客船とかクルーズ船とかその辺も十分検討に入れていかないと，今後

のその開港に向けて，なかなか難しいかなという思いもしているところであります。ですか

ら，そういう思いも含めてできるだけそういう漁船以外の船も着けられるような港の整備と

いうことをやっていただきたいなと思うところであります。いろんな意味で，もちろん，港

はいろいろあるわけですけども，日本の南の玄関口として，やはり一番いい位置に位置して

いる漁港でありますので，最大限にその辺を生かせることを考えていかなきゃいけないかな

という思いでこのような質問をさせていただいているところであります。ですから，是非そ

の辺も含めて，検討を今後していただきたいとそのように思うところであります。 

 次に，無線検疫開始後の船舶の入港状況でありますが，答弁にもありましたが今年は対象

船が現時点では少ないという状況であります。この状況では，なかなか本開港という部分に

進んでいくのには，非常に難しい状況かなという思いもしているところであります。そこ

で，山川漁港開港促進協議会で，これは会長は豊留市長でありますが，先般，長崎税関に市

長も行かれたかどうかはちょっと確認しておりませんが，この協議会で長崎税関に行ったと

いうお話を聞きましたが，そのときの内容等をもしあれでしたらお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 10月の多分税関訪問の件だと思います。その時点では山川町漁協
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組合長並びに加工組合長，そして山川町漁協職員並びに市の方としまして私の方が帯同しま

して税関の方に赴いております。目的につきましては，一応条件付き開港というものが20隻

以上を確保するということで，昨年はちょうど12月の末で20隻を確保しましたので，12月の

末に長崎税関の方に赴いて何とかできましたという報告をしたわけですけれども，本年度は

その時点で11隻でした。なかなかこれはもう今年中に20隻を超えることは難しいだろうとい

うことで，一応先手を打って，今年は少し入港数が少なかったけれども，今後に向けても，

例えばその中でロイン工場を誘致し，原材料のいろいろな，様々な加工とかいうことも含め

て，入港しやすい条件等も市としても一生懸命頑張るから，今年は申し訳ないですけれど

も，来年も引き続き開港をよろしくお願いしますという趣旨で一応お願いに行ったところ，

私どもの感覚としましては，今年20隻を超えなかったから即条件付き開港を取り消すという

ようなイメージではなかったというふうに認識しております。 

○８番議員（東伸行） 20隻を確保できないということで，どうだろうなという思いはしており

ましたけども，今年は何とかそれで，来年頑張ってくださいというような意味合いのことだ

ったかなというふうに受け取っているわけですが，入港数を増やすための検討をっていうこ

とをこの協議会として，それは市長以下入港のお願いに全国各地の港に組合長と行ったりと

いうのはもうやられているわけですが，この促進協議会としてその入港数を増やすためには

どういうことをしたらいいのかというような，そういう協議というものをされたことがあり

ますか。何回されたとか，どういうことを話し合ったとかっていうことがあればお聞かせく

ださい。 

○産業振興部長（廣森敏幸） そういう税関対象船の入港数を増加させる手段といたしまして，

例えば近隣の漁港，鹿屋漁協とか垂水漁協等にカンパチの稚魚とか養殖の餌を海外から輸入

をしているようでございます。そういう輸入船は必ず税関を通らなきゃいけないですので，

一応山川町漁協の方から是非うちの山川に寄って税関を受けて，そして，どのみち行く途中

ですので，錦江湾に入った中での，そういうことを昨年も行い，今年もその要請をし，なる

べくそういうところでカウントを増やしていこうという努力は今のところ行っております。

そのほかにも，やはり，その先ほど申し上げましたけどトップセールスということで，開港

促進協議会の面々と行って，なるべく山川港の方に直接水揚げをしてくださいというお願い

もしているところでございます。 

○８番議員（東伸行） この次の質疑で言おうかなと思ってたものですが，カンパチ等のシェア

が国内の7割を鹿児島県でやっている状況であります。ですから，部長がおっしゃるように

その稚魚は全て近隣の国から輸入ということをしているのがもう事実です。ですから，その

ようなところも含めて，早く降ろした方がいい部分もありますので，例えば山川港でも稚魚

を降ろしてもらって陸送するなり，1回生けすでちょっと期間を置いて，それから各地にま

た持って行くというようなこともできるというようなことも，漁協関係者からも聞いており
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ますので，できるだけその辺のところももっと強力に進めていただいて，年間それが何隻あ

るかちょっと分かりませんが，少なくともそれで数隻は確保できるんじゃないかなというふ

うに思います。今現在，先ほどの話で15隻ということでありますので，あと5隻あれば，と

りあえずその20隻という隻数はクリアできるということですので，その辺のところで是非今

後も進めていっていただければなというふうに思います。是非，よろしくお願いしたいと思

います。 

 ただ今，いろんなことを聞いてお願いをして答えていただいてきましたが，この無線検疫

港に指定されて，条件付きではありますけども開港という部分がなったと，これはもう本

当，旧山川町の時代から20年来の思いだったわけです。やっとここでその辺ができるような

状況になってきたなという思いで私としてはいるんですが，またこういう対象船が減ってき

て，もうそれは取り消しましょうというような話が出てくると，また，もう今までの努力が

無駄になってしまうというような状況があります。ですからその辺のところも含めて，最後

に市長に是非，思いを述べていただきたいと思うんですが，この辺のところを是非含んだ整

備の進め方，もちろん，次から次といろんな整備が出てきて，県とか国とか，また指宿さん

ですかというようなこともあるかもしれませんが，是非粘り強く陳情活動等もやっていただ

いて，いろんな意味で進んでいけるようにしていっていただきたいと思いますが，最後にそ

の辺の思いを述べていただきたいなと思います。 

○市長（豊留悦男） やはり，開港にしかり，無線検疫港の指定にしてもしかりであります。漁

協関係者，加工組合の関係者の熱意が伝わって，このような無線検疫港指定，開港指定がで

きました。開港に当たっては財務省に，無線検疫港については厚労省に，そして，海まき船

には農水省海まき協会に，クルーズ船については国交省に，入管等については法務省にとい

う，まさしく多岐にわたるところとの話し合い，陳情が必要であります。やはり，ここをど

んどん山川町漁協を中心にして，ここ数年いろんな陳情にまいりました。まさしく私が行っ

たのは地域の力であり，漁協，加工組合の皆さんの力であると感謝をしております。やは

り，岸壁が安心して入れるような港として整備されないと，今年2隻，焼津漁協と境漁協の

所属の海まき船が建造されました。安心して入れる状態では，まだ決してありません。そう

いう意味で，まず漁港の整備，浚渫を含めてやるというのが第一でありましょう。そのあと

に，高度衛生型管理型荷捌き場，これも早い段階に完成していただくようにお願いをしたい

と思っております。それと，来年1月に焼津，石巻，そして境漁協，そして海まき協会等，

また一緒に陳情に行く予定でございますけれども，やはり1隻でも多くのカツオ船が山川に

入っていただきたいという，そういう願いは地域と一緒になって私も頑張ってまいりたいと

思います。やはり，港をどうするかということが一番の課題でありますので，まず山川の元

気は港からと私は常々話しておりますので，この港の整備については一緒になって頑張って

いきたいと思います。議員の皆さんもやはり山川という，全国に誇るカツオの産地であり漁
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港でありますので，一緒になって，皆さんとまた一緒になって山川港の整備については頑張

ってまいりたいと思っております。 

 

△ 延 会 

○議長（新宮領進） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ，延会いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，本日はこれにて延会することに決定をいたしました。 

 なお，残余の質問は明日に行いたいと思います。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延会 午後 ４時１８分 

 

  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する 

 

              指宿市議会 

                議 長  新宮領   進 

 

                議 員  福 永 德 郎 

 

                議 員  前 原 六 則 
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第４回指宿市議会定例会会議録 

 

平成27年12月11日 午前10時 開議 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

１．議事日程 

○日程第１  会議録署名議員の指名 

○日程第２  一般質問 

                               

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程のとおり 

                               

１．出席議員 

１番議員  外 薗 幸 吉  ２番議員  臼 山 正 志 

３番議員  恒 吉 太 吾  ４番議員  井 元 伸 明 

５番議員  吉 村 重 則  ６番議員  西 森 三 義 

７番議員  浜 田 藤 幸  ８番議員  東   伸 行 

９番議員  高 田 チヨ子  10番議員  森   時 德 

11番議員  髙 橋 三 樹  12番議員  福 永 德 郎 

13番議員  前 原 六 則  14番議員  松 下 喜久雄 

15番議員  前之園 正 和  16番議員  木 原 繁 昭 

17番議員  中 村 洋 幸  18番議員  新川床 金 春 

19番議員  下川床   泉  21番議員  新宮領   進 

 

                               

１．欠席議員 

な  し 

                               

１．地方自治法第 121 条の規定による出席者 

市 長  豊 留 悦 男  副 市 長  渡 瀨 貴 久 

副 市 長  佐 藤  寛  教 育 長  西 森 廣 幸 

総 務 部 長  髙 野 重 夫  市民生活部長  牟 田 浩 一 

健康福祉部長  下敷領    正  産業振興部長  廣 森 敏 幸 
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農 政 部 長  新 留 幸 一  建 設 部 長  山 下 康 彦 

教 育 部 長  浜 島 勝 義  山 川 支 所 長  馬 場 久 生 

開 聞 支 所 長  川 畑 徳 廣  総 務 部 参 与  有 留 茂 人 

建 設 部 参 与  光 行 忠 司  総 務 課 長  岩 下 勝 美 

市 長 公 室 長  川 路  潔  市民協働課長  下 吉 一 宏 

環境政策課長  井 手 久 成  長寿介護課長  西  浩 孝 

地域福祉課長  山 口  保  健康増進課長  前 薗 千 秋 

観 光 課 長  今柳田  浩  一  建設監理課長  田之上  辰  浩 

                               

１．職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長  森  和 美  次長兼調査管理係長  石 坂 和 昭 

主幹兼議事係長  鮎 川 富 男  議 事 係 主 査  嶺 元 和 仁 
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△ 開  議                     午前１０時００分 

○議長（新宮領進） ただいま，ご出席の人員は定足数に達しておりますので，これより本日の

会議を開きます。 

 

△ 会議録署名議員の指名 

○議長（新宮領進） まず，日程第1，会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は，会議規則第88条の規定により，議長において，松下喜久雄議員

及び前之園正和議員を指名いたします。 

 

△ 一般質問 

○議長（新宮領進） 次は，日程第2，一般質問を行います。 

 昨日に引き続き一般質問を続行いたします。 

 まず，新川床金春議員。 

○１８番議員（新川床金春） おはようございます。18番，新川床，通告に従い一般質問をさせ

ていただきます。 

 現在の指宿清掃センターの新焼却炉は，平成10年に30ｔ，稼働時間8時間炉で建設され，

旧炉30ｔと2炉体制で稼働していました。平成14年12月，ダイオキシン類対策特別措置法の

施行に伴い，旧炉改修計画を立てたが改修費が莫大であったため，前市長が新焼却炉一炉体

制でいくと決め，ごみの減量化と資源化が始まったのが現状であります。当時，ごみ資源化

の説明会を各公民館で実施したが，ごみの減量化が計画どおり進まず，新炉が平成15年5月

頃，酷使により県内の市町村に焼却支援をお願いした経緯があります。当時を知る議員とし

て，ごみ問題で市民に多大な負担を掛けたので，二度と市民にそんな思いをさせたくないと

いう思いから，1番目にごみの問題について質問します。 

 全国的に少子高齢化が進む中，指宿市の子育て支援を中心に，2番目に指宿市版地方人口

ビジョンについて順次お伺いします。 

 1番目の可燃ごみの減量目標についてですが，平成15年に指宿清掃センター新炉が故障し

てから，指宿のごみ処理の取組に危機感を抱き，早い段階から，ごみ減量化について提言し

ています。ごみの水分が炉に負担を掛けているので，ごみの堆肥化や水分を除去するため，

戸別収集はできないかとか，これまで何回も前市長をはじめ，担当部長に提言し，南薩地区

を対象とした広域の清掃センターの建設を積極的に取り組み，現在，南九州市頴娃町と指宿

市との広域で建設されております。本当にうれしいことです。ただし，ちょっと私が思うこ

とがありまして，現在の可燃ごみの量は指宿・山川・開聞地区合わせて，年間1万3,764ｔ焼

却していると，平成26年度決算書類で報告しています。指宿市清掃センター，頴娃ごみ処理

場合わせて，1日の焼却量について伺います。 
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 ごみの減量化目標が平成27年9月の議員懇談会では，15％と説明があり，平成27年10月の

平成26年度決算特別委員会の説明では10％となっていますが，ごみの減量化目標はどちらな

のか，市長，お伺いいたします。 

 過去5年間の可燃ごみの処理状況についてですが，指宿市は平成14年度から資源ごみの収

集運搬を行ってきています。ごみの減量化が進んでいると思っています。指宿地区では事業

系の可燃ごみが全体の3割強を占めていると伺ってますが，過去5年間の可燃ごみの処理状況

についてお伺いします。 

 3番目に，可燃ごみの減量化期限について。指宿市清掃センター施設の現状を考えたとき

に，可燃ごみの減量化は喫緊の課題として，これまで多くの議員がいろいろな提案をしてき

ました。平成33年度末で10％削減の計画で大丈夫なのか。間違いないのかお伺いします。 

 4番目に，1日の可燃ごみ排出量40ｔにというのは，29年度末に完成する新ごみ処理施設が

54ｔしか能力がないからであります。新ごみ処理場は，リサイクルセンター1日3ｔ処理する

計画になっております。29年度末に計画どおり，可燃ごみ排出量54ｔで稼働できることを願

っていますが，大丈夫なのか伺います。 

 5番目に，可燃ごみの分析結果について。指宿市清掃センター，頴娃ごみ処理場のごみ質

分析は，毎年4回実施しているようです。ごみ質分析結果について，市長，副市長はどのよ

うに受け止めているかお伺いします。 

 6番目に，生ごみの処理について。私をはじめ，多くの議員が県内，県外問わずごみ減量

化について視察に出向き，いろいろな提言をしてきました。いまだに提言が生かされず，指

宿では，生ごみは可燃ごみとして焼却処分しております。市長に伺いますが，生ごみを資源

として活用している自治体が，県内ではごみの先進地志布志市，大崎町，垂水市，屋久島町

が取り組んでおります。また，国内では実施中，モデル事業段階，検討中を含めて71自治体

が取り組んでおります。生ごみの減量化，ごみの減量化のための生ごみの堆肥化について庁

議で協議したことがあるのかお伺いします。 

 次に，大項目2番目の指宿市版地方人口ビジョンについてお伺いします。地方創生総合戦

略の目標について，どのような取組をいつまでに達成する計画なのか伺います。 

 2番目に，将来推移人口について。2040年，2万9,635人，2060年，2万1,379人と推計され

ています。2060年度，人口2万5千人に指宿市は設定していますが，人口減少対策として若者

が魅力を持てず，施策がないと定住は進まないと思いますが，子育て世代にどのような施策

を取り組んでいくのか伺います。 

 3番目に，2030年特殊出生率1.8の取組について伺います。赤ちゃんが増えない地域は衰退

していくとよくいわれてますが，日本創生会議の将来推移，人口説明で県都である鹿児島市

の20歳から39歳の女性の人口は，2010年から2040年にかけて6割程度減少するとなっており

ます。指宿の出生率1.8に向けた取組の内容についてお伺いいたします。 
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 4番目に，子育て世代の移住受入について。新聞を見たときびっくりしましたが，年間5世

帯計画しているが，指宿市は家族の中に1人でも指宿市に住民登録した人がいたら，定住促

進支援を受けられない条例となっております。このような条例は，県内の自治体で指宿市だ

けです。指宿市人口ビジョン策定会議で定住促進条例について審議したのか伺います。 

 5番目に，子育て支援策について。アベノミクス効果が指宿には届かず，子供を産み，育

てる家庭については，税金がかさみ大変だと伺っております。平成27年度から学童保育事業

が1年生から6年生まで拡充をされましたが，施設が足りず支援を受けられず困っている世帯

が出ていると伺い，平成27年第1回定例会で小学校の空き教室の活用はできないかと伺った

ら，空き教室はないとの教育長から答弁をいただきました。平成27年も私が一般質問してか

ら9か月経過してます。校区公民館や市の施設を活用した学童保育事業について，庁議の場

で協議がなされたのかお伺いします。 

 6番目に，子ども医療費助成制度の現物支給についてお伺いします。27年度から子ども医

療費助成制度が中学3年生まで拡充されたことは大変評価します。ありがとうございます。

しかし，母子家庭や生活困窮者世帯では，病院の窓口負担が生活を圧迫することから，病院

での受診ができないことがあると伺っております。このような状況を把握しているのか，担

当課としてどのように捉えているのか。また，現物支給窓口負担軽減すると，国民健康保険

組合から医療給付が1,000万円ほど減額される。今の段階では，現物支給することは考えて

ないとの答弁でした。そのとき，鹿児島県に市長会として要望していると平成27年3月定例

会で答弁いただきましたが，その後，知事への要望活動はどうなっているのか伺います。ま

た，現物支給をしている自治体が県内にあると伺ってますが，現物支給している自治体が県

内で何件あるのかお伺いします。 

 以上で，1回目の質問を終わります。答弁は簡潔によろしくお願いします。 

○市長（豊留悦男） ごみの問題についての質問をいただきました。いろいろなところで市やま

ちでごみが多いのではないかと言われ，特に小学校，中学校の子供たちは，私たちの住んで

いるまちのごみの現状はどうなのか，減らすためにどうしたらいいのか，その工夫について

勉強もしております。もちろん，ごみ問題は，子供からお年寄りまで一緒になって考える問

題でもあります。指宿市においても，可燃ごみ，燃やせるごみの減量の目標等を立てて，指

宿市と南九州市頴娃町のごみを合わせた1年間のごみ量等を調べております。新しいごみ処

理施設整備計画によりますと，災害減免ごみを含めて平成27年度が1万5,457ｔ，平成28年度

が1万5,201ｔ，平成29年度1万4,941ｔとなっております。この目標により計画は立てている

ところであります。1日当たりの燃やせるごみ，可燃ごみの処理量に換算しますと，平成27

年度が56ｔ，平成28年度が55ｔ，平成29年が54ｔとなりますので，26年度実績の62ｔと比較

しますと，平成29年度までに約13％の可燃ごみの減量化が必要となっているところでありま

す。 



 

- 111 - 

 

 次に，指宿市版の地方人口ビジョン，地方創生戦略等についての質問であります。45年

後，今の小学生が50歳を過ぎる頃になりますと，指宿市の人口は，約半分になるといわれて

おります。2万1,379人と推計をされています。この人口問題の克服に向けて，平成26年11月

28日に作られたまち・ひと・しごと創生法という法律，これに基づき，本年10月26日に指宿

市においては，指宿市版の地方人口ビジョンと指宿市版のまち・ひと・しごと創生総合戦略

を策定をいたしました。まず，指宿版地方人口ビジョンにおける人口目標についてでござい

ますけれども，国立社会保障・人口問題研究所による推計によりますと，先ほど申し上げま

したように指宿市の人口は，半分ぐらいになるのではないかと推計をされています。この抑

制策として，これを抑えるために1人の女性が一生に産む子供の平均数であります合計特殊

出生率の向上や移住者，指宿においでくださる方々の受け入れ，地元高校生の就職時におけ

る，よそに出て行って仕事をすることがないような対策などを展開することで，2万5千人を

超える人口を維持する指宿市独自の人口目標を立てているところであります。 

 次に，平成31年度までの5か年の具体的な取組を定めた指宿市版まち・ひと・しごと創生

総合戦略における基本目標は，国と同じ四つの基本目標を作っております。一つ目の目標，

それは地方における，つまり指宿市における安定した雇用をつくっていく，創出するという

ことについては，市民税の納税義務者のうち給与所得者，営業所得者，農業所得者の合計を

平成26年度の1万5,248人に対し，平成31年度には1万4,486人とする数値目標を立てておりま

す。二つ目の基本目標であります，地方への新しい人の流れをつくるについては，入込観光

客数を5年後の平成31年度を平成26年度と比較して6％ほど増加させるとともに，定住促進対

策事業を活用した移住件数を年に5件とする数値的な目標を立てております。三つ目の基本

目標，若い世代の結婚，出産，子育ての希望をかなえるについては，平成26年度における合

計特殊出生率を，出生率1.44を平成31年に1.55まで向上させる数値目標としております。こ

れは15年後の平成42年までに国の長期ビジョンにおける合計特殊出生率の目標値1.80まで段

階的に引き上げる目標設定となっております。四つ目の基本目標，時代に合った地域をつく

り，安心な暮らしを守るとともに地域と，地域と地域が連携するについては，指宿市のまち

づくりアンケートと男女共同参画社会についての市民意識調査に基づく地域コミュニティ活

動への支援に関する満足度を平成26年度の63.6％に対し，平成31年度は70％まで引き上げ，

地域のために役立ちたいと思ってると回答した市民の割合を，平成26年度の76.2％に対し，

平成31年度を80％まで引き上げる数値目標としているところであります。 

 以下，いただきました質問等につきましては，関係部長等が答弁をいたします。 

○副市長（渡瀨貴久） 可燃ごみの分析結果についてどうなっているのか，その結果を市長，副

市長は知った上で指示を出しているのかというご質問でした。可燃ごみの分析結果につきま

しては，指宿市清掃センター，頴娃ごみ処理施設において年に4回，搬入される可燃ごみの

分析化を実施しております。その結果を申しますと，平成26年度の平均値で申し上げます
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が，指宿市清掃センターが紙・布類45.6％，ビニール・プラスチック類19.9％，木・竹類

4.4％，生ごみ類27.6％，不燃物類1.6％，その他0.9％となっております。更に可燃分が

39.7％，水分が56.2％，灰分が4.1％となっております。一方，頴娃ごみ処理施設では紙・

布類52％，ビニール・プラスチック類20.2％，木・竹類9.8％，生ごみ類15.5％，不燃物類

0.1％，その他2.4％となっており，可燃物が38.1％，水分が57.9％，灰分が4％となってお

ります。可燃ごみの中に多くの水分が含まれているということは，十分に認識しているとこ

ろでございます。可燃ごみに含まれる水分を減量することが一つの減量化で非常に大切なこ

とだと思っておりますので，市民の皆さんや事業所に対しましても，生ごみを出す際には一

絞りの運動を，また網でこすよう，実践するようにお願いしているところでございますし，

現在，生ごみ処理機やコンポスターを購入した際の補助を実施し，また事業系に対しても

30・10運動や事業所の巡回指導，展開検査を実施し，事業所系における生ごみ処理機の補助

も実施しているところでございます。 

○市民生活部長（牟田浩一） 過去5年間の可燃ごみの処理状況についてのご質問をいただいて

おります。指宿市・南九州市の指宿広域市町村圏組合内で処理している可燃ごみ量は，平成

22年度が1万7,285ｔ，23年度が1万7,371ｔ，24年度が1万7,213ｔ，25年度が1万7,389ｔ，そ

して26年度が1万7,202ｔとなっており，ほぼ横ばいの状況となっております。 

 続きまして，可燃ごみ減量化の期限というご質問でしたけど，新ごみ処理施設整備基本計

画にもありますように，先ほど市長の答弁にもありましたように，平成29年3月までに新ご

み処理施設で処理される可燃ごみの処理量が，1日54ｔになるように減量化に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 続いて，1日の可燃ごみ排出量54ｔについて，その計画どおりに54ｔでいけるのかという

ご質問だったと思います。新ごみ処理施設整備基本計画では，施設規模を1日当たり54ｔと

いう計画は先ほどお話ししたとおりです。これを減量化するためには，これまでと同様に三

つの方法が必要であると考えております。一つ目はですね，可燃ごみ自体を減量する方法と

して，指宿庁舎資源ごみ常設収集所において，本年11月から古着等の回収モデル事業を始め

ております。二つ目ですが，生ごみを減量する方法として，事業系の生ごみについては各事

業所を巡回しまして，ごみの減量化のお願いや，ごみ処理施設において許可業者が持ち込む

ごみの展開検査を実施しております。また，ホテルや飲食店における30・10運動を推進する

ために，ポスターとリーフレットを今年の9月に配布を行ったところでございます。家庭用

の生ごみについては，指宿庁舎内の常設収集所におきまして，今年の11月から生ごみリサイ

クルモデル事業としてこれを始めております。三つ目の可燃ごみ内の資源ごみを資源化へ誘

導する方法としまして，ごみ出し指導員，市の管理職及び環境衛生協力会によるごみステー

ションでのごみ出しアドバイス，学校や公民館等での出前講座，そして市役所職員への説明

会，各事業所の巡回指導，ごみ処理施設での事業系ごみの展開検査などを実施しておりま
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す。計画ごみ量まで減量できますよう，今後も引き続きこれらの減量化対策を実施してまい

りたいと考えておりますが，しかしながらこのような施策を行っても，可燃ごみ袋内に混入

している資源ごみが資源化へ誘導されないような状況や，ごみ減量が図られない場合は，指

定ごみ袋価格改定も減量化施策の選択肢の一つとして，再度検討する必要もあるかと考えて

おります。 

 最後に，生ごみ処理について，堆肥化することは考えていないのかというご質問でした。

生ごみ処理の堆肥化については，平成24年8月に指宿広域市町村圏組合が新ごみ処理施設整

備基本計画を策定しておりますが，この計画を策定するに当たりまして，ごみ処理方式も検

討しております。処理方式を検討する中で，可燃ごみのうち，生ごみだけを分別して堆肥化

する方式も検討いたしております。本市と南九州市の一般廃棄物処理基本計画におきまして

は，生ごみについては，発生源における発生抑制や資源化を強化していくという方針となっ

ております。生ごみを発生源で抑制するために，電気式生ごみ処理機やコンポスターを購入

した際に，生ごみ処理機器購入補助を実施して，事業系においては30・10運動，先ほど言い

ました，それと事業所の巡回指導，展開検査を実施しております。27年度11月からは先ほど

も申し上げましたとおり，その生ごみのモデル事業を実施しております。今後は生ごみモデ

ル事業の結果を検証した上で，更に指宿市独自の地域コミュニティを巻き込んだ生ごみリサ

イクル事業を検討していく必要があるかと考えております。以上でございます。 

○環境政策課長（井手久成） ごみ減量化目標の15％と13％についてのご質問ですけれども，今

年9月議会での文教厚生委員会におきましては，委員の質問に対しまして，15％ほど処理能

力を上回っているというふうに答弁いたしておりますが，これは平成26年度の実績62ｔが処

理能力54ｔを上回っているという意味合いで申し上げました。計算いたしますと62ｔ割る54

ｔ掛ける100で約115％になりまして，15％上回っているというようなことでございます。ま

た，本会議の一般質問の答弁では，指宿広域圏内で発生する可燃ごみは1日62ｔ，新ごみ処

理施設の能力は1日54ｔであるため，平成29年3月頃までに約13％のごみを減量する必要があ

ると答弁いたしております。これは計算いたしますと54割る62掛ける100で87％，つまり

13％の削減が必要だということで答弁いたしているところです。 

○総務部参与（有留茂人） 指宿市版地方人口ビジョンについての中で，将来推移人口について

目標を達成するための条件等はどうなっているのかというご質問でございます。指宿市版地

方人口ビジョンにおいて，国立社会保障・人口問題研究所の推計に準拠して，45年度まで推

計をした結果，2060年，平成72年ですけれども，この平成72年には約半減の2万1,379人まで

減少するという独自推計結果が出たところでございます。平成32年には，これまで増え続け

てきた老年人口さえも減少に転じ，人口減少に更に拍車がかかる結果となっております。こ

の推計に対し，指宿市版地方人口ビジョンにおいて，目標推計を達成するための三つの前提

条件を設定をいたしております。一つ目が合計特殊出生率で，15年後の平成42年までに国の
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長期ビジョンにおける合計特殊出生率の目標値1.80まで段階的に引き上げるとしておりま

す。二つ目が移住者の受入で，毎年度10世帯が戦略に掲げる事業展開で移住，そのうち5世

帯は各世帯1.5人の子供を有するという条件にしております。三つ目が地元の高校の卒業生

の就職者のうち，地元就職率を平成26年度35％に対し，55％まで向上させるとしておりま

す。今回，策定をしました戦略を展開することで，この三つの前提条件を達成した場合，45

年後の2060年，平成72年には人口2万5千人を超える達成をできる目標推計となっているとこ

ろでございます。 

 次に，2030年特殊出生率1.8の取組についてということでございます。どのような事業展

開をしていくのかということですが，本市では2030年の特殊出生率，合計特殊出生率を1.8

とする目標を掲げております。この目標達成に向け，指宿市版まち・ひと・しごと創生総合

戦略の基本目標3，若い世代の結婚，出産，子育ての希望をかなえるで施策展開をしていく

こととしております。具体的には出逢いの場の創出などを支援する団体等のネットワーク化

を図り，若い世代が結婚しやすい環境を整えるとともに，不妊治療費の市の上乗せ補助創設

や子育てへの援助をしてほしい依頼会員と，子育てを援助できる協力会員をつなぐファミリ

ーサポートセンター事業の創設などを検討することで，出逢いから子育てまでを一貫して支

援する計画としております。また，合計特殊出生率につきましては，特に市の取組だけでは

なく，国の政策も併せて展開し，目標達成に向け取り組んでまいりたいと考えております。

なお，総合戦略については策定後においても，総合振興計画審議会において，効果，検証を

して，毎年度見直すこととしており，合計特殊出生率1.8の目標に向け効果のある事業を展

開してまいりたいと考えております。 

 次に，子育て世代，世帯の移住受入についてということでございます。本市の定住促進制

度は，本市以外に居住していたＩターン者が床面積50㎡以上の住宅を新築，又は中古住宅を

購入した場合に助成金を交付することにより，本市における定住を促進し，人口の増加を図

るとともに，豊かで活力あるふるさとづくりに寄与することを目的にしております。平成27

年度からの地方創生における事業展開に併せ，対象地域をこれまでの旧山川町・旧開聞町・

池田小学校区・今和泉小学校から市内全域に，対象年齢を60歳から65歳までに引き上げて，

制度拡充をしているところです。この現在の制度におきましては，Ｕターン者を対象として

いないというふうなことでございます。プロジェクトチームでどういう議論をされたのかと

いうご質問ですけれども，総合戦略の素案策定に当たっては，プロジェクトチームや総合振

興計画審議会で様々な議論が交わされております。定住促進制度に関しましては，指宿の地

で生活するための雇用の場がなければ，この制度があるからといって指宿には来ないといっ

た意見や，定住促進に向けた情報発信のためには必要な制度であると思うが，独身世帯にも

目を向けるべきではないかなどの意見が出されたところでございます。 

○教育長（西森廣幸） 学童保育等の公民館利用について，庁議の場で協議を行ったかとのお尋
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ねでございますが，協議を現在行っていないところでございます。具体的な要望等があった

場合は，関係部署と協議し，検討していきたいと考えているところでございます。 

○健康福祉部長（下敷領正） 子ども医療費助成制度の現物支給についてご質問いただきまし

た。本市の子ども医療費の給付方式につきましては，病院の窓口で自己負担分をお支払いい

ただき，後日指定口座に入金する自動償還払い方式となっております。県内他市の18市にお

いても，同じく自動償還払い方式となっていることから，給付方法につきましては，安心し

て子供を産み育てることのできる環境を整え，少子化対策を一層推進するため，利便性が高

く窓口での負担軽減につながる現物給付方式の導入が図れるよう，これまでも県市長会から

県へ要望しているところでございまして，直近におきましては，平成27年7月に市長会から

要望しているところでございます。引き続き，県内他市と連携を図り，強く要望してまいり

たいと考えているところでございます。以上でございます。 

○１８番議員（新川床金春） ちょっと時間の関係で，今日は山川小学校の子供さんたちが来て

いるので，子育て支援とか現物支給の問題について，やっていきたいと思います。国の方で

今年から，1年生から6年生まで学童保育ができるようにということで，空き教室はないかと

いうことで先ほども言いましたけど，しかし，9月定例会で同僚議員の質問に対して，学童

保育の実施については具体的な要望があった場合は，学校施設の空きスペースなど各学校に

よって実情が異なるから，学校教育上支障がない範囲において，その学校の関係者と協議し

て検討してまいりたいという，前向きな答弁をいただきまして，本当にありがとうございま

す。子供たちが学童保育に，要するに施設が足りなくて入れないという現状があるというふ

うに聞いてます。来年のアンケートがきて，3年生の子が今，入ってるんだけど，来年は無

理だよと，1・2年生がいるから，もうあなたは駄目よというような状況があると。私の子供

が通っている施設でそういうふうに聞きました。やっぱり，その施設に入っていた人が，違

う施設に入っていかないといけない，この現状が指宿の現状であります。どうにか指宿の将

来を担う子供たちの学童教育が充実するようにお願いしたいなと思います。あまり言います

と時間取られますので，要望に代えておきます。よろしくお願いします。 

 次に，子ども医療費助成制度の現物支給について，県内で取り組んでいる市町村があると

いうふうに私は聞いております。実際，指宿市版人口ビジョンの策定の中で少子化，児童・

生徒の減少問題がある中で庁議でこの問題をどうするかとか，実行はできないけど，どうし

たらいいかとかいうふうな会議があったか，なかったか，はい，いいえでいいですので，答

えてください。 

○健康福祉部長（下敷領正） 子ども医療費助成制度につきましては，本年10月から中学3年生

まで拡充をさせていただいたところでございます。その中で，子ども医療費の現物支給につ

きましても，庁議という形じゃなく，様々な形で協議をさせていただいた経緯はございま

す。 
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○１８番議員（新川床金春） 未来の宝応援プロジェクトで子供の医療費助成制度の充実に努め

るということをうたってあります。今年の3月に0歳から中学校3年生まで医療費助成はする

ということで決まっています。充実するということになってますので，その担当課，担当部

署だけで協議したのか，やっぱり，これは庁議でするべきだと思うんですけど，部長に聞き

ます。この問題は財政が掛かりますよね。ですから，一部のメンバーで協議する問題なのか

どうなのか，それだけ教えてください。 

○健康福祉部長（下敷領正） 一般質問の答弁を作成する場合におきましても，庁議というとこ

ろで，様々な形で協議をし，もんでいるところでございますが，そういう中で協議はさせて

いただいているところでございます。 

○１８番議員（新川床金春） 庁議をする場じゃなくて，一般質問のための庁議じゃなくて，ほ

かのときにしたのかと聞きたかったんですけど，やっぱり指宿の子供たちが20年・30年し

て，また指宿に帰って子育てしてみたい，しようかなと思うような魅力ある子育て支援をし

ていただきたいと思っております。部長，どうでしょうか。 

○健康福祉部長（下敷領正） 指宿市が独自で現物給付方式を導入する場合，各医療機関等が自

己負担分の徴収や医療費の請求を指宿市分とそれ以外に区分するなど，新たな事務処理が発

生するため，各医療機関等にご協力をいただく必要があると考えております。しかしなが

ら，少子化が急速に進行し，国を挙げて少子化対策に取り組んでいる今日，全国的に子供の

医療費助成制度は子育て支援の大きな柱と位置付けられており，その拡充が強く求められる

という具合に感じております。このようなことから，安心して子供を産み育てることのでき

る環境を整え，少子化対策を一層推進していこうとする思いは，県内各自治体の共通する願

いであると思いますので，利便性が高く窓口での負担軽減につながる現物給付方式の導入が

図れるよう，県内各市と連携し，引き続き県市長会から県へ強く要望してまいりたいと考え

ているところでございます。 

○１８番議員（新川床金春） 私は，南大隅の町議さんとこの前会いまして，南大隅町はしてい

るということを伺いまして，すばらしいなと思いました。県内でしている市町村があるんで

すよ。今日，見えている子供たちがいますよね。この人たちが安心して病院に通えるよう

に，南大隅町ができたわけですから，指宿市ができないということはないと思います。どう

にか，また庁議で諮っていただきたいと要望しておきます。お願いします。 

 次に，ごみ問題について伺います。ごみ問題についてるる説明をいただいた結果，時間が

ないので，端折ってやっていきたいと思います。県内の先進地，志布志・垂水の堆肥センタ

ーを見に行ってきました。そして，山形県の長井市のレインボープランも視察してきまし

た。どこも市民と共生・協働で取り組み，生ごみを堆肥化することで3割以上，軽減してお

りました。これが志布志市の方からもらった書類ですけど，平成16年に一杯になる予定の焼

却した安定型処分場が，今10年経ってますと。あと30年以上もちますよという書類を，私の
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会議資料でもらいました。ですから，燃やすものを減らすと，指宿の炉の酷使にもならない

し，灰の排出量も減ります。安定型処分場の延命もできます。ですから，私は生ごみの堆肥

化が指宿の喫緊の課題かなと思っているところです。赤が指宿の市民のごみの排出量です。

この黒は何か分かりますか。事業系のごみです。要するに，ごみの3分の1は事業系のごみで

なってるんですよ。ですから，このごみの問題をどうにかしない限り，どうにもできない。

安定型処分場は15年しかもたないといわれております。この15年しかもたないものを，20

年・30年もたすために，私は堆肥化しているところを何箇所も調査してきました。以前は，

畜産農家がたくさんいるので大変だよということも聞いてました。今年の10月あった決算特

別委員会の中でも，4社ほど養豚農家とタイアップしながら堆肥化しているところがあると

いうことで，すばらしいなと思いました。事業系で出る生ごみ，ごみ類は，産廃なのか一廃

なのか，お伺いします。 

○市民生活部長（牟田浩一） 事業系の生ごみの件ですけど，ホテル・旅館や飲食店から出る事

業系のごみというものは，廃棄物処理法上，事業系一般廃棄物に位置付けられております。

これは事業者自ら処分するのが原則でございますが，現在のところ，指宿市や南九州市は，

その処分先がないために，現ごみ処理施設で引き受けているところでございます。以上で

す。 

○１８番議員（新川床金春） ですから，指宿の新ごみ処理場は54ｔなんですよ。減量化の目標

は29年の54ｔということで聞いてびっくりしました。炉の能力が54ｔしかないんですよ。そ

れを運転するっていうことは，毎日100ｍダッシュをしているのと一緒のことになります

よ。要するに，そのキャパのとおり動くことで，余裕がないわけですよ。ですから私は30％

減量ができるんじゃないかなと思って，生ごみの堆肥化を調査してまいりました。やっぱ

り，延命が一番なんですよ。そして，焼却灰の排出量も削減するのが一番なんです。先ほ

ど，ごみ質の問題について答弁もありました。指宿のごみ質の問題について，青が水分なん

ですね。真ん中が灰分，赤が可燃分なんですよ。このような状況がですね，これが7年分で

す。そして，平均したのがこの問題であります。指宿の炉には，ごみと一緒に水分が5割以

上あるんですよ。5割のものを燃やそうとしたら，重油とかいろいろ使って燃やさない限

り，800度以上の火力は出ないと思います。水分があるということは，焼却炉の負担がどん

どんきます。新しい炉が48億掛かっていますけれども，指宿の今使っている清掃センターの

新炉と同じように，5年・10年もつのかな，故障するんじゃないかなと危惧しております。

ですから，私はですね，生ごみを市民も出し，だけど事業系のごみを，先ほど堆肥化の機械

をですね，いろいろとやっているというような話もありましたけど，生ごみ処理機の普及

を，今までは2分の1だったから，自分たちの手出しが大きいからできないというようなこと

でした。炉を守るためには，もう今まで併せ産廃とか，指宿の清掃センターで焼却したもの

を急にできないというのは失礼なことですので，一番出る会社から年次的に2・3台ずつ設置
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していって，もう指宿の炉には持って来ないでくださいよというような取組はできないの

か，どうでしょうか。そうしないと，生ごみの量は減りません。この黒の部分の7割・8割は

生ごみです。どうしますか。部長，答弁をお願いします。 

○市民生活部長（牟田浩一） 指宿市と南九州市が，先ほど言いましたように事業所系から出る

生ごみについては，ごみ焼却施設で引き受けていると。これにつきましても，新ごみ処理施

設整備計画では，事業系のごみを受け入れるという前提で処理能力54ｔという計画をしてお

ります。議員が今，ご指摘したその生ごみ処理機の拡充というようなご質問でしたけど，事

業系の生ごみ処理機の購入補助制度が始まったのが25年度です。27年度は40％補助としてお

りますけども，なかなか設置がない状況で，これについては設置場所の問題とか，あと購入

後の維持管理費の負担などがありまして，なかなか普及していないような状況でございま

す。今後は，この購入補助制度にも含めまして，事業系の減量化施策として，先ほど言いま

したホテル・旅館等の30・10運動，そしてごみ処理施設での収集運搬許可業者が搬入するご

みの展開検査とか，そういった巡回指導とかいうものをやりまして，生ごみの減量化に努め

てまいりたいというふうに考えております。 

○１８番議員（新川床金春） 指宿は広域組合で管理型最終処分場，新ごみ処理場を建設を今計

画しております。管理型最終処分場の総事業費は29億7,613万円，建設中の新ごみ処理場は

48億8,300万掛かってるんですよ。78億以上掛けた施設をどうにか延命しないと，今，今日

ここに見えている子供たちが指宿に住んでくれるかな，20年・30年後には莫大なまたお金が

出ていくんだなと思うような取組を今してるんですよ。ですから，子や孫のために私たち

は，なるべく延命できるような施策をしないといけないのかなと思っております。ですか

ら，各事業所に出すのが，当初は大きな金額かもしれません。だけど，3分の1のごみが指宿

の清掃センターに来なくなれば，私は47・8ｔになって7割・8割の運転ができるのかなと。

そうするとジョギングをしているような感じで安定するのかなと思いますが。やっぱり，事

業系にですね，本当，失礼なことですよね。今までやっていたことを，ごめんなさい，自分

のところで処分してくださいというのは失礼かもしれません。だけど，市民の負担を軽減す

るために，私は100％補助でもいいんじゃないかなと思いますけど，できないのか，部長，

伺います。 

○市民生活部長（牟田浩一） 先ほども申し上げましたとおり，この制度を25年度からしており

ますが，なかなか普及していない状況が続いているということもあります。そのようなこと

から，制度存続についても考えないといけないということと，あとさっき言いましたよう

に，事業系のごみについては，別なまた施策もあります。それとあと，生ごみに限らず，62

ｔを54ｔに減らす，13％減らすというこの手段としましては，生ごみに限らず，可燃ごみの

全体を減らすと，これについては今も常設収集所で古着の回収が行われております。これも

順調に来ているところなんですけど，こういったもの，当然，議員がおっしゃるように生ご
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みの減量化も必要かと思います。それと一番大事なのは，可燃ごみ袋の中にある15％の資源

ごみ，これを資源化へ誘導する，この三つの施策をやるということが13％の削減につながる

と思います。したがいまして，私どもとしては，先ほど申し上げた生ごみの減量化も含めま

して，この三つの方法を取って減量化に努めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○１８番議員（新川床金春） 指宿の業務は一般廃棄物を処理することですよね。可燃ごみ，不

燃ごみを収集し，資源ごみ収集運搬，中間処理，保管業務など，事業委託しておりますが，

市民が大変な思いをして分別し，収集所に持ち込んだごみの売り上げ収入，26年度は3,000

万ほどあります。これを行政が各地区に報奨金としてやるんじゃなくて，自公連とか環境衛

生協力会がこの中に入って，市民にごみの分別をお願いしますよという周知もお願いし，そ

して指導もしていただければ，市民は行政から，上から言われるよりも地域の公民館長さ

ん，役員の方から言われれば，少しでも取り組んでくれるんじゃないかなと思います。やっ

ぱりこの問題は，私が資源ごみの収集運搬業者を1社随契したときに述べております。4千何

百万も払っているのに，2社以上の競争入札をするべきだよと。その結果，60.3％以上の委

託料の軽減がありました。金額で言いますと4,185万が1,452万になったんですよ。ですか

ら，逆に今度は資源化，ごみの減量化は，今日いろいろ来ていただいてるんですけど，地域

の代表の方にお願いし，そして行政と議会と市民と一緒になって取り組んでいかなければ，

指宿市のごみは減りません。10年間で5ｇしか減ってないのが現状であります。これは決算

特別委員会の中で執行部が答弁していることであります。10年間で5ｇしか減ってないの

に，あと3年で15％できると思いますか。ですから，もう市民全員でごみの分別，そして生

ごみの処理，これを取り組んでいかなければ，指宿の炉は3年後に54ｔじゃなくて59ｔ来て

大変な思いをすると私は思いますので，どうにか庁議をしながら，そして自公連，環境衛生

協力会の皆さんと執行部の方で調整して，本当に指宿の後年度負担を軽減するために皆さん

にお願いしますと。要するに上から目線じゃなくてお願いしますというような取組をしない

限り，ごみは減ってきません。私が行った3地区は，市民と協働，要するに職員が上から目

線じゃなくて，ありがとうございますというような取組をしておりましたので，私は指宿も

そうすることで軽減ができるんじゃないかなと。要するに先進地ができたものを私たち指宿

市民ができないとは私は思いません。市民は本当に頑張ろうと思えばしてくれると思いま

す。どうか，執行部の方では，前向きな検討をしていただきたいと私は思います。どうでし

ょうか，市長。 

○副市長（渡瀨貴久） 今，新しい施設を造っている中において，ごみの減量化を進める，これ

は本当に大事なことであります。そうしないと，我々市民，執行部，議員の皆さん方もみな

同じ気持ちだろうというふうに思っているところでございます。そういう中において，これ

までごみ減量化推進協議会，事業者，それから環衛協，公民館の代表の方々，一緒になって
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どういうふうにしたらごみの減量化が進められるんだろうということを，ここ数年間，真剣

に協議をしてまいりました。その途中の中で出た考え方としても，事業者は事業系一般廃棄

物であるから，自らが処理すべきであるということで，指定ごみ袋の改定の考え方について

も，家庭系と事業系は，相当な差を設けていくべきではないのかというのが，意見として出

されたことでもございます。そうすることによって，各種の生ごみ処理機の補助の財源も生

み出したりできるんではないのかというような話も出てきました。みんなで本当，一生懸命

にこのごみの減量化というものについては，真剣に考えている途中でございます。私ども執

行部としてもいろんな新しい施策，今現在，指宿庁舎の方でも一つのモデル事業として衣類

の収集，それから生ごみの堆肥化を進めるに当たっての試みというものも始めております。

しかし，全てにおいては財源というものも伴うわけでございます。各種事業の中に財源は振

り分けていかないといけません。そういう中において，お互いに知恵を出し合って，一歩一

歩実現に向けて進めなければなりませんが，ただ，新しい焼却炉には，もう平成29年に稼働

するというふうに。 

○議長（新宮領進） 簡潔に願います。 

○副市長（渡瀨貴久） なっておりますので，これは喫緊の課題として，今後も一緒になって取

組をさせていただきたいと思います。 

○１８番議員（新川床金春） 喫緊の課題として取り組んでください。よろしくお願いします。 

○議長（新宮領進） 暫時，休憩いたします。 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時１３分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開き，一般質問を続行します。 

 次は前之園正和議員。 

○１５番議員（前之園正和） 私は日本共産党の議員の一人として，市民の命と暮らしを守り，

平和と民主主義を愛する立場から，通告に基づき一般質問を行います。 

 まず，マイナンバー制度の施行に関連してであります。政府広報によれば，マイナンバー

は住民票を有する全ての人に一つ，一人一つの12桁の番号を付して，社会保障，税，災害対

策の分野で行政を効率化し，国民の利便性を高め，公平かつ公正な社会を実現する社会基盤

だとしています。期待される効果として，所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやす

くするため，負担を不当に免れることや不正に受け取ることを防止できる。添付書類の削減

など，行政手続きが簡素化され，国民の負担が軽減される。行政機関や地方公共団体などで

様々な情報の照合，転記，入力などに要している時間や労力が削減されるなど，行政の効率

化が図られるなどとしています。しかし，少し見方を変えれば，国民の利便性を向上させ

る，行政の効率化を図るとしていますが，最大の目的は公正な給付と負担の確保の名の下

に，国が国民の監視，管理を強め，所得だけではなく資産を調査し，税金や社会保険料を確
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実に徴収するとともに，社会保障の給付のチェックをするなどするもので，利用範囲も当初

の3分野だけではなく，どんどん広げていくことをもくろんでいることは明らかですし，国

民の間からいろいろな不安や疑問の声が起きるのは当然であります。現在，各世帯に通知カ

ードが発送されております。受け取りがなされたもの，受け取り拒否されたもの，不在で郵

便局に持ち帰ったもの，郵便局に受け取りに来るか，再配達がなされたもの，取りに来ずに

市役所に返ってきたもの，通知カードが受け取られても個人番号カードを申請につながるも

の，申請されないものといろいろなケースが考えられます。中には通知カードの郵送がなさ

れる前に引っ越し，その他の理由で行き先を失ったものもあるでしょう。番号そのものは個

人の意思に関わらず付与されますが，通知カードを通じて，自分の番号を知った人と自らの

番号を知らない人が出てくることになります。年を越せば，諸書類に個人番号の記載を求め

られるケースが出てきます。番号を知らなければ書けません。事業者に対して，従業員本人

はもとより，家族のマイナンバーも提示するようになってます。提示がなければ事業者はど

うなるのかという問題もあります。マイナンバー関連の詐欺も既に報告されています。これ

らのことから幾つか伺います。 

 まず，指宿市内における通知状況，発送状況はどうなっているのか。発送済みのもの，郵

便局預かりのもの，市役所に返送されてきたものなど，分かる範囲で詳しく答弁願いたいと

思います。 

 次に，個人番号カードを取得しないことで，市民に不利益が生じるかどうか。 

 次に，個人番号を記載しないことで，罰則だとか不利益が生じるのか。また，書類を受け

取ってもらえないなど，手続きが完了しないということがあるのかどうか。従業員から本

人，及び家族の個人番号を事業者が提示してもらえなかった場合に，事業者に不利益や事務

的障害が生じるのかどうか。また，マイナンバー関連詐欺については，どのようなケースが

考えられ，対策はどのようにするのか伺います。 

 次に，市長などの退職金についてです。市長など，特別職の退職金について廃止する考え

はないか，これまでも提起してまいりました。重要で責任ある職務であることは承知してい

ますが，だからこそ月々の給料は条例本則で，市長が81万2千円，副市長が63万5千円，教育

長が59万5千円と一定の額になってます。それに期末手当も支給され，更に退職金が支給さ

れるようになってます。しかも，民間企業では退職金が出ないところも多い中で，一般公務

員と比べても勤続年数を考慮に入れれば，破格の額となってます。市の財政難が言われ久し

い中で，市民感情として特別職の退職金の廃止を求める声が多くなるのは当然の流れであり

ます。これまで，一般質問で市長等の退職金廃止を求めたときに答弁してきた主な点は二つ

です。一つは，地方自治法第204条において支給することができるとなっている。もう一つ

は，鹿児島県市町村総合事務組合に加入しており，組合規定に基づいての支給であり，指宿

市だけが廃止など，別の仕組みにすることはできないというものです。一朝一夕にいかない
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としても，廃止という立場に立てば，次にどのような手続きを取るかということについて，

研究課題になると思います。出発点は廃止する考えがあるかどうかです。改めて伺います。

まず，市長，副市長，教育長の1期退職金は，それぞれ幾らか伺います。次に，退職金を廃

止する考えはないか伺います。 

 子育て支援についてであります。この問題に関しては，文教厚生委員会での2012年相生

市，2014年北広島市の調査視察の結果も踏まえて，同様の質問をしてきました。そして，答

弁は自治体として子育て支援，あるいは応援のための宣言をするということについては，そ

の意義は認めながらも費用がどれぐらい掛かるか見極めてからだというのがその趣旨でし

た。これに対して，私はまず宣言をするのが先決であり，その後に何ができて何ができない

のかを検討すべきではないかと指摘してきました。そして，市長自らの言葉で，相生市のこ

とについてもう少し勉強させていただき，本当に子育てしやすい指宿にするためにどのよう

な事業がなされるべきか検討させていただきたいと答弁したところであります。そのような

経過を踏まえて，子育て支援都市宣言をする考えはないかどうか，支援施策を具体的に充実

する考えはないかどうか伺って1回目といたします。 

○市長（豊留悦男） マイナンバー制度についてでございます。個人番号の通知カードにつきま

しては，本年10月5日現在，本市に住民票を有する市民を対象に，全国の自治体が事務委託

しております。地方公共団体情報システム機構から世帯ごとに転送不要の簡易書留で郵送さ

れているものであります。本市におきましては，郵便局において11月の16日から19日にかけ

て，2万785通が引き受けられ，11月18日から30日にかけて，初回の配達がなされてきたとこ

ろでございます。12月10日現在の状況でございますが，配達完了分が1万8,182通，全体の

87.5％になっているようであります。郵便局保管分が12通，全体の0.1％，受取人不在など

で配達できずに市役所へ返還されたものが2,591通，全体の12.4％でございます。 

 次に，子育て支援についてでございます。子育て支援都市宣言をする考えはないかという

ご質問でございます。子育て支援都市宣言については，全国の幾つかの自治体で少子化対策

や定住促進等のため，宣言を行っているところは承知しております。本市においては，本年

3月に策定いたしました，平成31年度までの5年間を1期とする，指宿市子ども・子育て支援

事業計画に基づきまして，安心して子供を産み，育てることのできる環境づくりを目指し，

関係機関や関係部署と連携を取りながら，現在実施している子育て支援策を継続するととも

に，計画的に制度の充実を図り，切れ目のない子育て支援に努めているところであります。

このようなことから，まず，全ての子供の健やかな成長と幸せ，地域で子育て応援指宿を基

本計画とした，指宿市子ども・子育て支援事業計画に基づき，具体的な事業を推進していき

ながら，行政だけでなく，地域や家庭の機運が高まった段階での子育て支援都市宣言につき

ましては，研究をしていきたいと考えております。 

 以下，いただきました質問については部長等が答弁いたします。 
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○総務部長（髙野重夫） マイナンバー施行に関連して，個人番号カードを取得しないことで市

民に不利益が生じるかということでございます。通知カードの受取を拒否しても罰則はな

く，個人番号カードにつきましては，申請により市長村長が交付することとしております

が，申請は任意であり，強制とはなっておりません。また，通知カードを受け取らなかった

り個人番号カードを作成しないことで，通常の日常生活や公的サービスを受ける場合などに

おいて，特に不利益を被ることはないと思われます。しかしながら，マイナンバーを記載し

た書類を提出する際に，個人番号カードであれば顔写真が掲載されておりますので，個人番

号カード1枚で本人確認ができますが，通知カードの場合や通知カードもない場合は，運転

免許証やパスポートなどの書類の提出が必要となり，手続きに関して時間を要するなど利便

性が低下することになります。さらに，運転免許証等をお持ちでない方につきましては，個

人番号カードを作成することにより，様々な場面で身元確認の書類として利用できるように

なります。また，税の申告等において，電子申請が行えるなど，市民の皆様の利便性が図ら

れると考えております。 

 次に，諸書類に個人番号を記載しない場合に，罰則や不利益が生じるかということでござ

います。社会保障や税などの定められた書類への個人番号の記載は，法律で定められた義務

でありますが，国が示したガイドラインにおいては，個人番号が記載されていない場合でも

書類は受理することとしているとともに，法律上，罰則規定はありません。したがいまし

て，定められた書類に個人番号を記載しないことで，公的サービスを受けられないなど，特

に不利益を被ることはないと思われます。しかしながら，定められた書類への個人番号の記

載は，法律で定められた義務であることから，記載していただくよう市民の皆様のご理解を

いただきたいと考えております。 

 次に，個人番号の記載がないことで，事業者に不利益や事務的障害が生じるかということ

でございます。国が示しているガイドラインでは，源泉徴収票や支払調書等の策定に関し

て，従業員等から個人番号の提供が受けられない場合においても，安易に個人番号を記載し

ないで書類を提出することなく，個人番号の記載は法律で定められた義務であることを従業

員等に伝え，提供を求めるとともに，それでもなお提供を受けられない場合は，提供を求め

た経過等を記録，保存するようになっております。その結果，個人番号の提供が受けられ

ず，定められた書類に個人番号が記載されていなくても，書類は受理することとしておりま

す。このことから，定められた書類等に個人番号等が記載されていないことで，事業所に不

利益や事務的な障害が生じることがありません。しかしながら，マイナンバー制度において

は，国や地方公共団体がそれぞれ分散管理するいろいろな情報を個人番号で連携することに

より，公平，公正な社会の実現と国民の利便性の向上，及び行政の効率化を目指しているこ

とから，制度が円滑に運用されるよう，最大限の努力を行う必要があると考えております。 

 次に，マイナンバー関連詐欺防止に関して，どのようなケースが考えられ，対策はどうす
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るのかということでございます。内閣府の発表では，マイナンバー専用コールセンターや地

方公共団体，消費生活センターなどに，マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報

の取得を行おうとする電話やメール，手紙，訪問などに関する情報が寄せられているとのこ

とでございます。実際にあった事例としては，家族構成や資産，保険の契約状況，口座番号

などの個人情報を聞き取ろうとする事例や，お金を支払えば通知カードを宅配で送ると持ち

掛けたり，個人番号カードの登録手数料を名目にお金を騙し取られたなどの事例が発生して

おります。また，鹿児島県内においても，本年10月16日にマイナンバー制度に関する嘘の電

話と思われる事案が発生しております。具体的にはマイナンバーのことにおいて，県からの

調査ですという不審電話があったとのことであります。こういった状況を受け，市としまし

ても不審な電話やメールなどはすぐに切るか，無視してマイナンバー専用コールセンターや

消費生活センター，警察の相談窓口に連絡，相談していただくようチラシやホームページ等

で周知，広報を図っております。 

 次に，市長等の退職金について。市長，副市長，教育長の1期の退職金は，それぞれ幾ら

かということでございます。退職手当は一般職と同じく，鹿児島県市町村総合事務組合の組

合規程に基づき支給されることとなっております。なお，1期の退職手当は，市長が約1,550

万円，副市長が約910万円，教育長が約850万円となるところでございます。 

 次に，廃止する考えはないかということでございます。本市の退職手当につきましては，

特別職，一般職ともに平成18年1月1日の合併時に，鹿児島県市町村職員退職手当組合に加入

しております。現在では事務の統合等によりまして，鹿児島県市町村総合事務組合となって

おり，退職手当はこの組合規程に基づき支給されることとなっております。また，特別職の

退職手当につきましては，地方自治法第204条において支給することができるとした規定が

設けられておりますので，その職責を全うし，それに基づいた給与や退職手当がその対価と

して支給されるものと考えております。 

○健康福祉部長（下敷領正） 子育て支援について，支援策を具体的に充実する考えはないかと

のお尋ねでございます。子育て支援策は，少子高齢化が進む中，本市にとりましても非常に

大切なことだと認識をしております。これまでも家庭や地域における子育て機能の低下や子

育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため，地域において，子育て親子の交流等

を促進する地域子育て支援拠点の設置や病気の回復期で集団保育が困難な期間に病院の専用

施設で一時的に保育する病後児保育事業，生後2か月から3か月の乳児のいる家庭を訪問し，

様々な不安や悩みを聴き，子育て支援に関する情報提供などを行うとともに，親子の心身の

状況や養育環境等の把握や助言を行う乳児家庭全戸訪問事業，子供の医療費助成制度の中学

3年生までの拡充のほか，託児付きの子育てママ・パパの運動教室等の実施や日本サッカー

協会の事業であります夢の教室の開催，地域に暮らす人たちが安心して子供を産める環境を

整備し，整備するという観点から関係機関のご理解，ご協力をいただき，産科医の確保を図
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るなど，様々な形での子育て支援に取り組んできたところでございます。今後におきまして

も，若い世代が安心して出産や子育てができるよう，また，子供たちがすくすくと成長でき

るように，子育て支援の充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○１５番議員（前之園正和） マイナンバーのことについてですが，2万785通配達をされ，市に

返送された分が2,591通，12.4％だということでありましたが，これは指宿市内もう全て

に，一通りと言いますか，1回は郵送され，郵便局が配達に行ったと，まだ配達に行ってな

い分はないという，全部1回は行ったということでよろしいんですか。つまり，この返送分

の2,591というのは，今後増えないのかということとも関連しますけど，一通りはもう配達

事務を行ったということでよろしいんですか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 市役所に返戻されたものが2,591通で，ただ，まだ郵便局に保管

しているのが12通ございます。これについては，本人の希望により郵便局に保管してくださ

いということのお願いがあって保管したもので，そういったことで，全て配達されたという

ふうに思っても間違いはないかと思います。 

○１５番議員（前之園正和） 郵便局に保管の分も12通あるということですが，一通りは配達事

務を行って，受け取っていただいた分，それから郵便局に預かった分，それを更に市役所に

返ってきた分が今の数字ということで，一通り配達されたというふうに理解をします。それ

から，いずれにしても2,591通が市役所に返送されてきたということですが，12.4％，これ

は市民，国民でありますけど，1人に至るまで配達をすると。番号自体はもう振られるわけ

ですけど，いうことからすれば，相当大きな数字ですね。ですから，今後取りに来ていただ

くもの，市役所に来たものについては，昼間仕事をしていて取りに行けなかったものとかい

うものもありましょうし，本人の意思で取りに行かなかったものも含まれていると思うんで

すよね。そういったことを考えたときに，この通知事務が，この数字を使えば12.4％には今

の時点でなされていないということは，その制度上成立するのかって，こういうことで，と

いう気がするんですけど，その点はどのように考えますか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 返戻分が2,591通ありますけど，今現在，これをその方々に周知

するための作業を行っております。制度としましては，十分，国民，市民に必要な制度だと

いうふうに認識しております。 

○１５番議員（前之園正和） 重要だっていうことで国は言っているわけですが，周知ができな

いということじゃないかなと思うんですね。それから，現在市役所に返ってきた分について

の周知ということでしたが，この市役所に来たものについては，取りに来ればお渡しします

よということを一般的に周知するのか，それとも例えばその来た個人というか世帯主に対し

て，あなたのところは返ってきてるから取りに来てくださいというふうにやるんですか。ど

ちらですか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 昨日の夕方，返戻分が全て届きましたので，防災行政無線で取り
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に来ていただきたいという旨の放送をしております。それは，昨日の夕方と今朝，これは山

川と開聞の地域だけですけど，そういった放送をしました。それとあと，本日その通知の葉

書，文書を発送する予定にしております。さらに来週の14日の月曜日ですけども，この日に

広報誌のお知らせ版を発行しまして，通知を図っているところでございます。その後，予定

としましては，12月20日と27日の日曜日に窓口を開庁しまして，通知カードの受け渡しを実

施する予定にしているところでございます。 

○１５番議員（前之園正和） 各世帯にも送るってことですか。一般的な周知のほかに。 

○市民生活部長（牟田浩一） これにつきましては，世帯主宛に文書が郵送されることになりま

す。 

○１５番議員（前之園正和） この制度をどう思うかはともかく，国がやっている制度ですの

で，この制度はこういうものだということで一般的に周知することはあっていいと思うんで

すが，その世帯主のところに個別に周知，取りに来なさいというのはどうかと思うんです

ね。やるのであれば，先ほど1回目の答弁でありましたように，個人番号カードを取得しな

くても不利益はない，番号を書かなくても不利益はないと，そういうもろもろのことも併せ

て周知をする必要があるんじゃないかと。個人に対してはですよ。そうじゃないと，強制じ

ゃないと，それは個人カード申請については，ここは任意だということになっているわけで

すけど，それに一連につながっているわけですので，一般的に周知する分には窓口に来れば

お渡ししますと，来てくださいと，それはいいと思うんですけど，世帯主に個別にやること

については，初めそういうカードを持たなくても，あるいはこう，通知カードがなくても不

利益はないということを併せてやるんだったらやるべきだと思うんですが，その点はどうで

すか。 

○市民協働課長（下吉一宏） 各世帯に通知をするのがどうかというご意見でございますが，こ

れにつきましては，27年の10月5日の国からの通知がございまして，都道府県知事を通じて

私どもに通知がまいっております。通知カードが市町村に返戻されたときの対応に関する留

意事項についてということで通知がございました。その中におきまして，住民に確実に通知

カードを受け取ってもらうための取組の実施ということでございまして，その中に転送がで

きる普通の郵便により，本人又はその代理人に市町村の窓口に来庁することを促すなど，当

該市町村の住民に確実に通知カードを受け取ってもらうための措置を講じていただきたい

と，そういった文書がまいっておりますので，この文書に基づいた処理でございます。 

○１５番議員（前之園正和） それから，個人番号カードまで申請に基づいて所有すれば写真が

載っているので身分証明書として使えるということでしたが，この身分証明書としての効力

を持たせるかどうかは，その法律で例えば，個人番号カードは身分証明書となりますよとい

うことが決まるんではなくて，そこの事業所の判断によるわけですよね。ですから，最終的

には事業者の判断なので，場合によっては，一部の事業所では個人番号カードといえども身
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分証明書として利用できないケースも発生すると思うんですが，それはそれでよろしいです

か。 

○総務部長（髙野重夫） 身分証明書として，官公庁，公的な機関が発行した書類でございます

ので，広くは身分証明書として通用するものと考えておりますし，その民間の事業者におい

て，使う使わないという判断はそれぞれあろうかとは思います。 

○１５番議員（前之園正和） 民間では使えないケースがあるであろうということをお認めにな

ったわけですよね。これは総務省自体がそのように言ってますから，最終的には事業者の判

断なので一部の事業所では身分証明書として利用できないケースは発生すると，それはそう

いうものだと総務省自体が言っていますので，それも一つ確認をしておきたい。それから，

これまで個人番号カードになれば写真が付くので，個人番号カードだけで本人確認ができる

ので便利ですよと。そうでなければ面倒ですよというわけですよね。果たしてそうなんでし

ょうかね。確かに，個人番号カードを持てば，それで一般的には本人確認，身分証明書にな

ります。これまでも，いわゆるこの制度ができる前は，本人確認をする際には免許証でよか

ったわけです。場合によっては，写真のない健康保険証を持って行けば身分確認ができたわ

けですね。保険証で身分確認できた，あるいは運転免許証で身分確認できた。ところが，こ

の個人番号カードという制度になってから，カードを持てば確かにそれ1通でいいけれど

も，持たない人，番号を把握できていない人については面倒になったんです。2通なり3通な

り，証明が必要だっていうんでしょ。これは個人番号カードが便利になったんじゃなくて，

個人番号カードになって一部の人が不便になったということではないですか。 

○総務部長（髙野重夫） 一応，運転免許証と同様に公的機関の発行したカードということで，

いろいろな場面で身分証明書として使えるようになるということでございます。免許証につ

いては，運転免許の資格のない人については持っておりませんので，それらを持たない人に

とっては，公的機関の発行する顔写真の付いた本人確認できる確かな書類ということになり

ます。確かに，保険証とかその他の顔写真のない書類でもできる場合がありますけれども，

最近は特になりすましとかそういう不正の防止のために，本人確認が厳しくなっております

ので，一つの安心できる本人確認書類としてできるものというふうに認識しております。 

○１５番議員（前之園正和） 個人番号カードがあれば身分証明書一発でできますよということ

は承知してるんですよ。個人番号カードを持たない，あるいは個人番号を本人が認識してい

ない人については，これまでは免許証なり保険証なりで済んでいたのが，そういう人につい

ては，この個人番号カード制度になってからはですね，そういう人については2通要る3通要

るということになるわけですから，個人番号カードを持っている人は，それだけでいいこと

は分かってますよ。だから，このマイナンバー制度になってからね，一部の人については便

利じゃなくて不便になったというのは事実じゃないですか。そのなりすましとかなんかがあ

るからですね，個人確認をしっかりしたものにしなきゃいけないというのは別の論点の問題
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ですよ。マイナンバーカード制度になってから，カードまで持てば今までどおり保険証でよ

かった，免許証でよかったというふうにマイナンバーカード1通でいいけれども，そこまで

至らない人は2通・3通要るっていうんだから，一部の人には不便になったんじゃないんです

か。全然，そうでないですか。そこを確認してます。 

○総務部長（髙野重夫） これまでも例えば，市民課の窓口等で戸籍等を取る場合についても，

顔写真の付いてないものについては一つではなくて，二つ以上求めるというケースがありま

すし，パスポート申請などの場合についても，運転免許証であれば一つでいいものが，顔写

真の付いてないものについては，なりすましを防ぐために2種類以上の確認書類が必要とい

うことでありますので，そんなにこれまでと変わらないというふうに考えております。 

○１５番議員（前之園正和） 時間が減ってきますので，次にどんどんいきますが，今度は事業

所の場合，従業員の番号を集める，家族も含めて集めるわけですけれども，これが取得でき

ない場合には，取得できなかったという旨の記載をすれば，あるいは添付をすれば書類とし

ては受け付けてもらえると。事業所に何の不利益もないということは，答弁の中にもありま

すけれども，それはそれでよろしいわけですね。再度，確認します。 

○総務部長（髙野重夫） はい，そのとおりでございます。 

○１５番議員（前之園正和） 事業者についてはそういうことだと思うんですが，今，事業者は

各ルートでこのことについての説明を，事務方の方が受けているのではないかというふうに

思うんですけれども，そういうことについては何ら説明がされてないのじゃないですか。従

業員のマイナンバーを集めてくださいと，家族も集めてくださいという，今度こういうふう

になりますという説明はいいんですけど，番号が取得できない場合にはどうなると，それで

もいいですよということは，何ら説明を受けてないというふうに聞いております。そしてま

た，制度が1月1日からなんですけど，もう，今年の時点でよかれと思ってでしょうけど，年

末調整とか源泉とかありますから，だとは思うんですが，1月1日になってないのに，もう求

められているというケースもあるようです。そういう意味では本来全てにおいて，その記載

がなくてもいい，こうすれば受理すべきですよというそこらも含めて，説明がしっかりなさ

れてないと思うんですけど，その辺は把握していますか。 

○総務部長（髙野重夫） 事業所においては，法定調書の提出など，個人番号を記載した書類を

行政機関に提出するまでに取得する必要がありますが，将来，個人番号を使用することが想

定される場合には，予め取得しておくことも認められております。それから，各事業所への

説明については，例えば年末調整，源泉徴収であれば税務署の方から，社会保険の書類であ

れば社会保険事務所の方からそれぞれ説明がなされているものと考えております。 

○１５番議員（前之園正和） ですから，そういう種々の説明，あるいは商工団体を通じてもあ

るかもしれません。そういう場において求めなさいと，それはそうなってます，それはそれ

で，それを否定してるんじゃないんですよ。番号を従業員から取得できなかった場合にどう
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するかと。そのときはこういうふうにすればそれでも受理すべきですよというようなこと

は，一切説明なされていないではないかと。その辺を承知してるかどうかと伺っています。 

○総務部長（髙野重夫） 事業所への広報についてでございますけれども，市としては広報誌へ

の掲載，事業所説明会，商工会議所，商工会へのリーフレット配布，ポスター，チラシ設置

等を行ってきてます。また，商工会議所や商工会独自でマイナンバー制度に関する研修会を

実施したり，指宿税務署による法人会，関税会，それから青色申告会など各種団体への説明

会の実施，各個人の税理士さんの顧客に対する制度説明の実施を行っているというふうに聞

いております。 

○１５番議員（前之園正和） ですから，説明はしてるっていうのはいいんですよ。説明の中で

細部にわたって，番号を集められない場合にはどうするのかと。そうでなければ，従業員の

家族の番号を取得してくださいと言えば，最後の1人に至るまで集めよう集めようとするん

じゃないんですか。任意だと言いながら，そこは強制力が働いてしまうんですよ。それは事

業者の責任じゃないですよね。そういうふうに説明を受けるわけですから。ですから，番号

を取得できない場合には，こうすればそれでいい，事務的にはこういうふうになりますとい

うことの説明がなされてないではないかということを私は言っているわけです。先ほども言

いましたけど，このマイナンバーカードを取得するかしないか，あるいは番号を記載するか

しないか，それはもちろん，制度が始まったんだからしてほしいというふうにして行政が動

くのは当たり前ですよ。しかし，それがない場合にも本人に不利益は発生しない，罰則はな

い，カードの取得については任意だと，また，事業所についてはこうだと，細部についてま

で，周知するならそこまでやっぱりやるべきだと。持ってください，番号を把握してくださ

い，書いてくださいという一方的，一方的っていうのは1側面という意味ですけど，そこだ

けを言うのではなくて，もしなくてもやってほしいと，しかしながら書かない場合にはこう

なります，不利益はありませんということまで含めて，事業者も含めてです，周知するのは

そこまでやるべきだというふうに思うんですが，今後，広報誌などで更に，これはすぐ決着

ということじゃなくて，しばらくはこの問題，かかっていくと思うわけですので，広報誌な

んかを利用するケースが出てくると思うんですけど，その際にもそこまで含めて周知をすべ

きだと思うんですが，いかがでしょうか。 

○総務部長（髙野重夫） チラシ，ホームページなどを利用して市民への周知に努めてまいりた

いと考えておりますし，市としましてもいろいろ事業者からの相談があった場合には，丁寧

に説明をしてまいりたいというふうに考えております。 

○１５番議員（前之園正和） 私がここで一般質問をして，番号を記載しない場合はどうなりま

すかって言うと，不利益は生じませんというふうに答えるんですよ。しかし，広報の段階で

はそういうことは一切ないんです。私は書いてあるんだったら示していただきたいと思うん

ですが，私が見た範囲では，一切ないですね。ですから，その促進のことで書くのはいいん
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ですけど，どこかにやはり，番号記載がなくても受理はされますぐらいのこととか，そうい

うことも併せて周知すべきじゃないかということなんです。周知するしないじゃなくて，そ

ういうこと併せてすべきじゃないかということについてはどうですか。 

○総務部長（髙野重夫） 総務省の方のマイナンバーのＱ＆Ａとか，そういうところに詳しく，

そういうときはどうするのかという部分についても事例が詳しく載っておりますので，そう

いうＱ＆Ａ等の問合せ，見方等についても広報誌等でお知らせしたいというふうに考えてお

ります。 

○１５番議員（前之園正和） 私が質問したことについてはどう答える，どう思うかを聞いてる

んですよ。そういう1側面ではなくて，全体的な，もし番号を書いてほしいと，取りに来て

ほしいということはいいです。そして，番号はなくても受理はされますという，そこまで含

めてやるべきではないかということを私は質問しているので，答えてくださいよ。私の声は

聴かないで，政府のＱ＆Ａに基づいてやってますということなんですか。 

○総務部長（髙野重夫） 広報誌等についても限られた紙面でありますので，詳しくしますとな

かなかかゆいところまで手の届く説明が難しいというところもありますので，そういういろ

いろ，個々の事例についてはＱ＆Ａで詳しく載っていますので，そういうのも参考にしてい

ただくように，Ｑ＆Ａの載っているページの紹介とかそういうのを含めて，広く市民の皆様

に分かっていただけるように努力をしてまいりますということでございます。 

○１５番議員（前之園正和） 番号記載がなくても不利益はありません。書類は受理されます。

たったこれだけ書くスペースもないんですか。 

○総務部長（髙野重夫） 市民の中にも事業所なり一般の市民なり，非常に多くのいろいろな方

がおられますので，特定の分野に絞ったような広報というのはなかなか難しいのではないか

という，そういうこともありますので，いろいろな事例が詳しく載っているＱ＆Ａを参照し

ていただけるようにお知らせをしたいということでございます。 

○市長（豊留悦男） やはり，行政としてはこのマイナンバー制というのは，行政の事務の効率

化，一方，市民にとっては様々な書類の手続きがこの番号取得によって便利になるという側

面があります。そういう意味で，行政はこのマイナンバーというその趣旨を市民に分かって

いただいて取得してほしいという，そういう側面があります。一方では，不利益が生じない

ですのでというと，いわゆる取らなくてもいいですよというような側面も，その通知にある

わけです。葉書の中に取ってくださいという反面，取らなくても何もないですからいいです

よという，行政として果たしてそれでいいのだろうか。やはり，マイナンバー制に対する考

え方は一人ひとり，それぞれの考えをお持ちだろうと思いますけれども，行政としてはやっ

ぱり，是非取っていただきたいと。その方がこれから，様々な事務，行政事務を含めて市民

にとってもこのナンバー制というのは，いわゆる様々な場所で役に立ちますよ。それが行政

ではないかと私は思っています。 
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○１５番議員（前之園正和） 人それぞれだと言いますから，人それぞれだから，カードを作ろ

うという人も作らない人もいると思うんですよね。ですから，そのことを含めて，行政の方

は当然制度だから周知はするんだけど，人それぞれの中の一定の人については，その選択肢

を奪うことになるということを言いたいわけです。 

 それから次に行きますが，市長等の退職金についてですが，これまでも退職金については

1回目でも言ったんですけど，地方自治法で支給できると，それから総合事務組合で計算式

はあるというふうに，これまでも言ってきたし，今日もそういうことでした。総合事務組合

でやっているということは，幾らにするかをこの指宿市議会で決められないというだけであ

って，総合事務組合の議会で変更すればできるわけなんですよね。ですから，廃止すべきか

どうかということを，廃止についてどう思うかと，廃止すべきだと思えば，この議会では決

まらないけれども，総合事務組合の議会では決まるわけですので，そこに働き掛けるとかい

う次の手法が出てくるわけですよ。そういう意味において，廃止する気があるのかないのか

と聞いたんですが，答弁全体を含めれば廃止する気はないということではないかというふう

に解するわけであります。それから，退職アシストという退職及び退職金などに関する情報

サイトがありました。そこには退職金は，全ての事業主において，必ずしも支給されるわけ

ではないわけですが，支給されるところの計算方法としては，基本的に退職金は，給料月額

に勤続年数を掛けて，更に給付率を乗じるというふうになっておりまして，給付率の違いは

あっても一般的にそうだというふうに思うんですね。この市長等の退職金についても，総合

事務組合の定めを見ますとそのようになっておりますね。市町村長にあっては，勤続期間1

年について何々となっていますから，4年間だとこれに4を掛ければいいわけですので。ま

た，この退職アシストというのでは，勤続年数，市長は4年ですけど，そこの一般的なのは5

年という欄がありましたので，5年の欄を見ると，自己都合退職の時には給付率は平均で

36％，会社都合で51％となっておりました。市長等の退職手当については，総合事務組合で

決まっているわけですが，退職手当に関する条例の第3条並びに経過措置のところで決まっ

ているわけですけれども，それぞれ市長，副市長，教育長ですね，この第3条において，あ

るいは経過措置において，その給付率は幾つということになってますか。 

○総務課長（岩下勝美） 総合事務組合の附則において定められている率は，市長が100分の

480，それから副市長，教育長がともに100分の360というふうになっております。 

○１５番議員（前之園正和） 条例の3条では100分の500とか，100分の280，250なっておって，

指宿市については，経過措置として100分の480，100分の360，100分の360と今答弁のあった

とおりであります。つまり給付率ということで言えば，市長が480％，副市長と教育長が

360％ということになります。先ほど言ったように一般的には給付率というのは会社都合，

自己都合ありますけれども，30％から50％ぐらいということになっているわけであります。

つまり，一般的な計算式から言うと約10倍ですね。給料月額は別にして，計算式がですよ，
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一般的なものと比べて10倍ですね。それは間違いないですかね。ざっくり言って，先ほど言

うように，大体普通の会社でも勤続年数に応じて，つまり100％というのがあんまり聞かな

いですよね。あっても100％じゃないかと。ところが，市長等については480，360というこ

とですので，先ほど言った一般的な平均値，自己都合で36％，会社都合で51％ということか

らすれば，ざっくり言えばそれの10倍の計算式になっているということで確認してよろしい

でしょうか。 

○総務部長（髙野重夫） 特別職の退職手当につきましては，その任期における職責を全うする

ことで，その対価として支給されるものというふうに考えております。県内の自治体におい

ても現在19市中，鹿児島市・垂水市の2市を除く17市が加入しておりますし，垂水市におい

ても来年4月から加入する予定であります。ですから，その特別職の部分と一般の民間の部

分と比較することについては，いかがなものかというふうに考えております。やはり，その

職責に応じてそれなりの報酬，対価になっているものだろうというふうに考えております。 

○１５番議員（前之園正和） 重責だということは理解しますよ。だからこそ市長，条例額で81

万2千円，副市長63万5千円，教育長59万5千円，これはもう条例本則でそのようになってい

るわけで，私は今，ここを問題にしてるわけじゃなくて，計算式の給付率を言っているわけ

ですよ。給付率の計算式が，通り相場という言葉は妥当じゃないかもしれませんけれども，

10倍になっていると。元々の給料の差を，今ここでは問題にしてないんです。数値としては

間違いなんですよね。それについて正当なんだということは言っているようでありますけ

ど，数値としては間違いないわけですよね。10倍程度あるということは。計算式が，給付

率。 

○総務部長（髙野重夫） 支給率につきましては，本則では市長は100分の500，副市長は100の

280，教育長が100分の250となっておりまして，指宿市の場合は，附則におきまして経過措

置として，合併後は，市長は100分の480，副市長は100分の360，教育長は100分の360という

ことになっております。 

○１５番議員（前之園正和） 質問したことに対して正面からの答弁になってないですよね。

今，言った答弁との関連で，逆にこちらが関連付けるとすれば，本則で100分の500になって

いるのが，経過措置で480になっていると。それは合併との関係もあるでしょうけれども，

経過措置として，薩摩川内・霧島・南さつま・鹿屋・指宿・奄美・阿久根・出水などが本則

とはちょっと違う数値になっているわけですが，経過措置という形で本則と違うものができ

るのであれば，先ほどはほかのところもそうだからと，総合事務組合で決まっているからと

いうふうにおっしゃいましたけれども，指宿市だけが場合によっては変えられるっていうこ

とも含むんじゃないですか。いずれにしても，今ここで給料，それも月額そのものを問題に

するわけではなくて，退職金の計算式を言っているわけで，その給付率は一般的なものと比

べても10倍程度あるということを申し上げておきたいと思います。これについては否定はさ
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れませんで，それについての括弧付きでありますが，正当性を述べられたということであっ

て，数値自体についての否定はありません。 

 それから，最後に子育て支援のことについてですが，これもいろいろやっておりますし，

特に中学校を卒業するまで，子供の医療費を無料にしていただいたというのは大いに感謝を

しておりますし，また大きな流れでもあるというふうに思うんですが，あと，先ほども出ま

した現物支給の問題とかありますけど，いろいろできるところからやっているということに

ついては，それは否定するものではありませんが，だからこそ，子ども・子育て支援事業の

中でいろいろやっているというのはいいんですが，やはり，その看板を，子ども・子育て支

援の都市宣言をすると，そして指宿市は，そこに力を入れてますよということでですね，や

はり子育てしやすいまち指宿ということをアピールし，そこで人口の減少を食い止める一策

とするということなどもあるわけですから，やはり，私はここで今，何と何と何をやれとい

うことを，提起はしたいんですが，そこに触れているわけではないんですね。やはり，子ど

も・子育て支援の都市だという宣言をまずして，その中においてできることはやるという，

常にそういう目線で市政を運営するということが必要なんじゃないかということを言ってい

るわけです。子ども・子育て支援事業の中でやっていくっていうのであれば，大きな流れの

中では否定をされてないわけですから，この支援都市宣言をするということについては，そ

れがあっていいんじゃないですか。 

○健康福祉部長（下敷領正） 本市におきましては，平成24年8月に成立いたしました子ども・

子育て関連3法を受けまして，子ども・子育て支援法に基づきまして，先ほど来，お話が出

ております子ども・子育て支援計画を策定をいたしました。この中にも様々な事業計画を出

しておりますし，また，先ほど議員の方からも話がありましたように，子育て支援策につき

ましては，精一杯取り組んできているところでございます。こういった事業を更に充実，進

展させながら，そして，地元の企業，あるいは地域，あるいは家庭の中でそういう子育て支

援に対する機運というものが高まってきた段階で，宣言について研究をさせていただきたい

という具合に先ほど市長の方から答弁させていただいたとおりでございます。 

○１５番議員（前之園正和） 担当部課としてはですね，この分野について力を入れていくとい

うことは，部長の答弁からもそれはそれで受け止めたいというふうに思うんですが，やはり

応援都市宣言として，看板を立てるということについては，やっぱり市長の決断だというふ

うに思うんですよ。再度，市長，その考えについて伺います。 

○市長（豊留悦男） 本市におきましては，子育て支援を宣言する都市，宣言をしていないか

ら，そういう意味でこの事業を充実させる，又は充実してないということは考えておりませ

ん。やはり，この宣言をするしないに関わらず，子育ての重要性については，議員の皆さん

もでしょうけれども十分認識をしておりますので，今後とも，この子育てについての支援は

充実させていく，そのことに変わりはございません。 
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○１５番議員（前之園正和） もう宣言をしてないから力を入れてないということでは，もちろ

んそういう解釈を私はしているわけではありません。むしろ，宣言を提起をされて，そこに

イエスと言わないところを問題に，言わばしてるわけですよね。相生市については，いろい

ろ市長自身も研究されているということでありますが，相生市の宣言はどうなっているか，

そう長くありませんのでちょっと読みたいと思うんですが，子供は次代を，次の代ですね，

次代を担うかけがえのない存在であり，子供たちが夢と希望を持ち，健やかに育つことは私

たちの願いです。子供を産み育てやすい環境をつくり，心豊かなたくましい人を育てること

は，私たちの使命です。私たち相生市民は，子供の笑顔があふれ，子育てに喜びを実感でき

るよう，家庭，地域，学校，行政みんなが手を携え，地域全体で子育てを支えるまちを目指

し，ここに子育て応援都市を宣言します，というものです。地名の相生という言葉はありま

したけれども，ここを指宿に例えば，変えたとした場合に，ここは問題だとか否定すべきだ

というものは一切ないというふうに思うんですが，その点はどうでしょうか。これをそっく

り同じものを作れって言っているんじゃないですよ。精神としてまさにそうだと，合意でき

る内容だけじゃないかということを言いたいわけです。 

○健康福祉部長（下敷領正） ただいま議員の方から相生市の子育て応援都市宣言につきまし

て，ご紹介がありました。本市がやっていることも正しく一緒のことだという具合に思って

おります。これを見据えながらというよりも，これまでも相生市にありますような子育て，

子供が笑顔で輝く，そういう子供を地域で，学校で，行政みんなで子育て支援を応援してい

こうという姿勢につきましては，指宿市もどこも変わらないところでございます。そういう

観点から，これまでも答弁させていただきましたとおり，子育て支援につきましては，今後

も引き続き充実，発展をさせていかなければならないという姿勢で取り組んでまいりたいと

思っておりますし，その段階で指宿市内の企業，あるいは学校，地域，そういうものを機運

が高まった段階で，支援都市宣言については検討させていただきたいと答弁をしているとこ

ろでございます。 

○１５番議員（前之園正和） 精神は一緒だということでありますが，やはりその宣言をすると

いうことについては，市長のこの決断の問題だというふうに思うんですよね。そういう点で

は，重ねてになりますけど，市長，この相生の文書を見て，この前のそっくり指宿だけ入れ

替えるとうことではありませんけれども，同意できる内容であるならば，まず宣言をすべき

じゃないかというもので，同じ質問をさせていただきたいと思います。 

○市長（豊留悦男） 先ほども答弁させていただきましたけれども，本市の子育て支援について

はほかの市と同じような，そしてそれ以上に，やはり産科の，いわゆる九大の寄附講座を

し，産み育てやすい環境をつくるとか，ほかの市にないような取組もしております。そうい

う意味でこの宣言という，このことについては，宣言をしていないけれども，それ以上の取

組をしていると。また，様々な支援策を考えておりますので，そのことを踏まえながら，今
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後考えたいという，そういう意味で部長は答弁をしたところでございます。 

○議長（新宮領進） 暫時，休憩いたします。 

休憩 午後 ０時１４分 

再開 午後 １時１８分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開き，一般質問を続行いたします。 

 次は，木原繁昭議員。 

○１６番議員（木原繁昭） 皆さん，こんにちは。16番，木原繁昭です。通告に従いまして一般

質問をさせていただきます。 

 まず，摺ヶ浜の元湯についてです。昔は元湯の屋根が道路の高さより低い位置にあったと

記憶しております。階段を2，30段下りた，掘り下げられたような低地にありました。私た

ちが子供の頃は，今のように各家庭に風呂のある時代ではなかったので，夕方はそれこそ芋

の子を洗うように人がいるという表現がぴったりなくらいのにぎわいでした。利用も多いの

で料金も割安だったと思います。今は社会情勢も大きく変わっているので，昔のような利用

状況はなかなか望むべくもありませんが，分かる範囲で利用状況の数などの移り変わりをお

伺いします。 

 2番目に元湯の現在の施設状況の認識，例えばどこが良い，悪い，改善が必要などお伺い

いたします。 

 三つ目に，近々に市として施設改善等，どのように対応してきたのかお伺いします。 

 続きまして，なのはな館について伺います。市として9.3haを埋め立て，整地という形で

約14億円を投資し，県が69億円という巨費を投じて施設が完成し，高齢者交流センターとし

て平成10年9月にオープンしました。しかしながら，運営経費等の関係もあり，県議会より

指摘を受け，県は平成23年4月，休館といたしました。体育館と南側広場は，今も県の運営

をもちまして，市民，県民に利用されてきました。その間，何とかもっと有効利用できない

かということで，民間活力を視野に入れて運営者を公募いたしましたが見つかりませんで，

このままではいけないだろうとの声もあり，市としての利活用ということで，昨年，利活用

検討委員会を立ち上げ協議してまいり，今年3月，全館利用の利活用構想が示されました。

議員等からもいろいろな意見があり，その一つに全館利用は運営費，ランニングコスト的に

も厳しいのではという意見も出たりしました。そのようなこともあったためか分かりません

が，一部利用という形での利活用構想改訂版が9月に出され，多分それを基に今回10月6日の

ふれあいプラザなのはな館の譲渡に関する覚書の鹿児島県との締結ではないかと想像するわ

けですが，その辺の経緯をお伺いします。 

 二つ目，仮にこの覚書どおり決議した場合のタイムスケジュールについてお伺いします。 

 三つ目に，我々は利活用構想改訂版をいただき，拝見させてはいただいておりますが，改

めてどのようなことにこの施設を利用するのか，その要点をお伺いいたします。 
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 三つ目，環境行政について伺います。まず，ＪＲ沿線の美化についてですが，昔は保線員

の方が除草や枕木の敷石等の管理をよく行っていたようで，大変きれいだったように記憶し

ています。しかし，現在は草木が生い茂っていて，市民よりきれいにしてほしいという声を

いただきました。どのように考え，対策を取っているか伺います。 

 9月議会で可燃ごみ袋の2倍への値上げ，資源ごみ袋3分の1への引下げの議案を出し，それ

によって資源ごみの分別を推進し，ごみ減量化を図ることを重要骨子とした議案を提出した

のですが，議会の理解を得られなかったという認識のようですが，この焼却ごみ，資源ごみ

を含む減量について，現在どのように考え，これからの方向性はどのように考えているのか

お伺いします。 

 二つ目，資源ごみを焼却させない取組も重要ですが，生ごみの堆肥化に強力に取り組む考

えはないのか，以上をお伺いして，壇上の質問とさせていただきます。 

○市長（豊留悦男） なのはな館について答弁をさせていただきます。昨年度，市では，なのは

な館の全ての施設を利活用することを前提に，なのはな館利活用構想を策定し，財政支援を

含めて県と協議を行ってまいりました。利活用構想では，全ての施設を市直営で運営すると

なると，多額の維持管理費が見込まれることから，後年度の市の財政負担を少しでも軽減す

るために，健康増進施設については民間活力ゾーンと位置付け，屋内ゲートボールについて

は倉庫とするなど，維持管理費を軽減できる利用形態を検討し，策定した経緯がございま

す。県と協議を重ねる中で，利活用構想で検討された事業の実現を考慮しながら，市が必要

とする建物だけを残し，維持管理費が掛かる部分については建物ごとに再検討し，調整して

いく方向性を県と確認をいたしました。こうした協議を踏まえて，市では今後の利活用の方

向性や維持補修費の懸念，そして，将来発生する解体費の負担等を考慮し，将来にわたって

利活用できる施設はどこかということで，様々な角度から検討を行い，利活用構想の改訂版

を作成したところでございます。そして，改訂版の内容に沿って，更に県と協議を重ねてい

く中で，譲渡に当たっては予算編成や条例の廃止など，県・市双方で事務手続きが必要であ

ることから，譲渡時期や譲渡する施設，費用負担の考え方など，県と市で合意した内容につ

いて覚書を締結するとしたところであります。今回，譲渡施設と解体施設の内訳，譲渡施設

の補修工事は平成27年度に県が計上している補修費の範囲内で交付する交付金で市が行うこ

と，解体工事は原則として，平成28年度内で県の負担で県が行うこと等で一定の合意に至り

ましたので，覚書を取り交わした次第でございます。 

 以下，いただきました質問は関係部長が答弁いたします。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 元湯温泉の利用状況の変遷についてのご質問でございますけれど

も，元湯温泉は昭和23年8月に指宿町営の温泉として開設され，観光振興と利用者の利便性

を高めるために，平成3年10月1日に今現在の建物にリニューアルオープンしております。資

料によりますと，昭和44年4月以降，近くで商店を営む野村氏と貸付契約を締結し，平成20
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年まで管理をしていただいたところです。この契約としましては，平成20年度を例に取りま

すと，年額79万3,800円の貸付料を借受人が市に支払い，上下水道料金や修繕料などの全て

の経費を市が支払う内容となっておりました。平成20年，野村氏から高齢により契約更新の

辞退申出があったために，借受人の公募を行うとともに，その段階で施設の貸付料を年額18

万9千円に減額した上で，修繕料や保険料は市の負担，上下水道料金などは借受人の負担と

する見直しを行っております。また，平成21年度からは公募により借受人が運営を行ってお

ります。1人目が2年間，2人目の方は4年間，3人目の方は7か月間の営業をいただいておりま

したけど，県外での再就職，それとか個人的な問題，そして親の介護というような様々な理

由で3人の方が借受人を辞退しております。現在の借受人は4人目となっているところでござ

います。 

 次に，利用者の推移でございますけれども，統計の残っているところで申し上げますと，

平成8年は年間1万9,277人おりましたけど，年々減少が続いていき，平成20年には1万1,677

人まで落ち込んでおります。その後，借受人の努力により，月間フリーパス券とかそのよう

なものを導入して，平成24年度には2万1,483人，平成25年度は2万5,120人，そして26年度は

2万1,385人と2万人台を復活しております。 

 続いて，元湯温泉の現状の認識についてのご質問でございますけれども，この温泉施設は

あえて近代的な設備は設けず，昔の風情を漂わせた飾り気のない温泉施設というものをコン

セプトに平成3年リニューアルオープンして以来，24年が経過して一応経年劣化が進んでい

るところでございます。また，温泉施設ということで湿気がこもりやすく，温泉の塩害によ

る腐食も進み，これまで多くの箇所の修繕等を行っております。近年ではガス給湯器の取り

換え，洗い場の床タイルの張り替え，水道蛇口部分からの漏水，男子更衣室の雨漏りなどの

修繕を行っております。そして，27年度におきましては屋根の雨漏りの修繕も行っていると

ころでございます。 

 続いて，環境行政についてのＪＲ沿線等の美化についてでございますけれども，ＪＲ沿線

の景観整備につきましては，これまでも四季折々の花を篤姫コース沿いや二月田駅前，ある

いは沿線の地区や市民にご協力をいただきまして，花の植栽や草払いをお願いするなど，乗

客の方が安らぎを感じる車窓の景観整備に努めてきたところでございます。また，ＪＲ指宿

枕崎線の線路敷きの草刈り等につきましても，随時，ＪＲ九州鹿児島支社にお願いをしてい

るところでございます。特に地域住民らが手振りをするポイントは，車窓越しに観光客との

触れ合いのポイントでありますので，定期的な除草等に努めていただくようお願いをしてい

るところでございます。指宿駅より以南の線路沿いにも雑草が繁茂しているという状況が見

受けられるということでありましたので，ＪＲ九州鹿児島支社に情報を提供するとともに，

関係者等にもご協力をいただき，指宿枕崎線を利用される一人ひとりをおもてなしの心で温

かく迎えるよう，沿線の景観の維持に努めてまいりたいと考えております。 
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○総務部参与（有留茂人） なのはな館について，今後のスケジュールについてでございます。

ふれあいプラザなのはな館の無償譲渡に関する覚書の中では，譲渡の時期を28年4月1日，譲

渡契約を今年度内に締結することとしております。なお，なのはな館の維持管理に掛かる予

算を28年3月議会でご審議いただく予定としているところでございます。次年度以降におき

ましては，県がまず，解体工事設計を行った後，秋までをめどに解体工事に入り，来年度内

に工事を終了させる予定と聞いております。補修工事につきましては，市でまず，補修工事

設計を行ったのち，補修工事に入ることになりますが，その時期につきましては，解体工事

の工程にもよりますので，県と調整をしていくことになろうかと思います。 

 続きまして，利活用構想についてということでございます。なのはな館利活用構想の改訂

版では，みんなの集う健康交流広場を利活用のコンセプトとしております。幅広い世代の

方々に向けた健康づくり支援事業，それから文化活動支援事業，それから市民活動や市民交

流と地域活力の支援に関する事業の実施を想定しているところでございます。また，併せて

子育て支援や次世代育成支援に係る事業の実施も検討しているところです。今後，この構想

に基づき地域団体やＮＰＯ法人，民間等との連携も含めて新たな管理運営体制を検討してま

いりたいと考えております。 

○市民生活部長（牟田浩一） 焼却ごみの現状の認識と方向性というご質問ですけれども，まず

現在，指宿広域圏内で発生する可燃ごみは1日約62ｔでございます。一方，建設中の新ごみ

処理施設の能力は1日54ｔであるため，平成29年3月までに約13％の可燃ごみを減量する必要

があると現状認識をしております。今後のごみ減量化の方向性でございますが，これまでと

同様に，可燃ごみ量を削減するためには三つの方法があると午前中にも申し上げましたが，

一つ目が可燃ごみ自体をなるべく出さない。二つ目が生ごみを減量する。三つ目が可燃ごみ

袋内の資源ごみを資源化へ誘導するという方法でございます。一つ目の可燃ごみ自体をなる

べく出さない方法として，先ほども申し上げましたけれども，指宿庁舎資源ごみ常設収集所

において，11月から古着等の回収モデル事業を始めております。二つ目の生ごみを減量する

方法として，事業系の生ごみについては，各事業所を巡回してのごみ減量化のお願いや，ご

み処理施設において許可業者が持ち込むごみの展開検査を実施しております。また，ホテル

や飲食店等における30・10運動を推進するため，ポスターとリーフレットを9月に配布した

ところでございます。一方，家庭用の生ごみについては，指宿庁舎資源ごみ常設収集所にお

いて，11月から生ごみリサイクルモデル事業を始めております。三つ目の可燃ごみ袋の資源

ごみを資源化へ誘導する方法の一つとしては，資源ごみ袋の価格改定を考えておりました

が，価格改定に係る補正予算に対して修正案が可決される結果となりました。これ以外の施

策としまして，ごみ出し指導員や市の管理職，環境衛生協力会などによるごみステーション

のごみ出しアドバイス，学校や公民館等での出前講座，市の職員への説明会などが挙げられ

ますが，今後も引き続き，この施策を実施してまいります。また，このほか，ごみの分別辞
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典の改訂版や学校教材，ワークブックも作成する計画としておりまして，これらを含めたご

み減量化施策を今後も推進してまいりたいと考えております。ただし，このような取組を行

っても可燃ごみ袋内に混入している資源ごみが資源化に誘導されない状況や，ごみ減量が図

られない場合は，指定ごみ袋価格改定も減量化施策の選択肢の一つとして，再度検討する必

要もあると考えておりますが，まずは可燃ごみ量を削減するために三つの方法を継続して実

施してまいりたいと考えております。 

 それと，もう一つありました。生ごみの堆肥化推進についてということで，どう考えてい

るかということでございましたが，先ほど申し上げたとおり，11月から指宿庁舎資源ごみ常

設収集所において，リサイクルモデル事業を開始してるところでございます。市民への周知

及び利用の促進を図るため，生ごみと古着等の回収モデル事業についてのチラシを先日，全

世帯に配布しております。常設収集所には，年末年始を除く毎日朝8時から夜7時まで持ち込

むことができますので，持ち込む人数やごみ量を検証した上で，成功と判断できれば山川及

び開聞庁舎の常設収集所にも事業を拡大していきたいと考えております。しかしながら，常

設収集所までの距離が遠いなど，生ごみの持ち込みが困難な住民の方もいらっしゃると考え

られますので，今後は日置市の生ごみ回収事業の良い点を参考にしながら，指宿市独自の地

域コミュニティを巻き込んだ生ごみリサイクル事業を検討してまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

○１６番議員（木原繁昭） 時間が足りなくなったらいけないので，最初にＪＲ沿線の美化につ

いてご回答いただきましたことについて，ちょっと申し上げさせていただきます。早速です

ね，市道部分と言いますか，ＪＲ沿線に付いています市道部分について，早速刈っていただ

きまして，土木課の方にすぐやる課がありましたかどうか分かりませんけれども，きれいに

なっております。市民の方からもきれいになったということで，大変喜びの声をいただきま

した。是非，そういう声もあったということでお礼を申し述べさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。お礼を忘れてはいけないと思って先にさせていただきまし

た。 

 あと，このＪＲの件ですが，しょっちゅう申入れをしていただいているという話でした。

年が明けて，3月より山川駅も無人駅になるとの説明もありましたが，利用者減で採算面も

厳しい状態であると察するわけでありますが，観光地美化のために少しでも，これからも美

化に努めていただきたい。また，センダングサ等中に生えていますと，農業関係の病害虫の

発生源とも関係がございます。改めて，あまり廃止になっても困るんですが，やんわりと市

民からの要望ということで申入れていただきたいと思います。それから，線路の敷石等もな

かなか保線ができてないのか，枕木がもうめり込んだ状態で，多分空洞があったりするんで

しょうか，住民よりちょっと音がうるさくなったんじゃないかという声も聞いておりますの

で，その辺も含めて，ご要望の中でお伝え願えればと思います。ここはもうこれで，ご回答
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はよろしいです。よろしくお願いします。 

 それでは，元湯について。今，新しい管理者，11月1日からしてます管理者は，元湯を何

とか良くしようと一生懸命であります。入り口に自分で作成したんだと思いますが，のぼり

旗を立てたり，クリスマス風の点滅ライトを，そんなに予算もありませんでしょうから大き

なものではありませんが，点けたり，女性の方は特に髪を乾かすのに必要だったということ

は聞いておりましたが，自前のドライヤーを男女それぞれ更衣室の洗面所においたり，また

血圧計を用意したり，また場合によっては，血圧計が自分なりにこう腕に巻くのだったか

ら，差し込むのがないかということで電気屋さんに宣伝をいっぱいしますので提供していた

だけないかとか，そういうことも掛け合ったりしていたという話を聞いております。また，

更衣室の鏡の位置が，私はなかなか気付かないんですけども，女子更衣室ですが，小柄な人

には高過ぎるということで，二つある一つの鏡を20cmほど下にずらし，取り付け直したりし

ております。そして，自ら洗浄機を買い，元湯を何とかきれいにして皆さんに喜んでもらい

たい，来てもらいたいと頑張っております。昨日の質問の中に，余そから来たから見えると

いうのがございますけども，余そ者，若者，馬鹿者ですか，順番はどうだったか分かりませ

んけど，そういうこともございます。指宿，元湯に来て元湯の今を何とかしたいというとこ

ろも見えるところがあります。この気持ちの新しいときに，是非対処していただきたいと思

います。 

 若宮神社を別名子宝神社と言いまして，付近の通りは子宝ロードと命名しております。一

部レンガも配し，きれいな通りとなりました。もう大分前になりますけれども一般質問させ

ていただきまして，改善いただきまして本当にありがとうございます。元湯は昔から体が芯

から温まるということで，神経痛や関節痛，筋肉痛，多くの病，痛みの進行に有効で，不妊

にも効能があると聞いております。塩化物泉という熱の湯と言われて保温が高いんだそうで

ございます。ほかには切り傷，火傷，慢性皮膚病，虚弱児童の改善，慢性婦人病の改善，飲

用としては，これは鹿児島の温泉というのに，図書館にありますのでちょっと拾わさせてい

ただいたんですが，慢性消化器病，慢性便秘などに効くということが書いてございました。

砂風呂も含めて，湯治の客が多く，温泉宿も数多く昔は栄えていたということであります。

ある意味，子宝の地としてパワースポット的存在でもあります。まだ見捨てるには早いと思

います。一工夫も二工夫も指宿市の名所の一つとして復活させる価値があると思っておりま

す。元湯を徹底的に見直し，改造してみたらと思っております。11月1日より始めた元湯の

管理者に10日ほど前にお聞きし，改善していただきたいところを書き出していただきました

んですが，ちょっとたくさんあり過ぎて，一応主なものだけここでちょっと申し述べさせて

いただきます。先ほど雨漏りの修繕もいたしましたという言葉がございましたけれども，ま

だ脱衣棚の上部の剥がれ，それから女子のところの入り口のベニヤの剥がれですね，その点

も一緒にお願いしたつもりだったんですけど，そこも直っていないですので，是非，これは
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早めに直していただきたいと思います。また，このちょっと私らはなかなか気付きにくいん

ですが，和式トイレを洋式にしてほしい。足の悪い方や高齢者には不向きだっていうこと

で，今，障害者にも誰にでも優しい造りにしていただきたいということもございますので，

是非その辺も検討していただきたいと思います。特に主なものだけ，拾い出させていただき

ます。それから，できればすぐ直してほしいと思っていたんですが，さっきの沿線の美化じ

ゃないけど，私が一般質問する頃には直っててくれればいいなという気もあったぐらいです

が，流し台の鏡の曇り，外して一生懸命洗ったそうですが，もう，中が黒くなっているよう

なのは，多分あれは銀膜になっているんですが，間に水とか入って酸化しているんじゃない

かと思いますので，拭いたところで取れるものではございませんので，是非，もうそれほど

掛からないから，何かの予算を回していただいて，取り替えていただいたらと思います。そ

れから，すごく急いでほしい，あとからもっときれいにしてほしいということを言われてい

ます。現在の管理者がもうとにかく早く，シャワーが男女それぞれ一つずつでいいので欲し

いと，髪の毛を洗ったり流したり。元湯は塩分が強いものですから，お湯と水道の水を混ぜ

てもかなり塩分が強いものですから，泡立たなくて髪を洗うと，きちきちなるんです。是

非，このことは早めにやっていただきたいと私も思っております。これをしたら廃止できる

のか分かりませんが，各浴室にかかり湯という形で上がり湯みたいなのがあるわけですけれ

ど，すぐ冷めるんだそうでございます。そういう意味でもシャワーを取り付けていただきた

い，まずは一つ取り付けていただきたいというのがございました。それから，温泉成分表で

すね。新しいものを作成できないのか，どこかの調査機関とか大学とかその辺に成分分析を

お願いして，昔は書いてあったような気がしますけれども。一応この辺を改善していただき

たいと思います。元湯は古いところがいいんだという考え方もありますけれども，元湯だか

ら古い感じ，レトロがいいとかいう考えもありますでしょうけど，今の若い人，新しい客に

はうけないのではと思っております。今，来る人は静かでいいという人もおりますが，イコ

ール流行らない，繁盛しない，採算が合わないということでもあるかと思います。風呂をよ

みがえらせるそういうののプロとかいるかもしれませんが，スペシャリストに改善，流行る

風呂への相談とか，庁舎内の皆さんで考える，また，そういうほかからの意見をもらうと

か，いろんな形で検討していただきたいと思います。私も幾つも拾い上げたんで，是非，早

めにやっていただきたいと思うのが，各脱衣場に，男子女子ですね，鍵が全然付いてないん

です。余所から来た人なんかは特に，我々は例えば，車で来たとすれば車の中にでも入れと

きゃいいかもしれませんけれども，鍵付きのですね，全部でなくても，上段部分だけでもい

いかと思いますけれど，今は貴重品として財布，携帯電話，腕時計，腕輪，ネックレス等，

携帯電話はほとんど持ってますので，そういう物も含めて入れるところがないと，知らな

い，あまり行かない人やら，歩いて来る人，観光客とかそのまま置くのはかなり不安だと思

います。それから，これも今度の新しい管理者の方からも言われたんですが，湯船の縁石の
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ずれですね。見ていただいたかと思います。ずれてて間からお湯が漏れて変色等しておりま

す。各，洗面台を一つずつですね，私はもういっそ全部新しいのに取り替えて，シャワー付

きの洗い場にしてほしいと考えております。真水の出る形のですね。それから，できれば電

球の交換とか。それから，シャワー用お湯の熱交換器，委員会でもちょっと述べさせていた

だいたんですが，中に熱すぎて，本体のお湯を冷ますのに水道水がたくさん要るということ

も聞いております。そこの中に熱交換器を入れると，その入れた部分のお湯も，シャワーを

付けた場合にそれを灯油等で温めるとちょっとそれなりに燃料代が掛かるんですけど，今の

熱過ぎるお湯の中に熱交換器を通して，源泉は塩分が強いですので，それなりのステンレス

製の熱交換器みたいなのでなければいけないんじゃないかと思います。それなりのを付け

て，真水を温めて洗面所の方で使うという方法は，また環境にも非常に優しい形になるんじ

ゃないかと思います。燃料を使わないという意味でですね。しかも風呂は，温度が下がって

水をあんまり足さなくて済むので，源泉に近くなっていくんじゃないかと思います。今，そ

の辺のところ，どうしたら改善できる，こう是非何とかしなければいけないなとか，する気

持ちがあるかちょっとお伺いいたします。大分一度に言ったから，一つずつでもいいです。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 今現在の借受人につきましては，先ほどから議員もおっしゃるよ

うに，11月1日からということで，私どもとしましては，この施設を公募する段階で，現状

の施設をこのまま利用するという形の中で応募をとっております。そういうことで，先ほど

言った鏡の曇りとかそういう施設上の不具合というものにつきましては，借受人との契約の

中で1万円以上経費が掛かる分については市の方で負担をする。1万円未満の場合には，借受

人が対応するということも取り交わしております。そういうことからすれば，今の現段階で

例えばトイレの和式から洋式へ換えるとか，シャワーを設置するとか，熱交換器の設置とい

うものについては，非常に経費が掛かるということで，しないというわけではないですけれ

ども，早急にはそれは対応は難しいものと思われます。ただ，先ほど見て，鏡の曇り等があ

る，私どもも現場は一応見に行きましたけれども，2，3，やはりはっきり見えない鏡もあり

ましたので，そこは今の予算の中で対応したいということで，今，担当の方にも指示を出し

ております。それとあと，レトロ的な奴ではなくて近代的な施設にリニューアルできないか

というふうに提案があったわけですけども，ここにつきましても，先ほども答弁させていた

だきましたけども，あえて近代的な設備は設けず，昔の風情を漂わせた飾り気のない温泉施

設ということをコンセプトにやっております。やはり，近代的なものを望むということであ

れば，近くに砂楽という，また市の温泉施設があります。当然，この砂楽は砂むしだけでは

なくて，温泉入浴だけというのも対応ができますので，やはり，そこはすみ分けをしながら

運営をやっていった方がいいのじゃなかろうかというふうに思っております。それとあと，

脱衣かごの鍵というものについては，これはやはり施設上，財布とかスマートフォン，そう

いう貴重品があるということを考えれば，何らかの対応はしなきゃいけないというふうには
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考えておりますので，その対応方法としましては，例えば常に番台に管理の方がいらっしゃ

るわけですので，紙封筒等に密封をして番台の方に預けるとかいうような形でも対応ができ

ると思いますので，そのようなところも検討しながら快適で安心な施設というものになって

いくように，私どもの方としても，現管理者，借受人と協議をしていきたいというふうに考

えているところでございます。 

○１６番議員（木原繁昭） 全然納得のいく回答ではないんですが，現状，1万円以上は市が，1

万円未満はということで，その1万円，たくさんあると思いますけど，今渡した状態が既に

すごく老朽化してると思うんですよね。現状でうんぬんって言っても。やっぱり，今若い人

たち，例えば入ってください，元湯に来てくださいと言って来ても，次は行くかっていうと

かなり厳しい面があると思います。レトロ，確かに今の状態は，もう見捨てる形に近いと思

います。観光客はほどんどおりません。滅多なことではまいりません。地元の人も入っても

らいたいという気持ちがあるんですけど，たくさん，地元の人が一番入ってもらわないと当

然採算も合わないとは思っております。ヘルシーランドの資料をいただいたんですけど，26

年度，休みの期間があって，普通の期間でしたら約2,000万円ほど，指定管理料はですね。

ヘルシーランド，たまて箱温泉も含むんですかね，露天風呂ですね。それで，昨年の26年度

はいろんな施設，床改修，遊具施設等がありまして，2,700万円，ほかに掛かっているとい

うことを聞いております。利用者が20万人ですので，2,000万円指定管理料を払って，やっ

ていただいているということですけれども，そういう意味ではもう，その援助という意味で

も一人当たり使用料からすると100円プラスされて運営されている形になるかと思います。

その辺も含めて，元湯の方は，その辺は，施設は別ですよ。お互いに施設は別ですので。そ

ういう意味でも元湯にももう少し，元湯の今の状態は，今300円，回数券でなければ300円と

いう状態ですので，サウナもない，ジェットバスもないとかいうような状態ですので，なか

なか入る人も少ないんじゃないかと思いますが，その辺も含めて，是非，改善をこれから考

えていただきたいと思います。時間がないので，もうこれで要望みたいな形で終わらせてい

ただきます。 

 なのはな館についてお伺いいたします。6月議会の同僚議員の答弁で補修工事の内容や将

来発生する解体費の問題等含め，譲渡を受ける場合，後年度市に大きな財政負担があっては

ならないという市の考え方を重ねて説明させていただきました。協議の中で県からは維持管

理も踏まえた利活用等について，今後県の考え方も示しながら協議していきたいとの説明が

なされております。平成26年3月議会での答弁では，県が支援する根拠の提示という文言も

ございました。今後，県の考え方も示しながら協議していきたいという説明を市長はなさ

れ，県が言ったって形で説明をされたんですが，このときは県は既にこの考え方は県として

運営や維持管理，将来の解体は面倒見ない，指宿市独自でやってくれというようなことが，

指宿市にしっかり伝える形になっていたのか。それを市はしっかりと受け取っていたのか伺
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います。 

○総務部参与（有留茂人） 昨年度の状況につきましては，全施設を利活用するというふうな形

での市への提示でありまして，それに基づいて昨年，利活用構想を策定をしたというふうな

流れになっております。ただ，今年度に入りまして，やはり維持管理費が掛かる部分につい

ては利活用構想を策定した中で，それを達成していける，利活用構想でうたった支援事業に

ついて達成していける施設について，今後協議をしようというふうなことで，今年度に入っ

て協議を進めていったところです。今，近年指宿市が抱える課題，健幸のまちづくり，その

ようなものについて利活用ができる部分について，今後市の方でやっていきたいというふう

なことで，今回の覚書に至ったというふうな状況です。 

○１６番議員（木原繁昭） 今回の覚書は，市の運営補助等はないわけですけど，これまでグラ

ウンドゴルフ場は県民や県外の人々にも広く利用してもらっていると思いますが，体験型観

光や宿泊を伴ういろんなイベント等を行おうとするならば，本土の端であります指宿市に入

込客が増えるということは，鹿児島県としても当然指宿に来るには鹿児島市も通って来ます

し，ＪＲだったり飛行機を使ったりするわけですけど，経済的にも大きなメリットになるは

ずだと思います。協議の中で，運営負担費を県に求めることや，できれば県の持ち物のまま

指宿市が指定管理者的に代理運営をする，指宿市が多く使う分は指宿市も運営費を負担する

というような，そういう話し合い等はなかったんでしょうか。 

○総務部参与（有留茂人） 県の施設のままで市が委託を受けて，利活用するというふうな考え

方はなかったかというふうなことだろうと思います。県では，平成22年3月の行財政改革特

別委員会でなのはな館の一部の機能について，利用者が所在地，周辺市町に偏っていると，

それから多くの市町村が同種の種類のサービスを提供しているというふうな実態や高齢者の

生きがいづくり，社会参加等の全県的な取組の在り方を考慮すると，今後も引き続き県で設

置する必要性は低いと考えざるを得ないとの結論が出されたところです。なのはな館につい

てはこの結論に基づいて，県から市，又は民間への譲渡という方針が出されたところです

が，民間事業者の決定に至らなかったというふうなことでございます。その後，市への譲渡

の意向が示され，これまで協議をしてまいったということでございます。県の施設のままで

市が使用するという方法についても，県と協議をした経緯はございますが，県は県の施設と

しての設置は考えていないということでしたので，その後も協議を重ね，利活用構想で検討

された事業の実現を考慮しながら，市が必要とする建物だけを残し，市で利活用していくこ

と，健康増進施設，中央施設，宿泊棟，屋内ゲートボール場等，維持管理費が心配される施

設は，平成28年度内に県の負担で解体するということで，そのような議論はされてきたとこ

ろです。 

○１６番議員（木原繁昭） 解体費用についてお伺いしたいんですけれども，県が今度解体しよ

うとしている部分，それから市に残す部分，それぞれ解体費用は，将来ですね，市が受け取
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った場合，どのぐらい掛かるのか。 

○総務部参与（有留茂人） 平成22年に県から解体工事の概算額というふうなことで示された額

が，全体で解体をしますと工事費が約8億円というふうなのが示されております。今回，解

体する施設の解体費については，約その63％程度の5億程度が掛かるのではないかと思って

おりまして，残る施設の解体費については約3億円程度，その22年度の解体工事の概算から

いくとですね，そういうふうになろうかと思います。 

○１６番議員（木原繁昭） 部分的にする部分，付け足す部分っていうかな，その外した部分，

修理するものを入れると3億じゃ済まないんじゃないかと思います。4億掛かるとして，どっ

ちみち指宿が受け取れないとしたら，県としてはそれを壊すはずですので，その4億円を解

体の基金としてもらうような交渉はできないんでしょうか。 

○総務部参与（有留茂人） 今回の覚書に至った経緯ですけど，その一部分は解体をして，残っ

た部分について市で今後活用していくというふうなことですので，その解体費用について

は，解体は県の方で実施をするというふうなことですので，その解体について市への積立て

というふうなのは考えられないのではないかと思います。 

○１６番議員（木原繁昭） 将来の指宿市の部分の解体の交渉はできませんか。 

○総務部参与（有留茂人） 今後，残る施設についての解体費については，市の方で今後利活用

していくわけですので，これについては将来解体するとなった場合については，市の責任で

というような形になろうかと思います。 

○１６番議員（木原繁昭） だから，そこを県と交渉できないかと聞いたんです。そこを，どっ

ちみち指宿市が使わないとなれば，県としては壊さなければいけないということでですね。 

○総務部参与（有留茂人） 今回その費用の負担について，県と協議をしてまいったわけですけ

れども，その残った施設については市の方でというふうなことで，それの将来の解体費用に

ついては，県の方では負担をしないというふうなことでの覚書になっているところでござい

ます。それについて，今後，その解体についての協議というふうなものはできないかという

ことですけれども，ある一定の協議がなされてきたわけですので，この覚書を尊重して今後

は進めていきたいと思います。 

○１６番議員（木原繁昭） 覚書についても，ちょっと心配なところあります。解体等の振動等

であれしたときの，それも覚書の中には第4条として，前条に定める交付金並びに解体費用

以外は譲渡後において，解体施設の解体を原因とする補修及び譲渡施設に関わる補修，解体

費用が発生しても一切負担をしないと。切り離す際の杭抜き等での振動で建物になんかあっ

ても1億2,000万，何がしのでしかしないということになっているかと思いますけど，この辺

はまた検討していただきたいと思います。 

 時間がありませんので，これ，完全に市が運営する形になったときの，1年目は芝生とか

何とかであれでしょうけど，本格的に運営するとなった場合，2年目以降ランニングコスト
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はどれぐらい掛かるんでしょうか。 

○総務部参与（有留茂人） 県が施設全体を運営した際には，人件費や事業費を含めて2億円程

度掛かっていたようでございます。今回，健康増進施設，中央ホール，宿泊棟，屋内ゲート

ボール場等，維持管理費が心配される施設は，全て県の方で解体されますので，事業費を除

いた本館と体育館の再開部の維持管理費につきましては，3,000万円から4,000万円ぐらい削

減できるのではないかと見込んでいるところでございます。なお，来年度については解体工

事もあり，本館は休館となりますので，それより低い金額になるものと見込んでいるところ

です。光熱水費等の維持管理費については，なのはな館で行われる様々な事業運営によって

増減することから，なのはな館再開後の事業費を含む全体の運営費につきましては，なのは

な館の管理運営体制，そこで行われる今後の事業の内容等を具体的に検討する中で，今後，

試算をしてまいりたいと考えているところです。 

○１６番議員（木原繁昭） ちょっと時間がございませんので，堆肥化について伺います。前，

環衛協と公民館代表の方々との議員と語る会でですね，ごみの堆肥化のことについてちょっ

と意見を述べさせていただきましたら，指宿は堆肥がすごく余ってるんだということでした

が，その辺の事情はどうなのでしょうか，お伺いいたします。 

○農政部長（新留幸一） 堆肥の生産量というか，堆肥が余っているという状況なんですけど

も，本市における家畜の飼養頭数につきましては，平成27年1月1日現在で乳用牛で57頭，肉

用牛で2万4,730頭であります。これを換算いたしますと，堆肥の生産量につきましては，推

定となりますけども，年間で約10万ｔが生産されるところであります。次に，市内の耕種農

家における堆肥の利用状況につきましては，県の施肥基準によりますと施肥量は作物によっ

て異なりますが，10ａ当たり2ｔから3ｔ，施肥量の目安となり，これを平成26年度市内にお

ける農作物の作付け面積から必要量を積算いたしますと，約6万ｔが必要となるところでご

ざいます。それで，約4万ｔが残る計算となっているところです。ただ，畜産農家によりま

しては，直接耕種農家へ販売するだけでなく，ホームセンター用として袋詰めを行い販売し

ている方もおられますので，確実な残量算出は難しいところであります。 

○１６番議員（木原繁昭） これ，どんどん残りつつあるんですかね。どんどん溜まっていって

るのか，これだったら。もう，溜まっている溜まってないでいいです。 

○農政部長（新留幸一） 溜まっている堆肥というより，良質な堆肥につきましては，今の畜産

農家の堆肥で良質の堆肥を作っている畜産農家は，需要に追いつかない農家もおられるよう

でございますので，堆肥の処分につきましては，我々も法に従ってその事業活動に生じた廃

棄物は自らの責任において適正に処理するよう定められておるところでございます。 

○１６番議員（木原繁昭） 最後に，コンポストを市民に無料なり，超低価格で提供する考えは

ないか。コンポストで生ごみを減らすということでですね。一番金も掛からないと思います

ので。よろしくお願いします。 
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○議長（新宮領進） 市民生活部長，簡潔に願います。 

○市民生活部長（牟田浩一） 平成26年度の家庭ごみの年間量というのは8,633ｔで，おおよそ

これの20％生ごみとしますと，年間1,700ｔ余りでます。これにつきましては，私どもその

処分の分散化を考えております。基本的にはそのごみ処理施設で焼却するんですけども，先

ほど来から申し上げてますように生ごみのリサイクルモデル事業で3庁舎で堆肥化を図る

と。あと，指宿市独自の地域コミュニティを巻き込んだ生ごみリサイクルモデル事業とし

て，そういったもので，地域内でコンポスト化もやってもいいんじゃないかと考えますが，

今の生ごみ処理機のコンポスト，これについては補助金制度もありますので，これについ

て，また再度研究はしてもいいのかなというふうには考えております。以上です。 

○議長（新宮領進） 暫時，休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２０分 

再開 午後 ２時３０分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開き，一般質問を続行いたします。 

 次は，高田チヨ子議員。 

○９番議員（高田チヨ子） 皆さん，こんにちは。公明党の高田チヨ子でございます。12月にな

ったというのに，昼間は暖かい日が続いております。今年は長雨，台風，そして異常気象と

農家の方々はオクラやスナップ，キャベツなど大変な被害を被ったと聞いております。心よ

りお見舞い申し上げます。ただ，人的災害がなかったことが何よりだったのかなと思ってい

るところです。 

 それでは通告に従いまして，一般質問をさせていただきます。 

 はじめに，安心・安全な生活のために在宅介護に対する支援についてお伺いいたします。

今，国ではなるべく在宅で介護をするように仕向けてきております。しかし，在宅で介護す

るというのは大きなリスクが伴ってきます。家族が在宅で介護できる状況にあるのか，介護

に携わる方が仕事を続けられるのか，老老介護になるのではないか，また，独居の方はどう

なるかなど，いろんな問題点が出てまいります。そこでお伺いいたします。本市の在宅介護

に対する取組はどうなっているのか，お伺いいたします。 

 2番目に，ごみ問題について伺います。去年12月に30・10運動について質問いたしまし

た。早速，市長率先で取り組んでいただき，本当にありがとうございました。そこで，1年

経った今，この30・10運動の成果についてお伺いいたします。 

 3番目になのはな館について伺います。宿泊棟や中央ホールなど，解体することが決まり

ました。しかし，11月に国民文化祭があり，中央ホールでも行われました。とてもすばらし

い文化交流会でした。演技がすばらしかったのはもちろんのこと，会場が何といってもとて

もすばらしいでした。この中央ホールを解体するのは何とももったいないと思ったところで

す。雨漏りがするとのことでしたが，どこが雨漏りしてるんだろうと思うぐらい，見た目で
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は全然分からないような状況でした。天井が1か所，ちょっと剥がれているかなっていうと

ころがあっただけで，あとはどうもないように見えました。また，空調が効かないとのこと

でしたが，何とか方法はないものか。このすばらしいホールを壊すにはあまりにももったい

ないと思ったのです。その場に来ていた市民の方々ももったいないよねっていう声がとても

多いでした。そこで，お伺いいたします。県との協議で解体することになってはいるが，こ

の中央ホールについてはもう一度検討する考えはないか，お伺いいたします。 

 4番目に人事異動についてお伺いいたします。専門職の人事異動については，もう少し長

期間在職した方がいいのではないかと思うのですが，これまで本市としては，この件につい

てどのように取り組んできたのか，お伺いいたします。 

 以上，4項目についてお伺いいたします。これで1回目の質問といたします。 

○市長（豊留悦男） 高田議員からは四つの項目について質問をいただきました。私の方からは

2番目と3番目，ごみ問題となのはな館について回答をいたします。1番目と4番目は関係の部

長に答弁をいたさせます。 

 まず，ごみ問題についてでございます。とき，忘年会シーズンであります。いろいろな旅

館や飲食店で忘年会がたくさん開かれております。もったいないことに，このおいしい料理

や最後に出るお菓子やデザートがたくさん余って，それがごみとして出される現状がありま

した。そこで，昨年度議員からの提案をいただき，30・10運動，つまり始まってから30分は

みんなで出された料理をおいしく食べましょうという，そして最後10分はデザートや果物も

食べて，そして会を終えましょうという，そういう運動を進めてきました。これらの生ごみ

を減量する取組，これが今，ホテルや飲食店で，ポスター等を配って，みんなで取り組むよ

うにしております。市内のホテル・旅館にはポスターやリーフレットも置いてあります。ま

た，住民説明会でも地域で宴会をする場合は，30・10運動を勧めてくださいとお願いをし，

生ごみを少なくするようにお願いをしております。市役所，市の職員でも懇親会においても

率先して運動を展開するように努力をしてあります。30・10運動の目的であります生ごみ減

量の成果については，ホテルや飲食店の方々にお聴きをすると，この運動が始まってから生

ごみの出る量というのは大変少なくなっていると聞いております。やはり，食べ物を大切に

する，そして生ごみを出さない取組というのは，30・10運動もですけれども，学校でも，学

校給食は残さないように食べましょう，そして家庭でも，出された食事はおいしく食べるよ

うにしましょうという，その取組にもつながっているものだと思っております。今後も，こ

の30・10運動については市民みんなで取り組んでいくべき運動だと思っております。 

 なのはな館についてであります。なのはな館，使えなくなってから5年が経過いたしまし

た。やはり，なのはな館を使いたいという人もおります。そして，県の施設ですけれども，

市と話をしながら市で活用できる，つまり使える場所があったら使ってほしいという，そう

いう話もしてまいりました。今年に入って，県と協議を重ねる中で，市が必要とする，これ
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から使いたい建物だけを残し，維持管理にたくさんのお金が掛かる部分については，それぞ

れの建物ごとに検討していく必要性があるということで，県と話し合いをし，確認をしまし

た。こうした協議を踏まえ，市では今後の活用の方向性や活用した場合の今後の補修，修理

をしたりする，その問題点，そして将来発生する解体しなければならないときのお金等を考

慮し，長い将来にわたって市民が利用，活用できる施設について，様々な角度から検討を行

いました。その結果，利活用構想，今後どのように利用するかという，そういう資料改訂版

を作成してまいりました。県と協議を重ね，先月，ふれあいプラザなのはな館の無償譲渡に

関する覚書，市と県で約束事を交わしたところでございます。中央ホールにつきましては，

雨漏りがあり特異な形をしておりますので，どこから雨が漏るのか，またその雨漏りの修繕

をどうしたらいいのか，足場を組むときには形が普通のものと違うのでたくさんの補修費が

見込まれるのではないか，様々なことを考えてまいりました。やはり，維持補修に掛かる不

安な要素が大きいと判断したために，中央ホールについては解体をしたいという県との約束

をいたしました。しかし，今議員がご指摘のとおり，国民文化祭で利用した中央ホール，市

民の中ではもったいないな，すばらしいな，今後利用できるのではないかなという大きな，

たくさんの意見もいただきました。やはり，これからこのなのはな館をどうしたらいいの

か，中央ホールについてもほかの安く済むような維持管理費ができないものかどうか，考え

なければならないと思っておりますが，県と覚書をしたそのことも大切にしなければなりま

せん。今後，この地域創生という，そして地域活力創造支援事業という，文化活動，そして

健康づくり，スポーツ活動，様々な観点から利用できる場所でありますので，今後，いろい

ろな意見を聴きながら考えていきたいと思っております。 

 以下，いただきました質問等につきましては，関係する部長が答弁をいたします。 

○健康福祉部長（下敷領正） 在宅介護に対する支援，本市の取組状況についてのご質問でござ

います。介護保険で利用可能なサービスは認定区分によって異なってまいります。要介護認

定を受けた方は，ケアプランに基づき介護サービスを，要支援認定を受けた方は，介護予防

ケアプランに基づき介護予防サービスをそれぞれ利用できるようになっています。この在宅

サービスにつきましては，介護職員や看護職員等に居宅を訪問してもらいます訪問系サービ

スや施設に通って受ける通所系サービスなどがございます。このほか，日常生活の自立を助

けるための福祉用具貸与サービス事業や，住み慣れた家を暮らしやすい環境にするための住

宅改修費支給サービスなどがございます。さらには市の事業といたしまして，訪問給食事業

として実施をしております食の自立支援事業，在宅寝たきり老人等寝具洗濯サービス事業，

訪問理容・美容助成事業，紙おむつ等支給事業などを実施いたしているところでございま

す。これらのサービスや事業を利用していただき，住み慣れた自宅や地域で自分らしく楽し

く自立した生活が送れるように，これまでの生活スタイルをできるだけ維持できるよう，在

宅生活の安全確保及び在宅福祉の増進並びに在宅介護者の負担軽減に努めているところでご
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ざいます。 

○総務部長（髙野重夫） 私の方からは人事異動について。専門職の人事異動については，もう

少し長期間在職した方がよいのではないかということについてお答えいたします。人事異動

につきましては，それぞれの職員の持つ資質や能力，意欲を最大限に引き出し，活用するこ

とで組織全体の活力を高め，活性化させていく必要があることから，適材適所を念頭に人事

異動等に係る自己申告による本人の意欲，希望等も勘案しながら，全庁的に適切な職員配置

に努めているところであります。併せて重要施策の積極的な推進等に対処するため，職員の

職務遂行能力の向上や意識改革，多様な業務経験を推し進めるために3年から4年を目安にジ

ョブローテーションによる職員配置も行っているところであります。一方で専門的知識や経

験を必要とする部署への職員配置については，市民サービスの向上と行政運営の効率化を図

るため，必要に応じて有資格者等を長期間配置しているところであります。現在，建設部門

においては，入庁以来通算20年以上，設計業務等の専門的業務に従事している職員は，土木

技師が15名，建築技師が2名，農政部門においては，入庁以来通算20年以上，農政部門で，

野菜・花き園芸等や畜産関係の専門的業務に従事している職員が4名おり，また，保健師や

学芸員についても，入庁以来長期間にわたり，専門職として配置するなど，それぞれ専門職

としての能力等を業務に生かしているところであります。今後も専門的知識を持つ職員の育

成に努めてまいりたいと考えております。 

○９番議員（高田チヨ子） ありがとうございます。それでは最初の在宅介護についてからご質

問いたします。今，いろいろな市の取組についてお伺いしましたが，それでは今後，市はど

のような取組をしていこうとお考えになっているのか，お伺いいたします。 

○健康福祉部長（下敷領正） 平成29年度から取り組むこととしております，介護予防・日常生

活支援総合事業では，要支援者等の保険給付相当のサービスのほかに，市町村独自に国の基

準を緩和したサービスを設定できるようになっております。このことはサービス利用の選択

範囲が広がり，単価の安いサービスで足りる方にとっては経済的負担が軽減されるものと考

えております。また，在宅介護を推進するために，第6期高齢者福祉・介護保険事業計画で

は，現在市内に3か所あります小規模多機能型居宅介護事業所を平成29年度に1か所増設する

計画であります。この小規模多機能型居宅支援事業所は，デイサービスとヘルパー，ショー

トステイを一つの事業所で一体的にサービスを提供できる施設でございますので，家族介護

の負担軽減につながっていくものと思っております。なお，在宅で介護をされている多くの

方がそれぞれのケースにおいて，地域包括センターやケアマネージャーを活用しながら，よ

りよい在宅介護が実現できるように努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○９番議員（高田チヨ子） 今，小規模多機能型施設についてご説明いただきました。今後，あ

と1か所増えるということですので，とてもよかったなと思ってるんですけど，今，この小

規模多機能型施設，家族にとっても，独居の方はもちろん，利用しやすい施設だなって思っ
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ております。ところで，本市には老人ホーム等の施設がどれぐらいあるのでしょうか。ま

た，その施設に入れない待機者が何人ぐらいいるのでしょうか，お伺いいたします。 

○健康福祉部長（下敷領正） 市内にあります施設数と入所者数でありますが，特別養護老人ホ

ームが6か所で256名，介護老人保健施設が3か所で285名，介護療養型医療施設が1か所で16

名，グループホームが12か所で144名，有料老人ホーム等が11か所で206名となっており，合

わせますと31の施設に907名の方が入所をされておられます。待機者の数は，平成25年4月末

で特別養護老人ホームが199名，介護老人保健施設が92名，介護療養型医療施設が4名，グル

ープホームが97名，有料老人ホーム等が41名となっております。合わせますと何らかの施設

へ入所を希望されている待機者は443名おられますが，この待機者の中には既に入所や入院

をされている方で，別の施設に入所を希望されている方が308名含まれておりますので，在

宅で待機をされている方は残りの126名となっているところでございます。 

○９番議員（高田チヨ子） 今，老人ホームとかそこの入居者の数とか教えていただきました。

今現在，待っている方は126名，この待機者の方々がこれからのこの在宅介護につながって

いくのではないかなって，そういうふうに思います。実は，以前から何回かお話をしており

ますけれども，日置市にふきあげタウンという，国民年金だけの低所得者でも入れる，入居

できる施設があります。このようなシステムの施設が完備されると，本市の高齢者も料金の

心配をせずに入居できるようになると思います。医療機関と連携してこのようなシステムを

作る考えはないか，お伺いいたします。 

○健康福祉部長（下敷領正） 日置市にあります医療法人が運営されるふきあげタウンは医療，

介護，生活支援サービスの施設が近隣に整備されており，その中に低所得の高齢者でも入居

できるサービス付き高齢者向け住宅があることは存じているところであります。この施設

は，医療法人が独自に所得に応じた家賃の減免制度を導入しているもので，国・県や市の助

成を受けることなく，法人経営収益を原資として運営していると聞いているところでござい

ます。したがいまして，低所得の高齢者でも安心して生活ができる住宅の提供は現状では経

営者の経営理念に頼るところが大きいものと考えております。今後ますます高齢化が進展す

る中で，国では自助・互助・共助・公助の組み合わせにより，高齢者を地域で包括的に支援

するため，住まい，医療，介護，予防，生活支援の五つが一体的に提供される地域包括ケア

システムの構築を推進しております。本市といたしましてもこの構築に向け，様々な取組を

していく中で一人ひとりの高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して自分らしい生活が

できるような体制づくりを進めてまいりたいと考えているところでございます。 

○９番議員（高田チヨ子） 今後，高齢者の方がますます増えていくのではないかと思いますの

で，安心して生活できるように，是非検討していただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 それでは，30・10運動についてお伺いいたします。1年間が経過して，今市長からもお話
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がありましたとおり，ホテルとか旅館等では30・10運動を率先して行ってくださっていると

ころです。そちらの業者さんの方から感想等はお聴きしているのでしょうか。また，どのよ

うな声が挙がってきているのか，お伺いいたします。 

○市民生活部長（牟田浩一） 先ほども市長が申し上げましたとおり，ホテル・旅館等には30・

10運動は喜ばれております。市内のホテル・旅館にポスター，リーフレットを配布したとき

の感想でございますが，食べ残しも減って，生ごみも減る大変よい取組であるとか，丹精込

めた料理をきれいに食べてもらえれば，作った者でも喜びを感じるというような意見に加え

まして，今後，生ごみ減量に向けて積極的に取り組んでいきたいなどの協力的な意見もいた

だいているところでございます。今後は事業所から運び込まれるごみ量の変化だけではなく

て，配布後，ホテル・旅館の生ごみが減った印象があるかなども調べまして，30・10運動の

効果を検証してまいりたいと考えております。 

○９番議員（高田チヨ子） 事業者の生ごみは30・10運動によって大分減ってきていると私は思

っております。今から検証するということですけれども，随分減っているのではないかなっ

て，そういうふうに思います。それでも，まだ残った生ごみっていうのはありますよね。そ

の残った生ごみについては，水切りの問題が出てくるのではないかと思います。本日の同僚

議員の質問の中にもありましたとおり，水分が生ごみの中には50％ぐらい入っているとのこ

とでした。実は，先月でしたか，テレビをたまたま見ていましたら，そのテレビの放映の中

に海ぶどうを作っているところの放映がありました。その海ぶどうを出荷する際の水切りが

どうすればうまくいくのかなっていうことで検討をした結果，考案されたのが海ぶどう専用

の洗濯機，もう使われてない洗濯機を海ぶどう専用にして，その洗濯機で脱水をする。そう

することで海ぶどうの水分が飛んで出しやすくなったというテレビ放映がありました。私は

このテレビ番組を見ていて，これは本当にいい方法じゃないかなって思ったところです。洗

濯機っていうのは衣類を洗濯して脱水するものではあるけれども，生ごみ残菜を脱水するの

にも使えるのではないかなって，使われなくなった網とか，そういう何かいろんなものを中

に入れて，そしてそこに残飯とか残菜を入れて脱水をかける。そうすることによって，この

生ごみに残っている水分が随分と飛ばされて，軽くなるのではないかな，そういうふうに思

ったんですけれども，このことについてはいかがお考えでしょうか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 今の議員がおっしゃいましたその海ぶどう専用の洗濯機という存

在自体を私存じ上げておりませんので，何とも答弁しようがないんですけれども，今，頭に

イメージとして浮かぶのが，恐らくその事業所から出る生ごみの水分を取らないといけない

と。例えばその汎用品の家庭用の洗濯機に脱水機が付いてますので，それにネットかなんか

でその生ごみを入れて脱水機にかけて水分を取るということじゃなかろうかと思うんですけ

ど，確かにそういう方法というのは手軽で一絞りというよりも二絞りも三つ絞りもできるよ

うなことになるのかなという，そういった手軽な方法であるとするならば今後研究していく
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価値は十分あるのかなというふうに考えるところでございます。 

○９番議員（高田チヨ子） 是非，研究してほしいと思います。それと，家庭の生ごみなんです

けど，家庭の生ごみもやっぱし水切りをする必要がある。みなさん家庭ではネットに入れ

て，それを絞って出すという方法を取っていると思うんですが，実は日置市の方に行ったと

きに，生ごみ絞り器っていうのがあったんです。その絞り器でぎゅっと絞って，その生ごみ

を出すよっていうのもお聞きしました。それは，確か100均で売っているようなことを，日

置市の方は言ってました。私も実際に確かめてないので，確かではないんですが，この家庭

用の生ごみを絞るための絞り器，すごく簡単なものでした。その絞り器がどこに売っている

のかを日置市の方に聞いてみるお考えはありませんでしょうか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 私ども，家庭から出る生ごみの一絞り運動というのは進めている

立場上，やはり議員がおっしゃったようにそういったものもどのぐらいの価格であるのか，

そういったものが，ここでははっきり言えませんけど，利活用ができるかっていうのはちょ

っと研究してまいりたいと思います。以上です。 

○９番議員（高田チヨ子） よろしくお願いします。燃えるごみの中にまだまだ資源ごみが多く

入っているということが問題になってきています。確かに分別ができずに何でも燃えるごみ

の中に入れて捨てている，そういう方も多いし，特に高齢者の方が多いように思っておりま

す。この分別できない方に対しての指導とか，本当に施設で，収集所で指導していくとかそ

ういうことが必要になってくるのかなと思うんですが，その燃えるごみの中から生ごみだけ

を別に収集するということが大事ではないかなって思っているんです。ですので，この生ご

みだけを別に収集するということについては，どのように思われているでしょうか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 生ごみだけを可燃ごみから分けて分別収集する考えはないかとい

うご質問だと思うんですけど，平成26年度の家庭から出る可燃ごみというのは，年間8,633

ｔ，先ほども申し上げたんですけど，そのうちの20％が生ごみだとしますと，1,700ｔ余り

が年間の生ごみ量となりまして，1回の収集当たり約6.6ｔの生ごみを処理する必要がありま

す。まずはその，生ごみを分別収集する前に，この約6.6ｔの生ごみの処分先の確保が必要

となります。また，生ごみだけをごみステーションで収集するとなると，新たな収集運搬経

費も必要となって，悪臭も懸念されますので，ごみステーションを管理する地区の理解や協

力が必要となります。このようなことから，本市としましては先ほど来から申し上げますよ

うに，生ごみの一絞り運動の推進はもちろんのこと，まずは生ごみリサイクルモデル事業を

実施しまして，この結果を検証しまして成功と判断できるようであれば，山川・開聞地域の

常設収集所にも事業を拡大していきたいと考えております。しかしながら，常設収集所まで

は距離が遠いなど，その生ごみの持ち込みが困難な住民の方もいらっしゃいますので，別途

に対策が必要ではないかと考えております。このようなことから，今後は他自治体のその生

ごみ回収事業のよい点を参考にしながら，指宿市独自の地域コミュニティを巻き込んだ生ご
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みリサイクル事業を検討していく必要があるのかなと考えているところでございます。 

○９番議員（高田チヨ子） 先ほど，同僚議員の質問の中で，部長が答弁されてました日置市の

ごみ処理も検討するというご答弁がありました。本当にこの生ごみ問題，大事なことですの

で，取り組んでいかないといけないことだと思っております。まずは生ごみを減らす。燃え

るごみの中からその生ごみだけを減らすだけでも，燃えるごみの量が減ると思うんですけ

ど，そのことについてはどうでしょうか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 議員がおっしゃいますとおり，可燃ごみ袋の中には，これまで古

着が入っていたりとか生ごみも入っています。それ以外に資源ごみも25％というものがあり

ますので，これをいかに引き出すかということにつきましては，古着については今もやって

おりますし，生ごみのリサイクルモデル事業にもやっております。そして，今後更にまた進

めないといけないのは，可燃ごみ内にあるその資源ごみの25％をいかに抜き出すかという，

こういう大事なものもありますので，それもひっくるめて三つの方法でやはり進めていくべ

きではないのかなというふうに考えております。 

○９番議員（高田チヨ子） 今，市役所の方の常設収集所に11月から生ごみ処理機も稼働するよ

うになったとのことがありました。でも，これは近隣の方だけしか利用できないと思います

けれども，現在，持ち込み人数並びに搬入量とか分かっていましたら教えていただきたいと

思います。 

○市民生活部長（牟田浩一） 今現在，指宿市の市役所内の常設収集所で古着と生ごみを集めて

おりますけども，古着については今年の11月4日から12月9日まで集めた集計が，約1か月な

んですが4.8ｔの古着を集めております。ただ，生ごみがですね，残念ながら27年の11月9日

に開始して，12月9日までの現在が延べ149人，わずか205kgなんですけども，これについて

はちょっと少ないので，これからもチラシを配るなどして普及をさせていきたいというふう

に考えております。 

○９番議員（高田チヨ子） 新しくできるこのごみ焼却所の延命化のためにも，生ごみの問題を

真剣に取り組んでいく必要があると思っております。その上で資源ごみの分別を進めるこ

と，そして生ごみをきちんと分別して，燃えるごみは燃えるごみとして出す。そして，今部

長からお話がありましたとおり，古着も集めているということですので，よかったなと思う

ことなんですけども，とにかく何が必要かと言えば，生ごみと資源ごみと確実に分けるとい

うことが大事になってくるんだと思っております。それで，市長にこのことは答弁していた

だきたいと思います。 

○市長（豊留悦男） ごみの問題については，先ほども質問がありましたけれども，みんなでご

みを少なくする，そして，分別をしてリサイクル，資源ごみとして出せるものは出せるよう

にみんな市民頑張りましょうというのが，指宿市の考え方であります。そうすることで，焼

却炉，今造っておりますけれども，新しい焼却炉，そしてそこで燃やした灰を運ぶ，いわゆ
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る最終処分場等も長く使える，そういういいことがたくさんあります。ですから，議員の皆

様方から質問をいただいたこのごみ問題については，一緒になって解決をしていきたいと思

っております。特に生ごみ，食べ残しとか家庭で台所から出るごみの問題については，水を

しっかり切って出すとか，そして宴会等では残さず食べましょうとか，そういうかねての努

力によって必ず生ごみも減量できるし，そして資源ごみとしてリサイクルできるものを利用

することによって，地球環境に優しい，そういう取組にもなります。小学校の子供たちも地

球に優しい環境を守るために，ごみをどうするかという勉強もしているかと思います。家

庭，地域，そして役所，議員の先生方，そして子供たち，一緒になってごみの減量に取り組

むべきだと思っているところであります。 

○９番議員（高田チヨ子） ありがとうございます。それでは，私たちも真剣に取り組んでいき

たいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 なのはな館についてお伺いいたします。この中央ホールを壊すのはもったいないという観

点から，この中央ホール，特異な体型をしてるので，この屋根だけを壊して，又は屋根を壊

さずとも屋根は残して中になんかこう蓋をするというか，雨漏りがしないように，何か円形

の屋根を造るとか，そうすると空調の問題も雨漏りの問題も解決するのではないかなって，

そういうふうに思っているのですが，そのことは考えられないかお伺いいたします。 

○総務部参与（有留茂人） 現在の形状を変えて使用するということになりますと，補修工事で

はなく改修工事ということになります。改修工事については市の予算で行うことになり，そ

の分の財政的負担も新たに発生することから，利活用構想で想定した事業の実現性，維持管

理費や改修費，将来発生する解体費等の問題を総合的に考えて，今回はそのような判断に至

ったという次第でございます。 

○９番議員（高田チヨ子） 改修工事をするとしたら，どれぐらい掛かるのかお分かりになりま

すか。 

○総務部参与（有留茂人） 正式なと言いますか，その設計を委託をして最終的には計算をしな

いとはっきりとは言えませんけれども，今の現在で補修をするとなると，中央ホールについ

ては数1,000万円掛かるというふうなことになろうかと思います。また，その改修について

も数1,000万円の単位で掛かるというふうなことを聞いております。 

○９番議員（高田チヨ子） 関連しての質問になりますけれども，解体工事が始まるとグラウン

ドゴルフ場とか体育館とか，解体しないということになってますので，そこの利用はどうな

っていくのでしょうか。 

○総務部参与（有留茂人） 芝生広場の利用につきましては，解体工事が始まる前までは現在の

とおりご利用いただけると考えております。ただ，解体工事が始まりますと，安全対策上，

やむを得ず敷地内への立入りが制限される可能性も考えられます。しかし，できるだけ現在

利用しておりますので，利用していただけるよう検討してまいりたいと考えております。 
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○９番議員（高田チヨ子） それでは市長，この中央ホール，どのようにしたらいいか，市長の

お考えをお聞かせください。 

○市長（豊留悦男） 先ほど，議員の方からもありましたように，市民の中からももったいない

な，残して今後使ったらいいのにという，多くの声も寄せられております。しかし，一方で

は雨漏りがしたり，今後修理をするとなるとたくさんのお金がいるから，仕方がないなとい

う，両方の声があります。やはり，これらのことを総合的に考えて，県とは覚書という約束

事としてここは壊しましょうという約束はいたしました。やはり，雨漏りの状況として，今

後の利用の仕方を含めていろいろ考えた結果，出した結論でありますけれども，やはり指宿

はいろいろなイベントがあります。それで活用できないかとかいろいろ検討してまいりまし

たけれども，先ほど担当の参与が答えましたように，今のところは，現状では覚書では壊す

ということになっているところであります。また，今後更にこの覚書を変更するとなると，

県とのまた話し合いが必要だろうと思っております。どれだけ掛かるのか，残した場合にど

ういう利用の仕方ができるのか，その方が市民にとっていいことなのか，様々な観点から考

えていくべきことでもございます。やはり，市民にとっていい場所だとして，芝生広場，体

育館，そして解体しない場所を本当に喜んで，残してよかったな，なのはな館をという，そ

ういう施設にする，それが市の仕事であろうと思っております。 

○９番議員（高田チヨ子） 是非，今後なのはな館が残っててよかった，ここを残してよかった

って，残った場所が全てそういうふうに市民から言われるような場所になっていったらいい

かなって，そういうふうに思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，人事異動についてお伺いいたします。先ほど専門職とか有資格者とかいうご答

弁をいただきました。20年以上勤めている方もいるっていうこともお聞きしました。ただ，

私たちが見る感じでは，市役所の方ってしょっちゅう変わっているなっていうのが，正直な

意見，私の意見です。11月の4，5日で農業委員会で宮崎県の日向市と串間市の方に研修視察

に行ってまいりました。そのとき，串間市では農政課の方が対応してくださいました。そし

て，この農政課の方が中山間利用のことについてお話をしてくださったんですが，農家の現

状とか農地の状況とか，事細かに全て把握しておりました。すごいなって，こんなにここの

農家の方のことを御存じなんだろうか，また，この農地をこういうふうにすればいいとか，

ここまで詳しく把握できるってすばらしいなって思ったんです。あとから，その農政課の方

にお聞きしました。何年ぐらいこの農政課にいるんですかって聞いたら，実は17年農政課に

携わっていますって。15年間，最初農政課にいて，2・3年別の部署に行きました。そのあ

と，また農政課に戻ってきて，今2年になります。それで合わせて17年になるんですって。

だから農家の方のことは何でも分かりますよっておっしゃったんです。なるほどなって思い

ました。あ，こんな方だったら誰が質問に行っても全て答えられるんだろうなって，そんな

ふうに思ったところでした。昨日も同僚議員の方が専門職員の配置状況ということで質問を
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していました。その中で指宿にも専門職の方が150名ぐらいいるっていう答弁もいただきま

した。やはり，市民が安心して尋ねることができ，納得できるように配置することが大事で

はないかなって，そういうふうに思います。それで，もう1回，先ほどもありましたけれど

も，この専門職の方の異動はできるだけしないように，そして，誰から尋ねられてもすぐ答

えられるようにした方がいいのではないかと思いますが，どうでしょうか。 

○総務部長（髙野重夫） 職員の人事異動等につきましては，特に一般の事務職等については，

いろいろ広く経験を積ませるために，20代については，3年ぐらいで幅広く経験をしていた

だこうと。30代，40代については，じっくり仕事をしていただこうということで4年，5年と

いう形で考えております。そのような中で，専門職については，特に専門的な事項が多いで

すので，例えば農政部門の例がありましたけれども，農政部門においては，入庁以来通算20

年以上，農政部門で野菜・花き園芸や畜産関係の専門職の専門的な業務に従事している職員

が指宿でも4名おります。入庁以来長期にわたり土木技師等についても，建設部の中で道路

を担当したり河川を担当したり下水道を担当したりという，そういうような技術部門で技師

については配置を考えておりますし，やはり市民が役所に来たときに安心していろいろ尋ね

られて，相談に乗れるような職員を育てていくということが必要でありますので，研修等も

そういう中で充実させて専門的知識を持つ職員の育成に努めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○９番議員（高田チヨ子） 市長のお考えも聴かせていただけますか。 

○市長（豊留悦男） 市役所にはやはり専門的な知識や技能を持った人と，一般的な事務，いわ

ゆる一般職として働く，様々な人たちが市役所で働いております。特に議員からご指摘のあ

りました，農業や土木や健康や，そういうところには技師とか免許を持った専門的な人が働

いておりますので，できるだけ市民の幸せのために，又は市の発展のために長くその場所で

自分の得意な専門性を生かした仕事をしていただく，そういう努力はしているところであり

ます。ただし，専門職の方が例えば税務を担当したり，市民生活の心配事を相談したり，企

画のところに行って仕事をしたりすることによって，また違った意味で市役所の職員として

頑張ってくれるのではないかと思います。しかし，やはり専門職としての仕事は本来，様々

な，農業は農業の，土木は土木のことについて，専門的な知識や技術を持っておりますの

で，そこで市民の幸せのために頑張っていただくような，そういう取組をしなければならな

いと感じております。 

○９番議員（高田チヨ子） ありがとうございます。市民の皆様が安心して相談ができるよう

に，市役所に行ったら何でも相談できるし，何でも気軽に話せるよって，みんながそういう

ふうに思うようになったらいいな，そんなふうに思います。どうかよろしくお願いします。 

 大村教授が昨日，受賞を受けました。定時制の工業高校に勤務する青年教師が試験用紙を

配っていると，一人の生徒の指先に油が付いていた。昼間は町工場で汗し，夜学に通う真摯
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な姿に胸を打たれた教師は，自分も真剣に学び直そうと大学院に進んだ。このかつての青年

教師が，昨日ノーベル医学賞の授賞式に臨んだ大村智さん，小さなきっかけが人生を大きく

変える。地道な微生物の研究を重ね，何億人もの命を救う成果を生んだ大村さんの人生がそ

うであった。あの出会い，あの言葉が私を変えた。そう言える努力を積み重ねる中に，人生

の幸福と勝利がある。そういうふうに私も思います。以上で終わります。 

○議長（新宮領進） 暫時，休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２２分 

再開 午後 ３時３２分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開き，一般質問を続行いたします。 

 次は，恒吉太吾議員。 

○３番議員（恒吉太吾） 皆さん，こんにちは。2日目の一番最後になりました。1項目しかあり

ませんが，1時間たっぷり使いたいと思います。今日は，見ていると小学校の生徒さんがい

らっしゃってますが，私も議員になったときに，子供たちが夢を描き，夢をかなえられるよ

うな指宿をつくりたいという思いで，政治家を目指して議員になりました。また，みんなが

笑顔で過ごせるような指宿をつくっていくように，ここにいらっしゃる皆さんと共に頑張っ

ていきたいと思います。今回の質問とも少し関連してるんですが，社会環境の変化によって

子供たちを取り巻く教育環境というのも大きく変わっていると思います。私は1995年，もう

20年前ですが，大学に入学したときにＷｉｎｄｏｗｓ95というものが開発されまして，大学

の授業の中でもホームページを作ったりとかパソコンの授業が始まった一番最初の方の年じ

ゃないかなというふうに思っております。それから，20年経ちました。今，普段の生活の中

でもＩＴであったりネットですね，そういったものも必要不可欠なものとなっております。

また，私には皆さんと同じように小学校に通っている息子が1人います。聞くところによる

と，もう1年生でパソコンの授業が始まったり，国際理解という科目で英語がもう授業が入

っているというふうに伺っております。このように，小さいときから英語，ＩＴに関わると

いうのは，子供たちの将来のためにもとても大切なことだというふうに思っております。こ

のＩＴ教育，この中でもアプリを作ったりとかプログラミングの教育というのは必須になっ

てくると思います。そうすることで，わざわざ大都市に就職に出掛けない，自分でそういっ

た技術，能力を使って地元で起業をする，そういったこともできるんじゃないかというふう

に思っております。本市においても，まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で安定した雇用

を創出するというところがありますが，この中，高校生の地元就職率のところは取り上げて

いらっしゃったと思いますが，そういったところだけではなく，地元で自分で頑張って起業

する，そういった起業率のところも目標として挙げていただきたいというふうに思います。

すいません，ちょっと話がずれましたが，子供たちの真剣な姿を見てて，ちょっとそういっ

たところに話がいきました。このＩＴ教育に関しましては，次回しっかりと質問をさせてい
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ただきたいと思います。 

 それでは，本題の今回の質問に入らせていただきたいというふうに思います。人口減少や

高齢化に直面する自治体において，インターネットに代表されるＩＣＴ，情報通信技術を活

用した情報発信が進んでいます。地域活性化をどう進めていけばよいか，ＩＣＴを活用した

まちづくりを推進するため，国では総務省のＩＣＴふるさと元気事業をはじめとして，様々

なスマートフォンを活用した公共サービスの向上とＩＣＴ人材の育成を推進しています。こ

れはスマートフォンによる多彩なアプリケーション機能により，ＩＣＴプロジェクトを推進

し，雇用の創出・拡大及び地域公共サービスの向上を目指しているものです。総務省が行っ

た全国125地点のサンプリング調査によると，スマートフォンの利用率は全年代で62％です

が，20代は94％，30代は82％と若年層では圧倒的に多数を占めています。更に，通信利用動

向調査によるインターネット利用状況も，平成23年度は9,610万人で利用率79.1％，平成26

年度には1億18万人で82.8％の利用率となっており，この背景にはスマートフォンによる利

用の増加が要因として挙げられます。昨年6月の定例会でも質問しましたが，指宿の魅力発

信のためのネットワーク環境の充実は必要不可欠であり，情報発信による効果として観光客

の誘客，誘致も挙げられます。先月には政府観光局から平成27年度の1月から10月の訪日外

国人旅行者が推計1,631万人となり，既に昨年1年間の旅行者数である1,341万人を超え，数

年で1,900万人に達する見通しであると発表されました。2020年までに2,000万人達成という

政府目標も現実味を帯び，早期達成の可能性が高まっています。本市においても，平成26年

度，海外からの宿泊者数は4万3,711人，前年比で118.8％，観光消費額においても，平成25

年度は33億5,000万円に上るという試算も出ています。天災や風評もあり，国内旅行者数が

伸び悩み，市内旅館，ホテルへの宿泊者数が減少する中で，海外旅行者が本市に与える影響

もますます大きくなりつつあります。こうした中，インバウンド対策の一つとして，公衆無

線ＬＡＮ，Ｗｉ－Ｆｉスポットの整備が挙げられます。訪日外国人が日本旅行の際，不便に

感じた点に関してのアンケートを行うと，この点が必ず上位に挙がっています。訪日外国人

旅行者が増加する中で，スマートフォンやタブレット端末を介した観光情報の入手が進み，

ウェアラブル端末も普及しています。今後，ますます情報入手環境の充実や普及の重要性は

高まると見込まれています。このような中で，本市としても情報発信戦略にもっと積極的に

取り組んでいかなければならないというふうに思います。以上のような点を踏まえまして，

今回は本市のＩＣＴ活用について，現状とどのような取組が行われているのかについてお聞

きし，1回目の質問といたします。 

○市長（豊留悦男） ＩＣＴ活用，情報通信技術と言いますけれども，その取組についての質問

をいただきました。11月14日，マグニチュード7.0の地震が起きました。そのときに，私の

スマートフォンには地震発生です，津波に注意してくださいというそういう連絡が入りまし

た。正しく，こういう防災面，安心して暮らせる，国民の命を守る，そして市民の命を守る
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という観点からも，すごいなと，地震があったらこんなにして連絡があって注意してほしい

という，そういうのはやはり情報通信技術の発達だろうと思ってありがたく思うことであり

ました。指宿駅前，外国からの観光客がたくさんおります。よく見てみますとタブレット端

末，パソコンの小さいものとかスマートフォンを操作しながら，指宿はどこが楽しいのだろ

う，観光スポットとしてどこがあるのだろう，そういう情報の検索をしている姿をよく目に

します。やはり，これからはＩＣＴ社会，情報や通信技術をうまく生かした生活が必要にな

ってくる。そのために市も努力をしなければならないと思っております。やはり，ＩＣＴ，

コンピューターやインターネットに関する情報処理及び情報通信に関する取組は，積極的に

やっていかなければならないと思っております。市ではＩＣＴ利用として昨年度，県の地域

振興推進事業，この南薩地域，薩摩半島の地域を元気にしていこうという，そういう事業を

活用して市内の主要観光地10か所に無料でインターネット高速通信が可能となるＷｉ－Ｆｉ

スポットを整備いたしました。この整備により，指宿市の観光地としての情報を外国の方も

日本の方も気軽に入手できるようになったほか，フェイスブックやツイッターなどのＳＮ

Ｓ，ソーシャル・ネットワーキング・サービスと言いますが，これらを通して指宿の良さ，

観光地としてこんなにすばらしいところですよという魅力を多角的に発信していただくこと

もできるようになりました。このほか，スマートフォンやタブレット端末で広報誌，指宿市

のＰＲをする広報誌も読めるようになるように，無料アプリ，ｉ広報誌と言いますけれど

も，それを導入したり，指宿での暮らしや旅をスマートフォンで楽しむ健幸という，指宿は

健幸のまちを目指しておりますので，健康をコンセプトにしたいぶすきアプリという，その

アプリの開発に取り組んできたところであります。訪れた方々に指宿の良さを十分楽しんで

いただく，そして災害があったときに市民の命を守り，安全を確保するという観点からも，

Ｗｉ－Ｆｉ等のネットワーク環境の整備は大変大切だと思っております。 

○３番議員（恒吉太吾） ありがとうございます。今，Ｗｉ－Ｆｉの設置についてのお話があり

ました。県の事業を使って10か所，これは県内の中でもこのＷｉ－Ｆｉの整備，とても早か

った方だっていうふうに思っておりますが，約1年経ちます。10か所設置してからですね。

その後の新しいスポットの増設はあったかどうか，教えてください。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 平成26年度に市内主要観光地10か所にＷｉ－Ｆｉ機器を設置しま

して，観光情報の収集やＳＮＳ等の情報発信などが行えるように整備したところでございま

す。これにつきましては，設置費が297万円，維持費が年間86万円でございます。主要観光

地は接続できる環境になったため，現在のところ，増設の予定はございません。しかしなが

ら，Ｗｉ－Ｆｉ設置は，インバウンドや情報発信において重要な課題と考えておりますの

で，主要観光地以外の，例えば商店街とか観光施設などが設置をする際に国の補助事業等も

ございますので，そのようなもので市全体にこういうＷｉ－Ｆｉが広がりますよう，通り会

とか商工会議所等と連携を図りながら，推し進めていきたいというふうに考えているところ
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でございます。 

○３番議員（恒吉太吾） 市としては今後増やす考えはないというところでいいんでしょうか。

その，いろんな商店街であったり商店に対すること，援助はしても市として増やすという考

えは，観光面でないという認識でよろしいでしょうか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 今のところ，市内主要10か所に設置し，この設置箇所ということ

については，他の市町村のＷｉ－Ｆｉの設置箇所よりも，例えば隣の南九州市に比較して

も，鹿児島市に比較しても，設置箇所数につきましては充実しているものというふうに思っ

ております。今後，新たな設置要望箇所，必要箇所等が出てきました場合には，またその時

点で検討を進めていきたいというふうに思っております。 

○３番議員（恒吉太吾） はい，ありがとうございます。10か所，確かに県内の中でもたくさん

ある方だと思うんですが，海外から来られる方，今ここで，さっきありましたＳＮＳを通じ

ていろんなことを発信したいという気持ちが強い方が多いように思います。10か所が20か所

になれば，それぞれの施設が点であったものが線になる，線が面になる，これってすごい環

境の整備にとって重要なことだと思いますので，今後市としても，10か所でもう十分足りて

るんだということではなく，もっとどんどん，維持費の問題は確かにあるかもしれません

が，それを上回るほどの，また観光客の方に来ていただけるような，是非ネット環境の整備

をしていただきたいと思います。 

 ついででっていうわけではないですが，今，人数の問題を言ったんですけど，Ｗｉ－Ｆｉ

設置前のですね，観光客が，海外からのお客さんですね，どれぐらい変化があるのか，もし

分かる数値があったら教えてください。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 一応，平成26年度事業でしたけど，設置は平成27年3月にＷｉ－

Ｆｉを設置しております。そういう関係で，これがＷｉ－Ｆｉ設置によって観光客が増えた

という確たるバックデータはございませんけれども，単純に今年1月から9月までの外国人宿

泊者数を比較してみますと，平成26年1月から9月までが2万9,000人程度，そして平成27年が

4万1,700人程度ということで，143％の対前年度になっております。この数字を見てみます

と，これは平成19年度からのデータでいきますと，その年によっていろいろな増減はありま

すけれども，概ねこれまで120・30％が平均値だったということからしても，高い伸び率を

示しているものというふうに認識しております。 

○３番議員（恒吉太吾） はい，ありがとうございます。今，あったようにＷｉ－Ｆｉができた

からって，全てその目当てのお客さん来ているわけでは，当然ないと思います。ただ，こう

いった数値がありまして，実際4万数1,000人ですね，すごい伸び率を見せているわけですの

で，そういったスポットが増えれば指宿に滞在する時間も長くなる。長くなればそれだけこ

の地域にたくさんの消費をしていただける可能性，泊まっていただける可能性っていうのも

増えてきますので，なかなか日本国内の旅行者数が伸び悩む中でこういった海外からのお客
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様っていうのは大事になってくると思いますので，今後もしっかりとした整備をしていただ

きたいと思います。10か所，今Ｗｉ－Ｆｉスポットありますけれども，確かに優れたすばら

しい観光地，観光施設ですが，それ以外にも指宿には，住んでいる私たちが気付かないよう

な資源であったり，観光資源があると思いますので，そういったスポットがたくさんあれば

あるほど，気付かない資源を発見していただけると思いますので，是非今後もたくさんの整

備を進めていただきたいというふうに思います。 

 先ほどから申しますように，なかなか人口が減少する中で，インバウンド対策，海外から

の含めてですね，交流人口を増やしていくっていうのが，この指宿，生き残る一つの術なの

かなというふうに思っておりますので，しっかりと整備する。ただし，どこでもこのインバ

ウンドに対しては，今言います，もうインバウンドインバウンド，言葉はよく聞きますが，

しっかりとした目標，ニーズを持って，どんな人がどういったニーズを持っているのか，そ

ういう見極めをしながら，今後も進めていっていただきたいというふうに思っております。 

 観光の方のＷｉ－Ｆｉスポット整備については以上になりますが，先ほど市長の方からも

あった，11月14日，枕崎沖西南西を震源とするマグニチュード7の地震がありました。この

指宿においても震度3を観測しまして，幸いなことに大きな被害というのはなかったのです

が，こういったこと，90数年振りだったと思いますが，これはもう想定外ではなく想定内，

いつ地震，天災っていうのは起こるか分かりません。そういった中で，こういった災害が起

こったときに自分の安全を家族に知らせたい，友人に知らせたいっていう気持ちは誰もが持

っているものだというふうに思っております。東日本大震災がありました。あのときも固定

電話や携帯電話がつながらない，つながりにくい状況という中でこのＷｉ－Ｆｉを使ったア

クセスは比較的つながりやすかったというふうに聞いております。適切にスポットをこれか

ら増やしていくことで想定外を作らずに対応できる，災害に強いインフラ構築ができると思

います。そこで質問になります。防災面から考えて，Ｗｉ－Ｆｉ整備についてお聞きしたい

と思います。災害等が起こった際に市民の生命を守る拠点となる庁舎等の公共施設におい

て，通信環境の整備も喫緊の課題の一つというふうに思っております。この問題についても

1年前に質問したとき，庁舎においては共生・協働センター，ＣＯＣＣＯはしむれ，指宿図

書館，山川図書館の4か所だけ，このＷｉ－Ｆｉが整備されているというふうに伺っており

ますが，その後，庁舎を含めて公共施設，スポットの増設が行われているかどうか，お答え

ください。 

○総務部長（髙野重夫） 本市における庁舎，避難所等防災拠点における防災用Ｗｉ－Ｆｉの環

境につきましては，現時点では整備されていない状況であります。市の施設等についても，

先ほど議員が言われたとおり4か所のみでありまして，その後，増設はされておりません。 

○３番議員（恒吉太吾） 総務省の方でも観光・防災Ｗｉ－Ｆｉステーション整備事業として平

成26年も補正，27年も予算を組まれている事業があります。補助率2分の1で，防災拠点，庁



 

- 163 - 

 

舎なんかにも使えるような事業だと思いますが，こうした事業を御存じかどうか教えてくだ

さい。 

○総務部長（髙野重夫） 庁舎等の改修計画を立てる中で，そういう情報面についてもいろいろ

調査をした経緯がございますけれども，詳しい中身のところまでは存じておりません。 

○３番議員（恒吉太吾） この整備事業ですね，これとまた含めて，今後2020年東京オリンピッ

ク，鹿児島国体もありますが，その開催までに政府が公衆無線ＬＡＮを全国3万か所整備す

るという方針も打ち出しています。昨年になりますが県の事業で350万掛けましてＷｉ－Ｆ

ｉスポット10か所設置しております。市単独での事業として難しいのであれば，こういった

事業，実際あるわけですので，国の補助事業であったり，使った整備ができないか，もう一

度その点，検討の余地がないか教えてください。 

○総務部長（髙野重夫） 近年，スマートフォン等の携帯情報端末の普及により，インターネッ

トからの情報収集や情報量が増大していることから，Ｗｉ－Ｆｉなど公衆無線ＬＡＮの設置

が注目を浴びており，特に観光コンテンツの提供や防災への活用など，誰でも簡単に利用で

きる公衆無線ＬＡＮに対する整備の要望が高まっていることは認識しているところでありま

す。また，市民の方に対する防災情報の伝達手段としては，防災行政無線による放送や市内

の携帯電話等に一斉にメールを送信する緊急速報メール，市のホームページへの掲載，消防

署や消防団等の広報車による広報，またテレビのデータ放送等による防災情報の周知を図っ

ているところでありますが，災害発生時においては，安定した災害情報の伝達が求められ，

情報の収集や連絡，有効な通信手段の確保，多重化を図ることも重要であることなどから，

Ｗｉ－Ｆｉについても今後検討していく必要があるというふうに考えております。 

○３番議員（恒吉太吾） 是非ですね，今答弁いただきましたが，今後いろんな状況を考えると

きに想定しながら，庁舎をまず優先的に増設していただきたいと思います。観光面で言え

ば，海外からのお客さんがこの指宿に初めて来ても，迷わずに安心・安全に旅行ができる。

また，今防災の面を言いましたが，もし万が一災害が起こったとしても安心・安全，避難が

しっかりできる，そういった体制がこの指宿ができるのであれば，すごい観光にも強い，防

災にも強い街として世界に発信できるわけですので，是非観光，防災両面からＷｉ－Ｆｉス

ポットの整備，進めていただきたいと思います。 

 Ｗｉ－Ｆｉ整備については以上になりまして，二つ目の質問になります。次にオープンデ

ータについてお聞きしたいと思います。先にオープンデータ少し説明します。オープンデー

タとは機械判読に適したデータ形式で，二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータで

あり，手軽にデータのダウンロードや利用ができるようにしたものです。加工しやすいファ

イル形式でデータを公開することで様々な情報，サービスが提供されます。地域に必要な情

報，サービスを行政と市民が一緒に作っていく取組はオープンデータを活用し，市民が地域

の課題や解決策を考え，そこから政策形成への市民の参加が行われます。最近希薄になりつ
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つある地域コミュニティ再生も期待されています。また，効率化や新しいサービス，事業の

創出などのイノベーションの宝庫としても，今注目されています。政府においてもオープン

データに取り組む三つの意義として，1，経済の活性化，新事業の創出。2，官民協働による

公共サービス，防災，減災を含む，の実現。3，行政の透明性，信頼性の向上を挙げていま

す。以上，述べました点でオープンデータに対する認識はよろしいか，補足があれば付け加

えてお願いします。 

○総務部参与（有留茂人） 今，議員の方でオープンデータについて，るる説明をいただきまし

たけども，そういうことだろうと思います。一言でオープンデータとはということで説明す

ると，広く開かれた利用が許可されているデータのことだろうということで，一言で言えば

だろうかと思います。 

○３番議員（恒吉太吾） すいません，私の回りくどい説明を簡潔にしていただいてありがとう

ございます。ではですね，今おっしゃったデータのオープン化について，指宿市での取組に

ついて教えてください。 

○総務部参与（有留茂人） オープンデータの取組ですけれども，インターネットの普及やスマ

ートフォン，タブレット端末の機能向上等により，行政や企業，国民等が容易に大量なデー

タを扱える環境が整ってきていると思っております。このことから，先ほど議員からありま

した国では，国や地方公共団体，独立行政法人や公益事業者等が保有する公共データについ

て，その組織や業界内等でのみ利用されているデータを，社会で効率的に利用できる環境の

整備が必要であるとして，オープンデータ化を推進していると認識しております。現在，本

市ではオープンデータ化はしておりませんが，ホームページを通じて各種統計データや防災

ハザードマップ，観光情報など，市民生活や観光客等の利便性向上のための情報発信に努め

ているところでありますけれども，オープンデータとしての位置付けは今のところしていな

いというところでございます。 

○３番議員（恒吉太吾） データの公開のところ，おっしゃられたんですけど，指宿の場合は結

構使いにくい，データとしてまだ使いにくい感じなのかな。ＰＤＦであったりそういうとこ

ろが多いと思いますので，今後，もう少し使いやすいように，データの二次利用がしやすい

ような，ランクアップというかバージョンアップをしていただきたいというふうに思いま

す。オープンデータ，結構，鹿児島ではまだ少ないですが，全国の自治体においては，先進

地というか，例えば新潟県の鯖江市なんか，とてもこのオープンデータの公開，進んでいる

と思いますが，そういった先進事例について，何かこう勉強をされたり参考にされる点って

いうのはなかったでしょうか。 

○総務部参与（有留茂人） オープンデータ化については，二次的に使いやすいようにというふ

うなことで，先進事例が多々ありますので，そこの情報がどういうふうな公開をしているの

かというふうなことで，ホームページを検索したりして研究は進めているところです。 
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○３番議員（恒吉太吾） 今，申しました例えば鯖江市だとＡＥＤの設置場所，消火栓の場所，

市内公園のトイレ情報，避難所等といったものが，市ではなくて民間がもうアプリを作成さ

れてます。やっぱり使いやすい状態だから，その作成がしやすい，そういったことでとても

進んでいる街だと思います。また，千葉市ではお祭りデータセンターといったものがありま

して，市内で親しまれているお祭り，行事をこのアプリで知らせるということで，ここには

みんなでまちを元気にしようという気持ちが込められています。オープンデータがこうやっ

て地域の活性化につながるような事例もたくさんありますので，是非いろんなところ，先進

地を検討していただいて，早い段階でデータのオープン化が進むように，これからホームペ

ージのリニューアルもあるというふうに伺ってますので，そういったものに合わせて，いろ

んなサイトを作ってただきたいというふうに思います。 

 もう1個，オープンデータのところで，今後オープンデータを公開することが始まれば，

市民との協働による活用が出てくると思うんですが，その活用に対して，市民との関係につ

いてはどのように考えているか，教えてください。 

○総務部参与（有留茂人） オープンデータ化として，その利用ルールを設けて，オープンデー

タ化をしていきますと，その公共が持っているデータというのが使いやすくなりますので，

それを確保することによって，地域の課題とかそういうふうなのが見えてまいります。です

ので，そういう地域の課題をどういうふうに克服していくかというふうなことでのコミュニ

ティでの利活用というような，今後，進んでいけるように，本市としても検討していきたい

なと思っているところです。 

○３番議員（恒吉太吾） ある程度，一定のルールっていうのは必ず必要にはなってくると思い

ますね。それを取り入れながら，これ，いただいた創生総合戦略全体図ですかね，指宿の，

この中にも市民との協働のまちづくりというのがしっかりとうたわれて，地方創生の一環，

このまちが生き残るための施策の一つに入ってますので，こういったところ，是非ルール作

りをしながら取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 オープンデータはこれぐらいにして，一番今回聞きたかったいぶすきアプリについてお聞

きしたいと思います。最近は民間のアプリもそうなんですが，市が独自にこのアプリケーシ

ョンを作るという，開発しているところも増えています。本市においても，いぶすきアプ

リ，チラシを最近よく見るようになりましたが，そういったものが開発されております。県

内において，結構早い方であったとは思うんですが，このアプリを作ったのがですね。ほか

に本市以外で，鹿児島県の自治体において運用しているところがありますでしょうか。 

○健康福祉部長（下敷領正） 私が承知いたしているところにつきまして，アプリにつきまし

て，奄美市が最初，開発をしたという具合に認識をいたしております。 

○３番議員（恒吉太吾） 奄美市がいつから，大体運用したのかと，あといぶすきアプリがいつ

から運用したのか，運用開始がですね。予算自体は去年だったと思うんですが，開始した時
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期を教えてください。奄美市の場合，分からなければ結構です。 

○健康福祉部長（下敷領正） 奄美市のアプリの供用開始については，ちょっと把握をいたして

おりませんが，本市のアプリにつきましては，4月29日のアロハ健幸ウォークを皮切りに一

般に公開いたしたところでございます。 

○３番議員（恒吉太吾） 4月の29日から運用ということですね。8か月ぐらいですかね，今，8

か月弱だと思いますが，運用開始後，いぶすきアプリのダウンロード数がどうなっている

か，教えていただきたいと思います。パンフレットを見ますと4か国語対応になっておりま

すので，それぞれの言語別に教えていただければありがたいですが，お願いします。 

○健康福祉部長（下敷領正） いぶすきアプリのダウンロード数についてでございますが，国別

として月ごとに把握しております。そういう中で11月末現在のダウンロード数であります

が，日本989件，台湾14件，香港9件，中国12件，シンガポール1件，アメリカ9件，オースト

ラリア1件，ドイツ2件，イギリス1件，オーストリア1件，フランス1件，イタリア1件，韓国

1件となっております。 

○３番議員（恒吉太吾） 700万円掛けてますが，ダウンロード数としてはまだちょっとと言う

か，かなり少ないんじゃないかなというふうに思っております。アプリを開発するときに，

700万円ですかね，予算を掛けられていると思いますが，その中でこのダウンロードの1年間

の目標数値とか，そういった設定もあったんでしょうか。あと予算付けする中で，この周知

に対する努力というか，そういったところも含まれて，何か提案があったんでしょうか。 

○健康福祉部長（下敷領正） 議員，お話がございましたとおり，ダウンロード数については，

11月末現在で1,042件となっております。このような中でなかなか，ダウンロード数が伸び

てない状況にあると認識しておりますので，今後につきましては検索キーワードや提供内容

の見直し，それと継続的なホテル・旅館でのポスター，チラシによる周知活動を図ってまい

りたいという具合に思っております。それと，目標数というのがございました。この目標数

につきましては，特段当初の段階で設けておりませんでしたので，やはり実際，11月現在

1,042件ということでございますので，様々な周知活動を今後進めていきたいという具合に

考えているところでございます。 

○３番議員（恒吉太吾） 1,042件ということで，日本は989件ということですが，このアプリ，

なかなか面白いもので，私，周りにこう進めまして，結構ダウンロードしてもらって，その

数も含まれているのかなと思いますけれども，ほかの地域からあんまり伸びてないという

か，私，もっと台湾とか中国とか，たくさんダウンロードされているのかなと思ったんです

が，例えば私なんかが海外に行くときも，いろんなアプリは，日本にいるときにダウンロー

ドしてから行くようにしています。こうした中で，このいぶすきアプリを自国にいるときに

ダウンロードした人の数っていうのが分かるでしょうか。台湾，香港，中国ぐらいでいいん

ですけども，教えてください。 
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○健康福祉部長（下敷領正） ご自分のスマートフォンを登録した国別，つまり利用者ＩＤを登

録した国別のダウンロードについては，把握をできておりますが，地理的に見た国別のダウ

ンロードについては，システム的に把握は難しいところでございまして，把握をできていな

いところでございます。 

○３番議員（恒吉太吾） と言いますのもこのアプリ，ちょっと前，私，海外の友達に聞くと，

アプリのダウンロードができないというか，検索の上位にいぶすきアプリとか出てこないと

いうことで，全然周知が，海外の状態でされていないというのがありまして，そういった点

の改善っていうのは，検索をかけたときに，言い方悪いですが上位にランクするようなそう

いった周知，検索の仕方，され方っていうのは，何かしてますでしょうか。 

○健康福祉部長（下敷領正） 議員，今お話がありましたことにつきましては，ＳＥＯ対策に係

るものではないかなという具合に考えているところでございますが，ＳＥＯ対策，検索サイ

トで上位に表示される対策につきましては，アプリケーションダウンロードサービス会社の

グーグルプレイやアップルストアーのアプリ検索画面で，英語，韓国語，中国語で検索する

と上位に表示できるような検索キーワードの登録を見直していきたいと考えているところで

ございます。 

○３番議員（恒吉太吾） これですね，中身うんぬんもですが，このアプリ，まず認知してもら

う，周知してもらう，ダウンロードしてもらうということが大事になってきますので，是

非，今おっしゃったように，言い方悪いですがＳＥＯ対策みたいな形ですね，しっかりと取

り組んでいただきたいというふうに思います。 

 あと，このアプリの画面を見ると，いろいろ，こうスタンプラリーとかですね，そういっ

たところでイベントが載っているんですが，こういったイベントのスタンプラリーであった

りの参加者とか，どんな内容なのかということについて教えてください。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 今現在，スタンプラリーの内容としましては，指宿の観光名所を

回るスタンプラリーということで，3コースほどコース設定をして実施しております。詳し

くは，ロマンスハピネス祈願コースということで，知林ヶ島，竜宮神社，西大山駅，指宿駅

というようなコースと，そういうほかにもあと二つ，名水グルメということで唐船峡そうめ

ん流し，たまて箱温泉，砂むしの里交流の広場，指宿駅，もう一つが，薩摩富士砂むし体験

ということで，池田湖，かいもん山麓ふれあい公園，山川砂むし温泉砂湯里，そして指宿駅

というようなところを巡るスタンプラリーを設定してございます。参加人数は今，これはこ

の4か所を回ったときに初めて抽選という形で実績を取るようにしております。中には3か所

で観光客が帰ったりしたりする場合もありますけれども，とりあえずこのコースを全て回っ

た方は，11月31日現在で10名ということで，若干，ちょっと少ないなというような感じを持

っているところでございます。 

○３番議員（恒吉太吾） 今は10人ぐらいということですので，例えば，この見てみるとなかな
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か遠かったり，1日で回れなかったりするようなコースもあるので，もう少しスタンプラリ

ー，ポイントを少なくしたりとか，歩いて回れるようなコースも作っていただきたいです

し，そういった検討も是非していただいて，使いやすいもの，みんながですね，参加しやす

いものにしていただきたいというふうに思います。 

 今，新しくいぶすきアプリあるんですが，その中に取り込んでもらいたい，組み入れても

らいたいアプリがありますので，ちょっとお話しさせてください。今日も昨日もなんです

が，同僚議員からごみに対する問題，たくさん出ております。ほかの自治体においては，ス

マホのアプリの中にごみアプリといったものがありまして，収集，分別辞典であったりと

か，収集場所，日時，そういったものが組み込まれたアプリがあります。私もなんですが，

やっぱりこう分別，これ何だったかなっていうときがありまして，そういったときに市から

は紙ベースの，紙媒体の資料と言いますか，いただいているんですが，すぐ行方不明になっ

てしまって，見たいときになかなかその紙が見付からない，分別ができなくて電話して聞い

てみたりとか，人に聞いたりって結構手間が掛かる，その手間が面倒，掛かるから，中には

もしかしたら可燃ごみの中に資源ごみって分からずに入れてしまう人もいるのかもしれない

っていうふうに考えることもあります。そういうことがあるので，是非このごみアプリの開

発についてしていただきたい。アプリの中に組み入れていただきたいというふうに思います

が，この点，どうでしょうか。 

○市民生活部長（牟田浩一） ごみ出しマナーやごみの減量化，資源化に理解や協力をいただけ

るよう啓発活動をするためにも，また，可燃ごみ袋の中の資源ごみを資源化へ誘導するため

にも，来年度にはごみ出し辞典の改訂版の作成を計画しております。また，これに加えまし

て，スマートフォン等でごみ出しカレンダーやごみ出し辞典などの情報が得られるごみ出し

アプリの導入も計画しているところでございます。議員がおっしゃいますように，ごみ出し

アプリについては，若い世代を中心にスマートフォン等が急速に，今普及していますので，

ごみ出しルールを周知するには非常に有効な手段ではないかというふうに考えております。

そして，今後，いぶすきアプリ内に新しいごみ出しアプリを開発する方法とか，あるいは既

に他自治体が導入しております汎用品のごみ出しアプリを活用する方法等がありますから，

これを比較検討して，市民が手軽にごみの分別や収集日の情報を入手できるようなアプリの

導入について，検討していきたいというふうに考えております。 

○３番議員（恒吉太吾） 今，お話を伺いまして，アプリはこれから検討，開発していただける

とのことなんですが，使いやすいように是非，健幸アプリの中に組み入れるような方策を考

えていただきたいと思います。それぞれ，別々2個あると，また，それはそれで手間が掛か

ることになりますので，是非せっかくいい健幸アプリがありますので，その中に取り入れて

いただきたいというふうに思います。 

 今，ごみの問題しましたが，今度はアプリを使った場合に，新しい発信の形が可能になる
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というふうに思ってます。また，先進事例の話ではないんですが，長野県の塩尻市というと

ころがあります。ここでは，循環バスの現在地を知らせる，ばす日和というアプリであった

りとか，市民が道路の陥没や不法投棄などを発見した場合，現場の様子を写真で撮って市に

通報できる塩レポというものも開発されています。また，千葉市においても，市内で起きて

いる様々な課題，例えば道路が傷んでいる，公園の遊具が壊れている，草が伸びている，そ

ういった地域の困った課題に対して，市民がレポートすることで，市民と市役所，市民と市

民との間でこれらの課題を共有して合理的，効率的に解決することを目指す仕組みづくりが

行われております。現在のいぶすきアプリではそういった投稿みたいなのはできないんです

が，今後，こういった通報であったり連絡ができるような形を導入していくことはできない

でしょうか。 

○健康福祉部長（下敷領正） 今，議員の方からいろいろ様々な角度でご質問いただきましたけ

ども，健幸アプリにつきましては，市民の健康を推進するというコンセプトの中で，また，

観光客の方々に指宿の旅を楽しんでいただくという観点の中で，これまで開発をしてきたと

ころでございます。ただ，議員の方から今ご提案のことにつきましては，今後，我々としま

してもどういう中で開発できるのか。1回でこれは済む問題じゃないと思っておりますの

で，多岐にわたる部分，他課との連携も必要になってくると思いますので，それにつきまし

ては，今後検討させていただきたいという具合に考えております。 

○３番議員（恒吉太吾） この健幸アプリを作る中でも，拡張がしやすいとか更新がしやすいっ

ていう項目も，その予算の審査項目に入っていたと思いますので，是非これからも検討して

いただいて，市民がよりよく使いやすいものを開発していただきたいというふうに思いま

す。 

 今，健幸アプリが出ましたので，もう1個だけ質問させてください。今，いろんなポイン

ト制度，いろんな運動であったりマイレージを溜めて葉書で応募するというふうな形になっ

ていると思います。もう少し裾野を広げるためにも，このアプリを使って，アプリをダウン

ロードして，この運動ポイントとか検診ポイント，こういうのが溜まっていくような形にし

て，今まで葉書で応募しているのを，もうこのスマートフォンから応募できるような形にで

きないものか。あと，1年に1回，他市とチャレンジで対抗戦をしてますが，そういったのも

アプリで簡単に登録できるようになれば，参加者っていうのは格段に増えて，なかなかいつ

もほかの市に負けてることが多いですが，そのいい勝負ができるようになるんじゃないかな

っていうふうに思いますが，その点，どうでしょうか。 

○健康福祉部長（下敷領正） 健幸マイレージ制度は市民の自主的な健康づくりと健康イベント

への参加を推進するため，平成25年度から実施をしているところであります。参加方法につ

きましては，議員からもお話がありましたとおり，葉書にスタンプ印や個人が行った健康づ

くりの内容を記載して申し込む方法となっており，実施後3年目ということでかなり定着を
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してきているものという具合に感じております。いぶすきアプリの健幸マイレージは，市民

の日常的な運動に役立つような機能につきましても検討いたしましたが，大幅なシステム改

修が必要となることから，健康体操の動画や検診及び運動教室などの情報提供を行っている

ところでございます。今後とも，市民の皆様に役立つ情報の提供や興味を抱く内容の充実を

図ってまいりたいと考えているところでございます。議員の方からただいまご提案のありま

したＩＣＴを活用した健康づくりへの誘導といたしましては，平成27年度からスポーツ庁の

補助事業を活用して実施しております健幸ポイントプロジェクトを推進してまいりたいと考

えております。この健幸ポイントプロジェクトは，参加者に歩数計を携帯していただき，そ

の歩数計データを自宅のパソコンへ保健センターの窓口等でインターネット回線を通じて登

録をするといった新しいポイント制度で，今年度から始めたばかりの事業でございます。こ

のアプリを使ったこの健幸ポイント制度に関しても今年始まったばかりでございますので，

参加者の状況，それと参加者の意見というものもお聴きしながら，今後検討させていただき

たいという具合に考えているところでございます。 

○３番議員（恒吉太吾） 歩数計の話が出ましたが，アプリなんかからも歩数計はダウンロード

できるものがあると思いますので，わざわざそのひと手間，ワンクッション置くのではな

く，直接，もう自分の歩いた数がスマートフォンに出てきますので，そういったあんまり手

間の掛からない形も，是非検討していただきたいと思います。 

 もう1個だけ，アプリ，提案じゃないんですけども，是非取り入れていただきたいなって

いうのがあるので述べさせてください。今回，ちょっと前ですが，9月のシルバーウィーク

ですね。私の友達が熊本から家族で来ておりまして，砂むしに遊びに来ておりました。2時

間待ちぐらいですかね，とてもお客さんが多かった，行った時間もちょっと遅かったのです

ごい待たされたということでおっしゃってました。何をするでもなく，海岸線をうろうろと

いうか，散策したりっていう形で過ごしてたんですが，そこでですね，よく最近では，私も

子供がいるもので，子供が熱出したりとか病院行くときに病院の順番を待つ，順番を教えて

くれるアプリっていうのがあります。わざわざその待合室でずっと待ってなくても，先に受

付を済ましておけばある程度，10分，15分前になったら来てくださいという通知が来るよう

な，そういった便利な順番待ちの管理アプリというものがあります。これから年末年始に向

けて砂むしはものすごくお客さんが増えると思います。寒い中，待合室に入れなくて，外で

待っているお客さんも出てくるのではないかというふうに思っています。こういったアプリ

があれば，ただぼうっと順番を呼ばれるまで待っているのではなくて，例えば2時間，待ち

時間があったとしても，その間に商店街で買い物をするとか，自転車を借りて散歩をする，

その間にご飯を食べるとか，その待ち時間が市のためにとってとても有意義な時間に生まれ

変わるのではないかというふうに思っています。そういった時間の使い方を自らしていただ

けるのであれば，すごいただ待たされた，対応が悪かったというようなクレームとか不満，
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そういったものもなくなるように感じております。また，こういったのもずっとネットの話

してますが，あまりよろしくない情報っていうのはすぐ拡散しやすいというふうに思ってお

ります。それを見た人が，指宿を旅行の計画から外してしまうというようなことも危惧され

るのではないかというふうに思っております。そうやって指宿を訪れるきっかけを失ってし

まえば，1度目がなければ2度目のリピーターになってもらうことすらできない状態ですの

で，この顧客，お客さんの立場に立って，こういったあまり待ち時間を減らしたりもっと有

意義に使えるような，この順番待ちアプリの検討という，忙しい時期だけで構いませんが，

そういった検討をされるお考えはないでしょうか。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 具体的にそういう，そのアプリの内容というものが，ちょっと私

の方は情報を持っておりませんので，それに掛かる，例えばどういう状態でその通信ができ

るのか等も含めた中で維持管理経費等も考えてやらなきゃいけないと思いますけれども，指

宿市の観光施設の中では市の方で直接やっているものが，やはりそういう順番待ちというの

が夏場の唐船峡そうめん流しは非常に混雑，もうほとんど夏休み期間中は毎日混雑しており

ますし，砂楽等につきましてもお盆，正月，そういうのは確かにそういう現状にございます

ので，どのような形が望ましいのか，そのアプリも含めて，待ち時間の快適な時間の過ごし

方というものについては，今後検討を進めていかなければならない課題だということは認識

しているところでございます。 

○３番議員（恒吉太吾） ありがとうございます。来た人が楽しんで帰ってもらう，その待って

いる時間も楽しめるようなまちづくり，そういったところ，このアプリ1個あるだけで大分

変わってくると思いますので，今，廣森部長から前向きなご発言いただきましたので，是非

検討していただきたいというふうに思っております。 

 最後の質問をさせていただきたいと思います。今回，いろいろこのＩＣＴに関して質問を

たくさんさせていただく中で，答弁，お答えいただくのがいろんな部署にまたがり過ぎてる

な，部署部署で対応されているのかなっていうふうに，ちょっと受け取った点がありまし

た。今後，やっぱりこのＩＣＴに関しては，しっかりとした体制づくりが必要になってくる

と思いますので，いきなりですね，この要望ではないですが，課をつくれ，部署をつくれっ

ていうのはちょっと乱暴なのかなっていうふうに思います。そんないきなりリスクがあるよ

うなことはできないと思いますので，まず横断的にこういったＩＣＴに長けたプロジェクト

チームみたいのをつくれないかというふうに提案したいんですが，その点，どうでしょう

か。 

○総務部長（髙野重夫） 近年のインターネットを基盤としたＩＣＴの進展は目覚ましく，いつ

でもどこでも誰でもがネットワークにつながることにより，様々なサービスが提供され，

人々のライフスタイルや企業活動の形態など，社会経済に大きな影響を与えております。こ

のような状況の中，各自治体においてもより便利で，利用者負担の少ない行政サービスの提
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供や災害などに強い情報基盤の整備，効率的な行政運営などが求められており，このために

はＩＣＴの活用を促進することが必要だと考えております。現在，本市におきましてはホー

ムページの充実やＷｉ－Ｆｉによる観光客等への利便性の向上，指宿を満喫していただくた

めの観光情報や健幸エクササイズ等を掲載したいぶすきアプリなど，様々なサービスを提供

しておりますが，これらの施策をより効果的に進めるためには，全庁的に一体となった取組

が必要であると考えておりますので，地域情報化を担当する市長公室などを中心に，今後更

に関係課との連携を密にして取り組むなど，実施体制の充実を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

○３番議員（恒吉太吾） はい。是非，自発的でもいいですし，今おっしゃったように市長公室

が頭となってしっかりとした組織体制づくり，これからですね，今後，行く行くは課とし

て，課になるような形，その前段階として，プロジェクトチームであったりそういったもの

の体制づくりに取り組んでいただきたいと思います。庁舎内の方，とてもこのＩＣＴに関し

てお詳しい方が何人もいらっしゃると思います。ただ，今専門職の話がありましたが，専門

職ではないためにそこにあまりまだ携わってない方が，いろんな部署にいらっしゃいますの

で，そういった方たちの能力っていうのも生かせるような組織づくり，体制づくりを是非し

ていただきたいと思いまして，一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

△ 延 会 

○議長（新宮領進） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ，延会いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，本日はこれにて延会することに決定をいたしました。 

 なお，残余の質問は12月14日に行いたいと思います。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延会 午後 ４時３０分 

 

  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する 

 

              指宿市議会 

                議 長  新宮領   進 
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                議 員  松 下 喜久雄 

 

                議 員  前之園 正 和 
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第４回指宿市議会定例会会議録 

 

平成27年12月14日 午前10時 開議 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

１．議事日程 

○日程第１  会議録署名議員の指名 

○日程第２  一般質問 

                               

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程のとおり 

                               

１．出席議員 

１番議員  外 薗 幸 吉  ２番議員  臼 山 正 志 

３番議員  恒 吉 太 吾  ４番議員  井 元 伸 明 

５番議員  吉 村 重 則  ６番議員  西 森 三 義 

７番議員  浜 田 藤 幸  ８番議員  東   伸 行 

９番議員  高 田 チヨ子  10番議員  森   時 德 

11番議員  髙 橋 三 樹  12番議員  福 永 德 郎 

13番議員  前 原 六 則  14番議員  松 下 喜久雄 

15番議員  前之園 正 和  16番議員  木 原 繁 昭 

17番議員  中 村 洋 幸  18番議員  新川床 金 春 

19番議員  下川床   泉  21番議員  新宮領   進 

 

                               

１．欠席議員 

な  し 

                               

１．地方自治法第 121 条の規定による出席者 

市 長  豊 留 悦 男  副 市 長  渡 瀨 貴 久 

副 市 長  佐 藤  寛  教 育 長  西 森 廣 幸 

総 務 部 長  髙 野 重 夫  市民生活部長  牟 田 浩 一 

健康福祉部長  下敷領    正  産業振興部長  廣 森 敏 幸 
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農 政 部 長  新 留 幸 一  建 設 部 長  山 下 康 彦 

教 育 部 長  浜 島 勝 義  山 川 支 所 長  馬 場 久 生 

開 聞 支 所 長  川 畑 徳 廣  総 務 部 参 与  有 留 茂 人 

建 設 部 参 与  光 行 忠 司  総 務 課 長  岩 下 勝 美 

市 長 公 室 長  川 路  潔  市民協働課長  下 吉 一 宏 

長寿介護課長  西  浩 孝  商工水産課長  山 下 成 之 

農業委員会事務局長  西 元 志 農 夫     

                               

１．職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長  森  和 美  次長兼調査管理係長  石 坂 和 昭 

主幹兼議事係長  鮎 川 富 男  議 事 係 主 査  嶺 元 和 仁 
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△ 開会及び開議                   午前１０時００分 

○議長（新宮領進） ただいまご出席の人員は定足数に達しておりますので，これより，本日の

会議を開きます。 

 

△ 会議録署名議員の指名 

○議長（新宮領進） まず，日程第1，会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は，会議規則第88条の規定により，議長において木原繁昭議員及び

新川床金春議員を指名いたします。 

 

△ 一般質問 

○議長（新宮領進） 次は，日程第2，一般質問を行います。 

 12月11日に引き続き，一般質問を続行いたします。 

 まず，西森三義議員。 

○６番議員（西森三義） 皆さん，おはようございます。6番，西森です。先ほど議長の方から

もありましたように，本日も指宿の将来を担ってくれるであろう多くの小学生が，社会勉強

の一環として，傍聴に来ていただきました。私もこれまで以上に気を引き締めて質問いたし

ますので，執行部の前向きな答弁を期待いたします。 

 それでは，これから通告に基づき順次質問をいたします。 

 まず，農業振興策についてであります。今年，多くの農家の方々は，長雨でオクラの生育

不良により収穫が思うようにできず，大変苦労していると聞いております。更に温暖化の影

響で，秋冬野菜も前倒しで収穫となり，大幅な単価安となっている状況です。このような中

でも農家の方々は，安心・安全で環境に優しい農業を目指して，天敵などを活用した総合的

な防除，すなわちＩＰＭへチャレンジしています。そこで，農家の方々から提案された害虫

を防除する目的も含めて，小牧から新西方までの防犯灯の電球を黄色灯へ変更できないかお

伺いいたします。 

 また，黄色灯をほ場に，ほ場というのはオクラなどを作付けする畑のことですが，ほ場に

設置するとしたら，補助事業の対象になるのかお伺いいたします。 

 それから，10月より消防の緊急メールが携帯に届くようになって，林野火災の発生が多い

ことに驚いていますが，住宅地等に隣接している耕作放棄地や，雑木等が生い茂っている空

き家，空き地の所有者に対して，どのような指導をされているのかお伺いいたします。 

 次に，私が農業委員として活動しているとき，農業委員会で二反田川沿いの耕作放棄地を

事業化に向けての調査をしたが，どのような結果になったのかお伺いいたします。 

 次は，9月に南大隅町議員と交流する機会があり，バスで佐多岬へ移動中，耕作放棄地に

牛を放牧して，畑へ再生できたところを確認したが，指宿市においても耕作放棄地に豚か牛
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等を放牧することができないかお伺いいたします。 

 先ほども言いましたが，温暖化の影響でソラマメの実入りが早く，下段から収穫できるも

のの，場所によってはアナグマやタヌキに食い荒らされる被害があったことから，農政課の

担当職員と現地調査を実施したところ，電気柵が有効であると判明したが，指宿市で対応し

ている国の電気柵事業には申し込み者が多く，すぐ設置することはできないとのことです。

そこで，有害鳥獣対策として，緊急に電気柵を購入した農家へ，幾らかの補助金を指宿市で

対応できないかお伺いいたします。 

 次は，新規就農者等を指導する技術員は確保されているのかということですが，今，指宿

市においては青年就農給付金を活用して，農業に就農する人や60歳で退職された方々が農業

に就農するなど，南の食料基地としてはいい方向に向いているようですが，農家を指導する

技術員が少なくなっているのではないか。合併するまでは，指宿・山川・開聞にそれぞれ農

家担当者がいたと思います。そのときにはほ場での現地検討会へも出席し，農家との意見交

換もされ，所得向上に鋭意努力されて，全国に誇れる農産物が確立されたと思われますが，

現状の人員体制で万全だと言えるのかお伺いいたします。 

 二つ目は，定住促進条例についてであります。指宿市における定住の促進を継続して図る

ため，助成対象地域を市内全域に拡大し，また，世帯責任者の転入日における年齢を60歳か

ら65歳へと引き上げ，期間も5年間延長するとして，第1回定例会で条例の一部改正を実施し

たが，成果はあったのかお伺いいたします。 

 そして，疑問に思うことが一つあります。それは，なぜ独身者に対応はできないのか，明

確な理由をお伺いいたします。 

 三つ目は，リフォーム助成事業についてであります。この事業については，市民への周知

もされてきているようであるが，Ｉターン者やＵターン者並びに借家住まいの人たちが空き

家になっている祖父母宅等に移住するときは，居住する前に改装すると思われるが，対応で

きないかお伺いいたしまして，1回目の質問といたします。 

○市長（豊留悦男） ただいま三つほどの質問をいただきました。一つ目は，指宿は大変農業が

盛んな地域です。その農業振興をどうしていくのか，二つ目が，定住促進条例，できるだけ

多くの方々に県外，市外から指宿に住んでいただき，指宿にできるだけたくさんの人が住む

ように，子供たちが住むようにという定住，つまり指宿に住んでいただきたいという条例に

ついての質問，あと一つはリフォーム助成事業についてでございました。リフォーム，家を

改修するときに補助金を出すことによって市内の小売店やお店が大変振興，いわゆる地域が

元気になるのではないかという，そういう三つの質問でございます。 

 私は最初の農業振興についての黄色灯への対応についてと，定住促進条例についての二つ

についてお答えをいたします。リフォーム助成事業については，関係部長が答弁をいたしま

す。 
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 まず始めに，農業振興についてでございます。黄色灯という病害虫の防除効果があるとい

う電灯，光のことであります。畑作地帯が大変盛んであります池田校区の周辺，小牧の周

辺，そして今日おいでの開聞地区にもたくさんの農家が，今，秋冬野菜，秋冬の野菜を作っ

ております。主なものとしましてもソラマメ，スナップえんどう，実えんどうなど，大変指

宿では秋冬野菜，秋冬の野菜の栽培が盛んであります。東京や名古屋，大阪，福岡等の市場

に行きますと，この野菜は大変人気があり，もっともっとたくさん大都市の市場に送ってほ

しいという，そういう要望もきております。しかし，暖かい冬，いわゆる暖冬，そして雨が

たくさん降る，こういう現実に，この病害虫の発生があると聞いております。 

 ご質問の黄色灯につきましては，害虫が侵入することを防止する効果，そしてこの行動抑

制，つまり害虫を増やさない，そういう防除効果があるとお聞きしております。一方，防犯

灯は通学路などの防犯，交通安全対策を目的として設置しており，黄色灯は白色の防犯灯に

比べると物や人の適切な色の判別がし辛く，暗く感じることや，交差点やカーブ，暗い場所

など，道路に向けて設置しており，ほ場，つまり畑に対し効果的な場所に設置できないこと

から，黄色灯を防犯灯に代替品，代わりとして設置した場合には，いずれも十分な効果がで

きないものと思われます。また，設置されていないほかのほ場への影響等，農政課を含めた

調査研究が必要であることや，黄色灯の役割を考慮して，現在のところ黄色灯に変更する計

画はないところであります。しかし，防犯灯はエコイエロー，つまり土壌や水，生活に優し

い防虫対策としてやっているところがありますので，今後，検討する必要もあるかと思って

いるところであります。 

 次に，定住促進条例についてであります。定住促進条例，指宿にできるだけ多くの方に住

んでいただきたいという条例があります。今年の第1回の定例会で対象年齢を60歳から65歳

に引き上げるとともに，対象地域をこれまで旧山川町，旧開聞町，池田小学校区，今和泉小

学校区から，市内全域に拡大をいたしました。人口，子供の数が少なくなったり，住んでい

る人が少なくなったりする山川・開聞，池田小学校，今和泉小学校，それから市内全域に拡

大した理由には，できるだけたくさん指宿においでいただき，住んでいただきたいという思

いがあったからであります。助成対象，いわゆる補助をする対象要件は，世帯全員が，そこ

に住んでいる人たちの全員が指宿市の住民基本台帳に一度も記録されておらず，床面積，家

の広さが50㎡以上の住宅の新築又は床面積が50㎡以上の住宅を購入した場合で，配偶者や義

務教育終了前の子供がいる世帯責任者に交付することになっております。50歳以下ですと，

新しい家を建てた場合には100万円，中古物件ですと築年数，建てた年数が10年以内の住宅

購入に対して80万円を上限に，築10年を超えた場合には50万円を上限に助成金を交付してお

ります。50歳を超え65歳以下ですと，先ほどの金額の半額の助成金となっております。今年

の実績ですが，丹波小学校区に転入していただいた61歳の方に，この助成金を交付しまし

た。現在，この1件のみの交付でありますが，今回の制度拡充で交付対象となったところで
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あります。 

 以下，いただきました質問については，担当部長等が答弁をいたします。 

○農業委員会事務局長（西元志農夫） 農業委員会長から委任を受けましたので，答弁させてい

ただきます。 

 二反田川沿いの耕作放棄地についてのご質問でございますが，本地域は平成15年ごろから

土地改良区の解散により水田として機能せず，排水も悪く，耕作条件が非常に悪いため，大

部分が未耕作地のままでありました。このため，平成25年度に耕作放棄地事業化推進のた

め，農業委員会と耕地林務課による農地利用並びに基盤整備，公園整備の意向調査を実施し

たところでございます。その結果，調査対象者245名のうち回答者は111名で，144名が未回

答でありました。基盤整備に関しましても，約2割の地権者しか農地整備の希望もなく，以

前整備を計画したときと同様，同意を得られない状況であったことから，基盤整備事業等の

導入は難しいと判断せざるを得ませんでした。しかし，耕作していない地権者の半数以上が

売りたい，貸したいとの意向があり，農業委員の推進により90ａほどの利用権設定もなされ

ております。しかし，議員のご指摘のとおり，依然として未耕作地が多く見られる状況であ

ります。農業委員会としても，国・県の施策・事業の導入も考慮しながら，農地の有効利用

を図るとともに，耕作放棄地の解消に努めてまいりたいと思っております。以上です。 

○農政部長（新留幸一） 黄色灯設置に対する補助事業の対象についてのご質問でございます

が，黄色灯による害虫の防除効果につきましては，ヨトウムシ類やオオタバコガなどの夜行

性の害虫では一定の効果があり，長崎県においてレタスでの利用や近いところでは南九州市

のカーネーションなどで活用がなされているところでありますが，現時点におきましては，

ソラマメ，オクラなどの試験データがないのが現状でございます。県へ事業化について問い

合わせいたしましたところ，一部，作物での黄色灯によるヨトウムシ類などの忌避効果につ

きましては認められるものの，一晩中点灯していることによる花芽分化の抑制などの生育の

懸念や明かりが届かない場所への害虫の集中により，周辺作物への影響などを考えますと，

補助事業としての導入は現在のところ難しいとのことであります。 

 次に，有害鳥獣対策についてでございますが，現在，平成24年度から国の補助事業であり

ます鳥獣被害対策実践事業に取り組んでおります。本事業は，野生鳥獣による被害の深刻

化，広域化に対し，地域関係者が一体となった鳥獣被害防止の取組や侵入防止策等の整備対

策を総合的に支援する事業であり，捕獲機材の導入や電気柵，防鳥ネットといった侵入防止

費が導入できます。本事業は導入要件といたしまして，3戸以上の受益農家組織や地域一帯

で取り組むという観点から，共同管理することが条件となっており，個々で設置を希望する

農家への事業導入はできないとなっております。また，事業導入希望が多い中，国の予算措

置が平成27年度は要望額に対しまして約50％の交付額であり，平成28年度以降の導入希望の

農家も多いところですが，国の補助事業の実情を鑑みると，補助事業で対応できないことも
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予想されることから，今後，予算措置されなかった分や要件を欠くために事業導入できない

農地に対しまして，鳥獣対策は緊急を要することから，農家の経営安定のため，市としまし

ても導入希望農家に対し，支援策を検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○総務部長（髙野重夫） 農業振興策について，住宅地等に隣接している耕作放棄地の所有者に

対してどのような指導をなされているのかについてでございます。耕作放棄地などの空き地

につきましては，少子高齢化，過疎化等により適正に管理されないまま放置され，周囲に悪

影響を及ぼしている物件が本市においても見受けられるところであります。特に，住宅地に

近い耕作放棄地や空き地等については，指宿南九州消防組合火災予防条例第24条第1項で

は，空き地の所有者，管理者又は占有者は，当該空き地の枯れ草等の燃焼の恐れのある物件

の除去，その他火災予防上，必要な措置を講じなければならないと規定していることから，

これまでも市と消防署と共同で個別的な指導や広報誌等による啓発活動を行ってきたところ

であります。今後も引き続き，このような事案に対しては積極的に指導・啓発を行い，火災

予防に努めてまいりたいと考えております。 

 次に，新規就農者等を指導する技術員は確保されているのかについてであります。職員の

配置につきましては，それぞれの職員の持つ資質や能力，意欲を最大限に引き出し，活用す

ることで，組織全体の活力を高め，活性化させていかなければならないと考えております。

また，限られた職員数の中で，特に地方分権時代と社会情勢の複雑化に対応するための能力

を有する職員の育成についても，重要な課題となっております。農業分野においても，幅広

い職務経験や知識，政策形成能力や管理能力を持つ職員，又は専門的知識を持つ職員や農政

分野の経験を有する職員を適切に配置していかなければならないと考えております。これま

で農業支援センターを拠点とし，ＪＡいぶすきや県南薩地域振興局農政普及課指宿市十二町

駐在との連携強化を図り，生産技術の向上，病害虫対策，新規就農支援など，農業全般にわ

たる支援体制並びに機能の充実が図られてきているところであります。現在，農政部門の職

員配置につきましては，農業技師3名と畜産技師1名を配置しております。また，農業技師の

ほか，農業系の大学等の出身である職員4名と過去における農業行政の実務経験者等のある

職員5名の配置も行うなど，農業振興を図るための職員配置に努めているところでありま

す。一方では，農業技師を確保するため，職員採用試験においても農業技師の採用試験を実

施し，平成27年度には1名を採用し，平成28年度においても1名を採用する予定でおります。

今後も農業振興を図るための適切な人員配置に努めてまいりたいと考えております。 

○総務部参与（有留茂人） 定住促進条例について，なぜ独身者には対応できないのか，その理

由をということでございます。本条例は旧山川町の定住促進制度を引き継ぎ，合併と同時に

新指宿市において制度化したものでございます。旧制度におきましても配偶者又は義務教育

終了前の子供がいる世帯責任者に交付するとなっていたところでございます。このことは，

人口増加の効果をより高めることから，この条件を課しているというところでございます。 
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○産業振興部長（廣森敏幸） リフォーム助成事業についてのＩターン者等には居住前に改装す

ると思われるが対応できないのかというご質問でございます。指宿市住宅リフォーム事業

は，市民が自己の居住する住宅の延命化，長寿命化等を図ることを目的に，市内の商工業の

活性化なども併せて目的とし，個人の住宅のリフォームに対して助成を行っているものでご

ざいます。補助対象者の要件は，指宿市住宅リフォーム事業補助金交付要綱第3条におきま

して，市内に居住し，かつ市内に住所を有するもの及び補助対象者及び同一世帯に市税その

他の市に対する債務に滞納がない者と定めております。このようなことから，現在の要件で

はＩターン希望者であっても，本市に住民登録がない場合は，指宿市住宅リフォーム事業の

対象とならないところでございます。 

○農業委員会事務局長（西元志農夫） 答弁の中身で1件飛ばしてしまいました。再度答弁させ

ていただきます。家畜による耕作放棄地の解消についてのお尋ねですが，全国でも牛やヤギ

などを放牧し，耕作放棄地に繁茂している草木を食べさせることで，耕作放棄地の解消を図

っている事例がございます。議員もご承知のとおり，家畜においては，豚流行性下痢や口蹄

疫などの特定疾病等の問題もあって，畜産農家は飼育管理に細心の注意を払いながら行って

いるのが現状でございます。更には，放牧するに当たっては，柵の設置，家畜の日々の管理

体制など，多くの問題があるように考えております。また，本市の産業であります観光との

兼ね合いや，宅地の隣接になりますと悪臭の問題など，課題が多くあると考えます。しかし

ながら，耕作放棄地の解消は，本市にとりましても喫緊の課題と認識しておりますので，家

畜の放牧もその対策の一つとして様々な角度から総合的に判断して取り組まなければならな

いと考えております。 

○６番議員（西森三義） それでは，これから2回目以降の質問に入ります。 

 私は12月の6日に小牧から新西方までの防犯灯の設置状況について調査いたしました。こ

れは，平成5年度宝くじ助成事業で設置しておられたというふうに認識しておりますが，鉄

柱が腐食して，電柱に移設したと思われる場所が12か所，そしてその宝くじ助成で設置した

残りが，同じく12か所残っておりました。平成5年度ですから，もう大分経過しておりま

す。鉄柱も腐食して，まだ丈夫なのもありますが，腐食して危険と考えるが，今後どう対応

されるのかお尋ねをいたします。 

○総務部長（髙野重夫） 市で設置している防犯灯につきましては，老朽化した防犯灯から順次

費用対効果を考慮し，消費電力が少なく，寿命が長いＬＥＤ等への更新を進めているところ

であります。小牧から新西方までの防犯灯につきましては，議員からもありましたように，

西指宿中学校への通学路の防犯・安全対策として小牧地区のＰＴＡが中心となり，宝くじ助

成事業を活用して平成5年に設置され，指宿市に防犯灯として移管されております。その当

時，地権者や付近の農家のご協力により設置できたと聞いております。この路線内の防犯灯

25灯のうち平成17年に4か所を新設しており，本年度老朽化した5か所をＬＥＤ灯に更新する
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予定としております。残りについても状況を見ながら，順次更新をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

○６番議員（西森三義） 今，部長の答弁がありましたように，現在も工事中のところがありま

した。最初，私は畠久保に入る入口が，付いていなかったもんですから，これはどうしたん

だろうと思っていましたら，今，部長が答弁されたＬＥＤが12日の夕方にはもう付いており

ましたので，ああ，今こういう形で替えていかれるんだなということは理解しましたが，

今，順次されるということでしたが，大体市の方としては何年をめどに，後の分はされる計

画なんですか。 

○総務部長（髙野重夫） 今のところ何年までにという明確な計画はございません。 

○６番議員（西森三義） 新しくＬＥＤを付けたところと，古いところとでは，やっぱり相当な

明るさが違います。まして少ない人数ではありますが，通学路になっています。できるだけ

ですね，先ほど部長は安全対策として設置してあると言われましたので，これについては早

急な，早く替えるべきだと思うんですが，再度お聞きしますが，何年ということは決まって

いないかもしれませんが，早急に取り掛かる，そういう回答はできませんか。 

○市長（豊留悦男） やはり第一義的には，子供たちの通学上の安全確保というのが大切だろう

と思います。最近，日の暮れる，暗くなる時間も早くなりました。子供たちが安心して登下

校ができるようになるために，実態を調べてどのようにするかというのは検討させていただ

きたいと思います。 

○６番議員（西森三義） 今，市長の答弁がありました。ぜひ，前向きに取り組んでいただきた

いというふうに思っております。 

 先ほど，黄色灯の交換については，農政部長の方から答弁があって，レタスとかカーネー

ションの方には効果があるようだと，オクラ，ソラマメの方には効果が不明だと，実験をし

ていないからそういうことなんでしょうけど，先ほども部長が言われたように，この黄色灯

はオオタバコガやヨトウムシの防除に適して，全国的に取り組まれているというふうに聞い

ております。指宿の農家の方々は，環境に優しい安心・安全な農業を目指してオクラ畑に，

ソルゴーを植えて，土着天敵を活用し，少しでも薬剤散布の回数を減らす努力をしておりま

す。これに黄色灯を設置できれば，指宿も高齢化が進んでおりますが，そういう高齢者の薬

剤散布に対する苦労が少しでも減るんじゃなかろうかと。黄色灯を付けることで，百人力ま

ではいかないかもしれませんが，そういう形で効果があると思われるんですけど，この補助

事業に取り組む考えはないのか，再度お尋ねをいたします。 

○農政部長（新留幸一） 議員ご指摘の土着天敵を活用した総合防除技術，つまりＩＰＭ技術

は，平成27年度エコクラブ部会を中心に28名の生産農家が取り組んでおります。その取り組

んだ生産農家からは，薬剤散布の回数が減った，また労力の軽減につながったなど，いろい

ろ聞いております。この取組に，議員ご質問の黄色灯の設置は一緒にできないかということ
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につきましてでございますが，先ほども答弁させていただいたとおり，現時点におきまして

はソラマメやオクラなどの試験データがないため，黄色灯の利用に関する試験を県の農業総

合開発センターへ，今後引き続き要望してまいりたいと考えております。 

○６番議員（西森三義） ちょうど今，部長が答弁されたように，やっぱりそういうデータがな

ければ，農家の方には推進もできないということは十分理解いたしますが，是非前向きにで

すね，取り組んでいただけるようにお願いいたします。 

 私は，いつも市役所へ来る時には，農面道路沿いを通って来るんですよね。そうすると，

耕作放棄地や竹やぶが本当に気になるんです。今朝は，朝早くからまちづくり公社の職員が

出て，道路沿いをきれいにしていただいておりました。ただそれは道路の脇だけであって，

そこにまだ広がる耕作放棄地までは手が付けられない状況なんですよね。以前もその近くで

は火事も発生しておりましたけど，これから菜の花マラソンもあるわけですよね。こういう

マラソンも開催される道路沿いなんですが，市長はどう感じておられますか，お尋ねをいた

します。 

○市長（豊留悦男） 観光地指宿として耕作放棄地，そしてその沿道，観光客が通る場所であり

ますので，やはり耕作放棄地を見直す，どういう見直し方があるのかというのは早急に対応

しなければならないと考えております。議員ご指摘のように，耕作放棄地，いわゆる原野火

災というものもここ最近，数件発生をしております。安全上からも，景観上からも，この耕

作放棄地の対策というのは早急にしなければならないと考えております。 

○６番議員（西森三義） 是非，安全上からも早急に対策を打っていただきたいなというふうに

考えております。国においては，耕作放棄地や管理のされていない空き家，雑木等が生い茂

っている空き地等には，新たな税を課すことを検討している旨の記事が掲載されたと思いま

すが，詳細について把握していないかお尋ねをいたします。 

○市民生活部長（牟田浩一） 耕作放棄地等の関係の課税の部分についてでございますが，耕作

放棄地に対する固定資産税の課税について，国や県からの直接の情報はまだございません。

しかしながら，2016年度税制改正大綱に関する新聞報道がございましたが，税制改正大綱で

は，農地に対する固定資産税の見直しを打ち出したとの記事でございました。その内容でご

ざいますが，農地の貸し借りを仲介する農地中間管理機構，いわゆる農地バンクですけど

も，これに農地を貸し付けることを条件としまして，固定資産税の軽減措置を新たに導入す

るというもので，貸付期間が15年以上の場合は5年間，10年以上の場合は3年間，課税額を半

減するということです。一方で，耕作放棄地に係る固定資産税については，1.8倍に引き上

げるという内容になっております。また，空き家の関係なんですけれども，空き家等に係る

土地の固定資産税等については，固定資産税の例で申し上げますと，200㎡以下の住宅用地

は課税標準額の6分の1の額で課税をして，また200㎡を超える部分については，家屋の10倍

の敷地を限度としまして3分の1の額で課税するという課税標準の特例措置がございます。こ
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れが平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布されたことに伴いまして，

地方税法についても平成27年5月に改正がされ，勧告の対象となった空き家等に係る土地の

固定資産税等については，住宅用地の特例措置の対象から除外することとなっております。

このようなことから，耕作放棄地に対する固定資産税の見直しについて，地方税法の改正が

盛り込まれた際には，市の税条例の改正等を行う必要があると考えているところでございま

す。以上です。 

○６番議員（西森三義） 今，部長の方からそういう改正があった場合は条例を改正するという

ことなんですが，そうした場合に，やっぱり市民の方はあまり分からないんですよね。そう

いう税が上がる，こうなりますよという周知徹底はどのようにされるんですか。 

○市民生活部長（牟田浩一） 先ほど最後に申し上げたとおり，その地方税が改正され，市の税

条例が改正された場合，そういった旨を広報誌なりで広報はしていきたいというふうに考え

ております。 

○６番議員（西森三義） 広報誌の方でもいいんですけど，できれば各公民館長さん辺りにも十

分説明をして，そして広く市民の方にこうなるんだということは周知していただきたいなと

いうふうに思っております。 

 次に入りますが，二反田川沿いの耕作放棄地は，1区画の小さい面積の土地に相続人が相

当数いるということで，私は聞いております。そして，集積が難しかったのではないかな

と。そうであるとすれば，相続人の代表者から農業委員会が借りて，農業後継者等へ貸すこ

とはできないかお尋ねをいたします。 

○農業委員会事務局長（西元志農夫） 農業委員会が代表となり，所有者に代わり農地の貸し借

りはできないかとのことですが，この件につきましては，全国的に相続未登記関係，担い手

の農地集積を図る上でも大きな障害となっております。農業委員会として農地を借りること

は認められていないために，農業後継者へ貸すことは現状では厳しいということをご理解い

ただきたいと思います。また，国・県も相続未登記の手続き緩和に向けて動きつつあります

し，農業委員会もこれまで同様，国・県の施策・事業を活用しながら，農業委員による計画

的な農地パトロールを行い，耕作放棄地の解消と農地の有効利用を図るために，農業後継者

や新規就業者への農地集積につなげてまいりたいと思っております。 

○６番議員（西森三義） 前回も私は，いろんな土地の名義変更については質問いたしましたけ

ど，確かに全国的には，みんな名義は替えないといけないというのは分かっておっても，難

しいというのは理解しております。ただ，難しいからそれに手を付けないというのじゃなく

て，どこかでか開けていかなければいけない。そういうためには，できることならですね，

国の方に常時要請していく，そういう気構えが必要だと思うんですが，そこ辺りについて

は，今後も引き続き農業委員会としては取り組む考えがあるんですか。 

○農業委員会事務局長（西元志農夫） 今の質問の関係ですけれども，全国に先駆けて県の農業
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会議の方で，県から委託を受けまして相続未登記農地の実態調査を行っております。その調

査の結果を基に，国に対しまして解決策を要望するということで話は聞いております。 

○６番議員（西森三義） 是非今後とも，引き続き要望はしていっていだだきたいと。先ほど局

長の方から答弁がありましたが，耕作放棄地は今，重機で再生する事業がありますよね。事

業費の半分程度が助成されるということで再生されますが，先ほどは豚を放せば悪臭がする

ということでしたけど，私は豚に限らずヤギでもいいんです。豚が悪臭がするという観光の

面で何かおかしいということであれば，別にヤギであろうが羊であろうが，そういう動物系

をして，耕作放棄地がなくなってくれればいいんですよ。そうした場合に，仮にそれを取り

組んだとした場合には，先ほど局長も言われましたよね，周りを囲むのがいると。そした

ら，周りを囲む材料の支給は対応できないのかお尋ねをいたします。 

○農業委員会事務局長（西元志農夫） 耕作放棄地をなくす方法は考えられないかとの質問です

けれども，一応，議員の言われました事業につきましては，国の交付金事業で耕作放棄地再

生利用緊急対策事業というのがございます。その事業につきましては，土地の改良を含んだ

中での事業でございまして，この柵の関係については当たらないということになっておりま

す。 

○６番議員（西森三義） ちょっと理解はしたくないんですけど，時間がありませんので，次の

方にいきます。先ほど，農政部長の答弁の中で，有害鳥獣については支援策を検討したいと

いう答弁を，前向きな検討をいただきましたが，電気柵を仮に指宿市の方で予算化がされる

としたら，購入金額の何割を補助する計画なのか，そういう予算化をするつもりなのか，お

尋ねをいたします。 

○農政部長（新留幸一） 支援化の検討ということなんですけれども，まだ具体的な数字という

のがお示しできないところでございます。 

○６番議員（西森三義） 先ほどは国の事業は27年度は50％の補助ということでしたので，でき

れば，国まではいかなくても，できるだけ市の方でも予算化ができるようにお願いしたいと

思います。それと併せて，国の電気柵事業は，平成26年度では農家の手出しはあんまりなか

ったというようなふうに聞いているんですが，この3農家を一くくりにしてですね，配線を

すると聞いております。また，高い土手があっても配線していくと，こういうふうに言われ

たんですよね。こうであれば，農家の方も土手を伝ってまで配線というのは，非常に困難な

んですよ。土手に草が生えれば電流は止まるんですね。そしたら何の効果もないと思うんで

すが，先ほどの部長が言われましたように，個々の畑で管理できることはできないというこ

とで国はなっていると言うんですが，個々の畑で管理できるように，国へ要望できないかお

尋ねをいたします。 

○農政部長（新留幸一） 本事業は国の事業であり，補助金の交付等につきましても，一部道路

や河川を除き，共同利用や団地化が必須条件となっているところでございます。議員ご指摘
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のとおり，鳥獣対策につきましては，補助条件によって団地化が不可能な畑地もあることか

ら，要件の緩和につきまして，8月に県を介しまして九州農政局の方へ要望を出しておりま

す。今後も引き続き機会を捉えて，要望等を行ってまいりたいと考えております。 

○６番議員（西森三義） そのように，農家のためにできることはどんどん取り組んでいただき

たい。私は，以前の質問でも聞いたことがあるんですが，農業支援センターは関係機関がワ

ンフロアになったということで開始されたんですよね。この支援センターがうまく機能して

いないのではないかということで，農家の方から指摘があったんです。県・市・ＪＡ等が一

体的なシステムとして機能していないというふうに言われているんですが，このことも，農

家担当の職員が不足しているからではないかと思うんですが，そのことについては人事担当

部署としてはどのようにお考えですか。 

○総務部長（髙野重夫） 農業分野においては，生産技術の向上，病害虫対策，新規就農者支援

に係る専門的知識を持つ職員の配置が必要なことから，農業技師や農業に精通している職員

を配置しているところであります。また，職員採用試験において農業技師の採用試験を実施

し，必要な職員を採用しているところであり，平成27年度には1名の農業技師を採用し，28

年度においても1名を採用する予定であります。今後も必要な職員においては農業技師の採

用試験を実施して必要な職員の育成，また技術者としての職員の育成にも努めてまいりたい

と考えております。限られた職員数の中で，特に地方分権時代と社会情勢の複雑化の対応の

ための能力を有する職員の育成についても重要な課題となっており，農業支援センターを拠

点とし，これまでもＪＡいぶすきや県の南薩地域振興局の農政普及課等と連携を図りなが

ら，生産技術の向上，病害虫対策，新規就農者支援など，農業全般にわたる支援体制並びに

機能の充実に努めてまいりました。今後も，そのように努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○６番議員（西森三義） 先日も同僚議員の質問が2名ほどあって，そのように専門職について

は質問がありましたが，その答弁の中にも農業に精通した職員も配置していると，最初の答

弁では合計7名を農業分野としては配置しているとあったんですが，私は7名で，本当にこれ

から先，政府はですね，11月25日にＴＰＰの関連政策大綱を決定して農林水産業費として増

額補正を検討していると，このように国は攻めの経営推進を示すとなれば，それに伴う書類

作成も，本当に膨大なものであろうというふうに考えられるんですが，現状の職員体制で大

丈夫なんですか，総務部長，お尋ねいたします。 

○農政部長（新留幸一） 農業支援センターの現状の維持ということなんですけれども，議員ご

指摘のとおり，国・県，ＴＰＰ関連事業につきまして，また新たな事業化など，事業の拡充

を行うものと考えられます。生産農家の不安を払拭し，また影響を最小限にとどめ，市の農

業を更に振興するためには，現体制につきましては多少厳しいところもあるかと思います

が，今，現の職員がこれまで以上に事務事業のスピード化を図りながら，よりきめ細やかな
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農家対応を心掛けなければならないと考えているところでございます。 

○６番議員（西森三義） きめ細やかに，スピーディーに対応していただきたい。このように，

政府はＴＰＰによる国内農業への影響を最小限に抑えるために，農業強化を目指した対策づ

くりに取り組むと考えられるが，市長は南の食糧基地といわれる指宿の農業を後世，後の時

代ですね，残すためにどのように考えていらっしゃるかお尋ねいたします。 

○市長（豊留悦男） るる質問いただきました，特に農業を振興するにしても人であろうと思っ

ております。そのための職員体制，十分であるとは決して思っておりません。平成3年，1名

の職員を採用いたしましてから20数年採用しておりませんでした。そこで，昨年度，今年

と，この職員採用，技術職の採用をしてまいりました。今年はまだ来年の4月1日付けでござ

いますので，その予定でございます。農業技師等の配置については，競争力を付けるために

もＴＰＰ問題に適切に対応するためにも，新規青年就農者を確保するためにも必要であろう

と思っております。今後，今日いただいた質問等を基に職員体制の充実を図っていかなけれ

ばならないと考えております。 

○６番議員（西森三義） 農政部門だけの体制の充実ではいけないと思うんですが，是非十分に

検討していただきたいなと。先ほど部長の方で27年度も1名採用したと，また28年も1名採用

予定であるということですので，そこ辺りも踏まえて，この指宿の農業をますます盛んにし

てもらうためにも，充実していただきたいなというふうに考えております。 

 次は定住促進についてでございますが，人口減少防止については，どこの自治体もいろい

ろ知恵を絞って定住してもらうための施策も積極的に取り組んでいる旨の報道を見ることが

あるが，指宿市においては先ほど答弁がありましたけど，丹波校区に1件あったと。せっか

く緩和した割には，1件しかなかったのかなと。先日の同僚議員への答弁では，目標を10件

おいているということでありましたが，そこ辺りについてはＰＲ不足はないんですか。お尋

ねをいたします。 

○総務部参与（有留茂人） ＰＲということでございますけれども，定住促進制度につきまして

は，本市への定住促進を図るため，これまで以上に周知・広報に力を注いできております。

具体的には広報いぶすき，市ホームページへの掲載のほか，関西鹿児島ファンデーや郷土会

総会時などを利用して，この制度のチラシを配布しておりますとともに，東京有楽町のふる

さと回帰支援センターには，チラシのほか本市で仕事に就けるように，求人情報も提供をし

ているところです。また，本年9月には東京で開催をされました鹿児島移住交流セミナーに

も本市から参加をいたしまして，本市の個別の相談ブースを設置をし，本市ＰＲのプレゼン

を行うとともに，個別相談にも応じております。今後においても積極的にＰＲしていきます

とともに，効果的なＰＲについても，今後，検討をしてまいりたいと考えております。 

○６番議員（西森三義） 是非，将来指宿に住んでよかったと思われるように，来てもらうため

に，参与が答弁されましたように，積極的に取り組んでいただくように要望しておきます。 
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 先ほど，独身者についての答弁の中で，ちょっと分からなかったんですが，一人であれば

人口増は図られないんですか。参与，答弁をお願いします。 

○総務部参与（有留茂人） 一人増加ということで，人口増加にはつながるんですけれども，よ

り事業の費用対効果，事業の効果を高めるために，その配偶者又は義務教育終了前の子供が

いる世帯に交付をするというふうなことで設定をしているところでございます。 

○６番議員（西森三義） それは一人より二人，二人より三人と，それは多いにこしたことはな

いんですよ。ただ，定年を迎えた人は田舎暮らしをしたいという人が実際来ているんです。

その人には何の対応もできませんでした。私はできるんですよと言った手前，いざなってみ

たら，独身だからだめだということだったんですよね。おかしいと思うんですが，今後，こ

の独身者にも対応できるような，そういう施策は考えられないんですか。 

○総務部参与（有留茂人） 地方創生ということで議論をしてまいっております。本年度，民間

メンバーを加えた地方創生プロジェクトチーム会議の中で，その定住促進制度についても議

論を活発にしたところです。その中で，指宿の地で生活するための雇用の場がなければ，こ

の制度があるからといって指宿市には来ないといった意見や，定住促進に向けた情報発信の

ためには必要な制度であると思うと，独身世帯にも目を向けるべきではないかといった意見

など，様々な議論が交わされたところです。先ほど言いましたＮＰＯ法人ふるさと回帰セン

ター，これは東京都の有楽町の東京交通会館内にこのセンターがあるんですけれども，そこ

に本年5月から常駐しております鹿児島県の移住交流相談員がまとめた資料によりますと，

家族構成別の相談件数の中で，単身が全体の37％というふうな高い値を示しておりますの

で，今後，ここの交流の相談員とも連携を図りながら，このような調査結果を分析して，よ

り効果の高い制度となるように，今後検討してまいりたいと思います。 

○６番議員（西森三義） 今の参与の答弁がありましたが，今後検討するということでございま

したが，市長はこういう定住促進についてどのように考えておられるか，お尋ねいたしま

す。 

○市長（豊留悦男） 議員ご指摘のように，様々な形での定住促進を図るためには，一人，つま

り単身家庭についても考えるべきであろうと。一人で定住，いわゆる独身者，これの対応に

ついてどうするかということについては，考えさせていただきたいと思います。様々な意見

をいただいておりますので，やはり人口減に歯止めをかけるためにも必要になるのではない

かと思っております。 

○６番議員（西森三義） 最後に，答弁は簡単でよろしいです。リフォーム助成事業でお聞きい

たしますが，生活感がないと支給されないということから，住所を移動する前にリフォーム

する場合は，申請ができないということで業者に言われたんですよ。商品券の交付は工事完

了後であるのに，住所変更も工事完了後ではいけないのかお尋ねをいたします。簡単に。 

○産業振興部長（廣森敏幸） 現段階での要綱につきましては，住所を要するというふうになっ
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ておりますので，そのような取り扱いになっていると考えております。 

○６番議員（西森三義） 今，12月の中旬なのかと思うぐらい暖かい日が続いて，最近のテレビ

報道で多分出水だったと思うんですが，ビワの実が色づき，食べていました。13日の新聞に

はツクシとオタマジャクシの写真が掲載されていて，春を感じさせるような心和む景色とあ

りましたが，こんなに寒暖の差が大きいと体調を壊しやすいといわれます。皆さんも家に帰

ったら手洗いとうがいをして，風邪をひかないように注意し，来る年を元気で迎えられるこ

とをお祈りして一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（新宮領進） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時１０分 

○議長（新宮領進） 休憩前に引き続き会議を開き，一般質問を続行いたします。 

 次は，外薗幸吉議員。 

○１番議員（外薗幸吉） ラストバッターでございますが，議席番号1番，外薗幸吉でございま

す。私は市職員の保有する公的資格について質問を行いますが，通告の中で（1）と（2）の

ところの指宿市職員の保持する，保持という表現を使っていますが，申し訳ありませんが，

保有という形に訂正させてください。見出しのところと同じようにみんな保有という形に訂

正させていただきたいと思います。そういうことで，市職員の保有する公的資格について，

公的資格というのは国家試験等，いろいろ含むわけですが，指宿市職員の保有する公的資格

の種類と人数についてということでございます。2番目に，資格保有者の処遇について，3番

目に公的資格の新規取得についてということでお聞きいたします。 

 資格といいますと，一定のことを行うために必要とされる条件や能力ということになって

おりますが，公的に認められた資格で，国家資格等ですが，市の職員として自分の職務を行

う際に必要な資格免許と，それと直接ではないけれども，あった方が良いという資格等があ

ると思います。この中で，自動車の免許証等はもう一般的でございますので，今回は省きた

いと思います。そして，処遇という問題は，処遇とは人を評価する，それぞれに応じた扱い

をすることとなっておりますが，優遇という言葉も当たるかもしれません。そして待遇，雇

い主が雇っている者を取り扱う方法，例えば給与とか労働条件とか，そういうことでござい

ます。そして，新規取得とは職員として在職中でも取れる資格，そういうことでご質問をい

たします。 

○市長（豊留悦男） 市職員の保有する公的資格等の種類と人数について，本人の申告等に基づ

くものでございますが，まず，国家資格を取得している職員の種類と人数については，看護

師が9名，保健師13名，管理栄養士1名，介護支援専門員4名，介護福祉士2名，社会福祉士3

名，精神保健福祉士2名，ホームヘルパー3名，保育士3名，管工事施工管理技士2名，建築士

3名，建築施工管理技士2名，測量士3名，土木施工管理技士12名，造園施工管理技士1名，学
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芸員等7名，図書館司書3名，危険物取扱者が14名，防火管理者5名，食品衛生管理者1名，宅

地建物取引士4名，調理師4名，陸上特殊無線技士1名，ファイナンシャルプランニング技能

士1名となっております。 

 次に，国家資格ではございませんが，民間団体や公益法人が実施し，文部科学省や経済産

業省などの官庁や大臣が認定するいわゆる公的資格については，下水道技術検定1名，毒物

劇物取扱責任者1名，司書検定4名，簿記能力検定17名，国連公用語英語検定1名，実用英語

技能検定，いわゆる英検でございます11名，珠算能力検定5名，日本漢字能力検定4名となっ

ているところであります。 

 次に，国家資格等の必要な部署への職員配置につきましては，採用試験等において専門職

の職員採用試験を実施し，必要な職員を採用しているところであります。また，専門的知識

を必要とする部署の職員配置につきましては，必要に応じて有資格者を配置し，市民サービ

ス向上と行政運営の効率化を図っているところであります。 

 なお，職員の給与及び昇任等の人事管理につきましては，職員の勤務成績及び能力等を総

合的に判断しながら行っているところであり，有資格者に対し給与等に関する厚遇措置は特

に行っているところでありますが，国家資格等を保有する職員につきましては，その専門的

知識や技術等の能力を業務遂行において十分発揮することで，勤務成績等の評価に反映され

ていくものと考えております。 

○総務部長（髙野重夫） 公的資格の新規取得についてであります。国家資格，例えば建築士や

保健師，社会福祉士，学芸員等の必要な部署への職員配置につきましては，職員採用試験に

おいて専門職の採用試験を実施し，必要な職員を採用しているところであります。また，専

門的知識，例えば簿記とか，社会教育主事等を必要とする部署への職員配置につきまして

は，必要に応じて有資格者を配置し，市民サービスの向上と行政運営の効率化を図っている

ところであります。 

 一方で，全ての部署において職員の専門的知識の習得及び能力の向上を図るため，職務の

的確な遂行に必要な知識や技術等を具体的に学習し，同時に職務を通じて経験や知識の豊富

な先輩職員が部下を育成するための職場内研修を推進しているところであります。併せて，

実務に則した職務向上を図るために，鹿児島県市町村研修センター等で実施される特別研修

等を積極的に活用しており，市町村中央研修所，市町村アカデミーなどでございますけれど

も，市町村アカデミー等で開催される税務及び観光行政等に関する専門的知識及び技術等を

修得するため，長期間の研修も活用しているところであります。また，国・県との人事交流

及び職員の研修派遣を実施し，専門的知識等を有する職員の配置と若手職員の育成に努めて

いるところであります。今後も職場内研修や鹿児島県市町村研修センター等で実施される特

別研修等を積極的に活用し，職員の専門的知識の習得や能力の向上を図ってまいりたいと考

えております。 
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○１番議員（外薗幸吉） 先ほど，市長が資格を列挙していただいた中でですね，宅地建物取引

士という表現をされたと思うんですが，私が40年前に資格を取ったころは宅地建物取引主任

者だったと思って，今も主任者だと思うんですがどうでしょう。 

○総務部長（髙野重夫） 確かに外薗議員が言われるように，以前は取引主任者ということであ

りましたけれども，法律が改正されまして，確か27年の4月1日，26年の4月1日でしたか，こ

こ1，2年の間に取引士というふうに改正をされております。 

○１番議員（外薗幸吉） ありがとうございます。皆さんもテレビでご覧になったと思うんです

が，テレビのコマーシャルで二人の女子生徒が出てきまして公務員と言いますと，ちょっと

頭の白いおじさんがそいじゃが，ここできばっみいかというコマーシャルがありますね。彼

れは公務員学校の副校長だそうですが，50何年前に高校の同じクラスであった男ですが，あ

あいうコマーシャルを見てもですね，公務員って人気があるんですね。昔は公僕という言葉

がございました。もう死語かと思ったんですが，まあ辞書には載っていますので，公衆に奉

仕する者，あるべき姿として公務員を指すとなっています。我々議員を含めてでございます

けれども，私の苦手な横文字でいきますと，パブリックサーバントと言うんですか，発音は

悪いんですけど，そういう意味の言葉は生きていますね。以前見たんですが，ある市役所の

入口にここは皆様の役に立つ人のいるところという看板がありました。市役所で働く人たち

はいろんなことで大変だとは思いますけれども，市民の皆さんのために，かつ指宿市のため

に頑張ってもらわなければいけないし，そして日常働く中で，張り合いがある，やる気が出

るような処遇・待遇もされて，かつ，そういう仕事が与えられれば，その職員にとっても幸

せなことだし，そして市民の皆さん，指宿市にとってもすばらしい事だと思います。 

 先週の一般質問等でも専門職員の配置状況とか，人事の異動について質問がありました

が，先ほどは一般質問で技術員の確保という問題がされました。いろんな意味で専門性，専

門的な知識がないと対応できないようなことがあるわけです。特に先週の一般質問の中で，

ＩＣＴとかオープンデータとか，アプリの問題で，職員の皆さんも答弁に苦労するような時

点等もあって，やっぱり専門的な資格というか，勉強をせないかんのだなと思ったところで

ございます。私は指宿市の予算を見て，特徴的なことを思います。合併から10年，職員をこ

のように減らしましたということがよく出てきます。指宿市の予算を見て，委託費が多いな

ということです。設計委託からいろいろですね。先の市長のお話の中で，建築士の話も出ま

したけれども，委託というのは自分の代わりを人や機関に頼み委ねることです。基本的には

自分でできればいいんでしょうけれども，この状況で設計委託をもう大部分というか，やっ

ていますが，能力的にできないわけではないでしょうね，人が足りないんですか。事件が多

いんですか。 

○総務部長（髙野重夫） 確かにここ最近，建築関係の事業が多く，特に小・中学校の大規模改

造，それから耐震化，そのほか公共施設の補修等で非常に事業が多うございまして，今，職
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員の方も大変頑張っていただいておりますし，市としましても建築士を採用したいというこ

とで，ここ1，2年増やすために建築士の採用を含めて，いろいろ頑張っているところでござ

います。 

○１番議員（外薗幸吉） ちょっと話は違いますがね，なのはな館でこういう，いろいろ大騒ぎ

になっているんですが，あれなんかも設計委託，設計の段階で維持管理費とか，雨漏りはせ

んだろうかという，そういうチェックが働いていれば，こんなことはならんかったと思うん

ですよ。これは市の責任じゃございませんけれども，そういうふうにチェック機能が働くか

ということだと思うんです。そのような中で，指宿市の入札との結果を見ましてね，10月の

29日の入札の結果という報告があるんですが，これを見まして，委託が7件，工事等が20件

ぐらいなんですね。委託が多いと。たまたまでしょうけれども，この日に。思うんですが，

この委託の中で消防車庫の改修の設計業務委託とか，柳田小の大規模改造，今部長も言われ

ましたがね。それから，体育館の太陽光・風力，庁舎の太陽光・風力，ＣＯＣＣＯはしむれ

の太陽光とかですね，これが80万，さっき85万，129万とか，太陽光の関係の設計委託もあ

りますが，私はこれはと思うのは，10月29日の団地外壁等改修工事，工事の管理委託，これ

が五つの業者で120万，それから，同日の団地浄化槽設置の工事管理委託，五つの業者で70

万というのがあります。これでチェック機能はよく効きますね。というのは，工事をしたら

最終的には完工検査でチェックしますと言われるでしょうけれども，工事の途中で，工事の

管理委託までしたら，途中できますかね。つまり，終わってから見えなくなるところがある

んじゃないですか。言いました団地の外壁の改修を途中でチェックできますかね，工事の途

中で。団地の浄化槽の設置工事を，もう浄化槽も埋めてしまった後で，完工検査だといって

できますかね。こういう管理委託についても，先ほどの市長のご説明の中で，建築士はもち

ろん，建築施工管理技士という方が2名いらっしゃるわけですね。建築士については1級とか

2級とかあると思うんですが。資格のある人はいらっしゃるようですけれども，これが機能

していますかね。 

○総務部長（髙野重夫） 管理委託等も確かに行っておりますけれども，それについても全て業

者委託ということではなく，やはり中間検査等も実施しますし，必要に応じてそのポイント

ポイントで重要な工事の完成といいますか，要するに中間中間で，途中途中で必要な部分に

ついては，職員が行ってチェックをするようにしておりますし，決して業者に全て任せて完

成検査だけということではなく，そういうことがないように，工事が適正に行われているか

についても，十分に対応をしていただいております。 

○１番議員（外薗幸吉） 先ほど申し上げました団地の外壁について5業者，浄化槽設置につい

ても5業者で，それぞれ優秀な業者の人たちだと思うんですよ。だけどそれは行政の責任だ

と思うんです。こういうのはですね。よく捉えれば，民業の圧迫にならないように，民間の

活力を利用する，そういう理屈もあろうと思います。ただ，先週から出ていますように，専
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門家がいないのかいるのか，いても人事配置等をされているのか。私は人事については市長

の専権事項だから，個別にとやかく言う気はありませんけれども，これが行政の責任として

どうかいなと思うわけなんです。 

 それから教育の関係でいきますと，学芸員等は7名ということですが，これ，ＣＯＣＣＯ

はしむれ等について博物館を名乗ると学芸員を置かなきゃならないというんですかね，何か

ありますね，そういうの。だと思うんですが，図書館の司書については3名ということなん

ですが，これは資格として司書と司書補があるんですかね。これは司書補は入っていないん

ですかね。 

○総務部長（髙野重夫） 図書館の司書の資格を持つ者は3名おります。しかしながら，現在，

図書館の管理については指定管理ということで，指定管理に出しておりますので，この職員

については図書館以外のところで働いていただいていて，その資格は保有していると。とい

うことで，図書館の方については指定管理で行っているということでございます。補という

部分ではなくて，図書館司書という形の資格でございます。 

○１番議員（外薗幸吉） 図書館についてはですね，説明のことは了承しております。私がお聞

きしたいのは図書館ではなく，図書館と別に小・中・高校の図書室というのがありますね。

あれは司書とか司書補とか，置くべきなんですか，置いた方がいいんですか。それとその

小・中・高校の図書室，一般的に司書とか司書補を置いてあるような数は幾つですか。 

○市長（豊留悦男） 公的な図書館においては，司書を置かなければならない。学校においては

司書教諭の下で，司書教諭という学校の先生の中で司書教諭という資格，又はその職を任命

しており，その下で子供たちに読書指導をする，又は貸出しの事務をする，そういうときに

は司書補という，司書に準ずるような仕事をしてもいいという，そういう形で学校での図書

経営，図書館経営というのはなされているものだと思っております。 

○１番議員（外薗幸吉） 学校の小・中・高校，指商も含めてですが，その図書室の担当をして

いる人は，今おっしゃったことからいくと図書教諭。パートの人とかいらっしゃらないんで

すか。 

○総務部長（髙野重夫） 指宿商業高校には司書を配置しておりますし，小・中学校には臨時職

員で対応をしております。 

○１番議員（外薗幸吉） 今おっしゃった臨時職員の方の中には，司書補とか司書とか，資格を

持っていらっしゃる人はいますか。 

○総務部長（髙野重夫） 小・中学校の臨時職員については，司書を持っている方がほとんどで

ございます。全員かどうかについては，ちょっと私の記憶にははっきりしませんので，ご了

承いただきたいと思います。 

○１番議員（外薗幸吉） 先ほど言いました合併10年，職員をこんなに減らしましたと，その時

に言いましたが，委託が多いということと，パ－トが多いということですね，市役所の業務
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に従事している人たちが。私は決してパートが悪いとは申しませんが，できるだけその図書

室等にしても，専門的に知識を持った人たちを入れていただきたいと。先ほど市長に説明し

ていただいた中では，職員ということでしたので，ちょっと脱線するかもしれませんが，そ

ういう点も専門性を持った人たちを雇用していただきたいと思うわけです。 

 それから，市役所の職務を行う中で，こんな資格を持った人を入れたいという資格があり

ますか。 

○総務部長（髙野重夫） 専門的な技術，建設関係，いろいろありますけれども，今後，公会計

等を企業会計，公会計という形で進んでまいりますので，できればそういうような会計，簿

記に強い方が必要だなというふうに考えております。 

○１番議員（外薗幸吉） 今，公会計の話が出ましたが，それぞれ市役所を取り巻く状況，変わ

っていくわけですので，そういう着眼を持たれて，非常に結構なことだと思います。ある市

なんかでは，弁護士の資格を持った人を入れているのを聞いたことがありますか。 

○総務部長（髙野重夫） 弁護士になりたてで，経験を積む意味を含めて，数年間，自治体に入

って，そういう法務の世界でいろいろ頑張っているということで，行政としてもそういう資

格者が来て，市民相談で法律相談なりしていただくと，非常に行政の上でもありがたいとい

うふうに思います。 

○１番議員（外薗幸吉） 今，弁護士の問題についてもですね，一時，1年間に3千人司法試験に

通すとか何とかいう話も出まして，いろいろあるんですが，今，弁護士の皆さんでも，過剰

と言ったら失礼なのかな，仕事がなかったりとか，いろいろな話も聞きます。ですから，市

役所としての人事の体系から見ると難しい面があるかもしれませんけれども，さっき言いま

した会計の問題等，法律の問題等もですね，そういう発想で今後やっていただきたいと，そ

のように期待しております。 

 それから，市役所の職員になってから，職員として仕事をしながら取れる資格があると思

いますが，現実に，さっき言いました新規取得の関係も含めて，取っている人はいますか。 

○総務部長（髙野重夫） 例えば宅地建物取引士，昔で言う取引主任者ですけれども，これにつ

いては，財政の管財でありますとか，土地開発公社等を経験した職員が勉強をしながら取得

したものでございます。 

○１番議員（外薗幸吉） この宅地建物取引士というんですか，これに関して，開発公社の理事

をさせていただいてますので，お聞きしたことがあるんですが，髙野部長一人だったかな，

あのとき。昔ですね，もう今ないと思うんですが，公務員，5時になったらパチンコ屋とい

う川柳がありました。今はそういうことはないと思いますし，そのころもなかったんでしょ

う，あくまでも川柳ですから。だけど，そういう人とですね，仕事を終わって，残業したり

もあるけれども，勉強をしてそういう資格を取る人はすばらしいと思うんですよ。その今の

職種に直接関係ないにしても，さっき言われました公会計の問題なんかにしても，この中に
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簿記というのもありますけれども，簿記能力検定とかですね，こういうのがありますけれど

も，こういう勉強をする人に対してですね，いろんな便宜を図る，そして資格を取った人

に，先ほど言いましたが，処遇といいますか，奨励するといいますか，そういう考えはあり

ませんか，市長。 

○総務部長（髙野重夫） やはり職務を遂行する上で必要な知識，ノウハウ等を習得するのは必

要なことでありますし，特に若い職員等については，先輩職員とか，経験を積む中でいろい

ろ勉強をしていただいております。やはりそのような中で，指宿市においては育成型人事評

価制度というものをやりたいというふうに考えておりまして，これについては平成22年度ご

ろから管理職を対象に，24年度から一般職も対象にやっております。次年度からはこの評価

制度について，本格的施行を行いたいというふうに考えております。職員の人材育成を最た

る目的に，日常の勤務や実績を通じて，その能力や仕事振り，適性などを客観的に評価し，

能力開発や適材適所の配置を推進することにより，組織の活性化を図ることを基本としてお

ります。この人事評価制度においては市が取り組む各種の施策について，各部署における職

員それぞれの業務目標などを設定し，職員個々の業務の達成状況を評価する業績評価と職務

に取り組む姿勢や行動を評価する職能評価を柱としております。この業務を遂行する中にお

いて，職員の持つ専門的な知識や技術等を十分発揮することによって，この評価制度の中で

資格を取得した職員等についても十分，その業績の中で実力が発揮されると思いますので，

この人事評価制度の中で適正な評価がなされていくということになりますので，職員のチャ

レンジ精神，資格を取ろうという，そういう意欲についてもつながっていくものというふう

に考えております。 

○１番議員（外薗幸吉） 指宿市にも特勤，特殊勤務手当という条例がありますね。例えば税務

に従事したとか，用地交渉とか。それによって手当が出るわけですね。今おっしゃった人事

評価制度は，特勤手当みたいな条例じゃなくて，要綱か何かあるんですか。 

○総務部長（髙野重夫） これについては，指宿市育成型人事評価制度の運用マニュアルという

形で要綱として準備をしております。 

○１番議員（外薗幸吉） 先週の一般質問の中でもちょっと出たと思うんですが，結局マニュア

ル，要綱という形で答弁いただいたんですが，やっぱりですね，その時によってくるくる変

わるようじゃ何ですし，誰が見ても分かるように要綱とか条例とか，さっき特勤手当でいき

ますと条例があるわけですが，そういう要綱とかマニュアルがあればですね，変えていくこ

とはやぶさかじゃないけれども，くるくる変わらないというか，誰が見ても分かるような形

であっていいと思います。それで，人事評価制度については，私たちも見せていただくよう

なのが出てくれば，そしてまた，一般の皆さんにも，それこそ先ほど見えていた小学生はま

だともかくとして，ある一定のですね，就職等を希望する人たちの中では励みになると思う

んです。それこそ，市のホームページに載せたりとか，就職状況等を見ますと，高校生あた
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りの就職率は近年になく高いです。でも，県内に就職しようとする人は少ないようですね，

県外からすると。そういう状況もある中で，さっき言いました公務員というのは人気がある

わけですから，倍率が高くて，かつ優秀で，かつ意欲のある人たちが集まる，受験する，そ

して合格してなってほしいと思うわけですが，先の要綱，マニュアル等については，市のホ

ームページとか，そういうので周知する考えはありますか。 

○総務部長（髙野重夫） この指宿市の育成型人事評価制度の運用マニュアルにつきましては，

平成21年度に一応試行版という形で始まりまして，平成22年度から管理職，部課長級を対象

に試行してまいりました。平成24年度の4月から部課長等，管理職に加えて一般職を対象と

する試行を開始しておりまして，平成28年度からできれば本格的に導入をしたいというふう

に考えておりまして，その導入をした後に，これまでもいろいろ改良を加えてきましたけれ

ども，そういう中で公表についても検討してまいりたいというふうに考えております。 

○１番議員（外薗幸吉） 先週の答弁の中で，人事についてある程度長期うんぬんという質問に

対して，20代は2，3年でしたかね，いろんな職を経験させるというような意味で，そして

4，50代は5,6年と言われたかどうかちょっと記憶はありませんが，考え方としてはいいと思

うんですが，私はこの2年間で身近に見る中で，50代ぐらいの管理職でも1年というのを4，5

件見ているのですが，これはあくまでも例外ですか。 

○総務部長（髙野重夫） 人事異動につきましては，それぞれの職員の持つ資質や能力，意欲を

最大限に引き出し活用することで，組織全体の活力を高め，活性化させていく必要があるこ

とから，適材適所を念頭に，人事異動等に係る自己申告による本人の意欲，希望等も勘案し

ながら全庁的に適切な職員配置に努めているところであります。また，重要施策の積極的な

推進等に対処するため，職員の職務遂行能力の向上や意識改革，多様な業務経験を進めるた

めに，特に若手職員については幅広い経験を積ますために3年から4年を目安にジョブローテ

ーションによる職員配置も行っているところであります。中堅の職員については，やはり4

年，5年という長い期間においてじっくり仕事を進めていただきたいというふうに考えてお

ります。また，併せまして専門的知識や経験を必要とする部署については，有資格者を配置

するとともに，係長級以上の職員についてはその部署における専門的知識を有する職員やそ

の部署での経験を有する職員の配置に努め，市民サービスの向上と行政運営の効率化を図っ

ているところでございます。 

○１番議員（外薗幸吉） 人事に関して，職員に希望を聞くというのはあるんですか。 

○総務部長（髙野重夫） 毎年11月に自主申告書という形で希望を聞いております。 

○１番議員（外薗幸吉） どのくらい希望，意思表示する人がありますか。 

○総務部長（髙野重夫） ほとんどの職員においては，自主申告書という形で出しております。 

○１番議員（外薗幸吉） ほとんどの職員の方が希望を出すと。私はこれはすばらしいことだと

思うんですよね。ただし，全部かなわない。これはもうしょうがないけれども，やっぱり，
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世の中でやらなければならない仕事も，せんなならんことはありますけれども，できれば張

り合いを持って，興味を持ってやれる仕事が，かつ人のためになればすばらしいことだと思

います。あくまでも先ほど言いましたように人事については市長の専権ですから，個別のこ

とは申し上げませんけれども，あくまでも武田信玄でしたか，人は石垣，人は城というのが

ありましたよね。人です，人だと思います。そういうことで，私の一般質問は終わります。 

○議長（新宮領進） これにて一般質問を終結いたします。 

 

△ 散 会 

○議長（新宮領進） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

散会 午前１１時５３分 

 

  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する 

 

              指宿市議会 

                議 長  新宮領   進 

 

                議 員  木 原 繁 昭 

 

                議 員  新川床 金 春 
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第４回指宿市議会定例会会議録 

 

平成27年12月18日 午前10時 開議 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

１．議事日程 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

○日程第２ 議案第90号 新市建設計画の一部変更について 

○日程第３ 議案第92号 指宿市議会の議決すべき事件を定める条例の制定につい

て 

○日程第４ 議案第93号 指宿市行政手続きにおける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の制定について 

○日程第５ 議案第91号 指宿市体育施設の指定管理者の指定について 

○日程第６ 議案第94号 指宿市税条例等の一部改正について 

○日程第７ 議案第95号 指宿市国民健康保険税条例及び指宿市介護保険条例の一

部改正について 

○日程第８ 議案第96号 指宿市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正につい

て 

○日程第９ 議案第97号 平成27年度指宿市一般会計補正予算（第9号）について 

○日程第10 議案第101号 平成27年度指宿市水道事業会計補正予算（第2号）につい

て 

○日程第11 議案第98号 平成27年度指宿市温泉配給事業特別会計補正予算（第2

号）について 

○日程第12 議案第99号 平成27年度指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計補正

予算（第2号）について 

○日程第13 議案第100号 平成27年度指宿市公共下水道事業特別会計補正予算（第2

号）について 

○日程第14 審査を終了した陳情（陳情第9号，陳情第10号，陳情第11号） 

○日程第15 議員派遣の件  

                               

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程のとおり 
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１．出席議員 

１番議員  外 薗 幸 吉  ２番議員  臼 山 正 志 

３番議員  恒 吉 太 吾  ４番議員  井 元 伸 明 

５番議員  吉 村 重 則  ６番議員  西 森 三 義 

７番議員  浜 田 藤 幸  ８番議員  東   伸 行 

９番議員  高 田 チヨ子  10番議員  森   時 德 

11番議員  髙 橋 三 樹  12番議員  福 永 德 郎 

13番議員  前 原 六 則  14番議員  松 下 喜久雄 

15番議員  前之園 正 和  16番議員  木 原 繁 昭 

17番議員  中 村 洋 幸  18番議員  新川床 金 春 

19番議員  下川床   泉  21番議員  新宮領   進 

 

                               

１．欠席議員 

な  し 

                               

１．地方自治法第 121 条の規定による出席者 

市 長  豊 留 悦 男  副 市 長  渡 瀨 貴 久 

副 市 長  佐 藤  寛  教 育 長  西 森 廣 幸 

総 務 部 長  髙 野 重 夫  市民生活部長  牟 田 浩 一 

健康福祉部長  下敷領    正  産業振興部長  廣 森 敏 幸 

農 政 部 長  新 留 幸 一  建 設 部 長  山 下 康 彦 

教 育 部 長  浜 島 勝 義  山 川 支 所 長  馬 場 久 生 

開聞支所長  川 畑 徳 廣  総 務 部 参 与  有 留 茂 人 

建設部参与  光 行 忠 司  総 務 課 長  岩 下 勝 美 

市長公室長  川 路  潔  市民協働課長  下 吉 一 宏 

地域福祉課長  山 口  保     

                               

１．職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長  森  和 美  次長兼調査管理係長  石 坂 和 昭 

主幹兼議事係長  鮎 川 富 男  議 事 係 主 査  嶺 元 和 仁 
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△ 開  議                     午前１０時００分 

○議長（新宮領進） ただいまご出席の人員は，定足数に達しておりますので，これより，本日

の会議を開きます。 

 

△ 会議録署名議員の指名 

○議長（新宮領進） まず，日程第1，会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は，会議規則第88条の規定により，議長において下川床泉議員及び

外薗幸吉議員を指名いたします。 

 

△ 議案第90号，議案第92号及び議案第93号（委員長報告，質疑，討論，表

決） 

○議長（新宮領進） 次は，日程第2，議案第90号，新市建設計画の一部変更について，から，

日程第4，議案第93号，指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につい

て，までの3議案を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 3議案は，総務水道委員会に付託して審査をお願いしてありましたので，総務水道委員長

の報告を求めます。 

○総務水道委員長（木原繁昭） おはようございます。総務水道委員会へ付託されました議案第

90号，新市建設計画の一部変更について，議案第92号，指宿市議会の議決すべき事件を定め

る条例の制定について，及び，議案第93号，指宿市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の制定について，の3議案の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 

 要旨につきましては，既に提案理由の説明がなされておりますので，省略させていただき

ます。 

 本委員会は，去る12月1日に関係課職員の出席を求めて審査いたしました結果，議案第90

号及び議案第92号の2議案については，全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決

しましたが，議案第93号については反対討論として，マイナンバーに関する条例であり，セ

キュリティーとかいろんな問題を考えればメリットはほとんどなく，デメリットが多過ぎる

という理由で反対いたしますというものがあり，起立採決の結果，起立多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 審査の過程で出されました主な質疑，意見について申し上げます。 

 まず，議案第90号について，合併特例債の起債可能期間が5年間延長されて，不用な施設

の解体を合併特例債でできるということですが，この不用な公共施設をどの程度把握されて
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いますかとの質疑に対し，今，行政改革推進室がその建物について，28年度で計画を立てる

ように計画をしております。個数につきましては，こちらの方では現在把握はしておりませ

んが，取り壊す時にこの合併特例債が活用できるということで，今回，この文言を追記させ

ていただいたところですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，議案第92号について，資料としていただいた定住自立圏構想の概要と，これまでの

経緯の件について，構想案の内容がこの条例との兼ね合いになってくるという理解でよいか

確認しますとの質疑に対し，今回の議案は議会の議決に付すべき事件を定めるということ

で，今まで総合振興計画は基本構想について，地方自治法では議会で定めなさいということ

があって，議会の議決を経ておりましたが，地方自治法の改正によって市町村の裁量という

ことになり，今回，議会の議決に付すべき事件ということで，総合振興計画の策定と定住自

立圏構想の策定について，議会で議決して定めますという手続きの問題で，定住自立圏構想

の計画，中身については今後の議会で説明し，議決を求める予定ですとの答弁でした。 

 定住自立圏構想について，地域審議会で説明を2回ほどしたということでしたが，山川な

ら山川，これは単独で行った経緯があるのですかとの質疑に対し，平成26年度と27年度は合

同の地域審議会となっており，それぞれの地域の方々がいる中で説明させていただきました

との答弁でした。 

 南九州市が今回，この策定を見送っているわけですが，南九州市と指宿市はどういう点が

違うのですかとの質疑に対し，南九州市が中心市宣言を見送ったことについて事情は分かり

ませんが，推察できるのは多分3町，それぞれ同じくらいの町が合併したことによって，病

院とか都市機能の集積状況がある程度中心市だと宣言するだけの差がないということです。

指宿でいえば旧指宿市への通勤，通学の割合，昼間の人口，大型商業施設，病院等などの集

積の一定割合が定められており，それをクリアしないと要件を満たさないということもあっ

て，その分がどうだったのかなというのは推測できますとの答弁でした。 

 意見として，定住自立圏構想については，産業において特に山川地域，開聞地域は農業が

主になるわけですので，その辺の構想も含めて，今後つくっていただきたいというものと，

定住自立圏構想の概要の中に，医療，交通のネットワークとか，いろんなことを書いてあり

ますが，やはり合併して山川地域，開聞地域が疲弊しないように，循環バスの運行など，地

域の声を吸い上げるようなことをしていただきたいというものがありました。 

 次に，議案第93号について，個人番号カードの交付申請をされなかった場合，あるいは番

号を呈示したくないという場合はどうなるのですかとの質疑に対し，市民が行政サービスを

受けたい，あるいは手続きを行いたいが個人番号を呈示したくないという方がいらっしゃっ

たとしても，その行政サービスを受けたい，手続きを行いたいという意思を確認して，行政

としてはマイナンバーを使った手続きを進めていくということになりますとの答弁でした。 
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 ほかにも，市民の健康増進や行政サービスの中でできるのではないかと思いますが，説明

のあったこれにしか使わないのですかとの質疑に対し，例えば福祉とか健康増進の関係で，

この利用者にはこういった情報を提供したい，提供する方がより個人的な行政サービスを厚

くしていけるという事務も今後想定されますので，そういったものについて独自利用事務の

中で今後検討してまいりたいとの答弁でした。 

 弁護士や行政書士など，士業をされている方々との情報共有はどのようになっているので

すかとの質疑に対し，代理人が住民票を申請した場合で，その中に個人番号が記載された住

民票の請求をした場合に交付するかということかと思いますが，所管課の市民協働課に確認

しましたところ，現時点まで個人番号が付いた住民票の請求はなされておらず，仮に請求が

あった場合に備えて交付するのかしないのか，現在検討を進めているということでした。参

考までに，個人番号と似たもので，住民基本番号というものがあり，過去にこれが記載され

た住民票の交付について，代理人からの請求がありますが，これは代理人には交付せず，本

人に送付して，それが代理人に渡るといったような手法を現時点では取っているようですと

の答弁でした。 

 今，検討しているということでしたが，まだ，法的な整備はなされていないということで

よろしいですかとの質疑に対し，そのように理解しておりますとの答弁でした。 

 意見として，セキュリティーの問題について，十分な対策を取って，市民の皆さんが被害

を受けないようにしていただきたいと思いますというものがありました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（新宮領進） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 これより，討論に入ります。 

 討論の通告がありますので，発言を許可いたします。 

 吉村重則議員。 

○５番議員（吉村重則） 議案第93号について，委員長報告に反対する立場から討論いたしま

す。マイナンバーは赤ちゃんからお年寄り，外国人も含め日本で住民登録されている人に番

号を付け，当面は1月から税申告や社会保障の手続きなどに利用させようという仕組みで

す。市内では通知カードが簡易書留で全世帯に郵送され，2千世帯以上が返送されていま

す。住民票を変えずに特別養護老人ホームで生活する高齢者，認知症などでマイナンバーを

しっかり管理できない人への対応の仕方も不明確で，医療，介護，福祉の現場は苦悩を深め

ています。一人ひとりの生活状況を考慮せず，大切な管理が必要な番号通知を，一律に送り

つける政府の乱暴なやり方が問われます。身分証明書以外にはほとんど使い道はなく，むし
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ろ紛失すると個人情報が漏れるリスクは極めて高いカードです。申請は任意で，強制ではあ

りません。そんなカードの危険性にはほとんど触れず，普及ばかりに力を入れる政府の姿勢

は，国民のプライバシーを危うくするものです。政府はマイナンバーの民間分野への利用拡

大も狙います。一つの個人番号を官民共通で広く使っている国は，アメリカなど少数です。

アメリカでは，個人情報漏洩などが大問題になっているのが実態です。実際に番号を手にし

てからも，市民の不安は広がるばかりです。1月の実施を延期して，制度の危険性を検証，

再点検し，廃止に向けて見直す必要があるのではないでしょうか。 

 以上の理由で反対討論といたします。 

○議長（新宮領進） 以上で通告による討論は終了いたしました。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，討論を終結いたします。 

 これより，採決いたします。 

 まず，議案第90号及び議案第92号の2議案を一括して採決いたします。 

 2議案に対する委員長の報告は可決であります。 

 2議案は，委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第90号及び議案第92号の2議案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第93号，指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人番号の提供に関する条例の制定について，

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 委員長報告にご異議ありますので，起立により採決いたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（新宮領進） 起立多数であります。 

 よって，議案第93号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 議案第91号，議案第94号～議案第96号（委員長報告，質疑，討論，表

決） 

○議長（新宮領進） 次は，日程第5，議案第91号，指宿市体育施設の指定管理者の指定につい

て，から，日程第8，議案第96号，指宿市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正につい

て，までの4議案を一括議題といたします。 



 

- 204 - 

 

 件名の朗読を省略いたします。 

 4議案は文教厚生委員会に付託して審査をお願いしてありましたので，文教厚生委員長の

報告を求めます。 

○文教厚生委員長（高田チヨ子） おはようございます。文教厚生委員会へ付託されました議案

第91号，指宿市体育施設の指定管理者の指定について，と，議案第94号，指宿市税条例等の

一部改正について，及び，議案第95号，指宿市国民健康保険税条例及び指宿市介護保険条例

の一部改正について，と，議案第96号，指宿市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正に

ついて，の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 

 要旨につきましては，既に提案理由の説明がなされておりますので，省略させていただき

ます。 

 本委員会は，去る12月2日，全委員出席のもと，関係課職員の出席を求め審査いたしまし

た結果，議案第91号と議案第94号及び議案第96号については，全員一致をもって原案のとお

り可決すべきものと決しましたが，議案第95号については反対討論として，国民健康保険税

条例並びに介護保険条例の一部改正が2点あるわけですが，いずれも申請手続きに係る納期

限の変更とマイナンバーカードの記載についての内容になっております。このうち，マイナ

ンバーカードについて，個人の利便性がいわれておりますけれども，それよりも本質的には

国や行政機関が管理しやすくするためというようなことも質疑の中で明らかになったのでは

ないかと思います。このマイナンバーカードに関わる内容を含んでおりますので反対をいた

しますという者があり，起立採決の結果，起立多数で原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 審査の過程で出されました主な質疑，意見について申し上げます。 

 まず，議案第91号について，昨年，前理事長が亡くなられましたけれども，この場合，そ

の後をどうするか，規程とか規約とか，そういうのがあるのですかとの質疑に対し，理事長

につきましては，理事の互選となっておりますので，理事会で決定をしておりますとの答弁

でした。 

 委託料は過去3年と今後の5年間，1年当たりにすると変更があるのですかとの質疑に対

し，1期目の積算については，これまで市民スポーツ課が行っていた管理料の予算を参考に

してまいりました。来年からの5年間につきましては，過去2年間の実績を基に積算をしまし

た。その結果，若干増えている結果になっておりますとの答弁でした。 

 指定管理者の制度として，今まで市が直接運営をしてきたときと比べて，対応がよくなっ

たよとか，少し対応が悪いのではないかとか，そういう市民の声とかはありますかとの質疑

に対し，月曜日の休館日がなくなり，予約競争が激しかった火曜日から金曜日に月曜日が追

加されたことや，大会やイベントで利用者から要望があれば必要に応じて早く開館するなど

対応をしていただき，利用者の利便性が図られています。また，最も利用者が多い指宿総合
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体育館では有線放送を設置して，必要に応じて音楽を流し，利用しやすい雰囲気づくりに努

めていただいている工夫も見られます。老朽化した施設が多い中で，修繕等を安価で，しか

も迅速に対応していただき，安全管理にも努めていただいておりますとの答弁でした。 

 体育施設については，特別の事情があるということで，公募によらず直接相手方を決めて

1期目もきたわけですが，人的な配置というような意味において，1期目と2期目というのは

大体同じような運営というふうに理解してよろしいんですかとの質疑に対し，住民サービス

の低下がないように現状維持で申請が上がってきておりますとの答弁でした。 

 各施設運営とか，スポーツ振興という面も考えているわけですが，施設管理者とか，スポ

ーツ振興のための専門分野の方々を採用しているとか，そういう陣容の面ではどうですかと

の質疑に対し，職員については事務局長をはじめ6名おります。臨時職員として作業員が5

名，受付が4名，清掃員が2名，それと夜間受付等が延べで5名，計22名です。この22名で市

内23施設の管理をしています。これとは別に自主事業で見ているスポーツ振興専門の職員が

クラブマネージャーとして，会計は別にして1人いるところです。合わせて23名になります

との答弁でした。 

 日曜日の管理はどのようになっていますかとの質疑に対し，平日の5時以降と休日に関し

ては交代制で受付が管理をしております。受付がおりますのは，指宿総合体育館，Ｂ＆Ｇ海

洋センター体育館，勤労者体育センター体育館，開聞総合体育館の4か所ですとの答弁でし

た。 

 日曜日にサンシティホールでの指宿校区館長主催のグラウンドゴルフで，高血圧を持って

いらっしゃる方が急に血圧低下を起こし，一時意識を失いました。ＡＥＤ等設置していない

状況だと思いますけれども，総合体育館と連絡が取れない状況でした。救急車が来るまでの

間，サンシティとの連絡方法，事故があった時に大変じゃないかなという気がしました。委

託関係の内容というのを，もうちょっと詰めるべきかなと感じますが，その辺りはどのよう

にお考えでしょうかとの質疑に対し，人員配置については，合併前に市が直営でやってきた

ときと同じ陣容でやっており，減らしても増やしてもおりません。今，おっしゃられたよう

な問題につきましては，今後検討する必要があると思います。常時1人体制で受付と貸出が

主と考えておりましたので，連絡がきたら救急車を呼んだり，そういう対応はしております

けれども，救急対応までは今，考えてないところですとの答弁でした。 

 今後は，やはりＡＥＤがどこにあるとか，使い方とか，そういうのも指示ができるような

体制を取っておくべきと感じたので，今後，そのような事を念頭において配置の見直しと

か，考えられないのですかとの質疑に対し，本当に一番大切な部分でありますので，今後確

認をして，見直すべきところは見直して，しっかりとした対応をしていきたいと思いますと

の答弁でした。 

 意見はありませんでした。 
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 次に，議案第94号について，納税者にとっては徴収猶予の仕組みができているということ

と，換価についても一定の定めのもとに猶予の手続きができるという理解でよろしいですか

との質疑に対し，今回の猶予制度については，これまでも地方税法等で徴収猶予と職権によ

る換価の猶予については規定がありました。その中で，今回，換価の猶予については，本人

の申請によるものも創設され，猶予の制度について市の条例でその基準などを定める仕組み

になったということで，今回，条例にその規定を追加するもので，猶予制度が緩和されたと

かというものではないところです。これまで，50万円を超えるものについては担保が必要で

したが，今回の改正では100万円という形で，そこは改正になっているところですとの答弁

でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，議案第95号について，内容は申請手続の期限に関わる問題と個人番号の記入という

ことになりますが，納期限については緩和される方向で幅が広がったということになろうか

と思うんですが，個人番号の記入については，これを記入しなかったらどうなるんですかと

の質疑に対し，減免申請書に個人番号を書かないことで受理をしないという規定はありませ

んので，本人を確認するために他の身分証明とかで確認をする作業が出てくるということに

なると思いますとの答弁でした。 

 通知カードをもらった段階で番号は把握できますから，何かの理由でカードを申請してい

なくて，でも番号は分かっているという場合には番号は書けるわけです。個人番号カードを

呈示するか免許証を提示するかだけの違いということになるんじゃないですか，どっちでも

本人確認できるわけですから。健康保険証の場合には顔が載っていないので，それだけでは

事足りないということで二つということがあると思うんですが，免許証の場合はそれだけで

いいと思うんです。だから，個人番号カードがないと手続きが面倒になりますよということ

でもないんじゃないですかとの質疑に対し，カードがあるなしに関わらず番号を書く書かな

いというのは，確認に変わりはありませんけれども，番号カードがありますとそれだけで確

認ができるということになっております。それがない場合は運転免許証を確認させていただ

くのと，あと健康保険証，二種類確認をすることになっておりますので，そこの違いが出て

くるものと思われますとの答弁でした。 

 免許証だけじゃいけないんですか，健康保険証の場合には写真が入っていないのでという

ふうに理解していたんですけど，二種類要るんですかとの質疑に対し，マイナンバーのカー

ドであれば1枚でよろしいと，それがない場合には二つ以上のもので確認するというふうに

認識をしておりましたが，正しく確認いたしますとの答弁でした。 

 個人番号カードがあれば，それだけでいいことは分かっていますけど，番号を書かなくて

も免許証を出せば本人確認ができるということになれば，番号を書かないと不便ですよと

か，個人番号カードがないと不便ですよということにはならないんじゃないですかとの質疑
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に対し，その番号を付けていただく必要性というのは，その後に市民の方々がどのような状

態であるのかということを番号で管理することになろうかと考えております。正しくその方

についてのサービスを提供するためにも，今後，マイナンバーによる私どもの把握というの

も必要になってくると思われますので，そこのところは，まず書類等に書いていただいて，

その基礎を作り上げていくという作業になってくると思っておりますとの答弁でした。 

 申請をすれば減免なりができるのに，番号が分からないから申請行為をしないという場合

もあり得ます。それは，本人に対する不便性ということではなくて，本人に対する制度の周

知がなされなかったということに等しいわけです。それを不便性で片付けるんですかとの質

疑に対し，市民協働課では全市民に行き届くように，今，準備を進めていきますので，そう

いったケースはないと思っているところです。通知カードが行くか行かないかというのは，

こちらも努力しますけれども，番号は必ず振られるということで，減免申請をされる方にと

っても番号は付いているわけですので，番号を書かないということになれば，こちらの方が

運転免許証とか，あとそれに付随する書類を求めて本人確認ができて，番号をこちらで記入

するという形になると思いますとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 なお，本委員会においてマイナンバーカードの呈示がない場合の本人確認の手段について

は，運転免許証があっても二つ以上のものを確認するというふうに認識をしておりますが，

あともって確認しますとの答弁があったことについては，後日，運転免許証等の顔写真入り

のものについては，その1点のみの呈示で可とすることが文書で報告されております。 

 また，議案第96号については，質疑，意見ともにありませんでした。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（新宮領進） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありますので，発言を許可いたします。 

 前之園正和議員。 

○１５番議員（前之園正和） 議案第95号について，反対の討論を行います。 

 本議案は，国民健康保険税並びに介護保険料における減免手続において，手続期日を納期

限前7日から納期限に緩和することと，もう1点は，添付書類の中に新たに個人番号の記載を

求める内容であります。マイナンバーは個人の利便性がいわれていますが，本質的には個人

の利便性より，国や行政機関が管理しやすくするためのものであります。既に明らかになっ

ているとおり，個人番号の記載がなくても行政機関や税務署などに提出する公的書類は例外
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なく受理され，何ら不利益は生じない仕組みであるにも関わらず，本議案による改正ではそ

の点の定めもなく，個人番号がなければ解釈として減免手続が完了しないとの余地を残すこ

とになります。 

 以上のように，根本においてマイナンバー制度が前提となっていることと，個人番号記載

がなくても受理されるという点が不明確であることから，本議案に反対をいたします。 

○議長（新宮領進） 以上で通告による討論は終了いたしました。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，討論を終結いたします。 

 これより，採決いたします。 

 まず，議案第91号，議案第94号及び議案第96号の3議案を一括して採決いたします。 

 3議案に対する委員長の報告は可決であります。 

 3議案は，委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第91号，議案第94号及び議案第96号の3議案は，原案のとおり可決されまし

た。 

 次に，議案第95号，指宿市国民健康保険税条例及び指宿市介護保険条例の一部改正につい

て，を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 委員長報告にご異議がありますので，起立により採決いたします。 

 本案は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（新宮領進） 起立多数であります。 

 よって，議案第95号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 議案第97号（委員長報告，質疑，討論，表決） 

○議長（新宮領進） 次に，日程第9，議案第97号，平成27年度指宿市一般会計補正予算（第9

号）について，を議題といたします。 

 本案は，各常任委員会に分割付託して審査をお願いしてありましたので，まず総務水道委

員長の報告を求めます。 

○総務水道委員長（木原繁昭） 総務水道委員会に分割付託になりました議案第97号，平成27年

度指宿市一般会計補正予算（第9号）について，審査の経過と結果についてご報告申し上げ

ます。 
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 要旨につきましては，既に提案理由の説明がなされておりますので，省略させていただき

ます。 

 本委員会は，去る12月1日に全委員出席のもと，関係課職員の出席を求めて審査いたしま

した結果，全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 審査の過程で出されました主な質疑，意見について申し上げます。 

 まず，選挙管理委員会事務局所管分について，選挙システムの改修委託となっています

が，具体的にはどういった改修の内容ですかとの質疑に対し，今回の公職選挙法の改正につ

いては，これまでは20歳以上の方に選挙権がありましたが，これを18歳以上の方は選挙がで

きるという形で，選挙人名簿の方の対象者を18歳まで引き下げることが主な改正の内容です

との答弁でした。 

 公職選挙法の一部改正について，20歳以上が18歳以上に下がったということですが，指宿

市においては大体何人ぐらいが該当になるのですかとの質疑に対し，700名ほどですとの答

弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，市長公室所管分について，5,000万円の補助金が付いたのは，鹿児島県では1か所と

いうことで喜ばしいことだと思います。地元雇用につながるということで，指宿食品株式会

社はどれくらいの雇用を考えていますかとの質疑に対し，今年度はハローワークを通じて面

接を行っておりまして，雇用は当初20名で，3年後には30名を予定しているということです

との答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 なお，総務課，危機管理課，議会事務局及び監査委員事務局につきましては，人事異動な

どに伴う人件費のみの補正ですので，特に説明を求めませんでした。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（新宮領進） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 次に，文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（高田チヨ子） 文教厚生委員会へ分割付託されました議案第97号，平成27年

度指宿市一般会計補正予算（第9号）について，審査の経過と結果についてご報告申し上げ

ます。 

 要旨につきましては，既に提案理由の説明がなされておりますので，省略させていただき

ます。 

 本委員会は，去る12月2日に全委員出席のもと，関係課職員の出席を求めて審査いたしま
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した結果，全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 審査の過程で出されました主な質疑，意見について申し上げます。 

 まず，教育委員会所管分について，指宿商業高校の電気メーターの配線間違いの件は，返

納は何年分に係るということになるのですかとの質疑に対し，消滅時効については民法167

条の第1項により10年となっています。Ｂ社が設置した平成19年に溯って返納する予定です

との答弁でした。 

 時効に係るものはないという理解でよろしいわけですかとの質疑に対し，はい，そのとお

りですとの答弁でした。 

 Ａ社が自動販売機撤去の際，このミスに気が付いたということですが，Ａ社の撤去に伴っ

て今回，配線替えを一定したのではないかと。Ｂ社が引き続き設置しているのであれば，配

線替えが当然必要になります。どのような配線替えになったのか。その経費等はどこが見る

のですかとの質疑に対し，Ａ社につきましては自動販売機を撤去した時点でＡ社が設置した

自動メーター器が稼働していたというところでミスが判明したところです。現在はＡ社の自

動販売機だけを撤去し，メーターはそのままですが，メーターの撤去につきましてはＡ社，

Ｂ社と協議をしてまいりたいと思っておりますとの答弁でした。 

 現在，Ｂ社の自動販売機だけということですが，代わりに別の会社の自動販売機の設置の

予定とかはないんですかとの質疑に対し，業者から設置の要望はきておりますが，これにつ

きましては学校の協議会で認定をすることになっております。現在は設置しておりませんと

の答弁でした。 

 本体メーターに基づいて九電との間で関係があるとすれば，自動販売機分について差し引

いたのが商業高校で使っていた分ということになるわけですので，こういう間違いがあれば

見掛け上，指宿商業高校で本体が使った消費電力を多く見積っていたわけですので，少なく

認識されていたということになるわけですよね。そのことによる不都合というのは，特に生

じないんですか。自動販売機の方でたくさん使っていたというふうに思っていたわけですか

ら，そのことによる不都合というのは生じないのかどうかとの質疑に対し，この配線ミスに

伴う不都合というのは生じないと考えておりますとの答弁でした。 

 50万6千円の金額は市の負担にはなっていないと考えていいですかとの質疑に対し，50万6

千円につきましてはＡ社，Ｂ社ともに納めていただいている分ですので，特に市からの負担

というのはないと考えておりますとの答弁でした。 

 その他還付金及び加算金という表現になっていますが，50万6千円は加算金的なものが含

まれているんですかとの質疑に対し，還付加算金については，双方とも事実が判明するまで

に知らず，悪意がないということで，民法704条には該当しないことから，還付加算金は算

定していないところですとの答弁でした。 

 Ｂ社がミスをしたというのははっきりしていますが，それに対してペナルティ的な，例え
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ば金利があればＢ社が払うべきだという発想で話をするんだけど，その辺りはどうなのです

かとの質疑に対し，配線を間違えたのはＢ社ですが，同義的な責任はあると思いますけれど

も，特にＢ社が利益を得たわけではありませんので，金銭的な責任はないと思われています

との答弁でした。 

 過誤納還付金について，金利を付ける必要はないという見解は税務課の過誤納還付金も同

じにしないと，同じ市役所の中である意味おかしいことになってくると思いますがとの質疑

に対し，今回の件については民法が適用され，第704条に悪意の受益者はその受けた利益に

利息を付して返還しなければとありますけれども，悪意がなかったということから，今回は

その利息は支払うことにしてはおりませんとの答弁でした。 

 意見として，Ｂ社が設置する際に配線ミスを起こしたということのようです。大元は商業

高校のものですから，工事完了後に検査なり，確認なりというのがあってしかるべきだった

のではないかと思います。それがあればこれは防げたんじゃないかというように思いますの

で，そこのところはやはり注意をしていただきたいと思いますというものと，学校管理費の

中の修繕料，これについて先日，文教厚生委員会で丹波小，徳光小，池田小，開聞小に行き

ました。開聞小に行ってあきれました。教育委員会は何をしているんだ，教育委員は学校訪

問とかしているのかと。必要なのは学校側の掃除じゃなくて，教育委員会の工事だと。この

予算は限られた中ですけれども，教育委員会も教育委員の皆さんも，ちょっと学校訪問と

か，そういうのを見たら，しっかりしてもらいたいというものがありました。 

 次に，地域福祉課所管分について，利永保育所の入所児童数の増加による職員の賃金等の

増ということでしたけれども，利永保育所は新年度に比べるとどのくらい増えたのか，また

保育士は年度当初何人いて，この予算が通ると保育士は全部で何人になるのですかとの質疑

に対し，27年度の4月で24名の入所があり，12月1日現在で34名の入所となっています。職員

については当初3名でしたが，今回5名必要ということで補正したものですとの答弁でした。 

 ひとり親家庭の医療費の助成費が支給件数の増ということのようですが，これは26年度の

登録者数と27年の登録者数の変化はどのようになっていますかとの質疑に対し，26年度のひ

とり親世帯については550世帯です。現在，27年度の12月1日現在では545世帯で，若干世帯

的には減っておりますが，受給件数等については前年と比較して増えているところです。27

年度の9月までの上半期の支給額が6,517件，1,545万円となっており，前年度と比較した場

合に前年度の同半期までで6,187件，1,468万円，比較して330件，77万円の増となっていま

すとの答弁でした。 

 福祉施策については，26年度2月末現在の登録者数が1,570名，ところが27年度2月現在で

1,527名と登録者数が減っていますが，件数の見込み違いといいますか，計上が少なかった

のかなという思いがしたもんですから，その辺りはどうでしょうかとの質疑に対し，人数的

なものはそうですが，実際，医療機関を受診した件数等が増えている関係で，今回不足を見
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込んで計上したところですとの答弁でした。 

 保育士等の処遇改善臨時特例事業は，今どのような形になっているのか。事業内容を教え

ていただきたいとの質疑に対し，保育士等処遇改善臨時特例事業については，教育，保育の

提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り，質の高い教育，保育を安定的に供給してい

くために，長く働くことのできる職場を構築するために，職員の平均勤続年数，経験年数や

賃金改善等の取り組みに応じた人件費の加算を行うものであります。その賃金改善要件分に

係る加算率に基づいて支給される処遇改善等の加算の額を確実に職員の賃金に充てるという

制度ですとの答弁でした。 

 賃金等の改善内容については，各保育所の実情に応じてそれぞれの保育所において決定す

るということになっていると思いますが，その点は間違いないでしょうかとの質疑に対し，

この臨時特例事業で加算された分が保育士に反映されるものと思っておりますとの答弁でし

た。 

 実績報告により総体の増額部分は分かるが，それが各職員の方々にくまなく給与改善がな

されたかどうかというところまでは分からないということですかとの質疑に対し，保育所職

員の処遇改善の実績報告をいただくときに，保育士等の個々の明細についても報告をいただ

いています。それにより加算されているのは確認できるということです。26年度について

は，賃金が上がったり賃金部分に上乗せをしたり，ボーナス部分に上乗せをしたりしている

部分は確認できておりますが，27年度についてはこれからですので，確認できていないとこ

ろですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 なお，市民協働課，税務課，環境政策課，長寿介護課及び健康増進課の所管分につきまし

ては，人事異動などに伴う人件費のみの補正ですので，特に説明を求めませんでした。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（新宮領進） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 次に，産業建設委員長の報告を求めます。 

○産業建設委員長（西森三義） 産業建設委員会に分割付託になりました議案第97号，平成27年

度指宿市一般会計補正予算（第9号）について，審査の経過と結果についてご報告申し上げ

ます。 

 要旨につきましては，既に提案理由の説明がなされておりますので，省略させていただき

ます。 

 本委員会は，去る12月3日に全委員出席のもと，関係課職員の出席を求め審査いたしまし
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た結果，全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 審査の過程で出されました主な質疑，意見について申し上げます。 

 まず，耕地林務課所管分について，林業費の説明をいただきましたが，トータルで6,903

万9千円ということで，その中で松くい虫が5,380万程度になりますが，これは景勝林の予防

ですか。その辺の説明を詳しくお願いいたしますとの質疑に対し，松くい虫の伐倒駆除は本

年度当初に空中散布等を行った松の枯れている部分の伐倒駆除をする事業です。ボリューム

で話した方が分かりやすいと思いますが，景勝林の関係が1,140㎥で，景勝林ではない伐倒

駆除の部分が県関係で3,200㎥，市の奨励分930㎥を含めて合計5,270㎥の伐倒駆除を行うと

いう内訳になっておりますとの答弁でした。 

 伐倒駆除は合計5,270㎥と相当な㎥数ですが，これはおおよそ何本に値するのですか。ま

た，それに対して植林に203万円程度の予算が付いていますが，何本程度増植するのですか

との質疑に対し，伐倒駆除は5,270㎥ということで，大体1本当たり1㎥から，大きくなれば3

㎥4㎥ということになりますので，2㎥ぐらいと換算したら3千本くらいになると思います。

それと植林に関しては今回の203万円は2千本ほどで，当初予算と合わせて3千本ぐらいを植

林したいと考えておりますとの答弁でした。 

 植林というのは違う木を植えるのですか。松が枯れたからまた松を植えるということでい

いのですかとの質疑に対し，海岸沿いの松は防風や防潮に役立っていますが，基本的にはや

はり松が一番そこに植生しやすく，効果を発揮しやすいということです。今回植林する予定

の松は，松くい虫に強い抵抗性松を中心に植えていきたいと考えておりますとの答弁でし

た。 

 植林ということでしたが，道の駅から指宿商業までの植林は検討されていないのですかと

の質疑に対し，景勝地の松についても，今は樹幹注入を行っていますのである程度残ってい

ますが，また植林が必要であれば検討が必要だろうと認識しておりますとの答弁でした。 

 意見として，補植についての予算はありがたいと思っております。ただ，重要松林の木を

守るためには，どうしても大きな風穴を開けてはならないと思っております。樹幹注入など

それぞれの個体を守るという方針に切り替えて，どうやって一本一本を守るのか，大きな風

穴を開けないために新しい技術があるのであれば，そこらも研究して導入するよう取り組ん

でいただきたいというものがありました。 

 次に，土木課所管分について，土地購入費の450万という金額は，まだ契約もしていない

し，説明でもあったようにまだいろんな状況もあるという中で，全部ひっくるめた中で計算

したということでしたが，相手との交渉の中でこれ以上増えていく可能性はないのですかと

の質疑に対し，面積等については2路線の案があって，大きい方の面積で450万としていま

す。単価については相手方にはお示しをしているので，面積が変わらない以上は変わること

はないと，現在のところは思っていますとの答弁でした。 
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 交渉がうまくいって道路ができた場合に，市道の認定は新設の部分だけなのか，それとも

現在，一般の道路が走っている部分から引き続き認定になっていくのか，その辺はどう考え

ておりますかとの質疑に対し，今回の市道認定については新設する部分だけになると思いま

す。園内道路については，民有地を通過させていただくことになりますが，今後の道路管理

等を考えると，市道認定していくことが重要ですので，今回の事業が順調に進んでいけば，

その辺についてもまた継続的に協議を重ねていきたいと考えておりますとの答弁でした。 

 意見として，新設の道路部分についてはすぐに市道認定をしたい一方，園内道路について

は今後の課題だというような答弁でしたが，園内道路についても，出来上ってからというこ

とではなく，今から交渉の中で，やっぱり市道認定ということも常に条件に置きながら交渉

を進めていっていただきたいというものがありました。 

 商工水産課所管分及び都市整備課所管分につきましては，質疑，意見ともにありませんで

した。 

 なお，農業委員会，農政課，観光課，建築課及び建設監理課につきましては，人事異動な

どに伴う人件費のみの補正ですので，特に説明を求めませんでした。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（新宮領進） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 これより，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，討論を終結いたします。 

 これより，議案第97号を採決いたします。 

 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 

 本案は，委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第97号は，原案のとおり可決されました。 

 

△ 議案第101号（委員長報告，質疑，討論，表決） 

○議長（新宮領進） 次に，日程第10，議案第101号，平成27年度指宿市水道事業会計補正予算

（第2号）について，を議題といたします。 

 本案は，総務水道委員会に付託して審査をお願いしてありましたので，総務水道委員長の
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報告を求めます。 

○総務水道委員長（木原繁昭） 総務水道委員会へ付託されました議案第101号，平成27年度指

宿市水道事業会計補正予算（第2号）について，の審査の経過と結果についてご報告申し上

げます。 

 要旨につきましては，既に提案理由の説明がなされておりますので，省略させていただき

ます。 

 本委員会は，去る12月1日，全委員出席のもと審査いたしました結果，全員一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお，人事異動などに伴う人件費のみの補正ですので，特に説明を求めませんでした。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（新宮領進） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 これより，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，討論を終結いたします。 

 これより，議案第101号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は，委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第101号は，原案のとおり可決されました。 

 

△ 議案第98号～議案第100号（委員長報告，質疑，討論，表決） 

○議長（新宮領進） 次は，日程第11，議案第98号，平成27年度指宿市温泉配給事業特別会計補

正予算（第2号）について，から，日程第13，議案第100号，平成27年度指宿市公共下水道事

業特別会計補正予算（第2号）について，までの3議案を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 3議案は，産業建設委員会に付託して審査をお願いしてありましたので，産業建設委員長

の報告を求めます。 

○産業建設委員長（西森三義） 産業建設委員会へ付託されました議案第98号，平成27年度指宿

市温泉配給事業特別会計補正予算（第2号）について，議案第99号，平成27年度指宿市唐船
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峡そうめん流し事業特別会計補正予算（第2号）について，及び議案第100号，平成27年度指

宿市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）について，の3議案の審査の経過と結果につ

いてご報告申し上げます。 

 要旨につきましては，既に提案理由の説明がなされておりますので，省略させていただき

ます。 

 本委員会は，去る12月3日，全委員出席のもと，関係課職員の出席を求め審査いたしまし

た結果，3議案は全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 審査の過程で出されました主な質疑，意見についてですが，まず，議案第100号につい

て，浄水苑の再構築長寿命化の4,753万6千円が執行残ということで，金額がかなり大きいと

思われますが，何か内容的に変わったことがあって，これだけの執行残になったのか，その

辺のところをお願いしますとの質疑に対し，減額となった主な理由ですが，日本下水道事業

団が平成27年1月と3月に工事入札を行っており，その残金が約4,200万円，それと汚泥棟に

搬入する脱水機に係る設計の見直し等による減額が600万円で，計4,800万円程度の減額とな

っておりますとの答弁でした。 

 事業団の入札に関して，市として関わりを持っている部分があるのですか。丸投げのよう

な形で結果報告だけを受け取るということですかとの質疑に対し，事業団とは実施設計時点

から随時打ち合わせを行いまして，入札に関しましても設計書が出来上った時点で我々とと

もに精査を行っております。丸投げという形ではなくて，随時我々と協議をしながら進めて

いるという状況ですとの答弁でした。 

 意見はありませんでした。 

 次に，議案第98号及び議案第99号につきましては，人事異動などに伴う人件費のみの補正

ですので，特に説明を求めませんでした。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（新宮領進） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 これより，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，討論を終結いたします。 

 これより，議案第98号から議案第100号までの3議案を一括して採決いたします。 

 3議案に対する委員長の報告は可決であります。 

 3議案は，委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第98号から議案第100号までの3議案は，原案のとおり可決されました。 

 

△ 審査を終了した陳情（陳情第9号，第10号，第11号） 

○議長（新宮領進） 次は，日程第14，審査を終了した陳情を議題といたします。 

 陳情第9号から陳情第11号までは，総務水道委員会に付託して審査をお願いしてありまし

たので，総務水道委員長の報告を求めます。 

○総務水道委員長（木原繁昭） 総務水道委員会へ付託されました陳情第9号，リアルタイムモ

ニターを少なくとも市内に1台設置を求める陳情，陳情第10号，経産省の補助金制度を使っ

て市内の地熱資源調査を行い，その結果を公表することを求める陳情，陳情第11号，地熱開

発について特区申請を求める陳情の3件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 

 要旨につきましては，陳情文書表のとおりですので，省略させていただきます。 

 本委員会は，去る12月1日に審査いたしました結果，陳情第9号については，現在，10km圏

内に33か所，30km圏内に25か所設置されております。現体制で十分監視はできると思ってお

ります。また，実際に事故が起きたとしても，車により短時間で測定できる体制もあると聞

いております。ですから，現時点ではこの陳情に関しては県に上げるべきもので，指宿市に

対する陳情は不採択と考えておりますという意見と，福島原発事故が起きたときに10kmだか

ら大丈夫，70kmだから大丈夫ということは通用するものではないと思います。市民の安全を

考えていくならば必要と考えるので，採択すべきだと思いますという意見が出され，起立採

決の結果，起立少数で不採択と決しました。 

 次に，陳情第10号については，民間ベースの地熱業者でつくる協議会と日本地熱学会が中

心となって，今，東北地方の地熱関係の公表を行っております。ですから，あえて指宿市が

公表しなければならないものではないと思っております。よって，不採択とすべきという意

見と，9月に経済産業省の外郭団体が振動検査をするところに私は立ち会いました。山川地

区，開聞地区の公民館長さんも立ち会って，こういうふうにするという説明をしていまし

た。だから，あえて指宿市が補助金を使って再度調査する必要があるのか，そちらのデータ

の公表があれば，それでいいのではないかと思います。無駄な予算を使う必要はないという

意見が出され，起立採決の結果，起立者なしで不採択と決しました。 

 次に，陳情第11号については，陳情者の言わんとする自然エネルギーのことについては理

解しますが，指宿市の基幹産業である観光産業に多大なダメージがあった場合にどうするの

かと考えたときには，特区というのはいかがなものかと思いますので，反対しますという意

見と，全国的にも地熱発電ができたため温泉が枯れている事例などもあります。指宿市にお

いては観光と同時に農業でも地熱利用がなされていて，かなりの温泉が掘られている部分も
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あるし，そういう面からすれば，やはり計画的な開発が必要だという立場で不採択とすべき

という意見が出され，起立採決の結果，起立者なしで不採択と決しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（新宮領進） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，質疑を終結いたします。 

 これより，討論に入ります。 

 討論の通告がありますので，発言を許可いたします。 

 吉村重則議員。 

○５番議員（吉村重則） 陳情第9号について，委員長報告に反対する立場から討論を行いま

す。 

 リアルタイムモニターを少なくとも1台設置を求める陳情ですが，原発と人類は共存でき

ません。現に福島での原発事故は，もうすぐ3年10か月になりますが，止めることができて

いません。つまり，人類の技術では止めることができずに，放射能が漏えいし続け，福島で

は多くの人が避難生活をしているのが現実です。川内原発で事故が発生したら，指宿市も避

難民を受け入れるようになっていますが，福島原発事故のときには遠いアメリカでも放射能

が検出されております。また，川内原発1号機が再稼働した4日後には，桜島において火山性

震動が急増し，大噴火の恐れがあると気象庁が発表。また，老朽化した川内原発のタービン

建屋付近から黒っぽい煙が出ていると，住民やマスコミ関係者から通報される始末。その5

日後には九電から復水機内に海水が漏れているために，出力上昇を1週間延期するという情

報も出されております。このように根本的な対策を取らずに再稼働しているのが安倍政権の

言う世界でも最も厳しい安全基準，合致したものでなければ，再稼働しないという方針の実

態ではないでしょうか。外国ではフランスで溶け落ちた核燃料を受け止めて冷やすコアキャ

ッチャーの設置が義務付けられております。また，アメリカでは住民の避難計画を含め，緊

急時の保護装置が保護されなければ運転できません。しかし，日本では老朽化した原発の延

命化をするなど，いつ事故が発生してもおかしくない状態です。川内原発で事故が発生した

ときに市民の避難など，命と暮らしを守る立場からも採択すべきであります。 

 付け加えますが，数百年に一度しか起きない事故を取り上げて不安をあおるとか，血税を

リアルタイムモニターの予算に関しては1円も無駄遣いをしないという意見もありました

が，そうでしょうか。一旦事故が起きると取り返しのつかないことになります。原発こそ廃

炉にすべきであります。 

 以上の理由で反対討論といたします。 

○議長（新宮領進） 以上で通告による討論は終了いたしました。 
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 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） 別にありませんので，討論を終了いたします。 

 これより，陳情第9号を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 

 委員長報告にご異議ありますので，起立により採決いたします。 

 本件は，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（新宮領進） 起立多数であります。 

 よって，陳情第9号は，委員長報告のとおり不採択と決定をいたしました。 

 次に，陳情第10号を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 

 本件は，委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，陳情第10号は，委員長報告のとおり不採択と決定をいたしました。 

 次に，陳情第11号を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 

 本件は，委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，陳情第11号は，委員長報告のとおり不採択と決定をいたしました。 

 

△ 議員派遣の件 

○議長（新宮領進） 次は，日程第15，議員派遣の件を議題といたします。 

 会議規則第167条の規定により，議員派遣について議会の議決を求めるものであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員派遣の件につきましては，お手元に配布しております

議員派遣書のとおり議員を派遣いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（新宮領進） ご異議なしと認めます。 

 よって，議員派遣の件はお手元に配布いたしました議員派遣書のとおり，議員を派遣する

ことに決定をいたしました。 
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 この際，市長より発言の申し出がありますので，発言を許可いたします。 

 

△ 市長発言申出 

○市長（豊留悦男） お時間をいただきましてありがとうございます。定住自立圏構想推進要綱

第4の規定に基づき，定住自立圏構想に取り組むに当たりその要件となっております中心市

宣言を，ただいまから朗読をさせていただきます。 

 指宿市定住自立圏中心市宣言。 

 平成18年1月1日の広域市町村合併により，旧指宿市，旧山川町及び旧開聞町の1市2町が合

併し誕生した新指宿市は，鹿児島県の薩摩半島最南端に位置し，東部は鹿児島湾に，南部は

東シナ海に面しており，西部は南九州市に，北部には県都である鹿児島市に接しています。 

 合併前の旧1市2町は，昭和46年に広域市町村圏の設定（旧頴娃町を含める）がなされて以

降，旧市町一体となって振興計画を策定し，圏域の総合的な振興を図ってきたところであ

り，日常生活圏や経済圏を同じくする地域として，ごみ処理や消防などの広域的な行政運営

に取り組んできました。 

 現在，我が国においては，今後の急速な総人口の減少が見込まれる中で，地方圏のみなら

ず三大都市圏においても人口が減少するという過密なき過疎の時代が到来したと言われてい

ます。特に地方圏は少子高齢化の進行による地域活力の低下や若者の人口流出等に歯止めが

かからず，その将来は極めて厳しいものと予想されています。 

 本市においても，そのような動きが進行してきており，本市の基幹産業である農林水産業

や観光産業の担い手の確保や関連する地場産業の活性化，地域医療や地域交通の維持確保等

が重要な課題となっています。本圏域は合併前から経済や文化をはじめ，通勤，通学や住民

の日常生活において，強い結び付きを持っていましたが，今後，社会経済情勢が一層厳しく

なることが見込まれる中，各地域がそれぞれの個性や特性を生かし，役割分担しながら一層

連携を強化し，圏域全体の活性化に取り組む必要があります。 

 このため，ここに合併前の旧指宿市を中心地域とし，旧2町を連携地域とした指宿市定住

自立圏の構築を掲げ，集約とネットワークの考え方の下に人口定住のために必要な生活機能

を確保し，地域の結び付きや魅力を高めて，市民が住むことに喜びを感じるとともに誇りを

持てるまちづくりに取り組むことを宣言します。 

 平成27年12月18日 

 指宿市長 豊留悦男 

 

△ 閉議及び閉会 

○議長（新宮領進） 以上で本会議に付議されました案件は全て終了いたしました。 

 これにて，本日の会議を閉じ，併せて平成27年第4回指宿市議会定例会を閉会いたしま
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す。 

閉会 午前１１時２４分 
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              指宿市議会 
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